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本
稿
は
、
所
謂
「
集
合
債
権
譲
渡
担
保
」
の
有
効
要
件
と
な
ら
ぶ
重
要
論
点
で
あ
る
対
抗
要
件
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
最
近
の
最
高

裁
判
決
、
特
に
、
平
成
一
三
年
一
一
月
二
二
日
判
決
（
民
集
亓
亓
巻
六
号
一
〇
亓
六
頁
。
以
下
、
「
平
成
一
三
年
判
決
」
と
称
す
る
）
に
お
い
て
、

対
抗
要
件
の
具
備
な
い
し
譲
渡
目
的
債
権
の
移
転
時
期
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
学
説
か
ら
異
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
の
問

題
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
し
て
、
同
一
九
年
二
月
一
亓
日
判
決
（
民
集
六
一
巻
一
号
二
四
三
頁
。
以
下
、
「
平
成
一
九
年
判
決
」
と
称
す
る
）
に
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お
い
て
、
右
の
論
点
と
な
ら
ん
で
、
譲
渡
担
保
と
国
税
債
権
と
の
優
劣
、
具
体
的
に
は
、
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
に
よ
る
譲
渡
担
保
権
者

の
物
的
納
税
責
任
に
関
す
る
解
釈
の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
判
例
・
裁
判
例
な
ら
び
に
学
説
に
お
い
て
議

論
さ
れ
て
き
た
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
対
抗
要
件
と
い
う
問
題
点
を
中
心
と
し
、
ま
た
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
将
来
債
権
の
移
転
時
期
と

い
う
問
題
点
に
関
し
て
整
理
し
、
更
に
、
そ
の
先
の
問
題
点
と
し
て
、
集
合
財
産
譲
渡
担
保
の
法
的
規
制
と
い
う
観
点
を
も
含
め
て
、
こ

れ
ら
の
問
題
点
に
関
す
る
一
応
の
解
決
策
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
執
筆
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

既
に
周
知
の
よ
う
に
、
本
稿
に
お
い
て
取
り
扱
う
集
合
債
権
譲
渡
な
い
し
譲
渡
担
保
（
以
下
、
「
集
合
債
権
譲
渡
担
保
」
と
称
す
る
）
と
は
、

債
権
譲
渡
担
保
の
中
で
も
、
か
つ
て
、
我
妻
榮
博
士
に
よ
り
、
指
名
債
権
群
を
一
括
し
て
譲
渡
す
る
類
型
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
「
集

合
債
権
」
の
譲
渡
担
保
で
あ
る

（

1
）

。 

 

集
合
債
権
譲
渡
担
保
と
は
、
設
定
契
約
時
現
在
に
お
い
て
既
に
発
生
し
て
い
る
債
権
（
以
下
、
「
既
発
生
債
権
」
ま
た
は
「
現
在
債
権
」
と

称
す
る
）
及
び
将
来
発
生
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
債
権
（
以
下
、
「
将
来
債
権
」
と
称
す
る
）
を
一
個
の
債
権
譲
渡
契
約
も
し
く
は
債
権
譲
渡
担

保
設
定
契
約
（
以
下
、
「
債
権
譲
渡
担
保
契
約
」
と
称
す
る
）
に
よ
っ
て
譲
渡
す
る
と
い
う
債
権
譲
渡
担
保
の
一
類
型
で
あ
る
。
同
様
に
、
「
集

合
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
法
律
用
語
と
し
て
、
「
集
合
動
産
」
、
「
集
合
物
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
構
成
部
分
の
変
動
す
る
在
庫
商

品
を
担
保
目
的
物
と
し
て
譲
渡
担
保
権
を
設
定
す
る
類
型
と
し
て
、
「
集
合
動
産
譲
渡
担
保
」
が
あ
る
。
集
合
動
産
譲
渡
担
保
は
、
担
保

目
的
物
た
る
在
庫
商
品
が
商
品
倉
庫
の
中
で
搬
入
（
仕
入
）
と
搬
出
（
売
却
）
と
を
繰
り
返
す
の
で
、
譲
渡
担
保
の
目
的
物
と
し
て
特
定
す

る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
「
種
類
、
所
在
場
所
及
び
量
的
範
囲
を
指
定
す
る
」
必
要
が
あ
り
、
こ
の
要
件
を
充
足
し
た
場
合
に
は
、
「
一

個
の
集
合
物
」
と
し
て
特
定
し
、
そ
の
所
有
権
が
譲
渡
担
保
権
者
に
移
転
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た

（

2
）

。
こ
の
考
え
方
は
、
集
合
動

産
譲
渡
担
保
に
お
け
る
「
集
合
物
論
」
で
あ
り
、
こ
の
考
え
方
を
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
場
合
に
も
同
様
に
応
用
し
う
る
か
に
関
し
て
は
、

学
説
上
懸
念
を
表
明
す
る
も
の
が
多
く
、
同
様
の
集
合
債
権
論
を
採
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
断
言
す
る
学
説
さ
え
存
在
す
る

（

3
）

。 
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筆
者
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
集
合
物
論
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
集
合
債
権
論
な
い
し
集
合
権
論
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、

ど
れ
だ
け
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
思
案
中
で
あ
る
が
、
集
合
動
産
の
譲
渡
担
保
に
お
け
る
「
一
個
の
集
合
物
」
に

相
当
す
る
「
一
個
の
集
合
権
」
が
存
在
し
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
う
と
も
い
え
な
い
。
集
合
動
産
譲
渡
担
保
に
お
い
て
担
保
目
的
物
と
な

っ
て
い
る
在
庫
商
品
が
商
品
倉
庫
内
で
絶
え
ず
搬
入
と
搬
出
と
を
繰
り
返
す
と
い
う
状
況
は
、集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
場
合
に
お
い
て
も
、

従
来
の
理
論
構
造
の
枠
内
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。 

 

例
え
ば
、
あ
る
企
業
（
例
え
ば
貸
金
業
者
、
信
販
会
社
な
ど
）
の
特
定
の
一
支
店
の
現
在
債
権
と
将
来
債
権
と
を
一
個
の
譲
渡
担
保
契
約
（
本

契
約
・
取
立
権
留
保
型
）
で
譲
渡
す
る
と
い
う
場
合
に
お
い
て
、
現
在
の
顧
実
に
対
し
て
は
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
っ
て
通
知
し
、
将
来

の
顧
実
か
ら
は
貸
付
時
に
譲
渡
担
保
の
目
的
債
権
と
な
る
こ
と
の
承
諾
を
得
る
と
い
う
類
型
な
ら
ば
、
設
定
（
貸
付
時
）
と
解
除
（
回
収
時
）

と
を
繰
り
返
す
と
い
う
担
保
類
型
で
あ
り
、
し
か
も
、
将
来
債
権
に
つ
い
て
は
、
第
三
債
務
者
で
あ
る
将
来
の
顧
実
は
不
特
定
で
あ
る
も

の
の
、
融
資
契
約
と
同
時
に
対
抗
要
件
も
具
備
す
る
の
で
、
将
来
、
倉
庫
内
に
搬
入
さ
れ
る
商
品
が
倉
庫
内
に
搬
入
さ
れ
た
瞬
間
に
譲
渡

担
保
の
目
的
物
に
な
る
と
い
う
構
成
部
分
の
変
動
す
る
集
合
動
産
の
譲
渡
担
保
と
類
似
の
状
況
と
な
る

（

4
）

。
斯
様
な
「
債
権
群
」
を
担

保
に
取
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
譲
渡
担
保
権
者
・
設
定
者
双
方
と
も
に
顧
実
・
債
権
管
理
が
や
り
や
す
く
な
る
と
い
う
便
宜
性
は
あ
る
。

ま
た
、
現
行
の
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
に
お
い
て
、
第
三
債
務
者
が
不
特
定
の
債
権
譲
渡
登
記
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
（
動
産
債
権
譲

渡
特
例
法
第
八
条
二
項
の
必
要
的
記
載
事
項
か
ら
外
さ
れ
、
註
＊
２
＋
に
掲
げ
た
同
登
記
規
則
第
九
条
三
号
に
お
い
て
は
債
務
者
不
特
定
の
場
合
が
予
定

さ
れ
て
い
る
）
、
右
の
状
況
は
、
更
に
可
能
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
斯
様
に
構
成
し
た
場
合
に
は
、
右
に
示
し
た
「
集
合
権
」
概
念

が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
担
保
類
型
が
担
保
と
し
て
他
に
い
か
な
る
有
用
性
を
有
す
る
か
に
関
し
て
こ
こ
で
詳
説
す
る
こ
と

は
、
自
身
に
と
っ
て
は
時
期
尚
早
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
の
詳
論
は
避
け
る
こ
と
と
し
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。 
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た
だ
、
集
合
動
産
も
集
合
債
権
も
と
も
に
設
定
者
の
手
元
に
存
在
す
る
「
集
合
物
（
在
庫
）
」
、
「
集
合
権
（
顧
実
）
」
を
担
保
目
的
と

し
て
設
定
さ
れ
る
譲
渡
担
保
権
で
あ
り
、
設
定
者
も
し
く
は
第
三
債
務
者
の
経
営
・
財
政
状
況
に
よ
り
担
保
目
的
財
産
の
価
値
評
価
は
時

々
刻
々
と
変
動
す
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
一
定
も
し
く
は
変
動
す
る
価
値
の
枠
を
支
配
す
る
在
庫
管
理
・
顧
実
管
理
担
保
と
い
う
点
に
お

い
て
共
通
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
（
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
動
産
と
債
権
を
一
括
担
保
化
す
る
集
合
財
産
担
保
は
そ
れ
自
体
「
包
括
的
価
値
支

配
を
用
い
る
枠
担
保
」
で
あ
る
）
、
譲
渡
担
保
権
者
が
、
そ
の
設
定
者
自
身
な
ら
び
に
顧
実
に
対
す
る
財
産
の
、
そ
の
時
々
に
お
け
る
担
保

価
値
を
予
め
包
括
的
に
把
握
し
て
お
く
と
い
う
担
保
類
型
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
最
近
、
経
済
産
業
省
に

お
い
て
推
進
さ
れ
て
お
り
、
今
後
も
引
き
続
き
そ
の
需
要
が
伸
び
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
Ａ
Ｂ
Ｌ
（A

sset 
B

ased
 
L

en
d

in
g

）
（

5
）

等
を
用
い
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
資
金
調
達
に
お
い
て
は
、
包
括
的
な
担
保
設
定
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
構
成
部
分
の

変
動
す
る
在
庫
商
品
の
譲
渡
担
保
に
集
合
物
論
と
い
う
概
念
を
承
認
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
在
債
権
及
び
将
来
債
権
を
一
括
し
た
債
権
群

の
譲
渡
担
保
に
関
し
て
も
、
集
合
権
論
と
い
う
概
念
を
承
認
し
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
用
い
た
集
合
財
産
の
一
括
担
保
と
い
う
手
法
が
主
流

に
乗
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う

（

6
）

。 

 

次
に
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
関
し
て
は
、
そ
の
内
容
を
論
ず
る
に
際
し
て
、
抑
も
、
債
権
の
譲
渡
担
保
は
、
真
正
債
権
譲
渡
と
同
様

に
債
権
の
移
転
を
伴
う
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
単
な
る
担
保
権
で
あ
り
、
債
権
の
移
転
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
も
の
、
即
ち
、
最
終

的
に
移
転
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
担
保
権
实
行
の
局
面
に
お
け
る
「
取
立
権
の
移
転
」
の
み
と
解
す
べ
き
も
の
な
の
か
と
い
う
問

題
が
あ
る
。 

 

債
権
譲
渡
担
保
が
、
債
権
の
移
転
を
伴
う
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
真
正
債
権
譲
渡
と
同
様
、
こ
れ
を
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
し
て

対
抗
す
る
に
は
、
民
法
上
は
、
債
務
者
（
「
第
三
債
務
者
」
。
以
下
同
様
）
に
対
し
て
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
っ
て
譲
渡
を
通
知
す
る
か
、

又
は
、
債
務
者
か
ら
譲
渡
に
関
す
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
民
法
第
四
六
七
条
二
項
）
、
特
別
法
上
で
は
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
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等
の
手
続
に
基
づ
い
て
債
権
譲
渡
登
記
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
り
（
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
第
八
条
な
ど
）
、
民
法
第
四
六
七
条
に
規
定
す
る

確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
を
し
た
こ
と
に
な
り
（
同
法
第
四
条
一
項
）
、
ま
た
、
そ
の
登
記
後
、
譲
渡
人
若
し
く
は
譲
受
人
が
、
当

該
債
権
の
債
務
者
に
対
し
て
、
債
権
譲
渡
登
記
に
か
か
る
登
記
事
項
証
明
書
を
交
付
し
て
通
知
し
、
又
は
、
当
該
債
務
者
が
承
諾
を
し
た

と
き
は
、
当
該
債
務
者
に
つ
い
て
も
、
特
例
法
第
四
条
第
一
項
と
同
様
の
対
抗
要
件
を
備
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
同
法
第
四
条
二
項
）
。 

 

他
方
、
債
権
譲
渡
担
保
が
債
権
の
移
転
を
伴
わ
な
い
類
型
の
担
保
権
で
あ
る
と
す
る
と
、
制
度
上
、
こ
れ
に
最
も
近
似
す
る
類
型
は
債

権
質
権
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
一
瞥
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

ま
ず
立
法
例
と
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
債
権
質
の
設
定
（d

ie V
erp

fän
d
u
n

g
 ein

er F
o

rd
eru

n
g

）
は
、
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し

て
質
権
設
定
を
通
知
し
た
場
合
に
の
み
有
効
で
あ
る
が
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
二
八
〇
条
）
、
債
権
譲
渡
に
は
斯
様
な
要
件
は
存
在
せ
ず
、
債
権
譲

渡
契
約
の
締
結
に
よ
り
、
譲
渡
人
・
譲
受
人
間
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
債
務
者
及
び
そ
の
他
の
第
三
者
と
の
間
に
お
い
て
も
、
債
権
譲

渡
が
有
効
に
成
立
す
る
の
で
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
三
九
八
条
二
文
＊
譲
渡
契
約
に
よ
る
新
債
権
者
と
旧
債
権
者
と
の
交
代
＋
）
、
よ
り
簡
便
性
の
高
い
方

の
制
度
を
利
用
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
将
来
債
権
を
含
む
包
括
的
な
債
権
を
目
的
と
す
る
担
保
は
専
ら
債
権
譲
渡
担
保
に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
が
民
法
に
お
い
て
は
、
債
権
質
の
設
定
も
、
債
権
譲
渡
も
、
と
も
に
債
務
者
へ
の
通
知
・
承
諾
を
対
抗
要
件

と
す
る
こ
と
か
ら
（
民
法
第
三
六
四
条
、
第
四
六
七
条
）
、
特
に
譲
渡
担
保
の
方
法
に
よ
っ
て
も
手
続
を
簡
素
化
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
債
権
質
の
設
定
に
際
し
て
、
債
権
証
書
の
交
付
を
要
す
る
場
合
（
証
券
的
債
権
の
ケ
ー
ス
）
に
お
い
て
は
、
売
掛
代
金
債

権
帳
簿
等
を
債
権
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
（
民
法
第
三
六
三
条
）
、
こ
の
場
合
に
は
、
譲
渡
担
保
と
い
う
手
法
を
取
る
ほ
う

が
实
用
的
で
あ
り
、
当
事
者
の
意
思
に
適
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る

（

7
）

。 

 

し
か
し
ま
た
他
方
、
右
の
意
味
に
お
い
て
は
、
譲
渡
担
保
の
便
宜
性
が
多
尐
強
調
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
債
権
質
と
の
相
違
点
は
些
細
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
債
権
質
以
外
に
債
権
の
譲
渡
担
保
を
認
め
る
と
い
う
社
会
的
な
必
要
性
は
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
提
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示
さ
れ
て
き
た

（

8
）

。
た
だ
、
債
権
質
の
場
合
と
は
異
な
り
、
譲
渡
担
保
の
場
合
に
は
、
实
際
上
、
後
順
位
担
保
権
者
が
出
現
す
る
お
そ

れ
が
な
い
の
で
、
譲
渡
担
保
の
ほ
う
が
实
益
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る

（

9
）

。 

 

第
二
項 
譲
渡
担
保
の
信
託
行
為
性 

 

次
に
、
債
権
譲
渡
に
も
「
担
保
目
的
」
と
「
取
立
目
的
」
と
が
あ
り
、
後
者
は
信
託
的
譲
渡
と
取
立
権
の
み
の
授
与
に
分
か
れ
る
も
の

と
解
さ
れ
て
お
り
、
「
取
立
権
の
み
の
授
与
」
形
式
を
有
す
る
債
権
譲
渡
に
お
い
て
は
、
債
権
の
譲
受
人
は
自
己
の
名
で
他
人
（
譲
渡
人
）

の
権
利
を
行
使
す
る
権
限
し
か
有
し
な
い
の
に
対
し
て
、
「
信
託
的
譲
渡
」
形
式
の
債
権
譲
渡
に
お
い
て
は
、
譲
受
人
は
債
権
を
信
託
的

に
譲
り
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
対
外
的
に
は
債
権
は
譲
受
人
に
帰
属
す
る
が
、
た
だ
、
取
立
て
と
い
う
目
的
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
と
解
さ

れ
て
お
り

（

10
）

、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
殆
ど
概
念
の
混
乱
が
生
じ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る

（

11
）

。 

 

と
こ
ろ
で
、
担
保
目
的
か
取
立
目
的
か
は
、
当
事
者
の
経
済
的
利
用
目
的
に
よ
る
分
類
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
信
託
的
譲
渡
と
は
、
譲

渡
自
体
が
真
の
譲
渡
で
は
な
く
、
あ
る
目
的
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
関
係
の
譲
渡
で
あ
る
こ
と
を
、
法
律
的
に
構
成
し
た
場
合
の
法
的
表

現
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
本
来
、
信
託
と
は
、
ロ
ー
マ
法
のfid

u
cia

に
由
来
し
、
こ
れ
を
ド
イ
ツ
普
通
法
学
の
中
でfid

u
ziarisch

es 

G
esch

äft

（
信
託
的
行
為
）
と
し
て
構
築
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
、
「
目
的
に
よ
る
拘
束
を
受
け
た
譲
渡
」
を
指
す
も
の
と
し
て
用

い
ら
れ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
担
保
目
的
で
な
さ
れ
る
債
権
譲
渡
」
と
は
、
ま
さ
に
信
託
的
譲
渡
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、

こ
の
信
託
的
譲
渡
、
即
ち
、
担
保
の
た
め
に
す
る
債
権
譲
渡
（S

ich
eru

n
g

sab
tretu

n
g
, S

ich
eru

n
g
szessio

n

）
こ
そ
、
債
権
の
譲
渡
担
保
と

い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
債
権
の
譲
渡
担
保
は
、
債
権
譲
渡
の
法
形
式
を
借
り
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
担
保
目
的
で
な

さ
れ
る
債
権
譲
渡
と
論
理
的
に
区
別
さ
れ
る
わ
け
が
な
い
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る

（

12
）

。 

 

し
か
し
、
こ
の
考
え
方
に
対
し
て
は
、
債
権
の
信
託
的
譲
渡
で
あ
れ
ば
、
譲
受
人
は
受
託
者
で
あ
る
か
ら
、
取
り
立
て
た
金
銭
を
受
益
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者
た
る
譲
渡
人
の
た
め
に
保
管
す
る
義
務
を
有
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
債
権
の
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
、
譲
受
人
は
当
初
か
ら
当
該
債
権

の
価
値
を
優
先
的
に
把
握
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
両
者
に
は
違
い
が
あ
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
担
保
目
的
で
な
さ
れ
る
債
権
譲
渡
と

債
権
の
信
託
的
譲
渡
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
学
説
も
あ
る

（

13
）

。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
最
近
の
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
類
型
は
、
設
定
者
が
信
用
危
殆
状
況
に
至
る
ま
で
取
立
権
を
設
定
者
の
下
に
留
保
し
、

設
定
者
は
、
営
業
活
動
の
常
態
に
お
い
て
、
譲
渡
担
保
権
者
へ
の
弁
済
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
他
の
債
権
者
と
の
取
引
に
お
け
る
決
済
や

国
税
・
地
方
税
の
納
税
を
も
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
契
約
類
型
そ
れ
自
体
が
本
契
約
な
い
し
確
定
型
の
集
合
債
権
譲
渡
担
保

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
す
ま
す
、
信
託
的
譲
渡
と
い
う
特
徴
を
備
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
譲
渡
担
保
権
者
が
譲
受
債
権
を
完

全
に
把
握
す
る
よ
う
な
危
機
管
理
型
の
譲
渡
担
保
に
お
け
る
理
解
は
、
も
は
や
時
代
の
趨
勢
に
遅
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
の
わ
が
国
に
お
け
る
学
説
に
お
い
て
は
、
譲
渡
担
保
の
信
託
行
為
性
に
関
し
て
争
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ

こ
で
、
譲
渡
担
保
の
信
託
行
為
性
に
関
し
て
若
干
歴
史
を
繙
く
こ
と
と
す
る
。 

 

か
つ
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
発
展
を
遂
げ
た
「
担
保
の
た
め
に
す
る
債
権
譲
渡
（S

ich
eru

n
g
sab

tretu
n

g

）
は
信
託
的
譲
渡
を
意
味
す
る
」

と
い
う
理
論
構
成
は
、
譲
渡
担
保
に
「
信
託
」
そ
れ
自
体
を
適
用
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
右
の
理
論

構
成
は
、
元
来
は
、
信
託
の
法
的
構
成
に
お
い
て
、
虚
偽
行
為
類
似
の
行
為
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
と
い
う
点
に
端
を
発
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
学
説
に
よ
り
、
こ
の
虚
偽
行
為
類
似
の
行
為
と
本
来
的
な
虚
偽
行
為
と
の
相
違
点
が
強
調
さ
れ
、
幾
多
の

論
証
を
経
て
、
こ
れ
が
理
論
的
な
発
展
を
遂
げ
て
、
最
終
的
に
は
、
動
産
譲
渡
担
保
の
虚
偽
表
示
疑
惑
を
払
拭
す
る
た
め
に
論
証
さ
れ
た

と
い
う
歴
史
的
な
経
緯
を
有
す
る
理
論
構
成
で
あ
る
。 

 

右
の
理
論
構
成
は
、
ま
ず
、
一
八
亓
八
年
に
お
い
て
、
イ
ェ
ー
リ
ン
ク
博
士
（R

u
d
o

lp
h
 Jh

erin
g

）
が
、
法
律
行
為
に
お
け
る
信
託
関

係
に
は
、
虚
偽
表
示
類
似
の
行
為
が
あ
り
、
こ
れ
を
虚
偽
的
な
法
律
行
為
（ein

 sim
u

liertes R
ech

tsg
esch

äft

）
と
な
ら
ぶ
外
形
行
為
（d

as 
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S
ch

ein
g
esch

äft

）
と
い
う
概
念
を
用
い
て
類
型
化
し
、
信
託
的
な
虚
偽
行
為
類
似
の
行
為
を
純
然
た
る
虚
偽
行
為
と
区
別
す
る
と
い
う
意

味
に
お
い
て
、
こ
れ
は
、
法
律
行
為
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
法
的
効
果
を
意
図
的
に
排
除
す
る
虚
偽
行
為
と
は
異
な
り
、
当
該
行
為
に
含
ま

れ
た
個
々
の
し
か
も
お
そ
ら
く
は
全
く
二
義
的
な
効
果
を
目
指
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
た
だ
、
歴
史
的
に
い
え
ば
、
そ
の
多

く
は
不
便
な
法
律
を
回
避
す
る
と
い
う
意
図
に
由
来
し
て
お
り
、
本
来
、
虚
偽
行
為
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
虚
偽
行
為
が

正
当
の
も
の
と
な
り
、
古
代
法
学
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
、
慣
習
法
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
し

た
と
い
う
点
に
端
を
発
し
て
い
る

（

14
）

。
即
ち
、
イ
ェ
ー
リ
ン
ク
博
士
に
よ
る
と
、
虚
偽
的
な
法
律
行
為
と
い
う
概
念
は
、
形
式
的
に
（d

icis 

cau
sa

）
「
見
せ
か
け
の
た
め
に
行
為
す
る
（Z

u
m

 S
ch

ein
e h

an
d

eln

）
」
も
の
で
あ
り
、
「
真
の
行
為
（ein

 ern
stlich

es H
an

d
eln

）
」
と

は
反
対
、
つ
ま
り
外
見
上
の
行
為
（ein

 äu
ß

eres H
an

d
eln

）
で
あ
っ
て
、
内
心
（ein

e in
n

ere A
b
sich

t

）
が
そ
れ
と
合
致
し
て
い
な
い
と

い
う
話
に
な
る
の
で
あ
り
、
法
律
行
為
の
場
合
に
は
、
こ
の
内
心
の
瑕
疵
は
、
そ
れ
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
効
果
の
意
図
的
な
排
除
に
存
在

し
、
そ
の
結
果
は
相
手
方
と
の
通
謀
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
と
い
う
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る

（

15
）

。 

  

ま
た
、
イ
ェ
ー
リ
ン
ク
博
士
は
、
虚
偽
行
為
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
内
心
が
こ
れ
と
合
致
し
て
い
な
い
純
粋
な
虚
偽
外
形
行
為
（ein

 

rein
er S

ch
ein

ak
t

）
で
あ
る
が
、
外
形
行
為
は
、
風
変
わ
り
に
組
成
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
他
の
全
て
の
類
型
（alle an

d
ern

, n
u

r m
it e

i-

g
en

th
ü
m

lich
 zu

g
esch

n
itten

er F
o

rm

）
と
同
様
の
法
的
類
型
（d

ie R
ech

tsfo
rm

en

）
で
あ
る
と
解
し
て
お
り
、
更
に
、
虚
偽
行
為
は
全
て

詐
欺
（ein

e T
äu

sch
u

n
g

）
を
意
図
す
る
も
の
と
い
う
点
に
お
い
て
区
別
さ
れ
、
行
為
の
真
の
姿
（d

ie w
ah

re G
estalt

）
は
、
第
三
者
の
視

線
を
そ
ら
し
、
当
局
か
ら
逃
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
、
不
实
な
装
い
（ein

 falsch
es G

eb
an

d

）
が
掛
け
替
え
ら
れ
る
と

い
う
点
、
例
え
ば
、
売
買
の
装
い
が
贈
与
に
掛
け
替
え
ら
れ
る
な
ど
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
詐
欺
の
目
的
は
、
法
律
違

反
の
行
為
と
い
う
こ
と
を
覆
い
隠
す
と
い
う
点
に
あ
る
が
、
外
形
行
為
の
場
合
に
は
、
斯
様
な
隠
蔽
は
全
く
狙
い
で
は
な
く
、
そ
れ
が
何
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を
意
味
し
て
い
る
か
は
誰
で
も
知
っ
て
お
り
、
当
局
も
、
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
、
ロ
ー
マ
法
の
法
廷
譲
与
（in

 ju
re cessio

）
の
場
合
と
同

様
に
手
を
差
し
の
べ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
即
ち
、
外
形
行
為
の
目
的
は
、
純
粋
に
技
術
的
な
方
法
で
あ
り
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る

手
段
の
強
制
的
な
適
用
を
通
じ
て
、
法
自
体
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
目
的
の
達
成
で
あ
り
、
言
う
な
れ
ば
、
外
形
行
為
と
い
う
も
の
は
、

や
む
を
得
な
い
法
的
虚
言
（ju

ristisch
e N

o
th

lü
g

en

）
な
の
だ
と
説
明
し
て
い
る

（

16
）

。
そ
の
上
で
、
イ
ェ
ー
リ
ン
ク
博
士
は
、
こ
の
虚

偽
行
為
と
、
単
に
個
々
の
お
そ
ら
く
は
全
く
二
義
的
な
効
果
を
達
成
す
る
た
め
の
意
図
で
法
律
行
為
を
締
結
す
る
と
い
う
、
一
見
す
る
と

虚
偽
行
為
と
大
き
な
類
似
性
を
有
す
る
関
係
、
即
ち
、
外
形
行
為
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る

（

17
）

。 

  

し
か
し
ま
た
他
方
、
イ
ェ
ー
リ
ン
ク
博
士
に
よ
る
と
、
世
の
中
の
本
源
的
虚
偽
行
為
か
ら
は
、
そ
の
多
く
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
あ
る
婦
人
が
、
あ
る
一
定
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
信
託
の
た
め
の
仮
装
婚
姻
（co

em
p

tio
 fid

u
ciae cau

sa

）

を
用
い
て
、
偽
装
婚
姻
（ein

e S
ch

ein
eh

e

）
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
い
う
考
え
を
思
い
つ
い
た
と
き
は
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
虚
偽
行
為

な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
法
が
一
般
的
に
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
慣
習
法
上
の
承
認
を
獲
得
し
た
と
き
は
、
こ
れ
は
外
形
行
為
と
し
て

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
者
に
お
け
る
概
念
上
の
区
別
は
、
多
く
の
慣
習
が
時
の
経
過
と
と
も
に
一
つ
の
慣
習
法

に
な
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
概
念
間
の
区
別
が
変
化
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る

（

18
）

。 

 

更
に
ま
た
、
イ
ェ
ー
リ
ン
ク
博
士
は
、
外
形
行
為
を
、
本
源
的
な
外
形
行
為
（ein

 o
rig

in
äres S

ch
ein

g
esch

äft

）
と
残
留
的
な
外
形
行

為
（ein

 resid
u

äres S
ch

ein
g

esch
äft

）
と
い
う
二
種
類
に
分
類
し
、
一
方
で
は
、
本
源
的
な
外
形
行
為
は
、
そ
れ
自
体
、
真
の
意
味
を
有

す
る
行
為
が
別
の
意
味
の
た
め
に
純
粋
な
類
型
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
方
法
に
お
い
て
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で

は
、
見
せ
か
け
だ
け
の
行
為
で
あ
る
虚
偽
行
為
と
は
反
対
に
、
外
形
行
為
は
、
最
初
か
ら
、
外
形
行
為
と
し
て
作
出
さ
れ
る
も
の
と
解
し

て
お
り
、
ま
た
他
方
で
は
、
残
留
的
な
外
形
行
為
は
、
二
義
的
な
も
の
、
即
ち
、
行
為
も
し
く
は
そ
の
真
の
意
味
を
失
っ
た
行
為
の
構
成
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部
分
（d

ie B
estan

d
teile

）
が
引
き
続
き
得
ら
れ
る
と
い
う
方
法
に
お
い
て
現
れ
る
も
の
と
解
し
て
い
る

（

19
）

。
例
え
ば
、
外
形
行
為
に
属

す
る
信
託
（fid

u
cia

）
も
し
く
は
信
託
目
的
で
（fid

u
ciae cau

sa

）
締
結
さ
れ
た
行
為
と
い
う
概
念
は
、
以
下
の
点
に
基
づ
い
て
い
る
も
の

と
さ
れ
、
即
ち
、
信
託
の
た
め
の
仮
装
売
買
（co

em
p

tio
 fid

u
ciae cau

sa

）
や
信
託
の
た
め
の
法
廷
譲
渡
（in

 ju
re cessio

 fid
u
ciae cau

sa

）

の
場
合
に
は
、
受
領
者
は
、
別
の
事
案
に
お
け
る
と
同
様
に
人
や
物
を
有
し
保
持
す
る
の
で
は
な
く
、
交
わ
さ
れ
た
合
意
に
従
い
、
そ
れ

ら
を
返
還
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
合
意
は
、
証
人
の
前
で
の
言
明
（n

u
n

cu
p
atio

）
と
し
て
は
、
そ
の
行
為
自
体
に
馴
染
ま
ず
、

合
意
は
、
そ
の
真
の
目
的
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
り
、
即
ち
、
取
得
を
保
持
す
べ
き
で
な
い
と
き
は
、
「
取
得
す
る
」
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、
単
純
自
然
的
な
表
象
方
法
（d

ie ein
fach

n
atü

rlich
e V

o
rstellu

n
g

sw
eise

）
に
、
そ
う
す
る
こ
と
は
欲
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
そ

の
取
り
決
め
（d

ie V
erab

red
u

n
g

）
は
、
先
決
問
答
契
約
（sp

o
n

sio
 p

raeju
d

icialis

）
の
場
合
と
同
様
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
真
の
行
為
の
外

側
に
な
ら
ん
で
の
み
、
あ
ら
ゆ
る
虚
偽
行
為
の
場
合
と
同
様
に
な
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る

（

20
）

。 

 

右
に
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
、
イ
ェ
ー
リ
ン
ク
博
士
は
、
何
ら
法
律
行
為
の
効
果
を
欲
し
な
い
虚
偽
行
為
（
虚
偽
表
示
）
と
、
行
為
の
外

見
と
は
異
な
る
別
の
効
果
が
欲
せ
ら
れ
る
外
形
行
為
と
の
相
違
点
を
強
調
し
た
上
で
、
後
者
の
有
効
性
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
わ
が
国
の
旧
信
託
法
を
見
た
場
合
に
は
、
「
信
託
」
は
、
信
託
受
託
者
に
所
有
権
を
移
転
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
新
信
託
法
を
見

た
場
合
に
お
い
て
も
、
「
信
託
契
約
」
は
、
信
託
受
託
者
に
対
し
、
財
産
の
譲
渡
、
担
保
権
の
設
定
、
そ
の
他
の
財
産
の
処
分
行
為
を
す

る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
の
目
的
は
信
託
で
あ
り
、
信
託
受
託
者
は
一
定
の
信
託
目
的
に
拘
束
さ
れ
、
そ
の
範
囲
内
で

管
理
権
や
処
分
権
等
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
（
旧
信
託
法
第
一
条
、
新
信
託
法
第
三
条
一
号
参
照
）
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
右
に
紹
介
し
て

き
た
信
託
的
な
行
為
は
信
託
と
類
似
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
法
律
行
為
の
外
観
と
は
異
な
る
法
律
効
果
の
発
生
が
欲
せ
ら
れ
て
い
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
、
虚
偽
表
示
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
譲
渡
担
保
も
、
イ
ェ
ー
リ
ン
ク
博
士
に
い
わ
ゆ

る
外
形
行
為
と
同
様
、
信
託
的
行
為
類
似
の
法
律
行
為
と
し
て
、
ま
さ
に
慣
習
法
的
効
果
を
も
っ
て
、
そ
の
第
一
歩
を
承
認
さ
れ
た
も
の
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と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

次
に
、
一
八
七
八
年
に
は
、
コ
ー
ラ
ー
博
士
（Jo

sef K
o

h
ler

）
が
、
イ
ェ
ー
リ
ン
ク
博
士
の
提
唱
し
た
虚
偽
表
示
と
外
形
行
為
と
の
区

別
を
承
認
し
つ
つ
、
譲
渡
担
保
（
買
戻
特
約
付
売
買
）
は
法
律
行
為
の
虚
偽
的
外
形
（d

er S
ch

ein

）
を
作
出
す
る
虚
偽
行
為
（d

ie S
im

u
latio

n

）

と
は
異
な
り
、
当
事
者
が
、
「
あ
る
法
律
行
為
を
そ
の
法
律
効
果
と
と
も
に
欲
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
隠
れ
た
行
為
（v

erd
eck

tes 

G
esch

äft

）
」
と
称
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
理
論
的
に
発
展
さ
せ
て
い
る

（

21
）

。
即
ち
、
コ
ー
ラ
ー
博
士
に
よ
る
と
、
こ

の
虚
偽
行
為
と
い
う
制
度
は
、
法
的
基
盤
の
上
に
置
か
れ
て
お
り
、
お
よ
そ
虚
偽
で
法
律
行
為
を
な
す
者
は
、
法
律
行
為
を
締
結
す
る
の

で
は
な
く
、
法
律
行
為
の
虚
偽
的
外
形
の
み
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
即
ち
、
自
己
の
意
思
表
示
を
分
け
て
、
そ
の
一
部
だ
け
が
第
三

者
に
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
隠
れ
た
行
為
は
、
そ
の
特
徴
を
、
法
的
領
域
か
ら
読
み
取
る
の
で
は
な
く
、
経
済
の
領
域
か
ら

読
み
取
る
の
で
あ
り
、
即
ち
、
お
よ
そ
隠
れ
た
行
為
を
締
結
す
る
者
は
、
全
て
の
法
的
効
果
を
も
っ
て
そ
の
行
為
を
す
る
意
思
を
有
し
て

お
り
、
そ
の
法
律
行
為
自
体
も
し
く
は
そ
の
法
的
効
果
と
同
種
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
、
経
済
的
な
目
的
の
た
め
に
す
る
意
思
を
有
し
て
い

る
も
の
と
解
し
て
い
る

（

22
）

。 

 

ま
た
、
コ
ー
ラ
ー
博
士
は
、
こ
の
隠
れ
た
行
為
の
説
明
と
し
て
、
实
体
的
も
し
く
は
経
済
的
法
律
行
為
の
場
合
に
お
い
て
も
、
今
で
は
、

経
済
的
な
機
能
が
法
律
行
為
の
類
型
に
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
の
で
、
行
為
の
法
律
上
の
限
界
が
経
済
上
の
目
的
の
限
界
と
合
流
す
る

可
能
性
は
低
い
と
し
、
即
ち
、
双
方
給
付
の
経
済
上
の
バ
ラ
ン
ス
が
存
在
せ
ず
、
意
図
さ
れ
て
も
い
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
価
格
が
極
端

に
安
く
て
も
、
売
買
は
中
止
さ
れ
え
ず
、
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
債
権
者
と
の
信
託
（fid

u
cia cu

m
 cred

ito
re

）
の
場
合
の
よ

う
に
、
債
権
を
塡
補
す
る
保
証
給
付
に
役
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
、
友
人
と
の
信
託
（fid

u
cia cu

m
 am

ico

）
の
場
合
の
よ
う

に
、
物
の
保
護
と
代
理
を
第
三
者
に
委
託
す
る
と
い
う
こ
と
に
役
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
所
有
権
は
引
き
続
き
所
有
権
な
の
で
あ
り
、

同
様
に
、
实
体
的
法
律
行
為
は
、
そ
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
経
済
目
的
の
唯
一
の
手
段
で
は
な
く
、
つ
ま
り
、
そ
の
目
的
は
、
他
の
行
為
と
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の
取
り
合
わ
せ
（d

ie K
o

m
b

in
atio

n

）
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
も
の
と
解
し
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、
お
よ
そ
Ａ
に
物
を
与

え
よ
う
と
す
る
者
は
、
彼
が
Ｂ
に
与
え
て
い
る
物
を
Ａ
に
回
復
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
と
い
う
回
り
道
を
取
る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
い
は
、

彼
が
Ａ
を
自
己
の
財
産
管
理
人
と
し
、
そ
の
協
定
（d

er R
ezeß

）
を
秘
密
厳
守
に
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
り
、
自
己
を
そ
の
負
担
（d

ie 

R
ech

n
u
n
g
stellu

n
g

）
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
回
り
道
を
取
る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
い
は
、
Ａ
と
団
体
を
結
成
し
、
そ
の
出
資
（d

ie
 E

in
lag

e

）

に
応
じ
て
、
過
度
の
持
分
を
与
え
る
と
い
う
回
り
道
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
、
こ
の
行
為
の
経
済
的
側
面
と
法
律
的

側
面
と
の
不
適
合
は
、
当
事
者
が
、
何
ら
か
の
理
由
か
ら
、
そ
の
目
的
が
時
折
垣
間
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
法
に
よ
っ
て
殊
更
に
作
り
出

さ
れ
た
方
法
の
代
わ
り
に
、
不
正
手
段
（S

ch
leich

w
eg

）
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
彼
は

経
済
的
な
目
的
を
公
に
せ
ず
、
む
し
ろ
、
就
中
、
人
目
に
つ
く
行
為
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
関
係
上
、
こ
の
行
為
は
隠
れ
た
行
為
と
称

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る

（

23
）

。 

 

そ
し
て
ま
た
、
コ
ー
ラ
ー
博
士
は
、
こ
こ
で
は
、
至
る
所
で
行
為
の
法
的
効
果
、
即
ち
、
相
応
す
る
法
律
関
係
の
法
的
効
果
が
欲
せ
ら

れ
て
い
る
も
の
と
解
し
、
物
が
一
文
で
（n

u
m

m
o

 u
n

o

）
売
却
さ
れ
た
と
き
は
、
売
買
代
金
は
も
ち
ろ
ん
ご
く
僅
か
で
あ
る
が
、
こ
の
ご

く
僅
か
な
代
金
だ
け
が
、
そ
れ
自
体
、
法
的
合
意
の
目
的
で
あ
る
の
で
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
文
の
売
却
（v

en
d

itio
 n

u
m

m
o
 u

n
o

）
は

単
な
る
虚
偽
行
為
で
は
な
く
、
そ
の
合
意
が
、
こ
の
一
文
さ
え
も
給
付
さ
れ
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
場
合
に
初
め
て
、
虚
偽
行
為
と
な

る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
お
よ
そ
二
亓
セ
ス
テ
ル
テ
ィ
ウ
ム
を
支
払
う
者
は
、
そ
の
支
払
金
額
が
重
大
な
利
益
を
殆
ど
代
表
せ
ず
、
ま
た
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
支
払
金
額
が
こ
れ
に
よ
っ
て
間
接
的
に
法
的
決
着
を
も
た
ら
す
べ
き
と
こ
ろ
の
利
益
と
釣
り
合
い
が
取
れ
な
い
く

ら
い
僅
か
で
あ
っ
て
も
、
实
際
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
支
払
う
の
で
あ
り
、
当
事
者
が
、
二
亓
セ
ス
テ
ル
テ
ィ
ウ
ム
を
請
求
し
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
点
に
お
い
て
も
合
意
し
た
場
合
に
初
め
て
、
そ
の
行
為
は
虚
偽
行
為
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
虚
偽
行
為
と
隠
れ
た
行
為

と
の
相
違
点
を
強
調
し
て
い
る

（

24
）

。 
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更
に
、
コ
ー
ラ
ー
博
士
は
、
お
よ
そ
他
人
を
相
続
人
に
指
定
し
た
者
は
、
そ
の
他
人
を
全
て
の
権
利
及
び
義
務
を
も
っ
て
選
択
し
、
有

効
な
相
続
人
と
し
て
お
り
、
彼
は
、
最
終
結
果
に
お
い
て
も
、
そ
の
調
停
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
財
団
法
人
、
即
ち
、
教
会
団
体
も
し
く

は
政
治
団
体
に
財
産
を
与
え
る
た
め
に
、
そ
の
相
続
人
に
遺
言
執
行
者
と
い
う
役
割
を
割
り
当
て
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
、
そ
の
指
定

相
続
人
に
は
経
済
的
な
満
足
だ
け
が
あ
り
、
法
律
上
の
任
意
処
分
権
能
（D

isp
o

sitio
n

sm
ach

t

）
を
許
容
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
と

主
張
し
、
こ
の
最
後
の
事
例
に
よ
り
、
た
び
た
び
起
こ
る
隠
れ
た
行
為
の
事
案
の
一
つ
に
触
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
中
間
者
を
介
す
る
行

為
（d

as G
esch

äft p
er in

terp
o

sitam
 p

erso
n

am

）
は
、
周
知
の
事
案
で
あ
り
、
そ
こ
に
第
三
者
が
相
手
方
と
し
て
入
り
、
経
済
的
利
益
を

他
人
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
た
め
だ
け
の
契
約
権
を
取
得
す
る
も
の
な
の
だ
と
主
張
し
、こ
の
隠
れ
た
行
為
か
ら
法
的
効
果
を
奪
い
取
る
と
、

自
由
な
取
引
行
動
に
お
け
る
不
当
な
侵
害
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
、
権
利
者
の
利
益
を
侵
害
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
と
主
張
し
て
い
る

（

25
）

。 

 

右
に
掲
げ
て
き
た
コ
ー
ラ
ー
博
士
の
理
論
構
成
を
詳
細
に
分
析
す
る
と
、
こ
の
理
論
は
、
前
掲
し
た
イ
ェ
ー
リ
ン
ク
博
士
の
理
論
構
成

と
き
わ
め
て
類
似
し
て
お
り
、
「
外
形
行
為
」
と
「
隠
れ
た
行
為
」
と
い
う
名
称
の
違
い
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
内
容
は
、
い
ず
れ
も
信

託
的
な
行
為
を
虚
偽
表
示
と
は
異
な
る
正
当
な
「
法
律
行
為
」
と
し
て
認
め
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
、
譲
渡
担
保
の
虚
偽
表
示
性
を
払
拭
し
、

譲
渡
担
保
を
、
慣
習
法
的
な
効
果
を
伴
う
正
当
な
法
律
行
為
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
理
論
構
成
で
あ
っ
た
。 

 

更
に
、
一
八
八
〇
年
に
は
、
レ
ー
ゲ
ル
ス
ベ
ル
ガ
ー
博
士
（F

erd
in

an
d

 R
eg

elsb
erg

er

）
が
右
の
コ
ー
ラ
ー
博
士
の
理
論
を
受
け
継
ぎ
、

「
隠
れ
た
行
為
」
と
は
、
ロ
ー
マ
法
の

fid
u

cia

と
同
じ
く
典
型
的
に
目
的
と
手
段
（
法
形
式
）
と
が
不
調
和
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
形
式

は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
以
上
の
も
の
を
与
え
る
も
の
の
、
信
託
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
法
形
式
を
約
定
目
的
の

た
め
に
の
み
使
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
「
信
託
行
為
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
が
、
こ
の
「
信
託
行
為
」
と
い
う
名
称
の
端
緒

で
あ
る

（

26
）

。 



久留米大学法学第 58 号（2007 年） 

 

                               

- 16 - 

 
こ
の
レ
ー
ゲ
ル
ス
ベ
ル
ガ
ー
博
士
の
考
え
方
自
体
は
、
そ
の
概
念
構
成
の
誤
り
な
ど
が
指
摘
さ
れ
、
種
々
の
問
題
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る

が
（

27
）

、
そ
の
後
の
判
例
・
学
説
は
、
そ
の
名
称
の
み
を
用
い
て
、
こ
の
「
隠
れ
た
行
為
」
理
論
に
よ
り
、
動
産
譲
渡
担
保
を
信
託
的
譲

渡
と
し
て
正
当
化
し
た
と
い
う
経
緯
を
有
し
て
お
り
、
右
の
コ
ー
ラ
ー
博
士
に
よ
る
「
隠
れ
た
行
為
」
理
論
と
レ
ー
ゲ
ル
ス
ベ
ル
ガ
ー
博

士
の
付
し
た
名
称
と
が
受
け
継
が
れ
、
そ
の
後
の
判
例
・
学
説
に
お
け
る
変
遷
を
経
て
、
「
担
保
の
た
め
に
す
る
所
有
権
移
転

（S
ich

eru
n
g

sü
b

ereig
n

u
n

g

）
」
と
な
り
、
こ
れ
が
目
的
物
の
取
扱
い
を
担
保
目
的
に
限
定
し
て
い
る
と
い
う
意
味
合
い
に
お
い
て
、
「
信

託
的
所
有
権
移
転
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
考
え
方
が
債
権
譲
渡
担
保
に
も
共
通
に
使
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ

て
、
こ
れ
が
純
然
た
る
「
信
託
」
を
指
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
「
信
託
的
行
為

、
、
、
、
、
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

第
三
項 

小 

括 

 

前
掲
し
た
よ
う
に
、
譲
渡
担
保
の
法
的
構
成
に
関
し
て
信
託
行
為
理
論
を
用
い
た
立
場
か
ら
の
理
論
に
対
し
て
異
論
を
唱
え
る
わ
が
国

の
学
説
は
、
い
わ
ば
「
信
託
の
担
保
的
機
能
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
債
権
譲
渡
と
信
託
と
を
組
み
合
わ
せ
た
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
ス
キ
ー
ム

を
念
頭
に
置
い
た
反
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
両
者
は
、
元
々
異
な
る
観
点
か
ら
の
理
論
構
成
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
者
か
ら
の
前
者
に
対

す
る
「
反
論
」
は
、
抑
も
か
み
合
う
議
論
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
掲
し
た
わ
が
国
に
お
け
る
学
説
の
う
ち
、
担
保
の
た
め
に
す
る
債
権
譲
渡
と
信
託
的
債
権
譲
渡
と
を
特
段

に
区
別
せ
ず
、
債
権
譲
渡
担
保
を
含
め
て
同
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
る
と
い
う
立
場
を
取
れ
ば
、
債
権
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
、
そ
の

設
定
契
約
に
よ
り
、
担
保
目
的
か
つ
信
託
的
に
、
債
権
は
譲
受
人
に
移
転
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
両
者
を
区
別
す
る
と
い
う
立
場

を
取
れ
ば
、
債
権
譲
渡
担
保
は
全
く
の
担
保
権
で
あ
り
、
設
定
契
約
時
に
譲
受
人
た
る
譲
渡
担
保
権
者
に
債
権
が
移
転
す
る
と
い
う
こ
と

は
な
く
、
譲
渡
担
保
権
者
は
担
保
権
の
实
行
時
に
お
い
て
取
立
権
を
取
得
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
解
す
る
か

（

28
）

、
あ
る
い
は
、
担
保
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権
の
实
行
時
に
第
三
債
務
者
に
債
権
譲
渡
が
通
知
さ
れ
て
初
め
て
、
債
権
が
譲
受
人
た
る
譲
渡
担
保
権
者
に
移
転
し
、
こ
れ
が
取
立
権
の

根
拠
に
な
る
も
の
と
解
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

（

29
）

。 

 

前
提
的
な
問
題
の
提
起
と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
長
き
に
失
し
た
観
を
呈
し
て
し
ま
っ
た
が
、
右
に
紹
介
し
、
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
わ

が
国
の
学
説
に
お
い
て
は
、
債
権
譲
渡
担
保
に
関
し
て
、
そ
の
設
定
契
約
時
に
債
権
の
移
転
を
伴
う
も
の
と
構
成
す
る
立
場
（
権
利
移
転
的

構
成
説
）
と
、
純
然
た
る
担
保
権
と
し
て
構
成
す
る
立
場
（
担
保
権
的
構
成
説
）
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
後
掲
す
る
平
成
一
三

年
判
決
や
同
一
九
年
判
決
、
そ
し
て
、
そ
の
他
の
従
来
か
ら
の
判
例
法
理
は
、
基
本
的
に
前
者
、
即
ち
、
権
利
移
転
的
構
成
説
（
権
利
移

転
型
担
保
）
と
い
う
立
場
を
取
り
つ
つ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
学
説
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
に
担
保
権
的
構
成
説
が
有
力
に
主

張
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
下
に
あ
る
。
こ
の
債
権
譲
渡
担
保
の
法
的
構
成
に
関
す
る
理
論
状
況
の
相
違
点
が
そ
の
ま
ま
平
成
一
九
年
判

決
の
解
釈
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
考
察
は
ま
だ
先
の
話
で
あ
り
、
次
は
、
債
権
譲
渡
担
保
が
直
面
す
る

対
抗
要
件
に
関
す
る
論
点
、
即
ち
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
民
法
第
四
六
七
条
の
構
造
に
つ
い
て
ま
と
め
る
こ
と
と
す
る
。 

  

註
（
1
）
我
妻
榮
『
近
代
法
に
お
け
る
債
權
の
優
越
的
地
位
』
（
有
斐
閣
、
一
九
亓
三
年
。
以
下
、
『
債
權
論
』
と
略
記
す
る
）
一
七
六
―
一
七
七

頁
、
同
『
新
訂
擔
保
物
權
法
』
（
岩
波
書
店
、
新
訂
三
刷
、
一
九
七
一
年
。
以
下
、
『
新
訂
擔
保
』
と
略
記
す
る
）
六
六
〇
頁
及
び
六
七
一
頁
参
照
。

ま
た
、
近
時
に
お
け
る
代
表
的
著
作
と
し
て
、
椿
寿
夫
『
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
研
究
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
。
以
下
、
『
研
究
』
と
略
記
す

る
）
が
あ
る
。
ま
た
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
特
定
性
な
い
し
有
効
性
と
い
う
問
題
に
関
す
る
判
例
及
び
学
説
の
網
羅
的
な
紹
介
と
、
そ
の
各
々
に

関
す
る
詳
細
な
分
析
に
つ
い
て
は
、
三
林
宏
「
集
合
（
流
動
）
債
権
譲
渡
担
保
の
有
効
性
」
『
現
代
民
法
学
の
諸
問
題
』
（
信
山
社
、
一
九
九
八
年
）

三
四
三
頁
が
あ
る
。 

 

ま
た
、
最
近
は
、
研
究
者
・
实
務
家
と
も
に
「
集
合
動
産
」
を
「
流
動
動
産
」
と
称
す
る
の
と
同
様
、
「
集
合
債
権
」
を
「
流
動
債
権
」
と
称

す
る
も
の
が
多
い
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
な
用
語
に
従
い
、
「
集
合
債
権
」
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
本
来
な
ら
ば
、
こ
の
冒
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頭
に
お
い
て
「
集
合
債
権
譲
渡
担
保
」
に
関
す
る
多
く
の
論
攷
を
掲
載
し
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
献
に
関
し
て
は
、
個

別
論
点
の
ほ
う
で
引
用
す
る
も
の
に
と
ど
め
、
こ
こ
で
は
紹
介
し
な
い
。
更
に
、
従
来
か
ら
の
文
献
等
の
詳
細
は
、
三
林
・
前
掲
論
文
（
本
註
）

を
参
照
さ
れ
た
く
、
ま
た
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
論
点
に
関
す
る
詳
細
は
、
拙
稿
「
判
例
に
現
れ
た
集
合
債
権
譲
渡
担
保
（
一
）
（
二
・
完
）
」

法
学
新
報
第
一
一
〇
巻
第
一
・
二
号
、
第
亓
・
六
号
（
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
「
問
題
の
所
在
」
中
の
「
第
一
款 

集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
法
的
構
成
」
及
び
「
第
二
款 

民
法
第
四
六
七
条
に
お
け

る
『
対
抗
要
件
』
の
構
造
」
、
そ
し
て
、
対
抗
要
件
に
関
す
る
従
来
の
判
例
や
学
説
に
つ
い
て
は
、
右
に
掲
げ
た
拙
稿
で
も
掲
げ
て
お
り
、
重
複

す
る
箇
所
も
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
も
必
要
と
思
わ
れ
る
範
囲
内
で
執
筆
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
、
斯
様
な
点
に
つ
い
て
は
、
諸
氏
の
ご
寛
恕

を
賜
り
た
い
。 

 

註
（
2
）
最
判
昭
和
亓
四
年
二
月
一
亓
日
民
集
三
三
巻
一
号
亓
一
頁
、
最
判
昭
和
六
二
年
一
一
月
一
〇
日
民
集
四
一
巻
八
号
一
亓
亓
九
頁
。 

 

集
合
動
産
譲
渡
担
保
に
お
け
る
目
的
物
の
特
定
方
法
に
つ
い
て
、
我
妻
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
１
＋
『
新
訂
擔
保
』
）
六
六
三
―
六
六
四
頁
は
、

「
あ
る
倉
庫
の
東
側
の
棚
に
あ
る
商
品
全
部
と
い
う
よ
う
に
、
人
為
的
な
表
示
な
い
し
標
識
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
、
「
外
部
的
・
場
所
的

な
独
立
存
在
を
」
認
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
、
「
単
に
数
量
で
指
示
さ
れ
る
だ
け
（
例
え
ば
在
庫
商
品
の
二
分
の
一
）
で
は
足
り
な
い
」
と
論
じ

て
い
る
。
右
判
例
は
、
我
妻
博
士
が
ド
イ
ツ
か
ら
移
入
し
た
と
も
言
い
う
る
集
合
物
譲
渡
担
保
に
お
け
る
「
集
合
物
論
」
に
よ
る
特
定
方
法
を
短

く
文
章
化
な
い
し
要
件
化
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

右
の
判
例
法
理
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
判
例
に
現
れ
た
集
合
動
産
譲
渡
担
保
（
一
）
（
二
・
完
）
」
専
修
法
研
論
集
第
亓
号
（
一
九
八
九
年
）

四
亓
頁
以
下
、
同
・
第
六
号
（
一
九
九
〇
年
）
九
一
頁
以
下
所
収
に
お
い
て
詳
説
し
て
い
る
が
、
現
在
に
お
い
て
も
、
設
定
の
局
面
に
お
け
る
在

庫
商
品
の
特
定
方
法
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
右
判
例
法
理
が
維
持
さ
れ
、
こ
の
特
定
方
法
は
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法

に
よ
る
登
記
の
記
録
方
法
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。 

＊
動
産
・
債
権
譲
渡
登
記
規
則
（
平
成
十
年
八
月
二
十
八
日
法
務
省
令
第
三
十
九
号
・
最
終
改
正
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
法
務
省
令
第
一
亓
号
）
＋ 

（
動
産
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
等
） 

 

第
八
条 

法
第
七
条
第
二
項
第
亓
号
に
規
定
す
る
譲
渡
に
係
る
動
産
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、

当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。 

 
 

一 

動
産
の
特
質
に
よ
っ
て
特
定
す
る
方
法 
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イ 

動
産
の
種
類 

 
 
 

ロ 

動
産
の
記
号
、
番
号
そ
の
他
の
同
種
類
の
他
の
物
と
識
別
す
る
た
め
に
必
要
な
特
質 

 
 

二 

動
産
の
所
在
に
よ
っ
て
特
定
す
る
方
法 

 
 
 

イ 

動
産
の
種
類 

 
 
 

ロ 
動
産
の
保
管
場
所
の
所
在
地 

 

右
は
、
本
稿
の
内
容
と
は
あ
ま
り
関
係
は
な
い
が
、
参
考
の
た
め
に
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
に
関
す
る
総
合
的

な
考
察
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
研
究
生
活
の
端
緒
で
も
あ
る
の
で
（
修
論
「
集
合
物
譲
渡
担
保
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
＊
一
九
八
九
年
、
未
発

表
＋
）
、
集
合
債
権
を
含
め
た
集
合
財
産
の
譲
渡
担
保
に
関
す
る
総
合
的
な
考
察
と
し
て
、
他
日
を
期
し
て
公
表
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

 

次
に
、
後
述
す
る
と
こ
ろ
と
も
関
係
す
る
の
で
、
右
規
則
に
お
け
る
譲
渡
債
権
の
特
定
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
現
行
規
定
も
掲
げ
て
お
く
。 

（
債
権
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
等
） 

 

第
九
条 

法
第
八
条
第
二
項
第
四
号
（
法
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
譲
渡
に
係
る
債
権
又
は
質
権

の
目
的
と
さ
れ
た
債
権
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 
 

一 

債
権
が
数
個
あ
る
と
き
は
、
一
で
始
ま
る
債
権
の
連
続
番
号 

 
 

二 

譲
渡
に
係
る
債
権
又
は
質
権
の
目
的
と
さ
れ
た
債
権
の
債
務
者
が
特
定
し
て
い
る
と
き
は
、
債
務
者
及
び
債
権
の
発
生
の
時
に
お
け
る

債
権
者
の
数
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
に
代
え
商
号
又
は
名
称
及
び
本
店
等
） 

 
 

三 

譲
渡
に
係
る
債
権
又
は
質
権
の
目
的
と
さ
れ
た
債
権
の
債
務
者
が
特
定
し
て
い
な
い
と
き
は
、
債
権
の
発
生
原
因
及
び
債
権
の
発
生
の

時
に
お
け
る
債
権
者
の
数
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
に
代
え
商
号
又
は
名
称
及
び
本
店
等
） 

 
 

四 

貸
付
債
権
、
売
掛
債
権
そ
の
他
の
債
権
の
種
別 

 
 

亓 

債
権
の
発
生
年
月
日 

 
 

六 

債
権
の
発
生
の
時
及
び
譲
渡
又
は
質
権
設
定
の
時
に
お
け
る
債
権
額
（
既
に
発
生
し
た
債
権
の
み
を
譲
渡
し
、
又
は
目
的
と
し
て
質
権

を
設
定
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

本
稿
に
お
け
る
将
来
債
権
を
含
む
集
合
債
権
の
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
、
右
の
特
定
方
法
の
う
ち
、
特
に
第
亓
号
の
「
債
権
の
発
生
年
月
日
」

が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
当
該
箇
所
に
お
い
て
後
述
す
る
。 
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註
（
3
）
角
紀
代
恵
「
流
動
債
権
の
譲
渡
担
保
」
法
律
時
報
六
亓
巻
九
号
（
一
九
九
三
年
）
一
亓
頁
は
、
譲
渡
担
保
は
担
保
設
定
時
か
ら
实
行
時
に

至
る
ま
で
目
的
物
が
固
定
し
て
い
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
担
保
方
法
で
あ
る
た
め
、
流
動
債
権
や
集
合
動
産
の
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
实
質
と
形
式

が
乖
離
し
て
お
り
、
た
だ
、
集
合
動
産
に
お
い
て
は
「
集
合
物
」
と
い
う
概
念
で
何
と
か
目
的
物
を
固
定
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
流
動
債
権

に
お
い
て
は
有
体
物
概
念
を
中
核
と
す
る
「
集
合
物
」
概
念
に
は
な
じ
ま
ず
、
ま
た
、
「
集
合
物
」
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
流
動
す
る
債
権
群
を
固
定

化
す
る
た
め
の
概
念
も
見
つ
か
ら
な
い
の
で
、
譲
渡
担
保
と
い
う
目
的
物
が
固
定
化
し
て
い
る
場
合
の
担
保
方
法
を
も
っ
て
浮
遊
担
保
の
实
を
挙
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
難
問
に
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
「
集
合
債
権
」
と
い
う
名
称
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と

主
張
し
て
い
る
。 

 

註
（
4
）
こ
の
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
河
合
伸
一
「
第
三
債
務
者
不
特
定
の
集
合
債
権
譲
渡
担
保
」
金
融
法
務
事
情
一
一
八
六

号
（
一
九
八
八
年
）
亓
六
頁
（
亓
九
頁
）
参
照
。
こ
の
類
型
に
当
て
は
ま
る
将
来
債
権
と
し
て
は
、
他
に
ア
パ
ー
ト
所
有
者
の
賃
料
債
権
、
リ
ー
ス

業
者
の
リ
ー
ス
債
権
な
ど
、
顧
実
の
出
現
ま
で
は
第
三
債
務
者
が
特
定
し
な
い
類
型
が
あ
る
。 

 

註
（
5
）
Ａ
Ｂ
Ｌ
と
は
、
こ
こ
で
は
、A

sset B
ased

 L
en

d
in

g

（
資
産
に
基
づ
く
貸
出
）
の
略
称
で
あ
り
、
企
業
の
事
業
そ
れ
自
体
に
着
目
し
、
事
業 

に
基
づ
く
様
々
な
資
産
の
価
値
を
見
極
め
て
行
う
有
担
保
貸
付
の
こ
と
で
あ
り
、
特
に
、
不
動
産
以
外
の
動
産
（
在
庫
商
品
、
機
械
設
備
等
）
・

債
権
（
売
掛
代
金
債
権
等
）
な
ど
、
流
動
性
の
高
い
資
産
を
担
保
と
す
る
融
資
手
法
の
総
称
で
あ
る
。
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
Ａ

Ｂ
Ｌ
研
究
会
「
Ａ
Ｂ
Ｌ
（A

sset B
ased

 L
en

d
in

g
）
研
究
会
報
告
書
」
（
二
〇
〇
六
年
、
経
済
産
業
政
策
局
産
業
資
金
課
）

h
ttp

://w
w

w
.

m
eti.

g
o
.
jp

/rep
o
rt/d

o
w

n
lo

ad
files/g60704

a01
j.

p
d
f

、
及
び
、
野
村
総
合
研
究
所
『
動
産
・
債
権
等
の
活
用
に
よ
る
資
金
調
達
手
段 

～
Ａ
Ｂ
Ｌ
（A

sset B
ased

 L
en

d
in

g

）
～ 

テ
キ
ス
ト 

金
融
实
務
編
』
（
二
〇
〇
六
年
。
本
テ
キ
ス
ト
に
は
内
容
を
尐
し
簡
略
化
し
た
『
テ
キ
ス
ト

一
般
編
』
も
あ
る
）h
ttp

://w
w

w
.
m

eti.
g
o
.
jp

/rep
o
rt/d

o
w

n
lo

ad
files/g

60704
a04

j.
p
d
f

が
詳
細
か
つ
分
か
り
や
す
い
。
い
ず
れ
も
、
経
済
産
業
省

の
Ｈ
Ｐ
に
お
け
る
「
白
書
・
報
告
書
」
の
当
該
箇
所
（h

ttp
://w

w
w
.
m

eti.
g
o.

jp
/rep

o
rt/d

ata/g
60704

aj.
h
tm

l

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

右
の
Ａ
Ｂ
Ｌ
研
究
会
報
告
書
に
よ
る
と
、
従
来
は
实
務
の
煩
雑
さ
や
法
的
権
利
の
不
安
定
性
が
ネ
ッ
ク
で
あ
っ
た
が
、
公
示
制
度
の
整
備
や
Ｉ

Ｔ
に
よ
る
在
庫
管
理
の
高
度
化
、
昨
今
の
財
務
諸
表
精
度
の
向
上
な
ど
に
よ
り
、
实
務
的
に
取
り
組
む
メ
リ
ッ
ト
が
増
し
て
き
た
こ
と
が
大
き
い

と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
欧
米
で
は
主
に
ミ
ド
ル
リ
ス
ク
・
ミ
ド
ル
リ
タ
ー
ン
の
商
品
と
し
て
の
取
扱
い
が
一
般
的
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る

（
前
掲
「
報
告
書
」
四
頁
の
註
３
参
照
）
。
な
お
、
右
の
Ａ
Ｂ
Ｌ
等
、
新
し
い
担
保
实
務
の
状
況
を
紹
介
す
る
論
攷
と
し
て
、
池
田
眞
朗
「
Ａ
Ｂ
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Ｌ
等
に
見
る
動
産
・
債
権
担
保
の
展
開
と
課
題
」
堀
龍
兒
・
鎌
田
薫
・
池
田
眞
朗
・
新
美
育
文
・
中
舎
寛
樹
編
『
担
保
制
度
の
現
代
的
展
開
―
伊

藤
進
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
―
』
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
。
以
下
、
堀
龍
兒
ほ
か
編
『
担
保
制
度
』
と
略
記
す
る
）
二
七
亓
頁
が
あ
る
。 

 

註
（
6
）
現
時
点
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
集
合
債
権
論
」
を
推
進
す
べ
き
も
の
と
主
張
す
る
学
説
と
し
て
、
堀
龍
兒
「
集
合
債
権
論
」
堀
龍
兒
ほ

か
編
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
５
＋
『
担
保
制
度
』
）
二
亓
四
頁
（
特
に
二
六
亓
頁
以
下
）
が
あ
る
。 

 

堀
教
授
は
、
「
集
合
債
権
論
と
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
お
い
て
、
債
権
者
（
譲
渡
担
保
権
者
、
債
権
譲
受
人
）
が
債
務
者
（
譲
渡
担
保
設

定
者
、
債
権
譲
渡
人
）
の
有
す
る
集
合
債
権
群
（
現
在
債
権
な
ら
び
に
将
来
債
権
を
含
む
）
を
集
合
債
権
譲
渡
担
保
設
定
契
約
に
基
づ
き
譲
渡
を

受
け
、
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
対
抗
要
件
具
備
時
に
、
譲
渡
担
保
対
象
債
権
の
み
発
生
分
を
含
め
て
、
集
合
債
権
と
し
て
対
抗
要

件
を
有
す
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
」
と
定
義
づ
け
、
「
こ
の
考
え
方
は
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
の
集
合
物
論
と
対
比
し
て
、
集
合
物
論
と
同

様
の
考
え
方
で
あ
る
」
と
こ
ろ
、
こ
の
考
え
方
に
対
し
て
、
「
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
お
け
る
集
合
債
権
と
集
合
動
産
譲
渡
担
保
に
お
け
る
集
合

動
産
と
は
、
債
権
と
動
産
は
法
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
同
じ
考
え
方
に
立
て
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
集
合
債
権
群
と
集
合
動
産
を
同

じ
集
合
体
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
主
張
し
て
い
る
（
堀
「
集
合
債
権
論
」
堀
龍
兒
ほ
か
編
・
前
掲
＊
前
掲
註
＊
５
＋
＋
『
担
保
制
度
』
二

六
九
頁
）
。
そ
し
て
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
が
将
来
搬
入
さ
れ
る
動
産
を
含
め
て
契
約
時
の
占
有
改
定
あ
る
い
は
動
産

譲
渡
登
記
に
よ
っ
て
対
抗
力
を
取
得
す
る
の
に
対
し
て
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
も
将
来
発
生
す
る
債
権
を
含
め
て
契
約
時
の
民
法
第
四
六
七
条
に

よ
る
対
抗
要
件
あ
る
い
は
債
権
譲
渡
登
記
に
よ
っ
て
対
抗
力
を
取
得
す
る
と
い
う
点
、
ま
た
、
集
合
動
産
が
譲
渡
担
保
権
实
行
時
ま
で
は
債
務
者

に
処
分
権
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
集
合
債
権
も
譲
渡
担
保
権
实
行
時
ま
で
は
債
務
者
（
譲
渡
人
）
に
取
立
権
限
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
と
い
う
点
を
挙
げ
、
ま
さ
に
両
者
を
対
比
し
て
論
じ
て
も
違
和
感
は
な
く
、
集
合
債
権
群
の
発
想
は
、
集
合
物
概
念
に
馴
染
む
も
の
で
あ
る
と

主
張
し
て
い
る
（
堀
「
集
合
債
権
論
」
堀
龍
兒
ほ
か
編
・
前
掲
書
＊
前
掲
註
＊
５
＋
＋
『
担
保
制
度
』
二
七
〇
頁
）
。 

 

右
の
堀
教
授
の
発
想
は
筆
者
と
全
く
同
様
で
あ
る
が
、
堀
教
授
に
し
て
も
、
こ
の
考
え
方
を
採
用
し
た
場
合
に
お
け
る
メ
リ
ッ
ト
を
十
分
具
体

的
に
紹
介
し
て
は
お
ら
ず
、
将
来
の
制
度
設
計
や
解
釈
に
委
ね
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
前
掲
し
た
Ａ
Ｂ
Ｌ
の
手
法
を
始
め
と
す
る
新

た
な
資
金
調
達
に
お
け
る
事
業
資
産
の
一
括
担
保
と
い
う
概
念
か
ら
す
る
と
、
集
合
物
・
集
合
権
と
い
う
発
想
に
基
づ
く
集
合
動
産
・
集
合
債
権

の
取
扱
い
は
、
担
保
権
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
担
保
把
握
と
い
う
局
面
か
ら
考
え
た
場
合
に
お
い
て
も
、
私
的
实
行
と
い
う
局
面
か
ら
考
え
た

場
合
に
お
い
て
も
、
一
義
的
な
担
保
手
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
管
理
と
執
行
が
簡
易
迅
速
に
行
え
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
堀
教
授
と
同
様
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
に
お
け
る
自
身
の
研
究
の
進
展
に
応
じ
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。 
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な
お
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
と
集
合
債
権
譲
渡
担
保
と
を
併
用
す
る
担
保
手
法
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
既
に
一
九
亓
〇
年

代
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
下
級
審
裁
判
例
に
も
現
れ
て
い
る
（
東
京
地
判
昭
和
三
二
年
三
月
一
九
日
下
裁
民
集
八
巻
三
号
亓
一
二
頁
と
そ

の
控
訴
審
で
あ
る
東
京
高
判
昭
和
三
四
年
九
月
一
亓
日
金
融
法
務
事
情
二
二
二
号
二
四
七
頁
＊
出
版
業
者
の
営
業
資
金
獲
得
の
た
め
の
担
保
と
し

て
、
自
社
の
出
版
物
の
全
部
を
集
合
動
産
譲
渡
担
保
と
し
、
そ
の
販
売
取
次
業
者
に
対
し
て
現
在
及
び
将
来
発
生
す
る
債
権
を
集
合
債
権
譲
渡
担

保
と
し
た
と
い
う
事
案
＋
）
。
た
だ
、
こ
の
裁
判
例
に
現
れ
た
事
案
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
と
い
っ
て
も
、
第
三
債
務
者
が
特
定
の
取
次
業
者

と
し
て
特
定
し
て
い
る
事
案
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
紹
介
し
た
第
三
債
務
者
不
特
定
の
事
案
と
は
異
な
る
。 

 

註
（
7
）
我
妻
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
１
＋
『
新
訂
擔
保
』
）
六
七
二
頁
参
照
。
我
妻
博
士
は
、
指
名
債
権
群
の
譲
渡
担
保
の
便
宜
性
を
主
張
し
た

後
、
「
問
題
は
対
抗
要
件
で
あ
る
」
と
し
て
、
①
企
業
の
経
営
に
従
っ
て
変
動
し
、
個
々
的
に
は
尐
額
の
債
権
の
債
務
者
に
対
し
て
通
知
し
ま
た
は

承
諾
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
、
何
ら
外
形
に
現
れ
な
い
斯
様
な
譲
渡
担
保
に
つ
き
、
対
抗
要
件
を
不
要
と
す
る
ほ
ど
慣
行
が
一
般

化
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
な
い
が
、
対
抗
要
件
を
欠
く
ま
ま
で
で
き
る
だ
け
の
効
力
を
認
め
る
ほ
か
は
な
い
、
②
特
定
の
大
口
の
顧
実
に
つ
い
て
は
、

予
め
、
通
知
す
る
か
承
諾
を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
者
を
債
務
者
と
す
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
対
外
的
な
効
力
を
生
ず
る
、
③
債
務
者
の
特

定
し
て
い
る
将
来
の
債
権
を
担
保
化
す
る
手
段
と
し
て
、
債
務
者
は
必
ず
担
保
権
者
に
支
払
う
べ
き
旨
を
約
す
る
方
法
、
例
え
ば
、
甲
メ
ー
カ
ー
が

高
価
な
物
を
乙
の
注
文
に
よ
っ
て
製
造
す
る
場
合
に
、
原
材
料
購
入
資
金
の
融
資
者
丙
銀
行
を
加
え
た
三
面
契
約
で
、
乙
は
代
金
を
必
ず
丙
銀
行
を

通
じ
て
支
払
う
よ
う
に
約
す
る
方
法
は
、
譲
渡
担
保
と
は
無
関
係
に
相
当
広
く
行
わ
れ
て
い
る
、
と
主
張
し
て
い
る
（
『
新
訂
擔
保
』
六
七
二
―
六

七
三
頁
）
。
つ
ま
り
、
第
三
債
務
者
の
特
定
し
て
い
る
将
来
債
権
の
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
は
、
予
め
の
通
知
ま
た
は
承
諾
に
よ
る
対
抗
力
付
与
を
認

め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

註
（
8
）
近
江
幸
治
『
担
保
物
権
法
』
（
弘
文
堂
、
新
版
補
正
版
、
一
九
九
八
年
。
以
下
、
『
担
保
物
権
』
と
略
記
す
る
）
三
一
八
頁
。 

 

註
（
9
）
鈴
木
禄
彌
「
譲
渡
担
保
」
『
企
業
担
保
（
経
営
法
学
全
集
９
）
』
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
六
六
年
）
一
六
〇
頁
（
二
亓
〇
頁
）
、
角

紀
代
恵
「
流
動
債
権
の
譲
渡
担
保
」
法
律
時
報
六
亓
巻
九
号
（
一
九
九
三
年
）
一
亓
頁
（
一
六
頁
）
。 

 

註
（
10
）
我
妻
榮
『
新
訂
債
權
總
論
』
（
岩
波
書
店
、
新
訂
一
〇
刷
、
一
九
七
二
年
。
以
下
、
『
新
訂
債
權
』
と
略
記
す
る
）
亓
亓
〇
―
亓
亓
三
頁
。 

こ
の
我
妻
説
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
近
江
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
８
＋
『
担
保
物
権
』
）
三
一
八
―
三
一
九
頁
、
同
『
民
法
講
義Ⅲ

担
保
物
権
』

（
成
文
堂
、
第
二
版
補
訂
、
二
〇
〇
七
年
。
以
下
、
『
民
法
講
義Ⅲ

』
と
略
記
す
る
）
三
三
九
頁
参
照
。 

 

註
（
11
）
近
江
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
８
＋
『
担
保
物
権
』
）
三
一
九
頁
、
同
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
10
＋
『
民
法
講
義Ⅲ

』
）
三
四
〇
頁
。 
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註
（
12
）
近
江
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
８
＋
『
担
保
物
権
』
）
三
一
九
頁
、
同
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
10
＋
『
民
法
講
義Ⅲ

』
）
三
四
〇
頁
。 

 
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
債
権
譲
渡
担
保
を
含
む
権
利
担
保
一
般
の
概
説
、
問
題
提
起
、
そ
し
て
、
わ
が
民
法
と
の
比
較
法
と
い
う
構
成
で
、
こ
れ
ら

に
関
し
て
詳
細
に
分
析
し
た
文
献
と
し
て
、
鳥
谷
部
茂
「
権
利
担
保
論
序
説
」
筑
波
法
政
第
三
号
（
一
九
八
〇
年
）
亓
七
頁
（
債
権
譲
渡
に
つ
い

て
は
七
三
頁
以
下
）
が
あ
る
。
な
お
、
古
代
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
信
託
の
法
的
構
造
に
関
し
て
は
、
谷
口
貴
都
「
古
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
物
的
担

保
―
信
託
と
質
の
法
的
構
造
を
め
ぐ
っ
て
―
」
早
稲
田
法
学
七
四
巻
三
号
（
一
九
九
九
年
）
四
七
亓
頁
（
四
七
九
頁
以
下
）
が
詳
細
に
分
析
し
て

お
り
、
古
代
ロ
ー
マ
法
で
は
、
信
託
は
担
保
で
あ
り
、
担
保
物
た
る
手
中
物
（res 

m
an

cip
i

）
が
握
取
行
為
（m

an
cip

atio

）
に
よ
っ
て
債
務
者
か

ら
債
権
者
に
譲
渡
さ
れ
る
が
、
弁
済
等
に
よ
っ
て
債
権
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
当
該
担
保
物
は
握
取
行
為
に
よ
る
再
売
（rem

an
cip

atio

）
に
よ

っ
て
、
債
務
者
に
返
還
さ
れ
る
旨
を
合
意
し
た
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

 

註
（
13
）
角
紀
代
恵
「
債
権
非
典
型
担
保
」
椿
寿
夫
編
『
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
第
三
一
号
・
担
保
法
理
の
現
状
と
課
題
』
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
九
亓

年
。
以
下
、
『
担
保
法
理
』
と
略
記
す
る
）
七
六
頁
（
七
八
頁
）
。 

 

註
（
14
）R

u
d
o
lp

h
 Jh

erin
g
,
G

eist d
es rö

m
isch

en
 R

ech
ts au

f d
en

 v
ersch

ied
en

en
 S

tu
fen

 sein
er E

n
tw

ick
lu

n
g
,2.

T
h
eil 2.

A
b
t.(4.

A
u
fl.,1883) 

§46
; 3.

T
h
eil 1.

A
b
t.(4.

A
u
fl.,1888)

§57,
§58.

こ
の
考
え
方
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
四
宮
和
夫
「
信
託
行
為
と
信
託
」
『
信
託
の
研
究
』

（
有
斐
閣
、
一
九
六
亓
年
）
三
頁
（
一
〇
〇
頁
）
が
あ
る
。
右
に
引
用
指
示
し
た
四
宮
教
授
の
論
述
は
、R

u
d
o
lp

h
 Jh

erin
g
,

G
eist d

es rö
m

isch
en

 

R
ech

ts

の
第
四
版
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
引
用
に
係
る
初
版
本
は
、G

eist d
es rö

m
isch

en
 R

ech
ts,3.

B
d.,

L
eip

zig
 1852

-.

で
あ
り
、
第
二
版
は
、

G
eist d

es rö
m

isch
en

 R
ech

ts,4.
B

d.,2.
A

u
fl.,

B
erlin

 1866.

で
あ
る
。 

 

筆
者
が
調
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
イ
ェ
ー
リ
ン
ク
博
士
は
、
一
八
亓
八
年
に
発
行
さ
れ
た
右
の
初
版
本
の
第
二
巻
第
二
分
冊
、
即
ち
、R

u
d
o
lp

h
 

Jh
erin

g
,

G
eist d

es rö
m

isch
en

 R
ech

ts au
f d

en
 v

ersch
ied

en
en

 S
tu

fen
 sein

er E
n
tw

ick
lu

n
g
,2.

T
h
eil 2.

A
b
t.,

L
eip

zig
,1858.,

§46,
S
.5
54

ff.

に

お
い
て
、
既
に
、
外
形
的
な
法
律
行
為
を
虚
偽
行
為
（ein

 sim
u
liertes G

esch
äft

）
と
外
形
行
為
（ein

 S
ch

ein
g
esch

äft

）
と
に
分
け
、
本
文
に
示

し
た
よ
う
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下
の
論
述
は
全
て
こ
の
初
版
本
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

註
（
15
）R
u
d
o
lp

h
 Jh

erin
g
,
a.

a.
O
.(2.

T
h
eil 2.

A
b
t.,1858),

§46,
S
.554. 

 

註
（
16
）R

u
d
o
lp

h
 Jh

erin
g
,
G

eist d
es rö

m
isch

en
 R

ech
ts au

f d
en

 v
ersch

ied
en

en
 S

tu
fen

 sein
er E

n
tw

ick
lu

n
g
,3.

T
h
eil 1.

A
b
t.

L
eip

zig
,1865, 

§58,
S
.265. 

 

註
（
17
）R

u
d
o
lp

h
 Jh

erin
g
,
a.

a.
O
.(2.

T
h
eil 2.

A
b
t.,1858),

§46,
S
.555. 
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註
（
18
）R

u
d
o
lp

h
 Jh

erin
g
,
a.

a.
O
.(3.

T
h
eil 1.

A
b
t.,1865),

§58,
S
.266. 

 

註
（
19
）R

u
d
o
lp

h
 Jh

erin
g
,
a.

a.
O
.(2.

T
h
eil 2.

A
b
t.,1858),

§46,
S
.554

-555. 

 

註
（
20
）R

u
d
o
lp

h
 Jh

erin
g
,
a.

a.
O
.(2.

T
h
eil 2.

A
b
t.,1858),

§46,
S
.556

-557. 

 

註
（
21
）Jo

sef K
o
h
ler,

S
tu

d
ien

 ü
b
er M

en
talreserv

atio
n
 u

n
d
 S

im
u
latio

n
,
Jh

erin
g
s Jah

rb
ü
ch

er fü
r d

ie D
o
g
m

atik
 d

es h
eu

tig
en

 rö
m

isch
en

 R
ech

ts  

u
n
d
 d

eu
tsch

es P
riv

atrech
ts,

B
d.16,1878,

S
.91[

S
.109,140

ff.].

こ
の
考
え
方
を
紹
介
す
る
わ
が
国
の
文
献
と
し
て
、
四
宮
・
前
掲
書
（
前
掲

註
＊
14
＋
）
一
〇
〇
―
一
〇
一
頁
、
近
江
幸
治
『
担
保
制
度
の
研
究
』
（
成
文
堂
、
一
九
八
九
年
。
以
下
、
『
担
保
制
度
』
と
略
記
す
る
）
一
八

九
頁
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
コ
ー
ラ
ー
博
士
の
論
文
か
ら
は
、Jh
erin

g,
D

er G
eist d

es rö
m

isch
en

 R
ech

ts

の
第
何
版
を
引
用
し
て
い
る
か
は
明
ら

か
で
は
な
い
。 

 

註
（
22
）Jo

sef K
o
h
ler,

a.
a.

O
.,

Jh
er.

Jb
.

B
.16,

S
.140

-141. 

 

註
（
23
）Jo

sef K
o
h
ler,

a.
a.

O
.,

Jh
er.

Jb
.

B
.16,

S
.141

-142. 

 

註
（
24
）Jo

sef K
o
h
ler,

a.
a.

O
.,

Jh
er.

Jb
.

B
.16,

S
.142

-143. 

 

註
（
25
）Jo

sef K
o
h
ler,

a.
a.

O
.,

Jh
er.

Jb
.

B
.16,

S
.143. 

 

註
（
26
）F

erd
in

an
d
 R

eg
elsb

erg
er,

Z
w

ei B
eiträg

e zu
r L

eh
re v

o
n
 d

er C
essio

n
,Ⅰ

: D
ie G

elten
d
m

ach
u
n
g
 d

er rech
tlich

en
 M

än
g

el d
es C

es-

sio
n
sv

o
rg

an
g
s d

u
rch

 d
en

 S
ch

u
ld

n
er,

A
rch

iv
 fü

r d
ie civ

ilistisch
e P

rax
is,

B
d.63(1880),

S
.157

ff.

こ
の
考
え
方
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
四

宮
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
14
＋
）
一
〇
一
―
一
〇
二
頁
、
近
江
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊2

1

＋
『
担
保
制
度
』
）
一
八
九
―
一
九
〇
頁
、
一
九
二
―
一

九
三
頁
が
あ
る
。 

 

註
（
27
）
近
江
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
21
＋
『
担
保
制
度
』
）
一
九
〇
頁
。
近
江
教
授
は
、
同
書
一
九
三
頁
の
註
（
22
）
に
お
い
て
、
こ
の
レ
ー
ゲ

ル
ス
ベ
ル
ガ
ー
博
士
の
概
念
的
な
理
論
構
成
と
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
た
学
説
と
し
て
、W

o
lfg

an
g
 

H
ro

m
ad

k
a,

D
ie 

E
n
tw

ick
lu

n
g
 

d
es 

F
au

stp
fan

d
p
rin

zip
s im

 18.
 u

n
d
 19.

 Jah
rh

u
n
d
ert,1971,

S
.158

f.

を
挙
げ
て
い
る
。 

 

註
（
28
）
千
葉
恵
美
子
「
い
わ
ゆ
る
流
動
型
集
合
債
権
譲
渡
担
保
と
対
抗
要
件
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
二
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
七
二
頁
（
七
九
頁
）
。 

 

註
（
29
）
角
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
13
＋
「
非
典
型
担
保
」
）
椿
編
・
前
掲
『
担
保
法
理
』
八
〇
頁
、
同
「
判
評
（
東
京
高
判
平
成
一
一
年
一
一

月
四
日
）
」
判
例
評
論
亓
〇
四
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
九
頁
（
二
一
頁
）
。 
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第
二
款 

民
法
第
四
六
七
条
に
お
け
る
「
対
抗
要
件
」
の
構
造 

 

第
一
項 
フ
ラ
ン
ス
民
法
上
の
解
釈
に
よ
る
「
債
務
者
公
示
機
能
説
」
の
展
開 

 

次
に
、
本
稿
の
中
心
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
対
抗
要
件
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
後
掲
す
る
平
成
一
三

年
判
決
に
代
表
さ
れ
る
従
来
の
判
例
法
理
及
び
多
数
説
に
よ
る
と
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
対
抗
要
件
は
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
に
関

す
る
民
法
第
四
六
七
条
を
適
用
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
制
度
の
「
構
造
」
に
関
し
て
、
そ
の
制

度
の
沿
革
及
び
趣
旨
を
確
認
し
て
お
く
。 

 

民
法
第
四
六
七
条
に
よ
る
と
、
譲
渡
人
に
よ
る
債
務
者
へ
の
通
知
ま
た
は
債
務
者
か
ら
の
承
諾
が
債
務
者
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
す
る

対
抗
要
件
で
あ
り
（
同
条
一
項
）
、
ま
た
、
債
権
譲
渡
を
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る
通

知
ま
た
は
承
諾
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
二
項
）
。 

既
に
周
知
の
よ
う
に
、
右
の
規
定
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
一
六
九
〇
条
に
由
来
す
る
も
の
と
い
わ
れ
て
お
り
、
同
条
に
よ
る
と
、
譲
受

人
は
、
債
務
者
に
対
し
て
な
さ
れ
る
移
転
の
送
達
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
、
第
三
者
に
対
抗
し
え
な
い
と
規
定
さ
れ
（
一
項
）
、
た
だ
し
、

譲
受
人
は
、
債
務
者
に
よ
っ
て
公
正
証
書
に
お
い
て
な
さ
れ
る
移
転
の
承
諾
に
よ
っ
て
も
同
様
に
（
第
三
者
に
）
対
抗
し
う
る
と
規
定
さ
れ

て
い
る
（
二
項
）

（

30
）

。
こ
の
規
定
の
解
釈
と
し
て
は
、
右
の
「
移
転
の
送
達
」
ま
た
は
「
公
正
証
書
に
よ
る
移
転
の
承
諾
」
は
、
当
初

は
、
債
権
譲
渡
を
完
全
に
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
譲
受
人
の
地
位
を
保
障
す
る
た
め
の
方
策
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
右

の
考
え
方
と
な
ら
ん
で
、
こ
の
移
転
の
送
達
・
承
諾
と
い
う
対
抗
要
件
は
「
一
種
の
公
示
（p

u
b

licité

）
の
手
続
」
と
称
さ
れ
る
に
至
り
、

債
務
者
及
び
そ
の
他
の
第
三
者
は
債
権
譲
渡
の
事
实
を
知
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
利
害
関
係
を
有
し
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
こ
の



久留米大学法学第 58 号（2007 年） 

 

                               

- 26 - 

公
示
の
欠
缺
は
第
三
者
に
損
害
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
考
え
方
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
紹
介
さ
れ
て
い
る

（

31
）

。 

 

こ
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
一
六
九
〇
条
に
お
け
る
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
規
定
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
博
士
の
手
に
よ
っ
て
わ
が
国
に
伝
え

ら
れ

（

32
）

、
そ
の
後
、
旧
民
法
制
定
の
段
階
に
お
い
て
、
通
知
の
主
体
が
「
譲
受
人
」
と
さ
れ
、
規
定
が
改
変
さ
れ
た
も
の
の

（

33
）

、
現

行
民
法
の
起
草
に
当
た
っ
た
法
典
調
査
会
に
お
け
る
審
議
に
よ
っ
て
元
に
戻
し
た
と
い
う
か
、
明
文
を
も
っ
て
通
知
の
主
体
を
「
譲
渡
人
」

と
し
て
、
現
在
の
姿
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る

（

34
）

。 

 

次
に
、
民
法
第
四
六
七
条
の
制
度
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
現
行
民
法
の
起
草
者
で
あ
る
梅
謙
次
郎
博
士
の
見
解
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
も
、
既
に
周
知
の
事
柄
で
は
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
確
認
の
意
味
で
掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
考
察
の
対
象
と
す
る
。 

 

梅
謙
次
郎
博
士
は
、
ま
ず
、
同
条
一
項
の
「
債
務
者
に
対
す
る
通
知
又
は
債
務
者
か
ら
の
承
諾
」
を
債
務
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
し

た
理
由
に
つ
い
て
、
「
債
務
者
ニ
シ
テ
若
シ
讓
渡
ノ
事
實
ヲ
知
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
讓
渡
人
ヲ
以
テ
依
然
正
當
ノ
債
權
者
ナ
リ
ト
信
シ
、
之

ニ
對
シ
辨
濟
ヲ
爲
シ
、
其
他
債
權
ニ
關
ス
ル
種
種
ノ
行
爲
ヲ
爲
ス
ヘ
キ
ノ
ミ
」
で
あ
る
と
こ
ろ
、
「
債
務
者
ニ
對
シ
テ
モ
、
讓
渡
ハ
當
事

者
ノ
意
思
ノ
ミ
ニ
因
リ
テ
效
力
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ト
セ
ハ
、
此
債
務
者
ハ
更
ニ
讓
受
人
ニ
辨
濟
ヲ
爲
ス
ノ
義
務
ア
ル
者
ト
」
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
う
す
る
と
、
こ
の
債
務
者
は
、
「
毫
モ
過
失
ナ
キ
ニ
拘
ハ
ラ
ス
、
二
重
ノ
辨
濟
ヲ
爲
サ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ニ
至
リ
、

頗
ル
酷
ニ
失
ス
ル
モ
ノ
ト
」
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
と
論
じ
て
お
り
、
ま
た
、
同
条
一
項
の
「
そ
の
他
の
第
三
者
」
に
対

す
る
対
抗
要
件
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
債
権
の
第
二
譲
受
人
、
債
権
質
権
者
、
差
押
債
権
者
な
ど
、
第
三
者
は
、
「
先
ツ
其
債
權
ノ
債
務

者
ニ
對
シ
果
シ
テ
讓
渡
人
等
カ
其
者
ニ
對
シ
テ
債
權
ヲ
有
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
確
メ
、
然
ル
後
ニ
非
ス
ン
ハ
、
敢
テ
讓
受
其
他
ノ
行
為
ヲ
爲
サ

サ
ル
ヘ
シ
（
＊
註
＋
一
連
の
読
点
は
筆
者
に
よ
る
）
」
と
述
べ
、
こ
れ
が
第
三
者
に
対
し
て
右
の
対
抗
要
件
を
必
要
と
す
る
所
以
で
あ
る
と
論

じ
て
い
る

（

35
）

。 

 

次
に
、
梅
博
士
は
、
同
条
二
項
の
「
確
定
日
付
あ
る
証
書
を
以
て
す
る
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
」
に
つ
い
て
は
、
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「
此
通
知
若
ク
ハ
承
諾
ニ
付
テ
ハ
詐
欺
極
メ
テ
行
ハ
レ
易
ク
、
債
務
者
ハ
讓
渡
人
ト
通
謀
シ
テ
通
知
若
ク
ハ
承
諾
ノ
時
日
ヲ
繰
上
ケ
、
以

テ
第
三
者
ノ
權
利
を
害
セ
ン
ト
計
ル
（
＊
註
＋
読
点
は
筆
者
に
よ
る
）
」
こ
と
が
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
本
条
二
項
に
お
い
て
は
、
右
通

知
も
し
く
は
承
諾
に
よ
り
、
第
三
者
に
対
抗
す
る
に
は
、
必
ず
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る
べ
き
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る

（

36
）

。 

 

更
に
、
梅
博
士
は
、
同
条
一
項
の
対
抗
要
件
の
趣
旨
に
関
し
て
、
第
三
者
が
債
務
者
に
確
認
し
た
際
に
、
「
若
シ
債
務
者
カ
僞
言
ヲ
爲

ス
ト
キ
ハ
、
第
三
者
ハ
之
ニ
欺
カ
ル
ヘ
キ
ヲ
以
テ
、
本
條
ノ
規
定
ハ
實
際
有
名
無
實
ニ
歸
セ
ン
ト
論
ス
ル
者
ア
リ
ト
雖
モ
、
（
第
一
）
債

務
者
カ
惡
意
ナ
ル
コ
ト
ハ
甚
タ
頻
繁
ナ
ラ
サ
ル
ヘ
ク
、
（
第
二
）
他
ニ
適
當
ナ
ル
公
示
方
法
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
此
方
法
ヲ
採
用
シ
タ
ル
ナ
リ

（
＊
註
＋
読
点
は
筆
者
に
よ
る
）
」
と
論
じ
て
い
る

（

37
）

。
こ
の
言
質
に
よ
り
、
梅
博
士
自
身
、
民
法
第
四
六
七
条
の
通
知
・
承
諾
に
よ
る

対
抗
要
件
制
度
の
不
十
分
さ
を
ま
さ
に
十
分
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

そ
の
上
で
、
梅
博
士
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
既
に
債
権
譲
渡
登
記
に
も
言
及
し
て
お
り
、
外
国
に
お
い
て
、
稀
に
債
権
譲
渡
を
登
記

さ
せ
る
例
が
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
こ
れ
は
实
際
に
行
わ
れ
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
登
記
の
場
所
に
つ
き
、
一
定
の
規

定
を
設
け
る
こ
と
が
極
め
て
難
し
い
旨
を
述
べ
、
そ
の
理
由
は
、
「
假
ニ
、
債
務
者
ノ
住
所
ニ
於
テ
之
ヲ
登
記
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
モ
、

債
務
者
ハ
何
時
其
住
所
ヲ
變
更
ス
ル
カ
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
故
ニ
、
變
更
後
ニ
於
テ
債
務
者
ノ
住
所
ノ
登
記
所
ニ
至
リ
、
果
シ
テ
債
權
讓
渡

ノ
登
記
ア
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
確
ム
ル
モ
、
未
タ
安
シ
テ
其
債
權
ニ
付
キ
取
引
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
。
然
リ
ト
雖
モ
、
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
債
務
者

ノ
新
住
所
ノ
登
記
所
ニ
登
記
ヲ
爲
ス
ニ
非
サ
レ
ハ
第
三
者
ニ
對
シ
テ
其
效
ナ
キ
モ
ノ
ト
セ
ハ
、
債
權
者
ノ
知
ラ
サ
ル
間
ニ
債
務
者
カ
住
所

ヲ
轉
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
債
權
者
ハ
動
モ
ス
レ
ハ
其
知
ラ
サ
ル
間
ニ
權
利
ヲ
失
フ
カ
如
キ
不
幸
ヲ
見
ル
コ
ト
多
カ
ル
ヘ
シ
（
＊
註
＋
句
読
点
は

筆
者
に
よ
る
）
」
と
述
べ
、
結
局
、
本
条
の
規
定
は
対
抗
要
件
と
し
て
は
不
完
全
で
は
あ
る
が
、
斯
様
な
理
由
に
よ
り
、
諸
外
国
は
大
抵
右

の
通
知
・
承
諾
制
度
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（

38
）

。 
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右
の
梅
博
士
の
見
解
を
ま
と
め
る
と
、
民
法
第
四
六
七
条
の
対
抗
要
件
の
趣
旨
は
、
第
一
に
、
債
務
者
を
二
重
弁
済
の
危
険
か
ら
保
護

す
る
こ
と
、
第
二
に
、
第
三
者
か
ら
第
三
債
務
者
へ
の
問
い
合
わ
せ
に
よ
る
債
権
譲
渡
の
情
報
入
手
を
確
保
す
る
こ
と
（
債
務
者
を
利
用
す

る
債
権
譲
渡
に
関
す
る
公
示
機
能
の
創
出
）
、
第
三
に
、
「
確
定
日
付
つ
き
通
知
・
承
諾
」
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
と
譲
渡
人
（
債
権
者
）
と

の
通
謀
に
よ
る
詐
欺
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
方
策
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

ま
た
、
従
来
の
判
例
も
、
右
の
梅
説
を
参
考
に
し
て
、
民
法
第
四
六
七
条
一
項
の
対
抗
要
件
制
度
は
、
当
該
債
権
の
債
務
者
に
お
け
る

債
権
譲
渡
の
有
無
に
関
す
る
認
識
を
通
じ
、
右
債
務
者
に
よ
っ
て
、
債
権
譲
渡
の
有
無
が
第
三
者
に
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
根

幹
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
と
解
し
、
ま
た
、
同
条
二
項
が
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
ま
た
は
承
諾
を
要
件
と
し
て
い
る
の
は
、

債
務
者
が
第
三
者
に
対
し
て
債
権
譲
渡
の
な
い
こ
と
を
表
示
し
、
第
三
者
が
こ
れ
を
信
頼
し
て
債
権
を
譲
り
受
け
た
後
に
、
旧
債
権
者
が

債
権
を
二
重
譲
渡
し
、
債
権
譲
渡
通
知
ま
た
は
そ
の
承
諾
の
日
時
を
遡
ら
せ
る
な
ど
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
、
第
三
者
の
権
利
が
害
さ
れ
る

こ
と
を
で
き
う
る
限
り
防
止
す
る
た
め
で
あ
る
と
解
し
て
い
る

（

39
）

。 

 

右
の
わ
が
国
に
お
け
る
民
法
第
四
六
七
条
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
通
説
的
な
見
解
は
、
前
述
し
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
理
解
と
は

若
干
異
な
っ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
解
釈
の
う
ち
、
当
初
の
考
え
方
、
即
ち
、
債
権
譲
渡
の
通
知
・
承
諾
は
、
譲
渡
を
確
实

に
す
る
た
め
の
手
段
、
即
ち
、
譲
受
人
を
保
護
す
る
た
め
の
譲
渡
の
確
定
性
保
全
と
い
う
考
え
方
は
採
ら
れ
て
お
ら
ず
、
専
ら
、
そ
の
後

に
考
え
出
さ
れ
た
見
解
、
即
ち
、
債
務
者
及
び
そ
の
他
の
第
三
者
の
保
護
と
い
う
考
え
方
に
偏
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
理
由
に
つ
い

て
も
、
既
に
池
田
眞
朗
教
授
な
ど
の
研
究
に
よ
っ
て
周
知
の
事
实
と
な
っ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
一
六
九
〇
条
が
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

草
案
第
三
六
七
条
一
項
に
よ
っ
て
わ
が
国
に
継
受
さ
れ
る
尐
し
前
の
年
代
、
特
に
、
一
八
七
〇
年
代
あ
た
り
以
降
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の

学
説
は
、
「
ほ
と
ん
ど
こ
ぞ
っ
て
、
一
六
九
〇
条
の
『
通
知
（
送
達
）
』
・
承
諾
に
つ
い
て
、
そ
の
「
公
示
」p

u
b

licité

の
意
味
を
論
じ
て
」

お
り
、
「
そ
し
て
、
『
通
知
（
送
達
）
』
・
承
諾
を
譲
渡
の
公
示
方
法
と
説
く
こ
と
は
、
ほ
ど
な
く
学
界
の
通
説
と
」
な
っ
た

（

40
）

と
い
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う
経
緯
か
ら
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
の
意
義
に
関
し
て
、
債
権
譲
渡
の
確
定
性
よ
り
も
、
公
示
機
能
の
ほ
う
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る

（

41
）

。 

 

右
に
述
べ
た
一
八
七
〇
年
代
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
解
釈
に
倣
っ
た
梅
説
及
び
判
例
の
趣
旨
か
ら
考
察
す
る
と
、
債
権
譲
渡
の
対
抗

要
件
制
度
と
い
う
も
の
は
、
債
権
者
が
、
債
権
を
他
に
譲
渡
し
た
と
い
う
事
实
を
債
務
者
に
知
ら
せ
、
債
務
者
が
債
権
者
の
行
っ
た
債
権

の
帰
属
主
体
の
変
更
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
当
該
債
務
者
が
他
の
第
三
者
に
債
権
譲
渡
の
事
实
を
表
示

す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
（
当
該
第
三
債
務
者
を
情
報
伝
達
機
関
＊
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
＋

と
す
る
公
示
機
能
）
、
そ
う
す
る
と
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
う
ち
、
将
来
債
権
の
譲
渡
担
保
に
お
け
る
特
定
の
程
度
は
、
第
三
債
務
者
が

債
権
譲
渡
の
事
实
を
認
識
し
う
る
程
度
に
特
定
し
て
い
な
け
れ
ば
（
特
定
可
能
性
の
存
在
）
、
当
該
第
三
債
務
者
と
の
間
に
お
い
て
で
さ
え
、

そ
の
有
効
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
う
な
る
と
、
他
の
第
三
者
と
の
関
係
は
、
も
は
や
論
ず
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

そ
こ
で
、
集
合
債
権
の
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
譲
渡
目
的
債
権
の
特
定
と
い
う
問
題
が
先
行
し
、
こ
れ
を
ク
リ
ア
す
る
と
同

時
に
、
第
三
債
務
者
や
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
い
う
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
将
来
債
権
の
特
定
性
が
認
め
ら
れ
、

将
来
債
権
の
譲
渡
の
有
効
性
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
差
押
債
権
者
等
、
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
債
権
譲
渡

を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
債
権
の
譲
受
人
に
と
っ
て
は
全
く
意
味
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
集
合
債
権
の
譲
渡
担

保
に
お
い
て
は
、
譲
渡
目
的
債
権
の
特
定
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
対
抗
要
件
と
い
う
問
題
の
ほ
う
が
中
心
と
な
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。
た
だ
、
特
定
性
の
問
題
（
効
力
発
生
）
と
な
ら
ん
で
、
対
抗
要
件
具
備
の
問
題
（
対
第
三
者
効
）
を
考
察
す
る
と
い
う
点
に
は
も
ち

ろ
ん
意
義
が
あ
り
、
両
者
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。 
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第
二
項 

債
務
者
公
示
機
能
説
へ
の
批
判 

 

右
の
よ
う
に
、
民
法
第
四
六
七
条
に
お
け
る
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
の
構
造
に
つ
い
て
、
現
行
民
法
の
起
草
者
意
思
及
び
判
例
（
通
説

と
い
っ
て
も
よ
い
）
は
、
同
条
の
制
度
趣
旨
は
譲
渡
債
権
の
債
務
者
に
公
示
機
能
を
担
わ
せ
る
と
い
う
基
本
的
理
解
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
債
務
者
公
示
機
能
説
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
従
来
か
ら
、
通
知
・
承
諾
は
譲
渡
人
（
設
定
者
）
の
信
用
危
殆
を
招
来
す
る
の

で
、
譲
渡
通
知
は
譲
渡
人
の
信
用
危
機
が
表
面
化
す
る
ま
で
は
行
わ
な
い
と
か
、
抑
も
第
三
債
務
者
が
嘘
を
つ
い
た
り
、
教
え
な
か
っ
た

り
す
る
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
通
知
・
承
諾
制
度
は
公
示
機
能
を
十
分
に
果
た
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
。 

 

こ
の
点
に
つ
き
、
夙
に
、
鳥
谷
部
茂
教
授
は
、
「
第
一
に
、
公
示
方
法
と
い
う
た
め
に
は
譲
受
前
に
目
的
債
権
に
つ
い
て
の
権
利
関
係

を
知
り
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
第
三
債
務
者
は
報
告
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
ま
だ
譲
り
受
け
て
い
な
い

第
三
者
の
問
い
合
わ
せ
に
応
ず
る
こ
と
は
別
の
問
題
を
生
じ
か
ね
な
い
こ
と
、
第
三
に
、
問
い
合
わ
せ
な
け
れ
ば
知
り
え
な
い
と
い
う
の

で
は
今
日
の
公
示
方
法
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
り
非
合
理
的
で
あ
る
こ
と
、
第
四
に
、
譲
渡
人
が
複
数
の
譲
渡
通
知
を
同
時
に
ま
た
は
近

接
し
て
発
送
す
る
と
き
は
問
い
合
わ
せ
て
も
知
り
え
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
、
第
亓
に
、
特
に
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
担
保
目
的
が
第
三

債
務
者
に
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
」
な
ど
の
理
由
か
ら
、
民
法
第
四
六
七
条
の
通
知
・
承
諾
制
度
は
、
「
今
日
の
公
示
方
法
と
し
て
は

、
、
、
、
、
、
、
、

極
め
て
不
充
分
で
あ
る
」
と
し
て

（

42
）

、
従
来
か
ら
通
説
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
債
務
者
公
示
機
能
説
を
批
判
し
て
き
た
。 

 

斯
様
な
批
判
に
対
し
て
、
池
田
眞
朗
教
授
は
、
こ
の
制
度
に
よ
り
、
「
対
抗
要
件
と
債
務
者
保
護
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
債
務
者
は
、
対

抗
要
件
の
形
式
で
正
式
に
通
知
さ
れ
る
（
ま
た
は
自
ら
承
諾
す
る
）
ま
で
は
旧
債
権
者
に
弁
済
す
れ
ば
免
責
さ
れ
る
と
い
う
形
で
保
護
さ
れ

る
」
と
い
う
理
由
と
、
こ
の
対
抗
要
件
制
度
は
、
調
査
等
、
債
務
者
が
自
ら
行
動
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
債
務
者
に
と
っ
て

最
も
コ
ス
ト
の
か
か
ら
な
い
対
抗
要
件
具
備
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
民
法
第
四
六
七
条
の
構
造
に
関
す
る
メ
リ
ッ
ト
を
強
調
し
て
き
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た
（

43
）

。
ま
た
、
従
来
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
は
、
实
務
家
か
ら
も
、
「
批
判
は
い
ず
れ
も
も
っ
と
も
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
こ
の
対
抗
要
件
に
公
示
性
が
（
つ
ま
り
紛
争
予
防
機
能
が
）
ま
っ
た
く
な
い
と
は
い
え
な
い
し
、
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
よ
り
優
る
公

示
方
法
と
い
う
も
の
も
考
え
に
く
い
と
い
う
状
況
で
あ
る
」

（

44
）

と
い
う
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。 

 

右
の
鳥
谷
部
教
授
に
よ
る
従
来
か
ら
の
通
説
に
対
す
る
批
判
と
、
こ
れ
に
応
え
た
形
と
な
っ
て
い
る
池
田
教
授
な
ど
か
ら
の
制
度
趣
旨

肯
定
理
由
と
は
、
確
か
に
、
鳥
谷
部
教
授
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
第
三
債
務
者
に
は
第
三
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
応
答
義
務
は

存
在
せ
ず
、
ま
た
、
問
い
合
わ
せ
な
け
れ
ば
債
権
譲
渡
を
認
識
し
え
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
公
示
方
法
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
る
」

と
い
う
批
判
は
全
く
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
池
田
教
授
の
、
通
知
が
あ
る
ま
で
は
債
務
者
は
譲
渡
人
（
自
己
の
債
権
者
）

に
弁
済
す
れ
ば
免
責
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
債
務
者
保
護
と
い
う
理
由
付
け
も
ま
た
、
正
当
な
論
理
構
成
で
あ
る
。 

 

結
局
、
右
の
議
論
に
関
し
て
は
、
確
か
に
、
第
三
債
務
者
を
債
権
譲
渡
に
関
す
る
情
報
伝
達
機
関
と
す
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
公
示

機
能
は
決
し
て
十
分
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
諸
般
の
事
情
か
ら
、
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
、
民
法

第
四
六
七
条
の
構
造
と
起
草
者
意
思
と
を
考
慮
す
る
と
、
債
権
譲
渡
の
確
定
及
び
第
三
債
務
者
保
護
と
い
う
観
点
は
重
要
で
あ
り
、
ま
た
、

あ
る
程
度
は
、
第
三
債
務
者
に
公
示
機
能
を
期
待
す
る
こ
と
も
ま
た
、
や
む
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
次
な
る
議
論
な
い
し
課
題
と
し
て
、
梅
博
士
も
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
登
記
制
度
の
創
設
・
活
用
と
い
う
話
に
な
る
の
で
あ
り
、

最
近
に
お
い
て
制
度
化
さ
れ
、
徐
々
に
整
備
が
な
さ
れ
て
き
た
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
に
よ
る
登
記
制
度
の
整
備
を
よ
り
一
層
十
分
に
行

う
必
要
が
あ
る
と
い
う
話
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
、
学
界
・
实
務
界
共
通
の
認
識
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
右
に
論
じ
て
き
た
本
稿
に
お
け
る
問
題
点
に
つ
い
て
、
最
近
現
れ
た
平
成
一
九
年
判
決
に
つ
い
て
概
観
す
る
が
、
实
は
、

平
成
一
九
年
判
決
の
前
提
と
し
て
平
成
一
三
年
判
決
が
あ
り
、
当
事
者
が
ほ
ぼ
同
一
人
で
あ
る
か
ら
、
連
動
す
る
判
例
と
し
て
、
平
成
一

三
年
判
決
か
ら
概
観
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
両
判
決
の
分
析
を
通
し
て
、
両
判
決
の
意
義
・
関
連
性
等
に
関
し
て
も
、
随
時
検
討
し
て
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い
く
こ
と
と
す
る
。 

  

註
（
30
）
本
条
の
訳
出
は
、
池
田
眞
朗
『
債
権
譲
渡
の
研
究
』
（
弘
文
堂
、
増
補
版
、
一
九
九
七
年
。
以
下
、
『
研
究
』
と
略
記
す
る
）
六
〇
頁
及

び
三
亓
〇
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

註
（
31
）
池
田
（
眞
）
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
30
＋
『
研
究
』
）
六
二
―
六
三
頁
。 

 

註
（
32
）
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
（
プ
ロ
ジ
ェ
）
第
三
六
七
条
（P

ro
jet,

A
rt.367

）
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

第
一
項 

指
名
債
権
の
譲
受
人
は
、
譲
渡
が
、
債
務
者
に
正
式
に
送
達
さ
れ
た
か
ま
た
は
債
務
者
に
よ
っ
て
公
正
証
書
も
し
く
は
確
定
日
付
あ
る

証
書
で
承
諾
さ
れ
た
と
き
以
後
で
な
け
れ
ば
、
自
己
の
権
利
を
債
権
者
の
承
継
人
も
し
く
は
債
務
者
に
対
し
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
 

第
二
項 

債
務
者
の
承
諾
は
、
彼
が
譲
渡
人
に
対
抗
し
え
た
す
べ
て
の
抗
弁
も
し
く
は
不
受
理
の
理
由
を
譲
渡
人
に
対
抗
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
。

送
達
の
み
で
は
、
債
務
者
を
し
て
、
そ
の
送
達
後
に
生
じ
た
抗
弁
を
失
わ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
。 

 
 

第
三
項 

右
の
行
為
の
う
ち
の
一
つ
が
あ
る
ま
で
は
、
債
務
者
の
弁
済
、
債
務
免
除
の
合
意
、
譲
渡
人
の
債
権
者
の
な
し
た
支
払
差
止
や
異
議
、

ま
た
は
正
式
に
送
達
さ
れ
も
し
く
は
承
諾
さ
れ
た
債
権
の
新
規
の
獲
得
は
す
べ
て
善
意
に
て
な
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
か
つ
懈
怠
あ
る
譲

受
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
四
項 

承
継
人
の
悪
意
は
そ
の
自
白
も
し
く
は
法
廷
に
お
け
る
宠
誓
の
拒
絶
に
よ
ら
な
け
れ
ば
証
明
さ
れ
え
な
い
。
し
か
し
譲
渡
人
と
共
謀
し

た
詐
欺
の
あ
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
共
謀
は
す
べ
て
の
通
常
の
証
拠
方
法
で
証
明
さ
れ
う
る
。 

 

第
亓
項 

裏
書
を
も
っ
て
す
る
商
業
手
形
の
譲
渡
に
関
す
る
特
別
規
定
は
、
商
法
に
規
定
さ
れ
る
。 

 

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
第
三
六
七
条
に
つ
い
て
も
池
田
教
授
の
訳
出
を
参
照
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
草
案
に
関
す
る
説
明
も
含
め
て
、
池
田

（
眞
）
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
30
＋
『
研
究
』
）
三
九
頁
以
下
を
参
照
。 

 

註
（
33
）
旧
民
法
財
産
編
第
三
百
四
十
七
条
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。
条
文
は
、
松
本
謙
堂
編
纂
『
大
日
本
六
法
全
書
・
大
日
本
帝
國
民
法
』
（
積

善
舘
、
一
八
九
一
＊
明
治
二
四
＋
年
）
八
〇
頁
を
参
照
し
た
（
但
し
、
項
数
は
筆
者
に
よ
る
）
。 

 

第
一
項 

記
名
證
券
ノ
讓
受
人
ハ
債
務
者
ニ
其
讓
受
ヲ
合
式
ニ
告
知
シ
又
ハ
債
務
者
カ
公
正
證
書
若
ク
ハ
私
署
證
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
受
諾
シ
タ
ル
後

ニ
非
サ
レ
ハ
自
己
ノ
權
利
ヲ
以
テ
讓
渡
人
ノ
承
繼
人
及
ヒ
債
務
者
ニ
對
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス 

 
 

第
二
項 

債
務
者
ハ
讓
渡
ヲ
承
諾
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
讓
渡
人
ニ
對
ス
ル
抗
辯
ヲ
以
テ
新
債
權
者
ニ
對
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
又
讓
渡
ニ
付
テ
ノ
告
知
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ノ
ミ
ニ
テ
ハ
債
務
者
ヲ
シ
テ
其
告
知
後
ニ
生
ス
ル
抗
辯
ノ
ミ
ヲ
失
ハ
シ
ム 

 
 

第
三
項 

右
ノ
行
爲
ノ
一
ヲ
爲
ス
マ
テ
ハ
債
務
者
ノ
辨
濟
、
免
責
ノ
合
意
、
讓
渡
人
ノ
債
權
者
ヨ
リ
爲
シ
タ
ル
拂
渡
差
押
又
ハ
合
式
ニ
告
知
シ
若

ク
ハ
受
諾
ヲ
得
タ
ル
新
讓
渡
ハ
總
テ
善
意
ニ
テ
之
ヲ
爲
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ノ
推
定
ヲ
受
ケ
且
之
ヲ
以
テ
懈
怠
ナ
ル
讓
受
人
ニ
對
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ

得 

 
 

第
四
項 
當
事
者
ノ
惡
意
ハ
其
自
白
ニ
因
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
證
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
然
レ
ト
モ
讓
渡
人
ト
通
謀
シ
タ
ル
詐
害
ア
リ
シ
ト
キ
ハ
其

通
謀
ハ
通
常
ノ
證
據
方
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
證
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

 

第
亓
項 

裏
書
ヲ
以
テ
ス
ル
商
證
券
ノ
讓
渡
ニ
特
別
ナ
ル
規
則
ハ
商
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定
ス 

 

こ
の
よ
う
に
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第
三
六
七
条
と
旧
民
法
財
産
編
第
三
四
七
条
と
を
並
べ
て
み
る
と
、
右
の
旧
民
法
財
産
編
第
三
四
七
条
各

項
の
規
定
は
、
第
一
項
を
除
き
、
概
ね
、
前
掲
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第
三
六
七
条
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
右
の
各

項
の
う
ち
、
梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義
巻
之
三
債
權
篇
』
（
和
佛
法
律
學
校
・
明
法
堂
、
一
八
九
七
＊
明
治
三
〇
＋
年
。
以
下
、
『
民
法
要
義
三
』

と
略
記
す
る
）
二
〇
二
頁
に
は
、
現
行
民
法
第
四
六
七
条
の
参
照
条
文
と
し
て
、
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
直
接
に

関
係
す
る
の
は
、
第
一
項
の
み
で
あ
る
。 

 

周
知
の
よ
う
に
、
右
の
各
項
は
法
典
調
査
会
に
お
い
て
修
正
さ
れ
、
第
一
項
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
修
正
点
が
あ
っ
た
。
即
ち
、
第
一
点
は
、

旧
民
法
の
規
定
に
は
債
務
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
に
も
「
合
式
ノ
通
知
若
ク
ハ
證
書
ヲ
以
テ
ス
ル
承
諾

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ヲ
必
要
ト
シ
タ
」
の
で
あ
る
が
、
「
債
權

者
ト
債
務
者
ト
ノ
間
ニ
ア
リ
テ
ハ
單
純
ナ
ル
通
知
若
ク
ハ
承
諾
ヲ
以
テ
十
分
ナ
リ
ト
シ
證
書
ヲ
必
要
ト
ス
ル
ハ
畢
竟
他
ノ
第
三
者
ニ
對
シ
テ
詐
欺

ノ
生
ス
ル
ヲ
防
カ
ン
カ
爲
メ
」
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
原
則
と
し
て
、
債
務
者
に
対
す
る
通
知
・
承
諾
の
要
式
性
は
外
さ
れ
、
い
わ
ば
簡
略

化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
点
は
、
「
讓
受
人
自
ラ
其
讓
受
ヲ
通
知
シ
テ
債
務
ノ
辨
濟
ヲ
請
求
シ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
正
當
ノ
讓
受

ヲ
得
サ
ル
者
モ
往
々
自
在
ニ
讓
受
ヲ
通
知
シ
テ
債
務
者
ヲ
欺
キ
以
テ
其
辨
濟
ヲ
受
ク
ル
等
ノ
恐
レ
ナ
シ
ト
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
本
案
ハ
改
メ
テ
通
知
ハ

讓
渡
人
ヨ
リ
之
ヲ
爲
ス
ヘ
キ
モ
ノ
」
と
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

次
に
、
第
二
項
は
、
「
譲
渡
ノ
以
前
ニ
既
ニ
弁
済
更
改
若
ク
ハ
相
殺
等
ヲ
爲
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
如
何
ニ
ス
ヘ
キ
ヤ
ヲ
詳
カ
ニ
」
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
、
財
産
編
第
亓
二
七
条
に
お
い
て
、
譲
受
人
が
譲
受
を
告
知
し
た
だ
け
で
は
債
務
者
の
譲
渡
人
に
対
す
る
相
殺
の
抗
弁
を
譲
受
人
に
も

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
、
債
務
者
が
譲
渡
人
に
対
す
る
相
殺
権
を
留
保
し
な
い
で
譲
渡
を
受
諾
し
た
場
合
に
は
譲
受
人
に
対
し
て
こ
れ
を
対
抗
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
規
定
し
て
い
た
の
を
本
条
第
二
項
と
併
合
し
た
結
果
、
単
な
る
「
承
諾
」
が
「
異
議
を
留
め
な
い
承
諾
」
と
修
正
さ
れ
た
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上
で
、
独
立
の
条
文
（
現
行
民
法
第
四
六
八
条
）
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 
更
に
、
第
三
項
、
第
四
項
は
、
こ
れ
を
削
除
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
理
由
は
、
「
本
案
ハ
先
キ
ニ
物
權
ノ
讓
渡
ヲ
第
三
者
ニ
對
抗
ス
ル
ニ
ハ
動

産
引
渡
若
ク
ハ
不
動
産
ノ
登
記
ヲ
絶
對
的
ノ
要
件
ト
爲
シ
タ
ル
カ
如
ク
債
權
ノ
讓
渡
ニ
於
テ
モ
亦
通
知
若
ク
ハ
承
諾
ヲ
絶
對
的
ノ
要
件
ト
シ
タ

リ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
右
の
修
正
点
に
関
し
て
は
、
『
民
法
修
正
案
理
由
書
』
（
八
尾
新
助
、
一
八
九
八
＊
明
治
三
一
＋
年
）
三
八
八
―
三

八
九
頁
（
廣
中
俊
雄
『
民
法
修
正
案
（
前
三
編
）
の
理
由
書
』
＊
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
＋
で
は
四
四
八
―
四
四
九
頁
）
参
照
。 

 

註
（
34
）
池
田
教
授
は
、
こ
の
旧
民
法
財
産
編
第
三
四
七
条
一
項
は
、
①
譲
受
人
に
よ
る
債
務
者
へ
の
譲
渡
の
告
知
制
度
の
採
用
、
②
確
定
日
付
制 

度
の
不
採
用
と
い
う
二
点
に
お
い
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
が
「
改
悪
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
お
り
、
法
典
調
査
会
に
お
け
る
現
行
民

法
の
起
草
過
程
に
お
い
て
、
梅
謙
次
郎
委
員
等
に
よ
っ
て
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
の
優
越
性
が
見
直
さ
れ
、
旧
民
法
の
規
定
に
再
修
正
が
施
さ
れ
た

結
果
と
し
て
、
現
行
民
法
第
四
六
七
条
の
体
裁
が
整
え
ら
れ
た
旨
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
池
田
（
眞
）
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
30
＋

『
研
究
』
）
亓
七
頁
参
照
。 

 

註
（
35
）
梅
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
33
＋
『
民
法
要
義
三
』
）
二
〇
二
―
二
〇
三
頁
（
大
正
元
年
版
＊
有
斐
閣
、
一
九
九
亓
年
＋
は
二
〇
八
―
二
〇

九
頁
）
、
同
『
民
法
原
理
債
權
總
則
完
』
＊
信
山
社
出
版
、
明
治
三
亓
年
完
結
版
復
刻
、
一
九
九
二
年
＋
六
八
六
頁
、
六
八
八
頁
参
照
。
右
『
民
法

要
義
三
』
の
大
正
元
年
版
二
〇
九
頁
に
お
い
て
は
、
こ
の
理
由
に
続
け
て
、
「
或
ハ
差
押
ノ
場
合
ノ
如
キ
債
務
者
直
チ
ニ
異
議
ヲ
述
フ
レ
ハ
差
押
債

權
者
ハ
他
ノ
財
産
ニ
付
キ
強
制
執
行
ヲ
爲
ス
ノ
便
ア
ル
ヘ
シ
（
民
訴
六
〇
九
）
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

こ
の
理
由
の
う
ち
の
後
者
、
即
ち
、
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
の
趣
旨
が
、
債
務
者
（
第
三
債
務
者
）
を
情
報
伝
達
機
関
と

し
て
位
置
づ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
種
々
の
批
判
は
あ
る
も
の
の
、
「
通
説
」
と
な
っ
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
債
務

者
の
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
機
能
に
関
す
る
種
々
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
实
は
、
当
時
か
ら
梅
博
士
自
身
が
危
惧
感
を
抱
い

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
こ
の
『
民
法
要
義
三
』
に
お
け
る
直
後
の
文
章
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
書
二
〇
三
―
二
〇
四
頁
＊
大
正

元
年
版
は
二
一
〇
頁
＋
参
照
）
。 

 

註
（
36
）
梅
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
33
＋
『
民
法
要
義
三
』
）
二
〇
六
頁
（
大
正
元
年
版
は
二
一
二
―
二
一
三
頁
）
。 

 

註
（
37
）
梅
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
33
＋
『
民
法
要
義
三
』
）
二
〇
三
頁
（
大
正
元
年
版
は
二
一
〇
頁
）
。 

 

註
（
38
）
梅
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
33
＋
『
民
法
要
義
三
』
）
二
〇
四
頁
（
大
正
元
年
版
は
二
一
〇
頁
）
。 

 

註
（
39
）
最
判
昭
和
四
九
年
三
月
七
日
民
集
二
八
巻
二
号
一
七
四
頁
。
こ
の
債
務
者
を
し
て
債
権
譲
渡
に
よ
る
債
権
の
帰
属
を
公
示
せ
し
め
る
と
い 
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う
考
え
方
は
、
そ
も
そ
も
現
行
民
法
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第
三
六
七
条
一
項
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
一
六
九
〇
条
か
ら
継
受
し

た
と
い
う
立
法
の
沿
革
か
ら
見
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
一
六
九
〇
条
に
関
す
る
伝
統
的
な
解
釈
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
池
田
（
眞
）
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
30
＋
『
研
究
』
＋
亓
六
頁
以
下
、
六
〇
頁
以
下
を
参
照
。 

 

註
（
40
）
池
田
（
眞
）
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
30
＋
『
研
究
』
）
六
四
頁
参
照
。 

 

註
（
41
）
こ
の
民
法
第
四
六
七
条
に
お
け
る
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
制
度
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ
法
、
フ
ラ
ン
ス
法
、
日
本
法
に
よ
る
比
較
法
的
な
考 

察
を
通
じ
て
、
そ
の
理
論
的
構
造
を
説
き
明
か
す
最
新
の
詳
細
な
研
究
書
と
し
て
、
古
屋
壮
一
『
ド
イ
ツ
債
権
譲
渡
制
度
の
研
究
』
（
嵯
峨
野
書

院
、
二
〇
〇
七
年
）
が
あ
る
。
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
制
度
に
関
す
る
先
駆
け
的
な
研
究
と
し
て
、
池
田
（
眞
）
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
30
＋
『
研

究
』
）
が
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
民
法
、
特
に
同
法
第
一
六
九
〇
条
を
中
心
と
す
る
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
制
度
に
関
し
て
詳
解
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
古
屋
講
師
は
、
ド
イ
ツ
民
法
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
が
、
な
ぜ
、
そ
の
制
定
時
に
お
い
て
、
既
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
一
六
九
〇
条
を
中
心
と
す
る
法

体
系
が
確
立
し
て
い
た
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
制
度
を
継
受
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
か
ら
出
発
し
、
独
自
の
道
を
歩
ん
だ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
お
け

る
同
制
度
の
展
開
に
つ
い
て
、
特
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
三
九
八
条
は
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
の
譲
渡
契
約
の
み
で
債
権
譲
渡
の
確
定
的
効
力
を
生

ぜ
し
め
て
お
り
（
古
屋
講
師
に
よ
る
と
、
「
特
定
承
継
の
原
則
」
と
い
う
）
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
や
わ
が
民
法
の
よ
う
な
対
抗
要
件
主
義
を
採
っ
て

い
な
い
の
で
あ
る
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
四
一
〇
条
に
お
い
て
、
債
務
者
は
新
債
権
者
が
呈
示
す
べ
き
債
権
証
書
と
引
き
換
え
か
、
も
し
く
は
譲
渡
人
か

ら
の
譲
渡
通
知
が
な
け
れ
ば
、
新
債
権
者
に
対
し
て
支
払
義
務
を
負
わ
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
点
に
着
目
し
、
こ
の
規
定
を
債
務
者
に

対
す
る
対
抗
要
件
規
定
で
あ
る
と
主
張
す
る
な
ど
（
同
書
四
〇
頁
以
下
）
、
斬
新
な
発
想
で
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
債
権
譲
渡
制
度
に
関
し
て
詳

解
し
て
お
り
、
先
駆
け
的
な
研
究
を
補
完
す
る
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

尤
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
確
か
に
債
権
譲
渡
に
関
し
て
対
抗
要
件
主
義
を
採
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
一
六
九
〇
条
の
解
釈
と

し
て
古
く
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
た
通
知
に
よ
る
債
権
譲
渡
の
確
定
と
い
う
考
え
方
を
徹
底
す
る
と
、
最
初
か
ら
債
権
譲
渡
が
確
定
し
て
い
た
ほ
う

が
便
利
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
譲
渡
契
約
に
よ
り
債
権
譲
渡
の
効
力
が
譲
渡
人
・
譲
受
人
間
に
お
い
て
確
定
し
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
三
九
八
条
）
、
こ
れ
を

第
三
者
に
も
対
抗
し
う
る
も
の
と
す
れ
ば
（
絶
対
的
効
力
）
、
残
り
は
第
三
債
務
者
に
対
す
る
対
応
策
を
明
文
で
規
定
し
て
お
け
ば
よ
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
四
一
〇
条
等
）
、
ド
イ
ツ
の
制
度
の
ほ
う
が
合
理
的
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
古
く
か
ら
第
三
債
務
者
・
譲
渡
人
間
の
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
三
九
九
条
後
段
）
も
絶
対
的
効
力
を

有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
の
で
、
債
権
譲
渡
の
契
約
時
に
お
け
る
確
定
的
効
力
発
生
と
の
均
衡
は
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
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ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
わ
が
国
に
お
け
る
先
取
特
権
制
度
が
な
い
の
で
、
原
材
料
供
給
者
の
所
有
権
留
保
と
と
も
に
予
め
な
さ
れ
る

債
権
譲
渡
（
こ
の
複
合
担
保
類
型
を
「
延
長
さ
れ
た
所
有
権
留
保
＊v

erlän
g
erter 

E
ig

en
tu

m
sv

o
rb

eh
alt

＋
」
と
い
う
）
が
商
慣
習
と
し
て
発
展
し

て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
対
策
と
し
て
、
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
（A

b
tretu

n
g
sv

erb
o
t; p

actu
m

 d
e n

o
n
 ced

en
d
o

）
も
絶
対
的
効
力
を

有
す
る
も
の
と
い
う
判
例
・
多
数
説
に
よ
る
解
釈
上
の
取
扱
い
を
し
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
た
だ
、
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
に
つ
い
て
は
、

わ
が
国
に
お
け
る
状
況
と
同
様
、
中
小
の
中
間
事
業
者
（
請
負
企
業
な
ど
）
の
銀
行
等
に
対
す
る
予
め
の
債
権
譲
渡
や
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
と
い
っ

た
「
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
」
が
阻
害
さ
れ
、
斯
様
な
中
小
事
業
者
の
信
用
危
殆
を
招
来
す
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
現
在
で
は
、
ド
イ
ツ
商
法
に
お
い

て
、
事
業
者
間
取
引
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
権
の
譲
渡
に
関
し
て
は
、
譲
渡
禁
止
特
約
に
反
す
る
債
権
譲
渡
で
あ
っ
て
も
有
効
と
し
て
取
り
扱
う
と

い
う
、
い
わ
ば
相
対
的
効
力
規
定
を
採
用
し
、
立
法
的
な
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る
（
Ｈ
Ｇ
Ｂ
第
三
亓
四
ａ
条
＊
一
九
九
四
年
七
月
施
行
＋
）
。
な

お
、
予
め
の
債
権
譲
渡
と
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
所
有
権
留
保
の
現
代
的
課
題
』
（
成

文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
一
七
九
頁
以
下
に
お
い
て
詳
説
し
て
い
る
。 

 

註
（
42
）
鳥
谷
部
茂
「
集
合
債
権
の
譲
渡
担
保
と
代
理
受
領
・
振
込
指
定
（
下
）
」
法
律
時
報
亓
七
巻
一
号
（
一
九
八
亓
年
、
以
下
、
「
代
理
受
領
」 

と
略
記
す
る
）
九
八
頁
（
一
〇
二
頁
）
。
鳥
谷
部
教
授
は
、
本
文
に
掲
げ
た
不
十
分
さ
を
補
充
す
る
た
め
に
は
、
「
第
三
債
務
者
に
報
告
義
務
を

課
す
と
い
う
方
法
も
存
し
う
る
が
、
そ
れ
で
も
右
の
不
充
分
さ
を
補
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
「
解
釈
論
と
し
て
は
、
証
書
の
交
付
が
検

討
に
値
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て
、
問
題
提
起
を
し
、
「
わ
が
民
法
上
の
根
拠
と
し
て
は
、
債
権
質
の
要
物
性
に
関
す
る
三
六
三
条
お
よ
び

こ
の
条
文
に
関
す
る
民
法
起
草
者
の
説
明
が
あ
る
」
と
し
て
、
梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義
巻
之
弐
物
權
』
四
八
七
頁
な
ど
を
掲
げ
、
「
比
較
法
上
も
、

債
権
譲
渡
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
民
法
四
〇
二
条
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
六
八
九
条
は
、
譲
渡
人
の
証
書
交
付
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
」
と
し
て
、

自
説
を
根
拠
づ
け
て
い
る
。 

 

註
（
43
）
池
田
眞
朗
『
債
権
譲
渡
法
理
の
展
開
』
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
八
三
頁
。 

 

註
（
44
）
澤
重
信
「
債
権
譲
渡
担
保
の
対
抗
要
件
と
し
て
の
通
知
に
つ
い
て
」
銀
行
法
務
21
第
亓
七
七
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
三
二
頁
（
三
亓
頁
）
。 
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第
三
款 

判
例
の
紹
介 

第
一
項 
平
成
一
九
年
判
決
の
前
提
と
し
て
の
平
成
一
三
年
判
決
―
最
一
小
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二
二
日
（
民
集
亓
亓
巻
六
号
一
〇
亓

六
頁
） 

 

一
〄
事 

实 

訴
外
Ａ
会
社
（
以
下
、
「
Ａ
社
」
と
称
す
る
。
）
は
、
平
成
九
年
三
月
三
一
日
、
Ｘ
会
社
（
上
告
人
・
控
訴
人
・
原
告
。
以
下
、
単
に
「
Ｘ
」
と
称

す
る
。
）
と
の
間
に
お
い
て
、
債
務
者
Ｂ
社
が
債
権
者
Ｘ
に
対
し
て
負
担
す
る
一
切
の
債
務
の
担
保
と
し
て
、
Ａ
社
の
Ｃ
社
に
対
し
て
同
日
付
現
在
に

お
い
て
有
す
る
売
掛
代
金
債
権
及
び
商
品
販
売
受
託
手
数
料
債
権
、
な
ら
び
に
、
同
日
か
ら
一
年
間
に
取
得
す
る
売
掛
代
金
債
権
及
び
商
品
販
売
受
託

手
数
料
債
権
（
以
下
「
本
件
目
的
債
権
」
と
称
す
る
。
）
を
一
括
し
て
Ｘ
に
譲
渡
す
る
旨
の
債
権
譲
渡
担
保
契
約
（
以
下
「
本
件
契
約
」
と
称
す
る
。
）

を
締
結
し
た
。
ま
た
、
本
件
契
約
は
、
Ｂ
社
に
期
限
の
利
益
喪
失
等
、
約
定
の
担
保
権
实
行
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
Ｘ
が
第
三
債
務
者
Ｃ
社
に

対
し
譲
渡
担
保
権
の
实
行
通
知
を
す
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
、
Ａ
社
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
Ｃ
社
か
ら
本
件
目
的
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
取
立
権
を
留
保
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 
 

Ａ
社
は
、
平
成
九
年
六
月
四
日
、
Ｃ
社
に
対
し
て
、
確
定
日
付
あ
る
内
容
証
明
郵
便
に
よ
り
、
本
件
目
的
債
権
に
つ
き
Ｘ
を
権
利
者
と
す
る
譲
渡
担

保
権
を
設
定
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
民
法
第
四
六
七
条
に
基
づ
く
通
知
を
な
し
た
旨
、
ま
た
、
Ｘ
か
ら
Ｃ
社
に
対
し
て
譲
渡
担
保
権
の
实
行
通
知
が

な
さ
れ
た
場
合
に
は
Ｘ
に
弁
済
す
べ
き
旨
、
を
内
容
と
す
る
債
権
譲
渡
担
保
権
の
設
定
通
知
を
な
し
、
同
通
知
は
、
同
月
亓
日
、
Ｃ
社
に
到
達
し
た
。 

 
 

そ
の
後
、
平
成
一
〇
年
三
月
二
亓
日
、
Ａ
社
が
約
束
手
形
の
不
渡
り
を
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
Ｂ
社
は
、
Ｘ
に
対
す
る
債
務
に
関
し
て
期
限
の
利
益

を
喪
失
し
、
本
件
譲
渡
担
保
権
設
定
契
約
に
お
い
て
約
定
さ
れ
た
担
保
権
实
行
事
由
が
発
生
し
た
の
で
、
Ｘ
は
、
Ｃ
社
に
対
し
て
、
同
月
三
一
日
、
確

定
日
付
の
な
い
書
面
に
よ
り
、
譲
渡
担
保
権
の
实
行
通
知
を
な
し
た
。 

 
 

一
方
、
Ｙ

１

（
国
＊
関
東
信
越
国
税
局
長
＋
。
被
上
告
人
・
被
控
訴
人
・
被
告
。
以
下
、
単
に
「
Ｙ

１

」
と
称
す
る
。
）
は
、
本
件
債
権
譲
渡
担
保
に

よ
る
債
権
の
移
転
時
期
は
譲
渡
担
保
権
の
实
行
通
知
時
で
あ
る
も
の
と
解
し
、
そ
れ
ま
で
は
債
権
は
Ａ
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
判
断
し
て
、
平
成
一
〇

年
四
月
三
日
及
び
同
月
六
日
付
の
差
押
通
知
書
を
Ｃ
社
に
送
達
し
、
同
年
三
月
一
一
日
か
ら
同
月
二
〇
日
ま
で
及
び
同
月
二
一
日
か
ら
同
月
三
〇
日
ま
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で
の
売
掛
代
金
債
権
及
び
商
品
販
売
受
託
手
数
料
債
権
（
以
下
、
「
本
件
債
権
」
と
称
す
る
。
）
に
つ
き
、
Ａ
に
対
す
る
国
税
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押

え
を
な
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｃ
社
は
、
同
年
亓
月
二
六
日
、
本
件
債
権
に
つ
き
、
債
権
者
を
確
知
し
え
な
い
旨
を
理
由
と
し
て
、
被
供
託
者
を
Ａ

ま
た
は
Ｘ
と
す
る
供
託
手
続
を
な
し
た
。 

 
 

そ
の
後
、
Ａ
は
、
平
成
一
〇
年
六
月
二
亓
日
、
破
産
宠
告
を
受
け
、
Ｙ

２

が
そ
の
破
産
管
財
人
と
な
っ
た
。 

 
 

そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ

１

及
び
Ｙ

２

に
対
し
、
本
件
債
権
の
債
権
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
Ｘ
が
本
件
弁
済
供
託
金
の
還
付
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
の

確
認
を
訴
求
し
た
。 

 
 

第
一
審
（
東
京
地
判
平
成
一
一
年
二
月
二
四
日
）
は
、
①
本
件
債
権
譲
渡
の
発
生
時
は
譲
渡
担
保
権
の
实
行
通
知
時
で
あ
る
こ
と
、
②
将
来
債
権
の

譲
渡
と
し
て
有
効
に
成
立
す
る
の
は
、
将
来
に
お
い
て
債
権
が
発
生
し
・
成
立
す
る
都
度
、
直
ち
に
そ
の
債
権
が
譲
受
人
に
移
転
し
帰
属
す
る
と
い
う

効
果
が
発
生
す
る
と
い
う
認
識
を
債
務
者
が
明
確
か
つ
確
实
に
表
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
場
合
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
に
、
实
行
通
知
時

に
初
め
て
債
権
が
譲
渡
担
保
権
者
に
移
転
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
時
期
は
債
務
者
の
営
業
状
況
、
信
用
状
況
及
び
経
済
情
勢
等
に
左
右
さ
れ
る

極
め
て
不
確
定
な
事
柄
で
あ
る
と
し
て
、
本
件
譲
渡
担
保
権
設
定
通
知
に
は
第
三
者
対
抗
力
を
認
め
え
な
い
旨
を
理
由
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し

た
。 

 
 

Ｘ
は
、
こ
の
第
一
審
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
、
本
件
譲
渡
担
保
契
約
の
法
形
式
は
債
権
譲
渡
で
あ
り
、
そ
の
設
定
契
約
時
に
債
権
が
対
外
的
に

移
転
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
担
保
権
实
行
時
に
移
転
し
た
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
、
ま
た
、
そ
の
後
の
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
に

よ
り
、
Ｙ

１

に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
主
張
し
た
。 

 
 

こ
の
Ｘ
の
控
訴
に
対
し
て
、
第
二
審
（
東
京
高
判
平
成
一
一
年
一
一
月
四
日
）
は
、
本
件
譲
渡
担
保
権
設
定
通
知
は
、
債
務
者
に
対
し
、
当
面
は
当

初
の
債
権
者
た
る
担
保
権
設
定
者
へ
の
弁
済
を
認
め
、
ま
た
、
同
人
に
対
す
る
相
殺
も
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
通
知
は
債
権
が
移
転
し
た
こ
と

を
通
知
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
旨
を
理
由
と
し
て
、
第
一
審
と
同
様
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。 

 
 

Ｘ
は
、
原
審
判
決
を
不
服
と
し
て
上
告
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
債
権
の
譲
渡
通
知
に
は
債
権
譲
渡
の
事
实
が
記
載
さ
れ
て
い
れ
ば
足
り
る
は
ず

で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
通
知
書
に
は
譲
渡
担
保
権
の
設
定
、
即
ち
、
債
権
譲
渡
の
事
实
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
対
抗
要
件
と
し
て
の
適
格
に
つ
き
何
ら

問
題
は
な
い
こ
と
、
②
債
権
の
譲
渡
通
知
が
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
力
を
付
与
さ
れ
る
の
は
、
確
定
日
付
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
こ
ろ
（
民
法
第
四
六
七

条
二
項
）
、
原
判
決
が
、
譲
渡
通
知
に
債
権
譲
渡
の
事
实
の
み
な
ら
ず
、
債
務
者
の
法
的
立
場
に
影
響
を
与
え
、
同
人
が
自
己
の
問
題
と
し
て
関
心
を

持
っ
て
受
け
止
め
る
事
項
の
記
載
ま
で
を
も
必
要
と
解
し
て
い
る
点
は
法
解
釈
を
誤
っ
て
い
る
こ
と
、
③
本
件
通
知
書
に
は
担
保
権
の
实
行
を
通
知
し
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た
後
は
、
債
務
者
は
担
保
権
者
に
弁
済
し
、
そ
れ
ま
で
は
設
定
者
に
お
い
て
弁
済
受
領
権
限
を
有
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
が
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に

お
い
て
は
、
こ
れ
が
通
常
の
設
定
方
法
で
あ
り
、
こ
の
特
約
を
債
務
者
に
通
知
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
債
権
譲
渡
の
事
实
を
否
定
す
る
こ
と
に
は

つ
な
が
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
主
張
し
た
。 

  

二
〄
判 

旨 

 

破
棄
自
判 

 
 

「(

一)

甲
が
乙
に
対
す
る
金
銭
債
権
の
担
保
と
し
て
、
発
生
原
因
と
な
る
取
引
の
種
類
、
発
生
期
間
等
で
特
定
さ
れ
る
甲
の
丙
に
対
す
る
既
に
生
じ
、

又
は
将
来
生
ず
べ
き
債
権
を
一
括
し
て
乙
に
譲
渡
す
る
こ
と
と
し
、
乙
が
丙
に
対
し
担
保
権
实
行
と
し
て
取
立
て
の
通
知
を
す
る
ま
で
は
、
譲
渡
債
権

の
取
立
て
を
甲
に
許
諾
し
、
甲
が
取
り
立
て
た
金
銭
に
つ
い
て
乙
へ
の
引
渡
し
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
た
甲
・
乙
間
の
債
権
譲
渡
担
保
契
約
は
、
い
わ

ゆ
る
集
合
債
権
を
対
象
と
し
た
譲
渡
担
保
契
約
と
い
わ
れ
る
も
の
の
一
つ
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
既
に
生
じ
、
又
は
将
来
生
ず
べ
き
債
権
は
、

甲
か
ら
乙
に
確
定
的
に
譲
渡
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
、
甲
・
乙
間
に
お
い
て
乙
に
帰
属
し
た
債
権
の
一
部
に
つ
い
て
、
甲
に
取
立
権
限
を
付
与
し
、
取
り

立
て
た
金
銭
の
乙
へ
の
引
渡
し
を
要
し
な
い
と
の
合
意
が
付
加
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
債
権
の
譲
渡
に
つ
い
て

第
三
者
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
た
め
に
は
、
指
名
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
（
民
法
四
六
七
条
二
項
）
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の

際
に
、
丙
に
対
し
、
甲
に
付
与
さ
れ
た
取
立
権
限
の
行
使
へ
の
協
力
を
依
頼
し
た
と
し
て
も
、
第
三
者
対
抗
要
件
の
効
果
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。 

(

二)

…
…
本
件
契
約
は
、
Ａ
が
Ｂ
の
Ｘ
に
対
す
る
債
務
の
担
保
と
し
て
、
Ｘ
に
対
し
、
Ｃ
と
の
間
の
継
続
的
取
引
契
約
に
基
づ
く
本
件
目
的
債
権
を

一
括
し
て
確
定
的
に
譲
渡
す
る
旨
の
契
約
で
あ
り
、
譲
渡
の
対
象
と
な
る
債
権
の
特
定
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
し
て
、
本
件
通
知
中
の
「
Ａ
は
、

同
社
が
Ｃ
に
対
し
て
有
す
る
本
件
目
的
債
権
に
つ
き
Ｘ
を
権
利
者
と
す
る
譲
渡
担
保
権
を
設
定
し
た
の
で
、
民
法
四
六
七
条
に
基
づ
い
て
通
知
す
る
」

旨
の
記
載
は
、
Ａ
が
Ｃ
に
対
し
、
担
保
と
し
て
本
件
目
的
債
権
を
Ｘ
に
譲
渡
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
本
件
目
的
債
権
譲
渡

の
第
三
者
対
抗
要
件
と
し
て
の
通
知
の
記
載
と
し
て
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
本
件
通
知
に
は
、
上
記
記
載
に
加
え
て
、
「
Ｘ
か

ら
Ｃ
に
対
し
て
譲
渡
担
保
権
实
行
通
知
（
書
面
又
は
口
頭
に
よ
る
）
が
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
債
権
に
対
す
る
弁
済
を
Ｘ
に
さ
れ
た
い
」
旨
の
記
載

が
あ
る
が
、
こ
の
記
載
は
、
Ｘ
が
自
己
に
属
す
る
債
権
に
つ
い
て
Ａ
に
取
立
権
限
を
付
与
し
た
こ
と
か
ら
、
Ｃ
に
対
し
、
別
途
の
通
知
が
さ
れ
る
ま
で

は
Ａ
に
支
払
う
よ
う
依
頼
す
る
と
の
趣
旨
を
包
含
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
記
載
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
債
権
が
Ｘ
に
移
転
し
た
旨
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の
通
知
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
は
失
当
で
あ
る
。
」 

  

三
〄
本
判
決
か
ら
導
か
れ
る
判
例
規
範 

 

本
件
は
、
債
務
者
（
設
定
者
）
が
債
権
担
保
の
た
め
自
己
の
第
三
債
務
者
に
対
し
て
現
に
保
有
す
る
継
続
的
取
引
契
約
か
ら
発
生
す
る

売
掛
代
金
債
権
、
な
ら
び
に
、
将
来
発
生
す
べ
き
同
種
の
債
権
の
一
年
分
を
一
括
し
て
債
権
者
（
譲
渡
担
保
権
者
）
に
譲
渡
す
る
が
、
譲
渡

担
保
権
者
が
第
三
債
務
者
に
対
し
て
譲
渡
担
保
権
の
实
行
を
通
知
す
る
ま
で
は
、
設
定
者
に
取
立
権
限
を
許
諾
し
、
設
定
者
が
取
り
立
て

た
金
銭
に
つ
い
て
譲
渡
担
保
権
者
へ
の
引
渡
し
を
要
し
な
い
と
い
う
内
容
の
集
合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
に
お
け
る
債
権
譲
渡
の
成
否
、
な

ら
び
に
、
そ
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
に
関
す
る
問
題
を
取
り
扱
っ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。 

 

こ
の
事
案
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
斯
様
な
取
立
権
限
付
の
集
合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
は
、
目
的
債
権
を
一
括
し
て
確
定
的
に
譲
渡
す

る
旨
の
内
容
に
よ
り
、
発
生
原
因
と
な
る
取
引
の
種
類
、
発
生
期
間
等
で
特
定
さ
れ
て
お
り
、
既
に
発
生
し
、
ま
た
は
、
将
来
発
生
す
べ

き
債
権
は
、
設
定
者
甲
か
ら
担
保
権
者
乙
に
確
定
的
に
譲
渡
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
、
甲
・
乙
間
に
お
い
て
乙
に
帰
属
し
た
債
権
の
一
部
に

つ
い
て
、
甲
に
取
立
権
限
を
付
与
し
、
取
り
立
て
た
金
銭
の
乙
へ
の
引
渡
し
を
要
し
な
い
と
の
合
意
が
付
加
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も

の
と
解
し
、
当
該
債
権
譲
渡
担
保
は
、
そ
の
設
定
契
約
時
に
お
い
て
、
指
名
債
権
譲
渡
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
（
民
法
第
四
六
七
条

二
項
）
を
具
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
者
に
対
し
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
判
示
し
て
、
そ
の
实
行
時
ま
で
債
務
者
（
設
定

者
）
に
取
立
権
限
を
認
め
て
い
る
本
件
債
権
譲
渡
担
保
の
設
定
通
知
に
債
権
譲
渡
の
効
力
を
認
め
な
か
っ
た
原
審
判
決
を
破
棄
し
、
自
判

し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

本
判
決
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
設
定
契
約
の
中
で
目
的
債
権
が
特
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
将
来
発
生
す
る
債
権
を
も
含
め
た
譲
渡
目
的

債
権
が
、
こ
の
設
定
契
約
の
時
点
に
お
い
て
譲
渡
担
保
権
者
に
確
定
的
に
譲
渡
さ
れ
、
ま
た
、
設
定
契
約
時
に
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
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る
通
知
が
な
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
、
債
権
者
と
し
て
の
地
位
を
対
抗
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
本
判
決
に
至
る
ま
で
の
最
上
級
審
に
は
な
い
判
断
を
下
し
た
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
新
判
例
で
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
本
件
は
、
こ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
最
高
裁
の
判
決
言
い
渡
し
日
で
あ
る
平
成
一
三
年
一
一
月

二
二
日
に
お
い
て
、
Ｙ

1

が
Ｃ
社
の
供
託
し
た
供
託
金
に
係
る
還
付
請
求
権
を
国
税
滞
納
処
分
に
基
づ
い
て
差
し
押
さ
え
た
の
で
、
Ｘ
が

Ｙ
1

を
被
告
と
し
て
、
当
該
差
押
手
続
の
違
法
性
を
主
張
し
、
差
押
手
続
の
取
消
を
訴
求
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
次
に
紹
介
す

る
平
成
一
九
年
判
決
で
あ
る
。 

 

第
二
項 

平
成
一
九
年
判
決
―
最
一
小
判
平
成
一
九
年
二
月
一
亓
日
（
民
集
六
一
巻
一
号
二
四
三
頁
） 

 

一
〄
事 

实 

 
 

Ａ
社
が
、
平
成
九
年
三
月
三
一
日
、
Ｘ
と
の
間
に
お
い
て
、
平
成
一
三
年
判
決
の
事
实
に
お
い
て
紹
介
し
た
よ
う
な
集
合
債
権
譲
渡
担
保
設
定
契
約

を
締
結
し
た
こ
と
、
Ａ
社
が
、
平
成
九
年
六
月
四
日
、
Ｃ
社
に
対
し
、
確
定
日
付
あ
る
内
容
証
明
郵
便
に
よ
り
、
右
譲
渡
担
保
の
設
定
を
通
知
し
、
同

通
知
は
、
同
月
亓
日
、
Ｃ
社
に
到
達
し
た
こ
と
、
そ
の
後
、
平
成
一
〇
年
三
月
二
亓
日
、
本
件
譲
渡
担
保
権
設
定
契
約
に
お
い
て
約
定
さ
れ
た
担
保
権

实
行
事
由
が
発
生
し
た
の
で
、
Ｘ
は
、
Ｃ
社
に
対
し
て
、
同
月
三
一
日
、
確
定
日
付
の
な
い
書
面
に
よ
り
、
譲
渡
担
保
権
の
实
行
を
通
知
し
た
こ
と
、

更
に
、
Ｙ
が
、
本
件
債
権
譲
渡
担
保
に
よ
る
債
権
の
移
転
時
期
は
譲
渡
担
保
権
の
实
行
通
知
時
で
あ
る
と
解
し
、
そ
れ
ま
で
は
債
権
は
Ａ
社
に
帰
属
す

る
も
の
と
判
断
し
て
、
平
成
一
〇
年
四
月
三
日
及
び
同
月
六
日
付
の
差
押
通
知
書
を
Ｃ
社
に
送
達
し
、
同
年
三
月
一
一
日
か
ら
同
月
二
〇
日
ま
で
及
び

同
月
二
一
日
か
ら
同
月
三
〇
日
ま
で
の
本
件
債
権
に
つ
き
、
Ａ
社
に
対
す
る
国
税
滞
納
処
分
に
よ
る
差
押
え
を
な
し
た
こ
と
、
以
上
の
事
实
関
係
は
、

平
成
一
三
年
判
決
に
お
い
て
紹
介
し
た
も
の
と
同
一
で
あ
る
。 

 
 

本
件
に
お
い
て
、
Ｙ
（
国
＊
関
東
信
越
国
税
局
長
＋
。
被
上
告
人
・
控
訴
人
・
被
告
。
以
下
、
単
に
「
Ｙ
」
と
称
す
る
。
）
は
、
平
成
一
〇
年
四
月
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一
〇
日
、
Ａ
社
が
同
日
現
在
滞
納
し
て
い
た
国
税
の
う
ち
本
件
債
権
の
発
生
前
に
法
定
納
期
限
等
（
平
成
九
年
九
月
三
〇
日
な
い
し
同
一
〇
年
一
月
亓

日
）
を
徒
過
し
て
い
た
国
税
（
以
下
「
本
件
国
税
」
と
称
す
る
。
）
に
つ
い
て
、
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
一
項
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
担
保
財
産
で
あ
る

本
件
債
権
か
ら
徴
収
す
る
た
め
、
Ｘ
（
上
告
人
・
被
控
訴
人
・
原
告
。
以
下
、
単
に
「
Ｘ
」
と
称
す
る
。
）
に
対
し
、
同
条
二
項
所
定
の
国
税
滞
納
処

分
に
係
る
告
知
を
し
た
。 

 
 

Ｃ
社
は
、
平
成
一
〇
年
亓
月
二
六
日
、
本
件
債
権
に
つ
い
て
、
債
権
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
被
供
託
者
を
Ａ
社
ま
た
は

Ｘ
と
し
て
合
計
金
二
億
八
二
一
二
万
六
八
二
三
円
を
供
託
し
た
。 

 
 

そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
平
成
一
〇
年
亓
月
二
七
日
、
Ｙ
に
対
し
て
、
Ｘ
が
本
件
債
権
を
譲
渡
担
保
財
産
と
し
た
の
は
本
件
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
で

あ
る
旨
を
述
べ
た
書
面
を
提
出
し
、
そ
の
提
出
に
あ
た
っ
て
は
、
前
述
し
た
平
成
九
年
六
月
四
日
付
内
容
証
明
郵
便
の
原
本
を
呈
示
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
写
し
を
提
出
し
た
。 

 
 

し
か
し
、
Ｙ
は
、
平
成
一
三
年
一
一
月
二
二
日
、
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
譲
渡
担
保
権
者
で
あ
る
Ｘ
を
第
二
次
納
税
義
務

者
と
み
な
し
、
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
大
宮
支
局
供
託
官
に
債
権
差
押
通
知
書
を
送
達
し
て
、
前
掲
し
た
金
二
億
八
二
一
二
万
余
円
の
供
託
金
に
係
る

還
付
請
求
権
を
差
し
押
さ
え
た
（
以
下
、
こ
の
差
押
え
を
「
本
件
差
押
え
」
と
称
す
る
）
。 

 
 

然
る
に
、
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
六
項
は
、
「
譲
渡
担
保
権
者
が
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
譲
渡
担
保
財
産
と
な
っ
て
い
る
事
实
を
、
そ
の
財

産
の
売
却
決
定
の
前
日
ま
で
に
、
証
明
し
た
場
合
」
等
に
は
、
譲
渡
担
保
権
者
の
物
的
納
税
責
任
に
つ
い
て
定
め
た
同
条
一
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い

旨
規
定
し
て
い
る
。 

 
 

そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
本
件
債
権
は
本
件
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
譲
渡
担
保
財
産
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
Ｘ
は
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
六

項
所
定
の
証
明
を
し
た
か
ら
、
本
件
に
つ
き
同
条
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
本
件
差
押
え
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
取
消
し
を

訴
求
し
た
。 

 
 

第
一
審
（
さ
い
た
ま
地
判
平
成
一
亓
年
四
月
一
六
日
）
は
、
本
件
の
よ
う
な
取
立
権
留
保
型
の
集
合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
は
通
例
の
も
の
で
あ
り
、

「
債
権
譲
渡
の
効
力
は
、
既
発
生
の
も
の
の
み
な
ら
ず
、
将
来
生
ず
べ
き
も
の
に
つ
い
て
も
契
約
時
に
確
定
的
に
発
生
し
て
お
り
、
た
だ
、
正
常
な
経

営
が
続
い
て
い
る
間
は
担
保
権
者
は
担
保
設
定
者
に
取
立
権
限
を
内
部
的
に
許
容
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

取
立
権
限
に
関
す
る
内
部
的
合
意
が
あ
る
こ
と
が
、
契
約
時
に
確
定
的
に
債
権
移
転
の
効
果
が
あ
っ
た
と
認
定
す
る
こ
と
の
妨
げ
と
な
る
も
の
で
は
な

い
」
と
し
て
、
「
本
件
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
、
本
件
契
約
が
締
結
さ
れ
、
か
つ
、
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
も
の
で
あ
る
か
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ら
、
本
件
債
権
は
、
本
件
法
定
納
期
限
等
以
前
に
、
国
税
徴
収
法
二
四
条
六
項
の
譲
渡
担
保
財
産
と
な
っ
た
」
も
の
で
あ
り
、
「
譲
渡
担
保
権
者
で
あ

る
Ｘ
は
、
本
件
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
譲
渡
担
保
財
産
と
な
っ
て
い
る
事
实
を
、
そ
の
財
産
の
売
却
決
定
の
前
日
ま
で
に
証
明
し
た
と
認
め
ら

れ
る
か
ら
、
本
件
に
お
い
て
、
国
税
徴
収
法
二
四
条
一
項
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
本
件
差
押
処
分
は
違
法
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
Ｘ

の
請
求
を
認
容
し
た
。 

 
 

Ｙ
は
、
こ
の
第
一
審
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
、
将
来
発
生
す
る
債
権
を
譲
渡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
債
権
が
譲
受
人
に
移
転
す
る
の
は
、

そ
の
債
権
が
発
生
し
た
時
点
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
差
押
債
権
の
発
生
時
点
は
国
税
の
法
定
納
期
限
等
の
到
来
後
で
あ
る
か
ら
、
国
税
債
権
が
優
先
す

る
旨
を
主
張
し
た
。 

 
 

原
審
（
東
京
高
判
平
成
一
六
年
七
月
二
一
日
）
は
、
Ｙ
の
控
訴
を
容
れ
、
次
の
と
お
り
説
示
し
て
、
Ｙ
に
よ
る
本
件
差
押
え
に
違
法
は
な
い
と
判
示

し
た
。 

 
 

①
将
来
生
ず
る
債
権
は
、
そ
の
譲
渡
契
約
締
結
時
に
お
い
て
現
实
に
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
同
契
約
が
結
ば
れ
た
と
し
て
も
、

将
来
債
権
は
、
譲
渡
契
約
と
同
時
に
移
転
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
同
契
約
は
、
将
来
、
そ
の
債
権
が
発
生
し
た
と
き
に
、
そ
の
権
利
を
直
ち
に

取
得
で
き
る
、
と
い
う
一
種
の
期
待
権
を
譲
受
人
に
取
得
せ
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。 

 
 

②
滞
納
者
と
譲
渡
担
保
権
者
が
、
既
に
発
生
し
た
債
権
及
び
将
来
発
生
す
べ
き
債
権
を
一
括
し
て
譲
渡
担
保
の
目
的
と
す
る
い
わ
ゆ
る
集
合
債
権
譲

渡
担
保
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
旨
を
第
三
債
務
者
に
対
し
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
に
よ
り
通
知
し
て
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
滞
納

者
の
滞
納
国
税
の
法
定
納
期
限
等
が
到
来
し
た
後
に
発
生
し
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
当
該
債
権
の
発
生
時
に
滞
納
者
か
ら
譲
渡
担
保
権
者
に
移
転
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
債
権
は
そ
の
発
生
時
に
譲
渡
担
保
財
産
と
な
っ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

③
国
税
徴
収
法
基
本
通
達
第
二
四
条
関
係
三
〇
に
は
、
「
集
合
物
が
譲
渡
担
保
財
産
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
担
保
権
設
定
後
そ
の
集
合
物
に

財
産
を
加
え
た
と
き
に
お
け
る
法
第
二
四
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
加
え
ら
れ
た
財
産
が
集
合
物
と
し
て
同
一
性
が
あ
る
限

り
、
当
初
の
譲
渡
担
保
設
定
の
た
め
の
譲
渡
の
時
期
を
も
っ
て
、
そ
の
財
産
の
譲
渡
財
産
に
な
っ
た
時
と
し
て
取
り
扱
う
」
旨
の
定
め
が
あ
る
と
こ
ろ
、

集
合
動
産
譲
渡
担
保
の
場
合
、
徴
収
す
る
側
に
と
っ
て
、
法
定
納
期
限
等
後
に
加
え
ら
れ
た
動
産
と
そ
う
で
な
い
動
産
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
事
实
上

困
難
で
あ
る
こ
と
、
譲
渡
担
保
財
産
と
な
っ
た
時
期
を
当
初
の
譲
渡
担
保
設
定
時
と
み
な
し
て
も
、
そ
の
動
産
が
集
合
物
に
加
え
ら
れ
る
前
に
、
あ
る

い
は
、
集
合
物
か
ら
離
脱
し
た
と
き
は
、
滞
納
者
に
帰
属
す
る
財
産
と
し
て
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
っ
た
動
産
の
特
性
等
を
考
慮

し
て
、
政
策
的
見
地
か
ら
譲
渡
担
保
権
者
が
設
定
時
に
把
握
し
て
い
た
価
値
の
限
度
に
お
い
て
、
国
税
に
優
先
す
る
余
地
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
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動
産
の
場
合
に
は
、
基
本
通
達
に
あ
る
よ
う
に
、
種
類
、
所
在
場
所
及
び
量
的
範
囲
に
よ
り
目
的
物
の
範
囲
が
特
定
で
き
る
も
の
の
、
法
定
納
期
限
等

と
の
前
後
の
区
別
が
困
難
で
あ
る
の
に
対
し
、
債
権
の
場
合
に
は
、
対
抗
要
件
の
性
質
上
そ
の
区
別
は
極
め
て
容
易
で
あ
る
こ
と
、
債
権
の
場
合
は
、

一
度
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、
事
实
上
徴
収
方
法
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
に
上
記
政
策
的
見
地
を
認
め

る
必
要
は
存
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
取
扱
い
に
差
異
が
あ
っ
て
も
や
む
を
得
な
い
。 

 
 

④
本
件
債
権
は
、
本
件
国
税
の
法
定
納
期
限
等
が
到
来
し
た
後
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
件
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
譲
渡
担
保
財
産

と
な
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
本
件
に
お
い
て
、
Ｘ
が
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
六
項
所
定
の
証
明
を
し
た
と
は
い
え
ず
、
本
件
差
押
え
に
違
法

は
な
い
。 

 
 

Ｘ
は
、
こ
の
原
審
判
決
を
不
服
と
し
て
上
告
し
た
。 

  

二
〄
判 

旨 

 

破
棄
自
判
（
原
判
決
破
棄
、
控
訴
棄
却
、
第
一
審
判
決
の
復
活
） 

「
４ 

し
か
し
な
が
ら
、
原
審
の
上
記
判
断
は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

（
１
）
将
来
発
生
す
べ
き
債
権
を
目
的
と
す
る
債
権
譲
渡
契
約
は
、
譲
渡
の
目
的
と
さ
れ
る
債
権
が
特
定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
原
則
と
し
て
有
効
な

も
の
で
あ
る
（
最
高
裁
平
成
九
年
（
オ
）
第
二
一
九
号
同
一
一
年
一
月
二
九
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
亓
三
巻
一
号
一
亓
一
頁
参
照
）
。
ま
た
、
将

来
発
生
す
べ
き
債
権
を
目
的
と
す
る
譲
渡
担
保
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
債
権
譲
渡
の
効
果
の
発
生
を
留
保
す
る
特
段
の
付
款
の
な
い
限
り
、

譲
渡
担
保
の
目
的
と
さ
れ
た
債
権
は
譲
渡
担
保
契
約
に
よ
っ
て
譲
渡
担
保
設
定
者
か
ら
譲
渡
担
保
権
者
に
確
定
的
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
譲
渡
担
保
の
目
的
と
さ
れ
た
債
権
が
将
来
発
生
し
た
と
き
に
は
、
譲
渡
担
保
権
者
は
、
譲
渡
担
保
設
定
者
の
特
段
の
行
為
を
要
す

る
こ
と
な
く
当
然
に
、
当
該
債
権
を
担
保
の
目
的
で
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
記
の
場
合
に
お
い
て
、
譲
渡
担
保
契
約
に

係
る
債
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
指
名
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
（
民
法
四
六
七
条
二
項
）
の
方
法
に
よ
り
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
最
高
裁
平
成
一
二
年(

受)

第
一
九
四
号
同
一
三
年
一
一
月
二
二
日
第
一
小
法
廷
判
決
・
民
集
亓
亓
巻
六
号
一
〇
亓
六
頁
参
照
）
。 

 
 

以
上
の
よ
う
な
将
来
発
生
す
べ
き
債
権
に
係
る
譲
渡
担
保
権
者
の
法
的
地
位
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
国
税
徴
収
法
二
四
条
六
項
の
解
釈
に
お
い
て
は
、

国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
、
将
来
発
生
す
べ
き
債
権
を
目
的
と
し
て
、
債
権
譲
渡
の
効
果
の
発
生
を
留
保
す
る
特
段
の
付
款
の
な
い
譲
渡
担
保
契
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約
が
締
結
さ
れ
、
そ
の
債
権
譲
渡
に
つ
き
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
が
具
備
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
譲
渡
担
保
の
目
的
と
さ
れ
た
債
権
が
国
税
の

法
定
納
期
限
等
の
到
来
後
に
発
生
し
た
と
し
て
も
、
当
該
債
権
は
「
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
譲
渡
担
保
財
産
と
な
っ
て
い
る
」
も
の
に
該
当
す

る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。 

 
 

（
２
）
前
記
事
实
関
係
に
よ
れ
ば
、
本
件
契
約
に
お
い
て
は
、
約
定
の
担
保
権
实
行
の
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
基
づ
き
、
Ｘ
が
Ｃ
社
に
対
し
て
担
保

権
实
行
の
通
知
を
す
る
ま
で
は
、
Ａ
社
が
そ
の
計
算
に
お
い
て
Ｃ
社
か
ら
本
件
目
的
債
権
に
つ
き
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
本
件
契
約
に
よ
る
債
権
譲
渡
の
効
果
の
発
生
を
留
保
す
る
付
款
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
前
掲

平
成
一
三
年
一
一
月
二
二
日
第
一
小
法
廷
判
決
参
照
）
。
そ
し
て
、
前
記
事
实
関
係
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
は
、
…
…
本
件
差
押
え
に
先
立
ち
、
本
件
債
権
が

本
件
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
譲
渡
担
保
財
産
と
な
っ
て
い
る
事
实
を
内
容
証
明
郵
便
に
よ
っ
て
証
明
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、

本
件
に
つ
い
て
国
税
徴
収
法
二
四
条
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

そ
う
す
る
と
、
Ｙ
が
同
条
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
Ｘ
を
第
二
次
納
税
義
務
者
と
み
な
し
て
行
っ
た
本
件
差
押
え
は
違
法
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」 

  

三
〄
本
判
決
か
ら
導
か
れ
る
判
例
規
範 

 

（
一
）
総 

説
―
将
来
債
権
の
移
転
時
期 

 

本
件
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
対
抗
要
件
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
前
審
で
あ
る
平
成
一
三
年
判
決
に
お
い
て
、
そ
の
設
定
契
約
時
に
確

定
的
に
譲
渡
担
保
権
者
に
債
権
が
譲
渡
さ
れ
て
い
る
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
た
も
の
の
、
国
税
当
局
で
あ
る
Ｙ
が
、
国
税
徴
収
法
第
二
四

条
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
譲
渡
担
保
権
者
で
あ
る
Ｘ
を
第
二
次
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
第
三
債
務
者
の
供
託
し
た
供
託
金
還
付
請
求

権
を
差
し
押
さ
え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
差
押
え
が
有
効
で
あ
る
の
は
、
本
件
債
権
が
譲
渡
担
保
財
産
と
な
っ
た
日
が
本
件
国
税
の
法
定

納
期
限
等
の
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
（
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
六
項
参
照
）
、
本
件
債
権
の
譲
渡
担
保
に
よ
る
債
権
譲
渡
日
が
本
件

国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
な
の
か
、
そ
れ
と
も
法
定
納
期
限
等
の
後
な
の
か
が
争
わ
れ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。 

 

こ
の
事
案
に
お
い
て
、
本
判
決
は
、
第
一
に
、
最
判
平
成
一
一
年
一
月
二
九
日
（
民
集
亓
三
巻
一
号
一
亓
一
頁
）
を
前
提
と
し
て
、
将
来
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発
生
す
べ
き
債
権
を
目
的
と
す
る
債
権
譲
渡
契
約
は
、
譲
渡
の
目
的
と
さ
れ
る
債
権
が
特
定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
原
則
と
し
て
有
効
な
も

の
で
あ
る
と
し
、
第
二
に
、
平
成
一
三
年
判
決
を
前
提
と
し
て
、
将
来
債
権
を
目
的
と
す
る
譲
渡
担
保
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、

債
権
譲
渡
の
効
果
の
発
生
を
留
保
す
る
特
段
の
付
款
の
な
い
限
り
、
譲
渡
担
保
の
目
的
と
さ
れ
た
債
権
は
、
譲
渡
担
保
契
約
に
よ
っ
て
、

譲
渡
担
保
設
定
者
か
ら
譲
渡
担
保
権
者
に
確
定
的
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
譲
渡
担
保
の
目
的
と
さ
れ
た

債
権
が
将
来
発
生
し
た
と
き
に
は
、
譲
渡
担
保
権
者
は
、
譲
渡
担
保
設
定
者
の
特
段
の
行
為
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
当
然
に
、
当
該
債
権

を
担
保
の
目
的
で
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
譲
渡
担
保
契
約
に
係
る
債
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
指
名
債
権
譲
渡
の
対

抗
要
件
（
民
法
第
四
六
七
条
二
項
）
の
方
法
に
よ
り
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
判
示
し
て
い
る
。 

 

本
件
は
、
第
一
審
に
お
い
て
は
、
平
成
一
三
年
判
決
と
同
様
、
債
権
譲
渡
の
効
力
は
、
既
発
生
の
債
権
の
み
な
ら
ず
、
将
来
発
生
す
べ

き
債
権
に
つ
い
て
も
契
約
時
に
確
定
的
に
発
生
し
て
い
る
も
の
と
解
し
、
本
件
に
お
け
る
譲
渡
債
権
は
本
件
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前

に
お
い
て
既
に
譲
渡
担
保
財
産
を
構
成
し
て
い
た
と
し
て
、
国
税
当
局
に
よ
る
差
押
え
を
違
法
と
判
示
し
た
。
し
か
し
、
第
二
審
に
お
い

て
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
旨
を
第
三
債
務
者
に
対
し
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
に
よ
り
通
知
し
て
対
抗
要
件
を
具

備
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
滞
納
者
の
滞
納
国
税
の
法
定
納
期
限
等
が
到
来
し
た
後
に
発
生
し
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
当
該
債
権
の
発
生

時
に
滞
納
者
か
ら
譲
渡
担
保
権
者
に
移
転
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
将
来
債
権
は
そ
の
発
生
時
に
譲
渡
担
保
財
産
と

な
る
べ
き
も
の
と
解
し
、
本
件
譲
渡
担
保
設
定
時
に
は
債
権
は
譲
渡
担
保
財
産
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
本
件
国
税
の
法
定
納
期
限
等
の
後
に

現
实
に
債
権
が
発
生
し
て
初
め
て
、
譲
渡
担
保
財
産
に
な
っ
た
も
の
と
解
し
て
、
本
件
国
税
当
局
に
よ
る
差
押
え
を
合
法
と
判
示
し
た
の

で
、
最
高
裁
に
お
け
る
最
終
判
断
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。 

 

本
判
決
は
、
平
成
一
三
年
判
決
と
同
様
、
譲
渡
担
保
設
定
契
約
時
に
お
い
て
、
将
来
債
権
を
含
め
、
譲
渡
債
権
が
確
定
的
に
債
権
者
（
譲

渡
担
保
権
者
）
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
と
い
う
立
場
を
貫
い
て
お
り
、
こ
の
論
点
に
お
け
る
明
確
な
判
断
が
下
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
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き
る
。
そ
し
て
、
「
確
定
的
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
当
事
者
間
に
お
い
て
は
債
権
移
転
の
効
果
（
債
権
者
の
交
代
な
い
し

債
権
者
と
し
て
の
地
位
の
移
転
）
を
生
ず
る
も
の
と
解
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
第
三
者
と
の
間
に
お
い
て
は
、
対
抗
要
件
と
の
関

係
が
問
題
と
な
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
判
決
は
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
次
段
に
お
い
て
述
べ
る
よ
う
に
、
対
抗
要
件
具
備

が
国
税
の
法
定
納
期
限
よ
り
も
前
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
り
、譲
渡
担
保
権
者
が
優
先
す
る
と
い
う
結
論
を
採
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

特
に
こ
の
点
は
明
確
に
述
べ
る
必
要
が
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

右
の
点
に
関
し
て
は
後
述
す
る
が
、
本
件
の
よ
う
な
本
契
約
・
確
定
型
で
取
立
権
留
保
特
約
付
の
集
合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
の
事
案
に

お
い
て
、
明
確
に
、
ど
の
時
点
に
お
い
て
債
権
移
転
の
効
力
が
発
生
す
る
か
に
関
し
て
は
、
当
事
者
間
に
お
い
て
は
設
定
契
約
時
で
あ
ろ

う
が
、
対
抗
要
件
具
備
の
段
階
で
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
対

抗
要
件
具
備
の
時
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
論
点
に
関
し
て
は
、
後
述
す
る
。 

  

（
二
）
譲
渡
担
保
権
者
の
物
的
納
税
責
任 

 

（
ア
）
問
題
点
と
関
連
判
例
の
検
討 

 

と
こ
ろ
で
、
本
件
に
お
い
て
争
わ
れ
た
譲
渡
担
保
権
者
の
物
的
納
税
責
任
に
つ
い
て
は
、
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、

同
条
に
よ
る
と
、
納
税
者
が
国
税
を
滞
納
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
譲
渡
し
た
財
産
で
そ
の
譲
渡
に
よ
り
担
保
の
目
的
と
な
っ
て

い
る
も
の
（
譲
渡
担
保
財
産
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
財
産
に
つ
き
滞
納
処
分
を
執
行
し
て
も
な
お
徴
収
す
べ
き
国
税
に
不
足
す
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
り
、
譲
渡
担
保
財
産
か
ら
納
税
者
の
国
税
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
（
一
項
）
、
こ
の
規
定
に
よ
り
徴
収
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
税
務
署
長
は
、
譲
渡
担
保
権
者
に
対
し
て
、
徴
収
し
よ
う
と
す
る
金
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り

告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
二
項
）
、
そ
の
告
知
書
を
発
し
た
日
か
ら
十
日
を
経
過
し
た
日
ま
で
に
そ
の
徴
収
し
よ
う
と
す
る
金
額
が
完
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納
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
徴
収
職
員
は
、
譲
渡
担
保
権
者
を
第
二
次
納
税
義
務
者
と
み
な
し
て
、
そ
の
譲
渡
担
保
財
産
に
つ
き
滞
納
処

分
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
三
項
）
。 

 

こ
の
規
定
は
、
譲
渡
担
保
権
者
の
第
二
次
納
税
義
務
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
第
二
次
納
税
義
務
者
と
は
、
国
税
徴
収
法
第
三
三
条
か

ら
第
三
九
条
ま
で
（
無
限
責
任
社
員
＊
第
三
三
条
＋
、
清
算
人
・
残
余
財
産
の
分
配
又
は
引
渡
を
受
け
た
者
＊
第
三
四
条
＋
、
同
族
会
社
＊
第
三
亓
条
＋
、

資
産
等
か
ら
発
生
し
た
収
益
に
関
す
る
实
質
課
税
に
基
づ
く
納
税
義
務
者
＊
第
三
六
条
＋
、
共
同
事
業
者
等
＊
第
三
七
条
＋
、
納
税
者
と
特
殊
な
関
係
に

あ
る
事
業
譲
受
人
＊
第
三
八
条
＋
、
滞
納
者
か
ら
の
財
産
の
無
償
譲
受
人
等
＊
第
三
九
条
＋
）
又
は
第
四
一
条
（
人
格
の
な
い
社
団
等
）
の
規
定
に
よ

り
、
納
税
者
の
国
税
を
納
付
す
る
義
務
を
負
う
者
の
こ
と
で
あ
る
（
国
税
徴
収
法
第
二
条
七
号
）
。
つ
ま
り
、
第
二
次
納
税
義
務
者
制
度
と

は
、
同
法
第
三
九
条
以
外
は
、
国
税
滞
納
者
と
一
定
の
関
係
に
あ
る
者
を
指
定
し
て
、
そ
れ
ら
の
者
に
ま
で
滞
納
国
税
に
関
す
る
納
税
義

務
を
課
す
制
度
で
あ
る
。 

 

た
だ
、
同
法
第
三
九
条
だ
け
は
、
そ
の
他
の
規
定
と
は
異
な
り
、
「
滞
納
者
の
国
税
に
つ
き
滞
納
処
分
を
執
行
し
て
も
な
お
そ
の
徴
収

す
べ
き
額
に
不
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
不
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
、
当
該
国
税
の
法
定
納
期
限
の
一
年
前

の
日
以
後
に
、
滞
納
者
が
そ
の
財
産
に
つ
き
行
っ
た
政
令
で
定
め
る
無
償
又
は
著
し
く
低
い
額
の
対
価
に
よ
る
譲
渡
（
担
保
の
目
的
と
す
る

譲
渡
を
除
く
）
、
債
務
の
免
除
そ
の
他
第
三
者
に
利
益
を
与
え
る
処
分
に
起
因
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
処
分
に
よ
り
受
け

た
利
益
が
現
に
存
す
る
限
度
（
こ
れ
ら
の
者
が
そ
の
処
分
の
時
に
そ
の
滞
納
者
の
親
族
そ
の
他
の
特
殊
関
係
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
処
分
に
よ

り
受
け
た
利
益
の
限
度
）
に
お
い
て
、
そ
の
滞
納
に
係
る
国
税
の
第
二
次
納
税
義
務
を
負
う
」
も
の
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
、
民

法
第
四
二
四
条
以
下
に
規
定
さ
れ
て
い
る
詐
害
行
為
取
消
権
の
自
力
救
済
版
で
あ
る
か
の
よ
う
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
。 

 

尤
も
、
国
税
通
則
法
第
四
二
条
に
よ
る
と
、
民
法
第
四
二
四
条
（
詐
害
行
為
取
消
権
）
の
規
定
は
国
税
の
徴
収
に
関
し
て
準
用
す
る
旨
が

規
定
さ
れ
て
お
り
、
国
税
に
関
す
る
法
体
系
全
体
に
お
い
て
は
、
国
税
の
徴
収
を
侵
害
す
る
行
為
は
詐
害
行
為
と
し
て
取
り
消
さ
れ
る
運
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命
に
あ
る
の
で
、
こ
の
通
則
法
第
四
二
条
と
徴
収
法
第
三
九
条
と
い
う
両
規
定
の
関
係
は
微
妙
で
あ
る
が
、
詐
害
行
為
と
し
て
取
り
消
し

た
上
で
滞
納
者
本
人
に
関
す
る
国
税
滞
納
処
分
に
戻
す
か
（
国
税
通
則
法
第
四
二
条
）
、
そ
れ
と
も
、
無
償
取
得
者
等
を
第
二
次
納
税
義
務

者
と
認
定
し
て
徴
税
の
効
力
を
及
ぼ
す
か
（
国
税
徴
収
法
第
三
九
条
）
と
い
う
違
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
国
税
当
局
は
、
い
ず
れ
か

適
用
し
や
す
い
規
定
を
適
用
し
て
、
確
实
な
税
の
徴
収
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

ま
た
、
第
二
次
納
税
義
務
者
は
、
国
税
徴
収
法
第
二
条
七
号
に
定
め
る
者
の
ほ
か
、
同
法
第
二
四
条
第
三
項
（
譲
渡
担
保
財
産
に
対
す
る

滞
納
処
分
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
同
条
四
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
含
む
）
を
受
け
る
譲
渡
担
保
権
者
も
、
そ
の
譲
渡
担
保
財
産
か
ら
の
徴

収
に
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
、
同
法
第
二
条
第
七
号
の
「
第
二
次
納
税
義
務
者
」
に
該
当
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
国
税
徴
収
法
基
本
通

達
第
二
条
関
係
一
一
）
。 

 

本
件
に
お
け
る
国
税
当
局
Ｙ
に
よ
る
差
押
え
は
、
以
上
の
規
定
に
基
づ
い
て
实
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
国
税
徴
収
法

第
二
四
条
に
よ
る
譲
渡
担
保
財
産
か
ら
の
徴
収
手
続
に
は
除
外
規
定
が
あ
り
、
第
一
項
の
規
定
は
、
当
該
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
、

担
保
の
目
的
で
さ
れ
た
譲
渡
に
係
る
権
利
の
移
転
の
登
記
が
あ
る
場
合
、
又
は
、
譲
渡
担
保
権
者
が
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
譲
渡

担
保
財
産
と
な
っ
て
い
る
事
实
を
、
そ
の
財
産
の
売
却
決
定
の
前
日
ま
で
に
証
明
し
た
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
六

項
）
。
そ
こ
で
、
本
件
に
お
い
て
も
、
譲
渡
担
保
権
者
で
あ
る
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
文
書
に
よ
り
、
こ
の
証
明
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

本
判
決
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
平
成
一
三
年
判
決
に
お
け
る
解
釈
と
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
の
規
定
に
忠
实
に
従
っ
た
結
果
、
集
合

債
権
譲
渡
担
保
の
設
定
契
約
時
に
お
け
る
本
件
債
権
の
譲
渡
担
保
権
者
Ｘ
へ
の
帰
属
を
認
め
、
国
税
当
局
に
よ
る
債
権
差
押
え
を
違
法
と

判
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
設
定
契
約
の
効
力
を
め
ぐ
っ
て
譲
渡
担
保
権
者
と
国
税
当
局
と
の
間
に
お
い
て
争
わ
れ
て

き
た
問
題
に
関
し
て
、
判
例
法
上
、
終
局
的
な
決
着
を
つ
け
た
も
の
と
い
う
べ
き
新
判
例
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
本
判
決
と
同
様
、
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
他
の
事
案
に
お
い
て
は
、
債
権
譲
渡
担
保
契
約
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の
内
容
に
お
い
て
、
国
税
滞
納
処
分
を
排
除
す
る
か
の
よ
う
な
詐
害
性
あ
る
条
項
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
契
約
条
項
を
国
税
当
局

に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
判
例
（
最
判
平
成
一
亓
年
一
二
月
一
九
日
）
が
あ
る
。
即
ち
、
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
亓
項
に
よ
る

と
、
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
告
知
…
…
を
し
た
後
、
納
税
者
の
財
産
の
譲
渡
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
債
権
が
債
務
不
履
行
そ
の
他
弁
済
以

外
の
理
由
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
…
…
に
お
い
て
も
、
な
お
譲
渡
担
保
財
産
と
し
て
存
続
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、
第
三
項
の
規
定
（
滞

納
処
分
の
執
行
＊
筆
者
註
＋
）
を
適
用
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
債
務
者
（
設
定
者
）
Ａ
が
取
引
先
Ｂ
と
の
間
の
継
続
的
取
引
に

よ
っ
て
取
得
す
る
売
掛
金
債
権
を
譲
渡
目
的
債
権
と
す
る
Ｘ
銀
行
と
の
債
権
譲
渡
担
保
に
お
い
て
、
譲
渡
担
保
権
者
Ｘ
銀
行
が
、
設
定
者

Ａ
と
の
間
の
当
座
貸
越
契
約
に
基
づ
き
、
売
掛
債
権
残
高
を
貸
越
極
度
額
と
し
て
、
Ａ
に
貸
付
を
行
う
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
「
一
括

支
払
シ
ス
テ
ム
」
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
中
で
、
「
売
掛
金
債
権
に
つ
い
て
、
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
二
項
に
基
づ
く
告
知
が

発
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
担
保
と
し
た
譲
渡
担
保
権
者
の
当
座
貸
越
債
権
は
何
ら
の
手
続
を
要
せ
ず
に
弁
済
期
が
到
来
す
る
」
も
の

と
し
、
同
時
に
、
「
担
保
目
的
で
譲
渡
し
た
売
掛
金
債
権
は
当
座
貸
越
債
権
の
代
物
弁
済
に
充
て
る
」
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
合
意
が

な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
「
同
条
二
項
の
告
知
の
発
出
と
到
達
と
の
間
の
時
間
的
間
隔
を
と
ら
え
、
告
知
書

の
発
出
の
時
点
で
譲
渡
担
保
権
者
が
譲
渡
担
保
権
を
实
行
す
る
こ
と
を
納
税
者
と
あ
ら
か
じ
め
合
意
す
る
こ
と
は
、
同
条
二
項
の
手
続
が

執
ら
れ
た
こ
と
を
契
機
に
譲
渡
担
保
権
が
实
行
さ
れ
た
と
い
う
関
係
が
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
財
産
は
な
お
譲
渡
担
保
財
産
と
し
て
存
続

す
る
も
の
と
み
な
す
旨
の
同
条
亓
項
の
適
用
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
国
税
当
局
と
の
関
係
に
お
い
て

は
、
こ
の
合
意
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
た
の
で
あ
る

（

45
）

。 

 

右
平
成
一
亓
年
判
決
の
趣
旨
か
ら
考
察
す
る
と
、
債
権
譲
渡
担
保
契
約
の
一
条
項
が
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
の
規
定
を
潜
脱
す
る
と
い

う
目
的
、
い
わ
ば
詐
害
目
的
と
も
い
い
う
る
よ
う
な
違
法
・
不
当
な
目
的
が
あ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
と
、
当
該
条
項
は
、
国
税
当
局
に

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
詐
害
的
な
条
項
が
な
け
れ
ば
、
譲
渡
担
保
権
者
と
国
税
当
局
と
の
関
係
は
、
譲
渡
担
保
に
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関
す
る
解
釈
問
題
に
よ
っ
て
決
着
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
平
成
一
九
年
判
決
の
よ
う
に
、
譲
渡
目
的
債
権
が
国

税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
譲
渡
担
保
財
産
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
譲
渡
担
保
権
者
は
同
条
の
物
的
納
税
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う

結
論
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
逆
に
い
う
と
、
こ
の
判
例
法
理
は
、
譲
渡
目
的
債
権
が
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
譲
渡

担
保
財
産
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
国
税
徴
収
法
の
規
定
を
違
法
に
潜
脱
す
る
よ
う
な
契
約
条
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
譲
渡
担
保
権
者

は
国
税
当
局
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
右
判
例
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
を
利
用
す
る

金
融
实
務
に
対
し
て
、
一
つ
の
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

な
お
、
平
成
一
九
年
判
決
は
、
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
に
よ
る
譲
渡
担
保
の
第
二
次
納
税
義
務
と
い
う
観
点
か
ら
論
を
進
め
て
い
る
が
、

元
々
、
国
税
債
権
と
担
保
物
権
と
の
優
劣
に
関
す
る
調
整
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
国
税
の
法
定
納
期
限
等
を
基
準
日
と
し
て
、
そ
れ
以
前

に
設
定
さ
れ
た
質
権
・
抵
当
権
は
国
税
債
権
に
優
先
す
る
が
、
そ
れ
以
後
に
設
定
さ
れ
た
質
権
・
抵
当
権
は
国
税
債
権
に
劣
後
す
る
と
い

う
調
整
が
図
ら
れ
て
い
る
（
国
税
徴
収
法
第
一
亓
条
以
下
）
。
本
来
は
、
こ
の
基
本
的
な
国
税
と
担
保
権
と
の
優
劣
と
い
う
問
題
で
考
え
れ

ば
、
譲
渡
担
保
権
の
場
合
で
も
、
同
じ
約
定
担
保
権
で
あ
る
質
権
や
抵
当
権
と
同
様
の
対
抗
関
係
と
解
す
る
ほ
う
が
妥
当
性
が
あ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
私
見
の
箇
所
で
再
説
す
る
。 

  

（
イ
）
関
連
判
例
に
関
す
る
学
説
の
見
解 

 

次
に
、
右
平
成
一
亓
年
判
決
の
事
案
に
関
し
て
、
学
説
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
若
干
参
照
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。 

 

ま
ず
、
松
本
恒
雄
教
授
は
、
原
審
の
評
釈
に
お
い
て
、
本
件
で
は
「
代
物
弁
済
条
項
の
合
理
性
の
有
無
」
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
場
合

に
は
、
「
相
殺
予
約
と
の
類
似
性
お
よ
び
手
形
に
よ
る
譲
渡
担
保
の
場
合
と
の
類
似
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
、
相
殺
予
約

の
事
案
に
お
い
て
、
最
高
裁
（
最
大
判
昭
和
四
亓
年
六
月
二
四
日
民
集
二
四
巻
六
号
亓
八
七
頁

（

46
）

）
が
、
融
資
銀
行
の
「
将
来
の
相
殺
に
関
す
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る
期
待
」
を
最
大
限
に
保
障
す
べ
き
も
の
と
し
、
担
保
と
な
っ
て
い
る
預
金
債
権
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
債
務
者
の
期
限
の

利
益
が
喪
失
さ
れ
て
弁
済
期
が
到
来
し
（
銀
行
取
引
約
定
書
第
亓
条
）
、
銀
行
は
期
限
の
利
益
を
放
棄
し
て
相
殺
し
う
る
（
同
第
七
条
）
と
い

う
相
殺
予
約
の
効
力
を
正
当
と
し
て
認
め
て
い
る
と
い
う
点
を
引
き
合
い
に
出
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
銀
行
は
差
押
後
の
融
資
金
債
権
の
弁

済
期
到
来
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
差
押
え
と
同
時
に
相
殺
を
し
て
融
資
金
の
回
収
を
図
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
滞
納
処
分
の
際
の
代
物
弁
済
特
約
が
、
第
三
者
に
よ
る
差
押
え
や
滞
納
処
分
の
で
き
な
い
財
産
を
銀
行
と

そ
の
取
引
当
事
者
と
の
特
約
に
よ
っ
て
作
り
出
す
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
と
し
て
、
両
者
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
い
る

（

47
）

。 

 

ま
た
、
松
本
教
授
は
、
両
者
の
相
違
点
に
つ
い
て
は
二
つ
あ
る
と
し
、
第
一
点
目
は
、
「
相
殺
予
約
は
銀
行
と
融
資
先
と
の
二
当
事
者

間
で
の
特
約
に
す
ぎ
な
い
が
、
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
の
場
合
は
銀
行
と
支
払
企
業
、
支
払
先
（
融
資
先
）
の
三
当
事
者
間
の
特
約
に
な
っ

て
い
る
」
と
い
う
点
を
指
摘
し
つ
つ
、
た
だ
、
「
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
で
も
、
銀
行
の
支
払
企
業
に
対
す
る
債
権
（
譲
渡
担
保
と
さ
れ
た
代

金
債
権
）
と
銀
行
の
支
払
先
に
対
す
る
融
資
金
債
権
と
が
見
合
い
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
二
当
事
者
間
の
相
殺
予
約

と
同
じ
で
あ
る
」
と
論
じ
て
お
り
、
第
二
点
目
は
、
「
相
殺
予
約
の
場
合
は
、
国
税
当
局
に
よ
る
納
税
義
務
者
に
対
す
る
滞
納
処
分
と
し

て
の
差
押
え
も
他
の
債
権
者
に
よ
る
強
制
執
行
と
し
て
の
差
押
え
も
差
押
え
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
が
、
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る

代
物
弁
済
条
項
の
場
合
は
、
第
二
次
納
税
義
務
と
の
関
係
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
競
合
す
る
相
手
は
国
税
当
局
し
か
考
え
ら

れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
相
殺
予
約
の
場
合
は
、
債
務
者
と
あ
る
債
権
者
と
の
間
に
お
い
て
な
さ
れ
た
他
の
債
権
者
（
私

人
）
に
よ
る
執
行
を
排
除
す
る
よ
う
な
特
約
の
効
力
が
私
的
自
治
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
他
の
債
権
者
に
は
国
税
当

局
も
入
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
の
代
物
弁
済
条
項
は
国
税
当
局
を
排
除
す
る
こ
と
の
み
が
目
的
で
あ
る
か
ら
、
物
的
納

税
責
任
の
回
避
を
目
的
と
し
た
脱
法
行
為
で
あ
る
と
の
見
方
が
可
能
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る

（

48
）

。 

 

右
の
松
本
教
授
の
分
析
か
ら
は
、
相
殺
予
約
も
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
代
物
弁
済
も
、
と
も
に
銀
行
の
利
益
保
護
を
目
的
と
す



集合債権譲渡担保の対抗要件と目的債権の移転時期（石口） 

- 53 - 

る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
共
通
性
が
あ
る
が
、
前
者
は
全
て
の
差
押
債
権
者
へ
の
対
策
で
あ
り
、
後
者
は
国
税
当
局
に
よ
る
第
二
次
納
税

義
務
対
策
と
し
て
の
み
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
判
例
は
、
後
者
の
代
物
弁
済
条
項
が
国
税
徴
収
の
み
を
妨
害
す
る
趣
旨
の
契

約
と
判
断
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

次
に
、
池
田
眞
朗
教
授
は
、
本
件
の
代
物
弁
済
条
項
は
「
自
ら
権
利
帰
属
を
曖
昧
に
す
る
よ
う
な
法
律
構
成
を
取
っ
て
お
き
な
が
ら
、

国
税
徴
収
法
上
の
告
知
が
発
出
さ
れ
た
と
た
ん
に
譲
渡
担
保
権
が
实
行
さ
れ
て
売
掛
金
債
権
が
Ｘ
の
弁
済
に
充
当
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、

身
勝
手
な
構
成
と
の
批
判
を
免
れ
ま
い
」
と
の
意
見
を
表
明
し
、
平
成
一
亓
年
判
決
の
結
論
自
体
は
支
持
す
る
も
の
の
、
「
た
だ
し
、
こ

の
結
論
が
債
権
譲
渡
担
保
契
約
一
般
に
対
す
る
国
税
債
権
の
優
位
性
に
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
は
強
い
懸
念
を
表
し
て
お
き
た
い
」と
し
て
、

斯
様
な
国
税
債
権
の
債
権
譲
渡
担
保
に
対
す
る
優
位
性
と
い
う
結
論
の
一
般
的
拡
張
に
対
し
て
は
強
い
懸
念
を
表
明
し

（

49
）

、
あ
る
意
味
、

裁
判
所
サ
イ
ド
に
対
し
て
牽
制
を
投
げ
掛
け
て
い
る
。 

 

ま
た
、
池
田
教
授
は
、
「
そ
も
そ
も
こ
う
い
う
状
況
の
出
現
を
避
け
る
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
譲
渡
担
保
で
は
な
く
、
債
権
の
完
全
真

正
な
譲
渡
を
し
て
、
契
約
段
階
で
権
利
を
移
転
し
、
か
つ
対
抗
要
件
を
具
備
し
て
お
け
ば
よ
い
だ
け
の
話
で
」
あ
り
、
「
本
来
こ
の
ス
キ

ー
ム
は
、
…
…
大
企
業
等
の
手
形
振
出
の
煩
雑
さ
を
回
避
す
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
決
済
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
か
ら
、
『
担
保
』
と

し
て
構
成
す
る
必
然
性
は
全
く
な
い
」
の
で
あ
り
、
「
端
的
に
、
間
に
入
る
金
融
機
関
が
、
納
入
企
業
の
債
権
を
ま
と
め
て
譲
り
受
け
る

か
、
大
企
業
の
納
入
企
業
に
対
す
る
債
務
を
ま
と
め
て
引
き
受
け
る
か
と
い
う
発
想
に
立
て
ば
よ
い
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
、
こ
の
池
田

教
授
の
主
張
す
る
よ
う
に
「
最
初
か
ら
担
保
の
発
想
を
全
く
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
見
解
」
に
立
て
ば
、
抑
も
、
「
国
税
徴
収
法

と
は
抵
触
の
余
地
が
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る

（

50
）

。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
鳥
谷
部
茂
教
授
は
、
「
問
題
は
債
権
が
移
転
し
た
か
移
転
し
な
い
か
で
は
な
く
、
被
担
保
債
権
が
存
在
す
る
か
ど
う

か
」
で
あ
る
と
主
張
し
、
「
貸
付
債
権
（
被
担
保
債
権
）
の
回
収
よ
り
も
国
税
債
権
の
回
収
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
の
が
典
型
担
保
・
非
典
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型
担
保
を
問
わ
ず
共
通
に
法
定
納
期
限
を
優
劣
の
基
準
時
と
し
た
趣
旨
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
「
単
に
形
式
を
債
権
譲
渡
に
切
り

替
え
て
も
、
被
担
保
債
権
の
回
収
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
れ
ば
そ
の
貸
付
債
権
の
回
収
よ
り
も
国
税
債
権
を
優
先
さ
せ
る
と
の
法
の
趣
旨

が
働
き
得
る
余
地
が
残
っ
て
い
る
」
と
主
張
し
て

（

51
）

、
右
池
田
教
授
の
見
解
と
は
異
な
る
方
向
性
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。 

 

こ
の
鳥
谷
部
教
授
の
見
解
は
、
右
の
論
文
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
趣
旨
は
別
稿
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。

即
ち
、
鳥
谷
部
教
授
は
、
斯
様
な
債
権
譲
渡
担
保
方
式
に
よ
る
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
は
、
「
融
資
实
行
の
前
に
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
一
般
債
権
者
、
差
押
債
権
者
、
他
の
譲
受
人
に
対
し
て
優
先
的
に
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
有
意
な
機
能
を
果
た

し
て
き
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
で
あ
り
、
代
物
弁
済
条
項
が
一
定
の
場
合
に
国
税
債
権
等
に
優
先
で
き
な
い
と
し
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
と
し
て
評
価
を
下
げ
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
一
定
の
基
準
で
国
税
債
権
が
優
先
す
る
の
は
既
定
の
ル
ー

ル
で
あ
り
、
こ
の
ル
ー
ル
の
範
囲
内
で
債
権
の
優
先
的
回
収
方
法
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
で
あ
る
と
し
て

（

52
）

、
こ
の
譲
渡
担
保
方
式
に
よ
る
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
の
本

来
的
な
利
用
方
法
に
よ
る
有
用
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

次
に
、
小
粥
太
郎
教
授
は
、
平
成
一
亓
年
判
決
に
は
、
①
本
件
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
規
は
租
税
関
係
法
で
あ
り
、
単
純
に
強
行
規
定

で
は
な
い
こ
と
、
②
本
判
決
に
お
い
て
は
代
物
弁
済
条
項
を
「
無
効
」
と
せ
ず
、
条
項
の
「
効
力
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
た
サ
ン
ク
シ

ョ
ン
を
下
し
た
、
と
い
う
二
つ
の
特
殊
性
を
有
す
る
と
し
、
①
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
条
項
が
国
税
徴
収
法
を
潜
脱
す
る
か
ら
と
い

っ
て
そ
の
効
力
を
簡
単
に
否
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
解
し
つ
つ
、
②
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
件
代
物
弁
済
条
項
は
債
権
者
で
あ

る
徴
税
当
局
に
対
す
る
詐
害
行
為
的
な
性
格
を
有
す
る
徴
収
回
避
行
為
で
あ
り
、
詐
害
行
為
の
効
力
は
税
法
上
も
否
定
さ
れ
る
の
で
（
国

税
通
則
法
第
四
二
条
）
、
詐
害
行
為
取
消
の
効
果
に
関
す
る
相
対
的
無
効
説
と
同
様
の
観
点
か
ら
、
本
判
決
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
も
、
国
税
徴

収
法
第
二
四
条
亓
項
の
適
用
回
避
（
徴
税
逃
れ
）
を
阻
止
す
る
た
め
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
、
即
ち
、
徴
税
当
局
と
の
関
係
に
お
け
る
相
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対
的
関
係
に
お
い
て
の
み
、
本
件
条
項
の
効
力
を
否
定
し
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る

（

53
）

。 

 

最
後
に
、
今
尾
真
教
授
は
、
原
審
の
判
研
に
お
い
て
、
「
本
件
条
項
が
、
私
人
間
の
合
意
に
よ
っ
て
差
押
免
脱
財
産
を
作
出
す
る
こ
と

に
な
る
点
が
問
題
な
の
か
」
、
そ
れ
と
も
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
の
「
順
位
原
則
を
常
に
回
避
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
か
は
、
検
討
の
余

地
が
あ
る
」
と
こ
ろ
、
抑
も
、
債
権
譲
渡
担
保
は
、
「
『
担
保
』
と
い
う
よ
り
も
取
立
ま
た
は
弁
済
の
た
め
の
債
権
譲
渡
な
い
し
債
権
に

よ
る
代
物
弁
済
と
捉
え
た
ほ
う
が
实
態
に
合
致
す
る
の
で
は
な
い
か
…
…
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
件
条
項
の
有
無
と
私
人
間
の
合
意
に

よ
る
差
押
免
脱
財
産
作
出
の
問
題
性
と
は
直
接
リ
ン
ク
し
な
い
と
」
い
う
こ
と
が
で
き
、
「
ま
た
、
本
件
条
項
の
代
替
手
段
と
し
て
導
入

が
示
唆
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
一
括
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
…
…
も
、
实
質
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
徴
収
法
二
四
条
と
の
関
係
で
私
人
間

の
合
意
に
よ
る
差
押
免
脱
財
産
の
作
出
と
い
え
な
く
も
な
く
、
こ
う
い
っ
た
告
知
前
の
債
権
の
譲
渡
や
売
買
と
い
っ
た
新
た
な
類
型
が
登

場
し
た
場
合
…
…
に
も
、
差
押
免
脱
財
産
作
出
を
根
拠
に
同
様
の
対
処
を
す
る
の
が
妥
当
か
は
疑
問
で
あ
る
」
と
解
し
つ
つ
、
結
論
と
し

て
は
、
「
本
件
条
項
の
非
難
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
順
位
原
則
を
定
め
た
徴
収
法
二
四
条
を
回
避
し
て
、
常
に
譲
渡
担
保
の
国
税
債
権
に
対

す
る
優
先
的
地
位
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
点
が
最
大
の
問
題
で
あ
っ
て
、
本
件
条
項
の
対
外
的
否
定
の
根
拠
は
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き

も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
主
張
し
て
い
る

（

54
）

。 

  

（
ウ
）
ま
と
め 

 

右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
平
成
一
亓
年
判
決
の
事
案
に
お
い
て
現
れ
た
「
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
に
伴
う
代
物
弁
済
条
項
」
は
、
国
税

滞
納
処
分
を
潜
脱
も
し
く
は
排
除
す
る
と
い
う
趣
旨
が
明
確
で
あ
り
、
こ
の
点
は
、
確
か
に
、
私
的
自
治
と
公
益
（
課
税
公
平
性
原
理
）
と

の
接
点
で
は
あ
る
も
の
の
、
相
殺
予
約
が
広
く
一
般
に
差
押
債
権
者
対
策
と
し
て
金
融
機
関
等
に
対
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
方
策
で
あ
る

の
と
は
明
白
な
違
い
が
あ
る
。 
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確
か
に
、
本
件
の
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
代
物
弁
済
条
項
は
、
平
成
一
亓
年
判
決
に
お
け
る
亀
山
継
夫
判
事
の
補
足
意
見
の
中

で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
本
件
合
意
を
含
む
本
件
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
は
、
手
形
に
よ
る
決
済
シ
ス
テ
ム
の
難
点
を
解
消
す
る
た
め

に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
単
に
徴
収
回
避
の
み
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
相
応
の
経
済
的
合
理
性
及
び
相
当
性

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
右
の
代
物
弁
済
条
項
は
、
結
果
と
し
て
、
税
の
徴
収
と
い
う
公

益
を
正
面
か
ら
侵
害
す
る
か
の
よ
う
な
手
法
に
よ
る
私
的
自
治
の
实
現
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
税
法
上
の
原
則
に
お
い
て
は
、
前
掲
し
た

よ
う
に
、
徴
税
に
対
す
る
詐
害
的
な
行
為
を
認
め
ず
（
国
税
通
則
法
第
四
二
条
）
、
当
該
詐
害
的
な
行
為
に
よ
る
受
益
者
等
を
第
二
次
納
税

義
務
者
と
し
て
い
る
国
税
徴
収
法
第
三
九
条
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

で
は
、
前
掲
し
た
昭
和
四
亓
年
六
月
二
四
日
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決
に
お
い
て
、
い
わ
ば
無
制
限
的
に
認
め
ら
れ
た
相
殺
予
約
が
公
益

を
害
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
確
か
に
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
件
に
お
い
て

は
、
代
物
弁
済
条
項
の
目
的
が
国
税
滞
納
処
分
対
策
に
偏
り
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
点
に
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
件
の
条
項
が
、
相
殺

予
約
な
ど
と
同
様
、
広
く
一
般
に
差
押
債
権
者
対
策
と
し
て
規
定
さ
れ
た
内
容
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
国
税
当
局
へ
の
対
抗
も
許
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
観
点
は
若
干
異
な
る
が
、
本
件
の
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
代
物
弁
済
条
項
が
銀
行
に
よ
っ
て

導
入
さ
れ
運
用
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
实
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
斯
様
な
状
況
を
国
税
当
局
が
何
年
も
放
置
し
て
き
た
と
い
う
特
段

の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
税
当
局
か
ら
の
本
件
条
項
に
対
す
る
詐
害
性
の
主
張
は
、
却
っ
て
信
義
則
に
反
し
許
さ
れ
な
い
と
い
う
結

論
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い

（

55
）

。 

 

尤
も
、
右
の
問
題
点
に
関
し
て
は
、
平
成
一
三
年
及
び
同
一
九
年
判
決
の
事
案
に
現
れ
て
い
る
よ
う
な
「
本
契
約
型
・
取
立
権
留
保
特

約
付
の
集
合
債
権
譲
渡
担
保
」
で
あ
れ
ば
、
設
定
契
約
と
ほ
ど
近
い
時
点
に
お
い
て
第
三
債
務
者
へ
の
確
定
日
付
つ
き
の
通
知
が
な
さ
れ
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
通
知
到
達
時
点
で
の
対
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
右
に
池
田
教
授
が
指
摘
し
た
よ
う
な
「
真
正
債
権
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譲
渡
」
と
同
様
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
契
約
条
項
の
中
に
国
税
滞
納
処
分
の
み
に
照
準
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
「
排
除
条
項
」

が
な
い
限
り
、
債
権
譲
渡
担
保
が
優
先
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
今
後
は
、
同
一
事
案
に
お
い
て
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
い
も
の

と
思
わ
れ
る

（

56
）

。 

 

も
し
、
こ
の
将
来
債
権
譲
渡
担
保
に
お
け
る
債
権
譲
渡
に
伴
う
債
権
の
移
転
時
期
と
対
抗
要
件
具
備
に
関
す
る
判
例
法
理
が
問
題
に
な

る
と
す
れ
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
債
権
の
移
転
及
び
対
抗
力
具
備
と
い
う
手
法
に
よ
る
関
係
上
、
そ
の
担
保
的
効
力
が
強
力
に
過
ぎ
、

他
の
債
権
者
の
地
位
を
全
く
無
に
等
し
く
す
る
も
の
と
い
う
理
由
か
ら
、
詐
害
行
為
取
消
権
（
民
法
第
四
二
四
条
）
、
一
般
条
項
（
特
に
信

義
則
＊
同
法
第
一
条
二
項
＋
）
、
強
行
規
定
（
同
法
第
九
〇
条
）
に
よ
り
、
そ
の
効
力
を
制
限
的
に
解
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
方
向
か
ら
の

見
解
が
主
張
さ
れ
る
と
い
う
一
点
の
み
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
、
権
利
移
転
型
担
保
一
般
の
問
題
と
し
て
、
動
産
譲
渡
担
保
や
所
有
権

留
保
に
お
い
て
も
議
論
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る
か
ら
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
特
有
な
問
題
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
点
に
関
し
て
も
、
後

述
す
る
当
該
箇
所
に
お
い
て
検
討
す
る
。 

  

註
（
45
）
最
判
平
成
一
亓
年
一
二
月
一
九
日
民
集
亓
七
巻
一
一
号
二
二
九
二
頁
（
上
告
棄
却
） 

 

本
件
の
事
实
関
係
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

Ｘ
銀
行
、
Ｂ
及
び
そ
の
取
引
先
Ａ
会
社
は
、
平
成
四
年
一
二
月
八
日
、
Ａ
が
Ｂ
と
の
間
の
継
続
的
取
引
に
よ
っ
て
取
得
す
る
売
掛
金
債
権
を
担

保
目
的
で
Ｘ
に
譲
渡
し
、
Ｘ
は
Ａ
に
対
し
、
当
座
貸
越
契
約
に
基
づ
き
前
記
売
掛
金
債
権
残
高
を
貸
越
極
度
額
と
し
て
貸
付
け
を
行
う
こ
と
な
ど

を
内
容
と
す
る
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
契
約
（
以
下
「
本
件
契
約
」
と
称
す
る
。
）
を
締
結
し
た
。
本
件
契
約
に
お
い
て
は
、
Ｘ
に
担
保

目
的
で
譲
渡
さ
れ
た
売
掛
金
債
権
に
つ
い
て
、
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
に
基
づ
く
告
知
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
担
保
と
し
た
Ｘ
の
当
座

貸
越
債
権
は
何
ら
の
手
続
を
要
せ
ず
に
弁
済
期
が
到
来
す
る
も
の
と
し
、
同
時
に
担
保
目
的
で
譲
渡
し
た
売
掛
金
債
権
は
当
座
貸
越
債
権
の
代
物

弁
済
に
充
て
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
合
意
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
は
、
本
件
契
約
等
に
基
づ
き
、
Ａ
が
Ｂ
に
対
し
て
有
す
る
売
掛
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金
債
権
を
Ａ
か
ら
担
保
目
的
で
譲
り
受
け
、
Ａ
に
前
記
各
債
権
と
同
額
の
貸
付
け
を
行
っ
た
。
一
方
、
Ｙ
（
関
東
信
越
国
税
局
長
）
は
、
平
成
亓

年
亓
月
二
〇
日
、
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
二
項
に
基
づ
き
、
Ｘ
に
対
し
、
前
記
売
掛
金
債
権
か
ら
Ａ
の
国
税
を
徴
収
す
る
旨
の
告
知
書
を
発
出
し
、

同
告
知
書
は
同
日
Ｘ
に
到
達
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
本
件
告
知
の
発
信
時
に
は
本
件
債
権
は
当
座
貸
越
債
権
の
代
物
弁
済
に
充
当
さ
れ
て
お
り
譲
渡
担
保
財
産
で

は
な
く
な
っ
て
い
た
旨
を
主
張
し
て
、
本
件
告
知
処
分
の
取
消
し
を
訴
求
し
た
。
こ
の
Ｘ
の
請
求
に
対
し
て
、
第
一
審
（
東
京
地
判
平
成
九
年
三

月
一
二
日
）
、
原
審
（
東
京
高
判
平
成
一
〇
年
二
月
一
九
日
）
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
代
物
弁
済
条
項
の
国
税
債
権

者
に
対
す
る
効
力
を
否
定
し
、
譲
渡
担
保
権
者
Ｘ
が
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
の
物
的
納
税
責
任
を
負
う
も
の
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
な
ら
び
に
控
訴

を
棄
却
し
た
。
Ｘ
は
、
原
審
判
決
を
不
服
と
し
て
上
告
し
た
。 

 

右
の
事
实
関
係
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
「
同
条
二
項
に
よ
る
告
知
は
、
譲
渡
担
保
財
産
か
ら
納
税
者
の
国
税
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
に
、
譲
渡
担
保
権
者
に
と
っ
て
不
意
打
ち
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
同
項
所
定
の
事
項
を
通
知
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
同
条
亓
項
に
い
う
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
告
知
（
中
略
）
を
し
た
後
」
と
は
、
同
条
二
項
の
告
知
書
が
譲
渡
担
保
権
者
に
到
達

し
た
時
点
以
後
を
意
味
す
る
が
、
同
条
二
項
の
告
知
の
発
出
と
到
達
と
の
間
の
時
間
的
間
隔
を
と
ら
え
、
告
知
書
の
発
出
の
時
点
で
譲
渡
担
保
権

者
が
譲
渡
担
保
権
を
实
行
す
る
こ
と
を
納
税
者
と
あ
ら
か
じ
め
合
意
す
る
こ
と
は
、
同
条
二
項
の
手
続
が
執
ら
れ
た
こ
と
を
契
機
に
譲
渡
担
保
権

が
实
行
さ
れ
た
と
い
う
関
係
が
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
財
産
が
な
お
譲
渡
担
保
財
産
と
し
て
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
同
条
亓
項
の

適
用
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
合
意
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
「
本
件
合
意
は
、
Ｘ
に
担
保
の
た

め
に
譲
渡
さ
れ
た
売
掛
金
債
権
に
つ
い
て
、
同
条
に
基
づ
く
告
知
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
担
保
と
し
た
Ｘ
の
当
座
貸
越
債
権
は
何
ら
の

手
続
を
要
せ
ず
弁
済
期
が
到
来
す
る
も
の
と
し
、
同
時
に
担
保
の
た
め
譲
渡
し
た
売
掛
金
債
権
は
当
座
貸
越
債
権
の
代
物
弁
済
に
充
て
る
こ
と
な

ど
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
、
本
件
告
知
は
適
法
で
あ
る
と
し
た
。 

 

註
（
46
）
最
大
判
昭
和
四
亓
年
六
月
二
四
日
民
集
二
四
巻
六
号
亓
八
七
頁
（
上
告
棄
却
） 

 

本
件
の
事
实
関
係
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

Ａ
会
社
は
、
源
泉
所
得
税
な
ら
び
に
法
人
税
等
、
金
四
九
七
万
円
余
を
滞
納
し
て
お
り
、
ま
た
、
Ａ
会
社
は
Ｙ
銀
行
に
対
し
定
期
預
金
及
び
定

期
積
立
金
合
計
金
六
亓
一
万
余
円
の
債
権
を
有
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
（
国
＊
税
務
署
＋
）
は
改
正
前
の
国
税
徴
収
法
第
二
三
条
ノ
一
の
規
定
に

よ
り
、
前
記
国
税
滞
納
処
分
と
し
て
、
右
預
金
、
積
立
金
債
権
を
差
し
押
さ
え
、
Ｙ
に
そ
の
旨
通
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
差
し
押
さ
え
た
預
金
、
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積
立
金
を
弁
済
期
に
支
払
う
よ
う
催
告
し
、
即
日
Ｙ
に
到
達
し
た
。
他
方
、
Ｙ
銀
行
と
訴
外
Ａ
会
社
と
の
間
に
本
件
差
押
前
に
締
結
さ
れ
た
継
続

的
取
引
の
約
定
書
に
は
、
「
左
の
場
合
に
は
、
債
務
の
全
額
に
つ
き
弁
済
期
到
来
し
た
る
も
の
と
し
、
借
主
（
Ａ
会
社
）
又
は
保
証
人
の
Ｙ
銀
行

に
対
す
る
預
金
そ
の
他
の
債
権
と
弁
済
期
の
到
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
意
相
殺
さ
れ
て
も
異
議
が
な
く
、
請
求
次
第
債
務
を
弁
済
す
る
」
と
の
条

項
が
、
ま
た
、
「
借
主
又
は
保
証
人
に
つ
き
、
仮
処
分
差
押
仮
差
押
の
申
請
、
支
払
停
止
、
破
産
若
く
は
和
議
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
」
と
の

条
項
が
存
し
て
い
た
。
Ｙ
銀
行
は
、
右
特
約
に
基
づ
き
、
本
件
差
押
当
日
現
在
Ｙ
銀
行
が
Ａ
会
社
に
対
し
て
有
し
て
い
た
貸
付
金
債
権
合
計
六
一

〇
万
六
〇
〇
〇
円
、
及
び
同
日
現
在
Ａ
会
社
が
Ｙ
銀
行
に
対
し
て
有
し
て
い
た
預
金
等
の
債
権
合
計
六
亓
〇
万
三
九
二
八
円
の
両
者
に
つ
い
て
、

本
来
の
弁
済
期
未
到
来
の
債
権
に
つ
い
て
は
各
弁
済
期
が
当
日
到
来
し
た
も
の
と
し
て
、
Ｘ
に
対
し
、
前
者
を
自
働
債
権
と
し
、
後
者
を
受
働
債

権
と
し
て
、
対
当
額
で
相
殺
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
右
の
定
期
預
金
等
の
支
払
を
訴
求
し
た
。
第
一
審
は
、
Ｘ
の
請
求
を
一
部
認
容
し
た
が
、
Ｘ
が
控
訴
し
た
と

こ
ろ
、
原
審
は
、
第
一
審
請
求
認
容
部
分
を
含
め
て
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
、
控
訴
を
棄
却
し
た
。
Ｘ
は
こ
の
原
審
判
決
を
不
服
と
し
て
上
告
し
た
。 

 

右
の
事
实
関
係
に
お
い
て
、
最
高
裁
大
法
廷
は
、
「
相
殺
の
制
度
は
、
互
い
に
同
種
の
債
権
を
有
す
る
当
事
者
間
に
お
い
て
、
相
対
立
す
る
債

権
債
務
を
簡
易
な
方
法
に
よ
っ
て
決
済
し
、
も
っ
て
両
者
の
債
権
関
係
を
円
滑
か
つ
公
平
に
処
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
合
理
的
な
制
度
で
あ

っ
て
、
相
殺
権
を
行
使
す
る
債
権
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
債
務
者
の
資
力
が
不
十
分
な
場
合
に
お
い
て
も
、
自
己
の
債
権
に
つ
い
て
は
確
实
か

つ
十
分
な
弁
済
を
受
け
た
と
同
様
な
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
お
い
て
、
受
働
債
権
に
つ
き
あ
た
か
も
担
保
権
を
有
す
る
に
も
似
た
地

位
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
機
能
を
営
む
も
の
」
と
い
う
前
提
に
立
脚
し
、
「
相
殺
制
度
の
こ
の
目
的
お
よ
び
機
能
は
、
現
在
の
経
済
社
会
に
お
い

て
取
引
の
助
長
に
も
役
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
当
事
者
の
地
位
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
尊
重
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
当
事
者
の
一
方
の
債
権
に
つ
い
て
差
押
が
行
な
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
明
文
の
根
拠
な
く
し
て
、
た
や
す
く
こ
れ
を
否
定
す
べ
き
も

の
で
は
な
い
」
と
解
し
つ
つ
、
そ
の
一
方
で
、
「
債
権
が
差
し
押
え
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
差
押
を
受
け
た
者
は
、
被
差
押
債
権
の
処
分
、

こ
と
に
そ
の
取
立
を
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
（
民
訴
法
亓
九
八
条
一
項
後
段
）
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
第
三
債
務
者
も
ま
た
、
債
務
者
に
対
し
て

弁
済
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
（
同
項
前
段
、
民
法
四
八
一
条
一
項
）
、
か
つ
債
務
者
と
の
間
に
債
務
の
消
滅
ま
た
は
そ
の
内
容
の
変
更
を
目
的
と

す
る
契
約
、
す
な
わ
ち
、
代
物
弁
済
、
更
改
、
相
殺
契
約
、
債
権
額
の
減
尐
、
弁
済
期
の
延
期
等
の
約
定
な
ど
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
く
な
る

け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
債
務
者
の
権
能
が
差
押
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
い
わ
ば
反
射
的
効
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
第
三

債
務
者
と
し
て
は
、
右
制
約
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、
債
務
者
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
抗
弁
を
も
っ
て
差
押
債
権
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
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と
解
す
べ
き
」
で
あ
り
、
「
差
押
は
、
債
務
者
の
行
為
に
関
係
の
な
い
実
観
的
事
实
ま
た
は
第
三
債
務
者
の
み
の
行
為
に
よ
り
、
そ
の
債
権
が
消

滅
し
ま
た
は
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
効
力
を
有
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
第
三
債
務
者
が
そ
の
一
方
的
意
思
表
示
を
も
っ
て
す
る

相
殺
権
の
行
使
も
、
相
手
方
の
自
己
に
対
す
る
債
権
が
差
押
を
受
け
た
と
い
う
一
事
に
よ
っ
て
、
当
然
に
禁
止
さ
れ
る
べ
き
い
わ
れ
は
な
い
」
と

解
し
た
上
で
、
「
民
法
亓
一
一
条
は
、
一
方
に
お
い
て
、
債
権
を
差
し
押
え
た
債
権
者
の
利
益
を
も
考
慮
し
、
第
三
債
務
者
が
差
押
後
に
取
得
し

た
債
権
に
よ
る
相
殺
は
差
押
債
権
者
に
対
抗
し
え
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
」
が
、
「
同
条
の
文
言
お
よ
び
前
示
相
殺
制
度
の
本
質
に
鑑
み
れ
ば
、

同
条
は
、
第
三
債
務
者
が
債
務
者
に
対
し
て
有
す
る
債
権
を
も
っ
て
差
押
債
権
者
に
対
し
相
殺
を
な
し
う
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
た
う
え
、

差
押
後
に
発
生
し
た
債
権
ま
た
は
差
押
後
に
他
か
ら
取
得
し
た
債
権
を
自
働
債
権
と
す
る
相
殺
の
み
を
例
外
的
に
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
限
度
に
お
い
て
、
差
押
債
権
者
と
第
三
債
務
者
の
間
の
利
益
の
調
節
を
図
っ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
、
「
し
た
が
っ
て
、

第
三
債
務
者
は
、
そ
の
債
権
が
差
押
後
に
取
得
さ
れ
た
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
自
働
債
権
お
よ
び
受
働
債
権
の
弁
済
期
の
前
後
を
問
わ
ず
、
相
殺

適
状
に
達
し
さ
え
す
れ
ば
、
差
押
後
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
自
働
債
権
と
し
て
相
殺
を
な
し
う
る
も
の
と
解
す
べ
き
」
で
あ
る
と
判
示
し
た
。 

 

本
判
決
は
、
差
押
当
時
に
お
い
て
既
に
取
得
し
て
い
た
債
権
に
つ
き
、
相
殺
の
当
事
者
（
第
三
債
務
者
と
債
務
者
）
間
に
お
い
て
相
殺
適
状
に

達
し
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
自
働
債
権
及
び
受
働
債
権
の
弁
済
期
の
前
後
を
問
わ
ず
、
差
押
後
で
あ
っ
て
も
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
、
差
押
債
権
者

に
も
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
無
制
限
説
」
を
表
明
し
た
も
の
と
し
て
有
名
な
判
例
で
あ
る
。 

 

註
（
47
）
松
本
恒
雄
「
民
法
判
例
レ
ビ
ュ
ー
（
担
保
）
東
京
高
判
平
成
一
〇
年
二
月
一
九
日
ほ
か
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
七
三
号
（
一
九
九
八
年
）
六 

六
頁
（
六
九
頁
）
。 

 

註
（
48
）
松
本
・
前
掲
判
評
（
前
掲
註
＊
47
＋
）
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
七
三
号
六
九
―
七
〇
頁
。 

 

註
（
49
）
池
田
眞
朗
「
判
研
（
最
判
平
成
一
亓
年
一
二
月
一
九
日
）
」
金
融
法
務
事
情
一
七
一
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
一
頁
（
四
三
頁
）
。 

 

註
（
50
）
池
田
（
眞
）
・
前
掲
判
研
（
前
掲
註
＊
49
＋
）
金
融
法
務
事
情
一
七
一
六
号
四
三
頁
。 

 

註
（
51
）
鳥
谷
部
茂
「
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
―
代
物
弁
済
条
項
の
効
力
を
中
心
に
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
八
八
号
（
二
〇
〇
四
年
）
七
七
頁
（
八
一
頁
）
。 

 

註
（
52
）
鳥
谷
部
茂
「
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
―
そ
の
発
展
と
効
力
」
堀
龍
兒
ほ
か
編
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
５
＋
『
担
保
制
度
』
）
三
一
二
頁
（
三

一
九
頁
）
。 

 

註
（
53
）
小
粥
太
郎
「
判
解
（
最
判
平
成
一
亓
年
一
二
月
一
九
日
）
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
六
九
号
（
二
〇
〇
四
年
）
六
七
頁
（
六
八
頁
）
。 

 

註
（
54
）
今
尾
真
「
判
研
（
東
京
高
判
平
成
一
〇
年
二
月
一
九
日
）
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
四
八
号
（
一
九
九
九
年
）
三
三
七
頁
（
三
四
〇
頁
）
。 
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註
（
55
）
こ
の
点
は
、
前
掲
し
た
最
判
平
成
一
亓
年
一
二
月
一
九
日
に
お
け
る
亀
山
継
夫
判
事
の
補
足
意
見
が
、
「
本
件
の
事
实
関
係
次
第
で
は
、

Ｙ
が
本
件
合
意
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
信
義
則
に
反
し
て
許
さ
れ
な
い
と
解
す
る
余
地
が
あ
っ
た
」
と
い
う
前
提
に
立
脚
し
、
①
本
件
代
物
弁

済
条
項
は
手
形
決
済
の
簡
略
化
等
を
図
る
目
的
で
開
発
さ
れ
た
手
法
で
あ
り
、
単
な
る
脱
法
行
為
で
は
な
い
こ
と
、
②
Ｘ
が
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
の

開
発
に
当
た
り
、
当
時
の
監
督
官
庁
で
あ
る
大
蔵
省
銀
行
局
に
そ
の
内
容
を
説
明
し
、
实
施
に
つ
い
て
了
承
を
得
て
お
り
、
ま
た
、
本
件
告
知
に
至

る
ま
で
の
数
年
間
、
同
銀
行
局
や
国
税
庁
が
Ｘ
を
は
じ
め
と
す
る
銀
行
に
対
し
て
本
件
条
項
を
是
正
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
執
っ
た
形
跡
は
な
い
こ

と
、
③
国
税
庁
は
、
本
件
告
知
に
至
る
ま
で
の
数
年
間
、
本
件
条
項
を
締
結
し
て
い
た
譲
渡
担
保
権
者
に
対
し
法
二
四
条
二
項
に
基
づ
く
告
知
を
行

っ
て
い
な
い
こ
と
、
な
ど
の
事
实
を
掲
げ
、
「
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
す
べ
て
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
租
税
法
律
主
義
の
趣
旨
に

か
ん
が
み
、
本
件
合
意
を
直
ち
に
強
行
規
定
に
反
し
て
無
効
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
え
っ
て
、
本
件
告
知
は
信
義
則
に
反
し
違
法
で
あ

る
と
い
う
べ
き
」
こ
と
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
斯
様
な
可
能
性
も
単
純
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
本
件
の
代
物
弁
済
条
項
の
よ
う
に
、
国
税
当
局
と
の
関
係
を
競
争
原
理
で
考
え
る
の
で
は
な
く
、
滞
納
処
分
の
告
知
発
出
と
同
時
に

な
さ
れ
る
譲
渡
担
保
権
の
实
行
と
い
う
形
式
で
の
代
物
弁
済
で
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
税
の
徴
収
を
不
可
能
に
す
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
か
ら
、

や
は
り
、
公
益
を
害
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
こ
に
公
知
の
事
实
と
い
う
観
点
を
持
ち
込
み
つ
つ
信
義
則
を
援
用
す
る
こ
と
は
、

妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

註
（
56
）
尤
も
、
銀
行
側
も
こ
の
当
時
の
状
況
と
は
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、
平
成
一
二
年
頃
か
ら
順
次
に
、
従
前
の
債
権
譲
渡
担
保
方
式
の
一
括
支 

払
シ
ス
テ
ム
に
代
わ
る
一
括
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
と
併
用
す
る
形
で
の
併
存
的
債
務
引
受
型
決
済
サ
ー
ビ
ス
（
旧
さ
く
ら
銀
行
）
、
一
括

支
払
信
託
、
債
務
引
受
方
式
買
掛
金
債
務
決
済
サ
ー
ビ
ス
（
み
ず
ほ
信
託
銀
行
）
、
売
掛
債
権
信
託
、
手
形
債
権
信
託
、
一
括
支
払
信
託
（
三
菱

Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
）
な
ど
、
新
し
い
手
形
削
減
・
廃
止
決
済
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
銀
行
の
動
き
は
、
池
田
教
授
に
よ
る
「
本
件
合

意
を
残
し
た
契
約
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
…
…
譲
渡
担
保
方
式
は
金
融
機
関
の
商
品
と
し
て
は
不
適

切
と
し
て
全
面
的
に
放
棄
し
、
他
の
一
括
決
済
方
式
、
す
な
わ
ち
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
（
真
正
債
権
譲
渡
）
方
式
、
信
託
方
式
、
併
存
的
債
務
引
受

方
式
の
い
ず
れ
か
を
採
用
す
べ
き
」
で
あ
る
（
池
田
＊
眞
＋
・
前
掲
判
研
＊
前
掲
註(

49)

＋
金
融
法
務
事
情
一
七
一
六
号
四
四
頁
）
と
い
う
主
張
に

呼
応
し
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
平
成
一
亓
年
判
決
の
事
案
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
銀
行
側
か
ら
急
速
に
見

直
し
が
図
ら
れ
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
前
掲
し
た
鳥
谷
部
教
授
の
考
え
方
の
よ
う
に
、
従
来
問
題
視
さ
れ
て
き
た
一
括
支

払
シ
ス
テ
ム
は
、
国
税
債
権
を
排
除
す
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
代
物
弁
済
条
項
が
付
せ
ら
れ
て
か
ら
以
後
に
不
適
切
さ
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
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で
あ
り
、
こ
の
条
項
が
な
け
れ
ば
そ
の
存
在
意
義
を
有
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
別
に
取
り
や
め
る
必
要
も
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 
ち
な
み
に
、
一
括
支
払
信
託
と
は
、
支
払
企
業
、
納
入
企
業
（
委
託
者
）
、
銀
行
（
受
託
者
）
の
三
面
契
約
に
よ
り
、
将
来
発
生
す
る
予
定
の

売
掛
代
金
債
権
に
つ
き
、
売
掛
債
権
信
託
契
約
書
兼
基
本
協
定
書
を
締
結
し
、
納
入
企
業
は
、
銀
行
か
ら
信
託
受
益
権
（
期
日
に
支
払
企
業
が
支

払
う
代
金
を
受
取
る
権
利
）
を
取
得
す
る
と
い
う
契
約
手
法
で
あ
り
、
支
払
企
業
は
、
従
来
の
手
形
振
出
日
ま
で
に
買
掛
金
（
納
入
企
業
の
売
掛

金
、
従
来
の
手
形
額
面
に
相
当
す
る
金
額
）
の
支
払
確
定
金
額
を
銀
行
に
連
絡
し
、
銀
行
は
、
支
払
企
業
か
ら
の
デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
従
来
の
手

形
振
出
日
ま
で
に
、
納
入
企
業
に
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
右
買
掛
金
の
支
払
確
定
金
額
を
連
絡
す
る
と
い
う
方
法
を
取
り
、
そ
の
後
、
納
入
企
業
が
期
日

前
に
資
金
化
、
即
ち
、
従
来
の
手
形
割
引
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
銀
行
に
連
絡
し
、
こ
れ
に
応

じ
て
、
銀
行
が
受
益
権
の
譲
渡
代
金
、
即
ち
、
従
来
の
手
形
割
引
金
を
納
入
企
業
の
所
定
の
口
座
に
振
り
込
み
、
期
日
前
に
全
額
が
資
金
化
さ
れ

た
場
合
に
は
、
支
払
企
業
か
ら
振
り
込
ま
れ
る
期
日
代
金
は
投
資
家
に
振
り
込
ま
れ
る
と
い
う
方
式
を
採
用
し
、
期
日
に
資
金
化
、
即
ち
、
従
来

の
手
形
期
日
取
立
を
す
る
場
合
に
は
、
銀
行
が
、
従
来
の
手
形
期
日
に
、
支
払
企
業
か
ら
振
り
込
ま
れ
た
期
日
代
金
を
納
入
企
業
の
所
定
の
口
座

に
振
り
込
む
と
い
う
方
式
を
採
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（h

ttp
://w

w
w
.
m

izu
h
o

-tb.
co.

jp
/co

rp
o
rate/ry

u
d
o
u
k
a/n

o
teless.

h
tm

l

参
照
）
。 

 

な
お
、
右
の
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
全
体
に
関
す
る
横
断
的
な
考
察
に
つ
い
て
は
、
鳥
谷
部
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
52
＋
「
一
括
支
払
シ
ス
テ

ム
」
）
堀
龍
兒
ほ
か
編
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
５
＋
『
担
保
制
度
』
）
三
一
二
頁
所
収
が
参
考
に
な
る
。 

 

 
 
 
 

第
四
款 

小 

括
―
平
成
一
九
年
判
決
と
平
成
一
三
年
判
決
と
の
関
係 

 

第
一
項 

平
成
一
三
年
判
決
と
の
異
同 

 

ま
ず
、
平
成
一
九
年
判
決
を
概
観
し
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、
次
の
内
容
が
判
例
法
理
と
し
て
確
定
さ
れ
る
。 

 

①
将
来
債
権
の
譲
渡
契
約
は
、
譲
渡
目
的
債
権
が
特
定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
原
則
と
し
て
有
効
で
あ
る
。 

 

②
将
来
債
権
の
譲
渡
担
保
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、債
権
譲
渡
の
効
果
の
発
生
を
留
保
す
る
特
段
の
付
款
の
な
い
と
き
は
、
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譲
渡
担
保
の
目
的
債
権
は
、
未
発
生
の
ま
ま

、
、
、
、
、
、
、
譲
渡
担
保
設
定
契
約
時
に
、
設
定
者
か
ら
譲
渡
担
保
権
者
に
確
定
的
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
＊
註
＋
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
。 

 

③
当
該
目
的
債
権
が
将
来
現
实
に
発
生
し
た
と
き

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
は
、
譲
渡
担
保
権
者
は

、
、
、
、
、
、
、
、
譲
渡
担
保
設
定
者
の
特
段
の
行
為
を
要
す
る
こ
と
な
く
、

当
然
に

、
、
、
、
当
該
債
権
を
担
保
の
目
的
で
取
得
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
こ
と
が
で
き
る
（
＊
註
＋
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
。 

 

④
譲
渡
担
保
契
約
に
係
る
債
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
指
名
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
（
民
法
四
六
七
条
二
項
）
の
方
法
に
よ
り
、
第
三
者

に
対
す
る
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

右
の
判
例
法
理
の
う
ち
、
①
は
最
三
小
判
平
成
一
一
年
一
月
二
九
日
を
引
用
し
つ
つ
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
点
は
、
多

く
の
裁
判
例
も
同
様
に
依
拠
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
右
の
判
例
法
理
②
、
③
、
④
は
、
平
成
一
三
年
判
決
を
引
用
し
つ
つ
判
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
一
九
年
判
決
は
平
成
一
三

年
判
決
と
同
様
の
立
場
を
堅
持
す
る
旨
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
平
成
一
九
年
判
決
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
判
例
法
理
を

導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、 

 

⑤
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
、
②
の
方
法
に
よ
る
将
来
債
権
譲
渡
担
保
が
設
定
さ
れ
、
④
の
方
法
に
よ
る
対
抗
要
件
が
具
備
さ
れ

た
と
き
は
、
譲
渡
担
保
の
目
的
債
権
が
国
税
の
法
定
納
期
限
等
の
到
来
後
に
発
生
し
て
も
、
当
該
債
権
は
、
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前

に
譲
渡
担
保
財
産
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
国
税
債
権
に
基
づ
く
差
押
え
は
許
さ
れ
な
い
。 

 

右
の
判
例
法
理
⑤
に
よ
り
、
今
後
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
権
者
と
国
税
当
局
と
が
、
譲
渡
目
的
債
権
に
関
し
て
、
第
二
次
納
税
義
務

者
と
し
て
の
物
的
納
税
責
任
を
め
ぐ
っ
て
争
い
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
譲
渡
担
保
権
者
は
、
国
税
当
局
に
対
し
て
、
国
税
徴
収
法
第
二
四

条
六
項
に
よ
り
、
②
と
④
の
事
实
が
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
発
生
し
て
い
る
旨
を
売
却
決
定
の
前
日
ま
で
に
証
明
す
れ
ば
、
譲
渡

目
的
債
権
に
関
す
る
国
税
滞
納
処
分
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 
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た
だ
、
右
に
示
し
た
判
例
法
理
②
を
見
る
と
、
平
成
一
九
年
判
決
は
、
平
成
一
三
年
判
決
に
お
い
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
「
債
権
譲

渡
の
効
果
の
発
生
を
留
保
す
る
特
段
の
付
款
の
な
い
と
き
は
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
考
察
す
る
。 

 

本
件
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
斯
様
な
付
款
を
つ
け
る
と
す
る
と
、
当
事
者
間
に
お
い
て
、
債
権
譲
渡
の
効
果
の
発
生
、
即
ち
、
旧

債
権
者
か
ら
新
債
権
者
へ
の
債
権
の
移
転
を
後
日
に
留
保
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
斯
様
な
付
款
は
、
本
契
約
型
で
あ
り
取

立
権
留
保
付
の
集
合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
の
目
的
及
び
当
事
者
意
思
と
矛
盾
す
る
。
つ
ま
り
、
当
事
者
の
意
思
と
し
て
は
、
設
定
契
約
時

に
「
将
来
債
権
」
を
新
債
権
者
に
確
定
的
に
移
転
す
る
が
、
設
定
者
に
信
用
危
機
が
発
生
す
る
ま
で
は
設
定
者
に
取
立
権
を
留
保
し
つ
つ
、

一
定
の
範
囲
に
お
い
て
、
設
定
者
に
営
業
活
動
の
自
由
を
保
障
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り

（

57
）

、
だ
か
ら
こ
そ
、
設
定
契
約
時
に
お
い
て
、

第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
し
て
、
民
法
第
四
六
七
条
に
よ
り
、
第
三
債
務
者
宛
に
確
定
日
付
つ
き
の
書
面
で
通
知
を
す
る
の
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
当
事
者
に
お
い
て
、
債
権
の
移
転
と
い
う
効
果
に
つ
き
、
将
来
債
権
が
現
实
に
発
生
す
る
ま
で
留
保
す
る
と
か
、
設
定

者
の
信
用
危
機
が
発
生
す
る
ま
で
留
保
す
る
な
ど
と
い
う
「
別
段
の
意
思
表
示
」
は
、
基
本
的
に
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

右
の
設
定
契
約
時
に
お
け
る
確
定
譲
渡
と
取
立
権
の
留
保
こ
そ
、
当
初
、
破
産
法
に
よ
る
否
認
権
の
行
使
へ
の
対
策
と
し
て
考
え
出
さ
れ

た
予
約
型
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
お
け
る
設
定
通
知
に
よ
る
設
定
予
約
時
に
お
け
る
効
力
保
全
効
が
、
最
高
裁
判
所
（
最
判
平
成
一
三
年
一

一
月
二
七
日
民
集
亓
亓
巻
六
号
一
〇
九
〇
頁
）
に
お
い
て
否
定
さ
れ
た
後
に
、
業
界
が
考
え
出
し
た
苦
肉
の
策
で
あ
り
、
設
定
者
の
信
用
危
機

発
生
ま
で
債
権
の
移
転
を
待
っ
て
い
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
、
逆
戻
り
と
な
っ
て
、
否
認
権
の
対
象
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
（
破
産
法

第
一
六
二
条
、
第
一
六
四
条
参
照
）
。 

 

で
は
、
な
ぜ
最
高
裁
は
、
平
成
一
三
年
判
決
に
は
な
か
っ
た
斯
様
な
見
解
な
い
し
表
現
を
平
成
一
九
年
判
決
に
お
い
て
追
加
的
に
用
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
点
に
関
す
る
卑
見
を
敢
え
て
示
す
と
、
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
。 
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ま
ず
、
第
一
義
的
に
は
、
次
に
示
す
我
妻
榮
博
士
の
見
解
に
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
同
一
の
意
味
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
我

妻
博
士
は
、
債
権
譲
渡
契
約
の
法
律
的
性
質
に
関
し
て
、
債
権
譲
渡
が
債
権
の
売
買
や
贈
与
を
原
因
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
売
買
や

贈
与
は
売
主
や
贈
与
者
に
債
権
を
移
転
す
べ
き
債
務
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
債
権
譲
渡
は
債
権
の
移
転
の
み

を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
売
買
や
贈
与
と
は
別
個
の
存
在
（
準
物
権
行
為
）
で
あ
る
が
、
債
権
譲
渡
も
売
買
や
贈
与
と
同
じ
く
不

要
式
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
以
上
、
債
権
の
売
買
や
贈
与
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
債
権
譲
渡
契
約
を
こ
れ
ら
と
は
別
異
に
す
る

必
要
は
な
く
、
同
一
の
行
為
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
旨
を
論
じ
た
後
に
、
そ
れ
で
は
、
当
事
者
の
意
思
が
不
明
な
場
合
は
こ
の
契
約
解

釈
の
一
般
的
標
準
を
い
か
に
定
め
る
べ
き
か
と
し
て
、
「
指
名
債
権
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
の
移
転
に
お
け
る
と
同
様
に
、
売
買
・
贈
与

な
ど
の
よ
う
に
、
終
局
に
お
い
て
債
権
を
移
転
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
行
為
に
お
い
て
は
、
債
権
譲
渡
の
効
果
も
ま
た
こ
れ
と
と
も
に

生
ず
る
の
が
原
則
で
あ
る
」
が
、
「
但
し
、
当
事
者
が
特
に
債
権
移
転
の
効
果
の
発
生
を
留
保
し
た
と
き

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（
＊
註
＋
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
、

ま
た
は
目
的
た
る
債
権
が
現
存
も
し
く
は
特
定
し
て
い
な
い
と
き
は
、
後
に
改
め
て
譲
渡
だ
け
を
内
容
と
す
る
契
約
を
す
る
か
、
ま
た
は

現
存
・
特
定
す
る
と
い
う
条
件
の
成
就
に
よ
っ
て
、
移
転
の
効
果
を
生
ず
る
」
も
の
と
論
じ
て
い
る

（

58
）

。
つ
ま
り
、
我
妻
博
士
は
、
債

権
譲
渡
の
効
力
た
る
債
権
の
移
転
は
、
譲
渡
契
約
の
締
結
時
に
発
生
す
る
が
、
当
事
者
が
特
に
債
権
移
転
の
効
果
の
発
生
を
留
保
し
た
と

き
、
即
ち
、
別
段
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
に
従
い
、
後
に
、
債
権
の
譲
渡
の
み
を
目
的
と
す
る
契
約
を
す
る
場
合
も
考

え
ら
れ
る
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
我
妻
博
士
の
見
解
と
平
成
一
九
年
判
決
の
見
解
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
平
成
一
九
年
判
決

が
我
妻
博
士
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
引
用
し
た
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。 

 

ま
た
、
第
二
義
的
に
は
次
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
最
高
裁
判
決
に
代
表
さ
れ
、
時
と
し
て
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
も
現

れ
る
特
殊
な
表
現
技
法
と
し
て
、
「
特
段
の
事
情
」
な
る
も
の
が
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
表
現
は
、
裁
判
所
が
自
己
の
結
論
を
強
調
す
る
際

に
、
当
該
事
案
に
お
い
て
考
え
ら
れ
う
る
反
対
な
い
し
異
常
な
事
態
を
持
ち
出
し
て
、
「
斯
様
な
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
」
と
し
て
、
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通
常
、
結
論
を
構
成
す
る
際
に
お
け
る
正
当
化
の
論
理
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
本
件
に
お
い
て
、
「
債
権
譲
渡
の
効
果
の
発
生
を
留
保
す
る
特
段
の
付
款
」
を
考
慮
し
た
場
合
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

契
約
の
趣
旨
・
目
的
や
当
事
者
意
思
に
関
し
て
不
適
切
な
事
態
が
発
生
す
る
の
で
、
そ
れ
は
本
件
の
事
案
に
お
い
て
は
通
常
あ
り
え
な
い

ケ
ー
ス
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
け
る
「
特
段
の
付
款
の
な
い
と
き
」
と
い
う
表
現
は
、
我
妻
博
士
の
見
解
に
倣
っ
て
理
由
付
け
の
中
に
入
れ

て
し
ま
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
原
審
判
決
を
一
応
考
慮
に
入
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
結
局
は
、
従
来
か
ら
の

最
高
裁
判
決
に
お
い
て
見
か
け
ら
れ
る
「
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
」
と
同
視
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
は
、
特
に
留
意
す

る
必
要
は
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

第
二
項 

第
二
審
判
決
（
東
京
高
判
平
成
一
六
年
七
月
二
一
日
）
に
対
す
る
評
価 

 

一
〄
第
二
審
判
決
に
お
け
る
判
例
規
範 

 

本
件
の
第
二
審
で
あ
る
平
成
一
六
年
の
東
京
高
裁
判
決
が
採
用
し
た
判
例
法
理
は
、
①
将
来
債
権
の
譲
渡
担
保
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に

は
、
設
定
契
約
時
に
は
譲
渡
す
べ
き
債
権
が
発
生
し
て
い
な
い
の
で
、
譲
渡
担
保
権
者
に
債
権
を
移
転
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
②
将
来
、

当
該
債
権
が
発
生
し
た
時
点
に
お
い
て
初
め
て
滞
納
者
で
あ
る
設
定
者
か
ら
譲
渡
担
保
権
者
に
移
転
し
、
③
設
定
契
約
時
に
お
い
て
は
、

将
来
の
一
定
の
時
期
（
債
権
発
生
時
）
に
債
権
を
取
得
す
る
と
い
う
一
種
の
期
待
権
が
譲
渡
担
保
権
者
に
移
転
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
斯
様
な
判
例
法
理
を
導
い
た
前
提
と
し
て
、
平
成
一
三
年
判
決
が
「
設
定
契
約
時
に
お
け
る
債
権
の
確
定
的

移
転
」
と
解
し
て
い
る
の
は
、
「
契
約
当
事
者
間
に
お
け
る
債
権
の
譲
渡
意
思
の
確
定
」
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
同
判
決
は
設
定
契
約
時

に
債
権
譲
渡
の
効
果
、
即
ち
、
譲
渡
人
か
ら
譲
渡
担
保
権
者
へ
の
債
権
の
移
転
が
確
定
的
に
発
生
し
て
い
る
と
判
示
し
た
も
の
で
は
な
い
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と
い
う
理
解
に
立
脚
し
て
い
る
。 

  

二
〄
研
究
者
か
ら
の
評
価 

 

右
の
第
二
審
判
決
に
お
け
る
平
成
一
三
年
判
決
へ
の
理
解
と
設
定
時
に
お
け
る
譲
渡
担
保
権
者
の
期
待
権
構
成
、
そ
し
て
、
将
来
債
権

の
発
生
時
に
お
け
る
譲
渡
担
保
権
者
へ
の
移
転
と
い
う
構
成
は
、
須
く
、
学
説
か
ら
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
。 

 

ま
ず
、
池
田
眞
朗
教
授
は
、
平
成
一
三
年
判
決
は
当
事
者
の
譲
渡
意
思
の
確
定
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
外
形
的
実
観
的
に
見
て

債
権
譲
渡
が
行
わ
れ
債
権
が
確
定
的
に
移
転
し
て
い
る
こ
と
を
認
定
し
、
そ
の
上
で
（
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
）
対
抗
要
件
具
備
の
有
効
性
を
認

め
て
い
る
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
ま
た
、
第
二
審
判
決
が
、
譲
渡
担
保
権
者
が
担
保
権
を
实
行
し
な
い
限
り
設
定
者
が
取

立
権
に
基
づ
い
て
自
由
に
回
収
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
状
況
は
不
当
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
こ
の
点
は
譲
渡
担

保
権
者
か
ら
の
融
資
の
存
在
と
回
収
の
必
要
性
を
理
解
し
て
い
な
い
証
拠
で
あ
る
と
批
判
し
、
更
に
、
第
二
審
判
決
が
、
譲
渡
担
保
権
者

が
国
税
債
権
に
常
に
優
先
す
る
と
い
う
状
況
に
よ
る
滞
納
国
税
の
犠
牲
の
程
度
は
大
き
す
ぎ
る
と
解
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、
「
譲
渡

担
保
権
者
は
、
既
に
そ
の
譲
渡
担
保
に
見
合
う
融
資
を
し
て
、
そ
の
融
資
金
を
順
次
回
収
し
よ
う
と
す
る
立
場
」
に
立
っ
て
お
り
、
「
当

該
融
資
に
よ
っ
て
被
融
資
者
（
多
く
の
場
合
譲
渡
人
）
が
事
業
を
継
続
で
き
、
そ
の
結
果
売
掛
金
等
が
回
収
さ
れ
そ
れ
が
回
金
さ
れ
て
当
然

と
い
う
融
資
ス
キ
ー
ム
を
採
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
「
そ
れ
が
国
税
に
劣
後
し
て
被
担
保
債
権
の
満
足
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
れ
ば
、
そ
も
そ
も
融
資
の
見
通
し
が
立
た
な
く
な
る
」
の
で
あ
り
、
「
そ
の
結
果
売
掛
金
等
を
担
保
と
す
る
金
融
が
逼
迫
し
て
運

転
資
金
が
欠
如
し
、
経
営
が
成
り
立
た
な
く
な
る
中
小
企
業
も
当
然
存
在
」
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
斯
様
に
「
マ
ク
ロ
的

に
国
民
経
済
社
会
を
把
握
す
る
な
ら
ば
、
本
判
決
の
論
理
が
、
目
前
の
国
税
回
収
に
の
み
力
点
を
置
く
狭
隘
な
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
主
張
し
て

（

59
）

、
第
二
審
判
決
に
対
し
て
、
主
と
し
て
債
権
譲
渡
担
保
に
関
す
る
融
資
の
实
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体
を
踏
ま
え
た
形
で
、
批
判
の
目
を
向
け
て
い
る
。 

 

次
に
、
道
垣
内
弘
人
教
授
は
、
第
二
審
判
決
が
債
権
発
生
時
に
譲
渡
担
保
権
者
に
債
権
が
移
転
す
る
と
判
示
し
た
点
に
つ
い
て
、
「
将

来
債
権
と
い
え
ど
も
差
押
え
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
と
き
、
対
抗
要
件
を
備
え
た
譲
受
人
が
出
現
し
て
い
れ
ば
、

譲
受
人
に
対
す
る
債
権
者
は
そ
れ
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
」
、
「
ま
た
、
譲
受
人
は
第
三
者
に
当
該
将
来
債
権
を
譲
渡
す
る
こ
と

も
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
「
譲
受
人
は
十
分
に
債
権
者
で
あ
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
が
な
い
」
の

で
あ
り
、
「
他
方
、
対
抗
要
件
を
備
え
た
譲
受
人
が
出
現
し
て
い
れ
ば
、
も
は
や
譲
渡
人
に
対
す
る
債
権
者
は
当
該
将
来
債
権
を
差
し
押

さ
え
得
な
い
し
、
譲
渡
人
は
他
者
に
当
該
将
来
債
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
の
で
あ
り
、
「
つ
ま
り
、
譲
渡
契
約
の
締
結
に
よ

っ
て
、
将
来
債
権
は
譲
渡
人
の
財
産
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
将
来
債
権
発
生
前
の
移
転
の
状
況
を
説
明
し
つ
つ
、

第
二
審
判
決
を
批
判
し
て
い
る

（

60
）

。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
、
道
垣
内
教
授
は
、
第
二
審
判
決
が
、
設
定
時
に
お
け
る
債
権
の
移
転
を
否

定
し
つ
つ
、
対
抗
要
件
に
つ
い
て
は
指
名
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
の
方
法
に
よ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
既
に
債

権
が
移
転
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
対
抗
要
件
具
備
と
い
う
話
に
な
る
の
で
あ
り
、
解
釈
上
無
理
が
あ
る
と
批
判
し
て
い
る

（

61
）

。 

 

た
だ
、
道
垣
内
教
授
は
、
第
二
審
判
決
が
集
合
動
産
譲
渡
担
保
と
関
連
づ
け
て
い
る
点
に
関
し
て
一
定
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、

第
二
審
判
決
は
、
国
税
徴
収
法
基
本
通
達
第
二
四
条
関
係
三
〇
に
関
連
し
て
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
の
場
合
に
は
法
定
納
期
限
後
に
加
え

ら
れ
た
動
産
と
そ
う
で
な
い
動
産
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
事
实
上
困
難
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
設
定
契
約
時
に
お
け
る
目
的
物
の

特
定
を
要
件
と
し
て
、
譲
渡
担
保
権
者
に
優
先
権
を
与
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
道
垣
内
教
授
は
、
「
本
判
決
と
は
原
則
と
例
外
の
捉
え
方
を

逆
転
し
て
、
尐
な
く
と
も
、
譲
渡
担
保
財
産
の
価
額
が
増
加
し
た
と
き
に
は
、
増
加
時
が
法
定
納
期
限
等
の
後
で
あ
れ
ば
、
そ
の
部
分
に

つ
い
て
の
譲
渡
担
保
権
者
の
優
先
権
を
例
外
的
に
否
定
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
」
、
「
そ
う
考
え
る
と
き
は
、
集
合
債
権
譲
渡

担
保
に
つ
い
て
も
、
当
て
は
ま
り
得
る
重
要
な
指
摘
と
な
っ
て
い
る
」
も
の
と
解
し
、
た
だ
、
こ
の
基
本
通
達
の
考
え
方
を
集
合
債
権
譲
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渡
担
保
に
も
適
用
す
る
た
め
に
は
、
「
集
合
債
権
譲
渡
担
保
を
も
っ
て
、
《
刻
々
と
変
動
す
る
現
存
残
債
権
を
担
保
目
的
物
と
す
る
譲
渡

担
保
権
》
と
捉
え
る
べ
き
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ
り
、
こ
の
立
場
は
最
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二
二
日
の
採
る
も
の
で
は
な
い
が
、
「
国

税
と
の
優
先
劣
後
関
係
が
、
そ
の
よ
う
な
法
律
構
成
の
差
異
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
つ
き
、
『
集
合
物
権、
（
マ
マ
）
』

に
対
応
す
る
『
集
合
債
権
論
』
を
採
る
か
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
い
う
の
が
妥
当
か
は
、
さ
ら
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
」

と
論
じ
て
い
る

（

62
）

。 

 

更
に
、
従
来
か
ら
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
法
的
構
成
に
関
し
て
担
保
権
的
構
成
説
に
立
脚
す
る
角
紀
代
恵
教
授
か
ら
も
、
「
流
動
資
産

の
担
保
が
担
保
と
し
て
の
有
用
性
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
対
象
が
債
権
で
あ
ろ
う
と
動
産
で
あ
ろ
う
と
、
一
回
の
担
保
設
定
行
為
お
よ

び
一
回
の
対
抗
要
件
具
備
に
よ
っ
て
、
か
つ
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
将
来
、
設
定
者
が
取
得
す
る
財
産
に
つ
い
て
も
、
確
定
的
に
担
保

価
値
の
把
握
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
こ
ろ
、
第
二
審
判
決
に
よ
る
と
、
「
流
動
債
権
譲
渡
担
保
は
、
尐
な
く
と
も
、

国
税
と
の
関
係
で
は
、
ほ
と
ん
ど
担
保
と
し
て
の
用
を
な
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る

（

63
）

。 

  

三
〄
实
務
家
か
ら
の
評
価 

 

右
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
研
究
者
か
ら
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
法
的
構
成
と
そ
の
効
果
を
中
心
と
し
た
批
判
や
提
言
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
次
に
、
第
二
審
判
決
に
関
す
る
实
務
家
の
見
解
を
整
理
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

 

ま
ず
、
江
口
直
明
弁
護
士
は
、
①
将
来
債
権
譲
渡
の
性
質
、
②
当
事
者
の
意
思
、
③
将
来
債
権
譲
渡
担
保
の
価
値
、
④
譲
渡
担
保
権
者

へ
の
不
測
の
損
害
発
生
の
お
そ
れ
、
⑤
将
来
債
権
譲
渡
担
保
は
無
限
定
に
国
税
債
権
を
排
除
し
な
い
こ
と
、
⑥
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ォ
ー
ル
に
お
け
る
国
税
の
第
一
順
位
性
、
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
第
二
審
判
決
に
対
し
て
批
判
を
展
開
し
て

い
る

（

64
）

。 



久留米大学法学第 58 号（2007 年） 

 

                               

- 70 - 

 
①
に
つ
い
て
は
、
前
掲
し
た
池
田
（
眞
）
論
文

（

65
）

に
譲
る
と
し
て
い
る
の
で
、
②
か
ら
見
て
い
く
と
、
江
口
弁
護
士
は
、
将
来
債
権

の
譲
渡
担
保
は
、
リ
ン
ゴ
の
木
を
譲
渡
担
保
に
取
る
の
と
同
様
、
将
来
の
果
实
を
含
め
て
設
定
契
約
時
に
譲
渡
担
保
権
者
に
帰
属
さ
せ
る

と
い
う
当
事
者
の
意
思
表
示
で
あ
り
、
そ
の
意
思
表
示
に
は
、
将
来
債
権
が
発
生
す
る
度
に
譲
渡
人
が
取
得
し
、
そ
れ
が
自
動
的
に
譲
渡

担
保
権
者
に
移
転
す
る
と
い
う
意
思
は
存
在
し
な
い
旨
を
主
張
し
、
第
二
審
判
決
が
、
対
抗
要
件
は
譲
渡
担
保
設
定
時
点
で
具
備
し
た
も

の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
に
、
譲
渡
担
保
自
体
は
将
来
債
権
が
発
生
し
た
つ
ど
行
わ
れ
る
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
と
し

て
、
第
二
審
判
決
を
批
判
し
て
い
る

（

66
）

。 

 

ま
た
、
③
に
つ
い
て
、
江
口
弁
護
士
は
、
第
二
審
判
決
の
将
来
債
権
の
発
生
時
移
転
と
譲
渡
担
保
権
者
の
価
値
把
握
に
関
す
る
期
待
権

構
成
に
つ
い
て
は
、
「
不
動
産
万
能
の
時
代
の
不
動
産
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
思
想
を
引
き
ず
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
キ
ャ

ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
価
値
を
理
解
し
て
い
な
い
発
想
で
あ
る
」
と
し
て
、
第
二
審
判
決
の
構
成
を
強
烈
に
批
判
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
例
え
ば
、
発
電
所
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
将
来
の
売
電
収
入
債
権
を
担
保
と
し
て
、
そ
の
建
設
費
用

の
た
め
に
数
百
億
円
が
融
資
さ
れ
、
融
資
者
は
発
電
所
を
工
場
財
団
抵
当
と
し
て
担
保
に
取
る
が
、
そ
の
不
動
産
の
交
換
価
値
に
着
目
し

て
数
百
億
円
の
融
資
を
す
る
の
で
は
な
く
、
将
来
の
売
電
収
入
を
融
資
時
点
で
譲
渡
担
保
と
し
て
把
握
し
う
る
の
で
、
巨
額
の
融
資
に
踏

み
切
る
の
で
あ
り
、
も
し
、
事
業
に
失
敗
し
て
も
、
融
資
者
は
抵
当
権
を
实
行
す
る
の
で
は
な
く
、
設
定
者
の
株
式
を
新
事
業
者
に
購
入

し
て
も
ら
い
、
発
電
事
業
を
継
続
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
初
の
意
図
を
实
現
す
る
の
で
あ
っ
て
、
斯
様
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
期
待
権
と
し
て
切
り
捨
て
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る

（

67
）

。 

 

ま
た
、
④
に
つ
い
て
、
江
口
弁
護
士
は
、
設
定
者
の
国
税
滞
納
額
に
つ
い
て
は
一
債
権
者
の
知
る
由
も
な
く
、
特
に
、
「
中
小
企
業
向

け
の
債
権
譲
渡
担
保
融
資
の
よ
う
な
場
合
、
借
入
人
の
国
税
納
税
情
況
を
逐
一
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
を
き
わ
め
る
」
の
で
あ
り
、
「
現

实
に
は
、
国
税
滞
納
に
気
が
付
い
た
時
に
は
時
既
に
遅
く
、
法
定
納
期
限
等
を
は
る
か
に
経
過
し
て
い
る
こ
と
が
通
常
」
で
あ
っ
て
、
そ
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も
そ
も
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
設
定
者
の
売
り
上
げ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
予
め
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

し
て
、
そ
の
範
囲
で
融
資
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
国
税
滞
納
額
を
も
予
測
さ
せ
る
こ
と
は
、
「
そ
の
滞

納
金
額
を
合
理
的
に
予
測
で
き
な
い
限
り
不
可
能
を
強
い
る
こ
と
に
な
り
、
無
理
や
り
予
測
を
す
れ
ば
、
融
資
者
に
不
測
の
損
害
を
与
え

か
ね
」
ず
、
「
安
全
を
見
て
滞
納
税
額
に
つ
い
て
過
大
な
予
測
を
し
、
融
資
金
額
を
減
額
し
た
り
、
融
資
金
利
を
高
騰
さ
せ
、
中
小
企
業

金
融
の
道
を
閉
ざ
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
」
と
主
張
し
て

（

68
）

、
安
易
な
滞
納
予
測
の
強
制
に
対
し
て
も

警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。 

 

更
に
、
⑤
に
つ
い
て
、
江
口
弁
護
士
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
将
来
債
権
譲
渡
担
保
が
あ
る
お
か
げ
で
設
定
者
は
事
業
資
金
を
獲
得

し
、
事
業
が
順
調
に
推
移
す
れ
ば
、
法
人
税
等
を
納
税
す
る
の
で
あ
り
、
も
し
も
、
将
来
債
権
譲
渡
担
保
は
単
な
る
期
待
権
を
有
す
る
に

過
ぎ
ず
、
国
税
に
劣
後
す
る
担
保
と
い
う
地
位
が
確
立
す
れ
ば
、
こ
の
制
度
は
使
わ
れ
な
く
な
り
、
中
小
事
業
者
の
資
金
獲
得
の
道
は
閉

ざ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
倒
産
に
至
れ
ば
、
法
人
税
等
の
国
税
収
入
は
ゼ
ロ
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
将
来
債
権
譲
渡

担
保
の
お
か
げ
で
国
税
収
入
が
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る

（

69
）

。 

 

更
に
ま
た
、
⑥
に
つ
い
て
、
江
口
弁
護
士
は
、
「
实
際
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
税
金
納
付
は
第
一
順
位

で
取
り
扱
わ
れ
て
」
お
り
、
例
え
ば
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
場
合
に
は
、
優
先
順
位
の
高
い
支
払
か
ら
順
に
銀
行
口
座
を
分

け
て
、
上
の
口
座
か
ら
下
の
口
座
に
滝
の
よ
う
に
資
金
を
振
り
分
け
て
い
く
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ォ
ー
ル
」
が
な
さ
れ
、
例
え

ば
、
売
電
収
入
が
収
入
口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
と
、
こ
れ
を
第
一
に
納
税
準
備
口
座
に
入
金
し
、
次
い
で
事
業
会
社
の
運
営
費
用
口
座
に

流
れ
、
そ
こ
で
余
っ
た
金
員
が
将
来
債
権
譲
渡
担
保
の
借
入
資
金
の
返
済
準
備
口
座
に
振
り
分
け
ら
れ
、
更
に
余
っ
た
金
員
が
、
返
済
積

立
口
座
、
修
繕
積
立
口
座
を
経
て
、
最
後
に
、
借
入
人
口
座
に
流
れ
、
借
入
人
の
配
当
原
資
と
な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
税
金
の
滞
納
は
、

融
資
契
約
上
、
期
限
の
利
益
喪
失
事
由
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
殊
更
に
譲
渡
担
保
権
者
が
融
資
金
を
回
収
し
続
け
、
国
税
の
滞
納
が
続
く
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と
い
う
状
況
は
あ
り
え
な
い
と
主
張
し
て
い
る

（

70
）

。 

 

次
に
、
菅
原
胞
治
弁
護
士
は
、
①
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
六
項
の
解
釈
、
②
平
成
一
三
年
判
決
事
件
（
第
一
事
件
）
に
お
け
る
設
定
者
に

対
す
る
滞
納
処
分
と
し
て
の
差
押
え
と
第
二
審
判
決
事
件
（
第
二
事
件
）
に
お
け
る
譲
渡
担
保
権
者
を
第
二
次
納
税
義
務
者
と
み
な
し
た
滞

納
処
分
に
よ
る
差
押
え
に
対
す
る
疑
問
、
③
滞
納
者
に
よ
る
取
り
立
て
は
任
意
納
税
資
金
の
確
保
を
妨
害
し
て
い
な
い
こ
と
、
④
設
定
者

の
具
体
的
な
滞
納
国
税
債
権
額
の
予
測
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
疑
問
点
と
し
て
提
示
し
て
い
る

（

71
）

。 

 

こ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
①
に
つ
い
て
、
菅
原
弁
護
士
は
、
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
六
項
は
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
「
譲
渡
担
保

財
産
に
な
っ
て
い
る
事
实
」
を
証
明
し
た
場
合
に
は
、
譲
渡
担
保
権
者
は
物
的
納
税
責
任
を
負
わ
な
い
旨
の
規
定
で
あ
り
、
こ
れ
は
債
権

質
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
事
实
の
証
明
の
場
合
と
同
様
、
確
定
日
付
あ
る
日
に
設
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
と
い
う
規
定
で
あ
る
も
の
と

解
し
、
「
本
件
の
場
合
は
そ
の
証
明
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
将
来
債
権
発
生
前
の
確
定
日
付
の
日
に
譲
渡
担
保
財
産
が
存
在

し
な
か
っ
た
（
譲
渡
担
保
財
産
と
な
っ
た
の
は
債
権
発
生
日
で
あ
り
、
そ
の
前
は
将
来
の
期
待
権
に
す
ぎ
な
か
っ
た
）
と
の
理
由
で
、
法
二
四
条
一

項
の
物
的
納
税
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
論
じ
つ
つ
、
「
し
か
る
に
、
本
判
決
は
、
『
譲
渡
担
保
財

産
と
な
っ
た
と
き
（
法
定
納
期
限
等
以
前
の
債
権
発
生
）
』
の
証
明
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
解
し
た
た
め
に
、
同
項
後
段
（
法
一
亓
条
二
項
後

段
お
よ
び
三
項
の
準
用
）
を
無
視
す
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
論
じ
て
い
る

（

72
）

。 

 

ま
た
、
菅
原
弁
護
士
は
、
②
の
国
税
当
局
に
よ
る
二
回
に
わ
た
る
差
押
え
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
平
成
一
三
年
判
決
の
確
定
効
を
無
視
す

る
も
の
と
し
て
問
題
が
あ
る
と
主
張
し
、
更
に
、
③
の
意
見
に
つ
い
て
、
第
二
審
判
決
が
滞
納
者
に
よ
る
自
由
な
取
り
立
て
と
譲
渡
担
保

権
者
に
よ
る
債
権
の
満
足
に
比
較
し
て
滞
納
国
税
の
犠
牲
の
程
度
が
甚
だ
し
い
と
論
じ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
滞
納
処
分
前
は
任
意
納
税

が
原
則
で
あ
り
、
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
滞
納
国
税
の
犠
牲
が
特
段
大
き
い
と
は
い
え
な
い
と
主
張
し
、
更
に
ま
た
、
菅
原
弁
護
士
は
、

第
二
審
判
決
が
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
お
い
て
譲
渡
担
保
権
者
が
把
握
し
て
い
る
価
値
は
「
担
保
实
行
時
の
残
高
」
と
解
し
て
い
る
が
、
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第
二
審
判
決
の
見
解
で
は
、
「
譲
渡
担
保
権
者
は
法
定
納
期
限
等
の
後
に
発
生
す
る
債
権
に
つ
い
て
は
確
定
日
付
が
先
で
あ
っ
て
も
全
部

優
先
権
を
否
定
さ
れ
る
か
ら
、
譲
渡
担
保
権
者
は
担
保
实
行
時
の
債
権
残
高
の
価
値
把
握
す
ら
不
可
能
と
な
る
」
と
主
張
し
て
い
る

（

73
）

。 

 

最
後
に
、
裁
判
所
サ
イ
ド
の
見
解
と
し
て
、
五
上
繁
規
判
事
（
東
京
高
裁
）
の
判
例
研
究
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
概
観
す
る
。 

 

五
上
判
事
は
、
本
件
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
将
来
債
権
譲
渡
担
保
の
効
力
発
生
に
関
す
る
債
権
現
实
発
生
時
説
と
対
抗
要
件
具
備
時
説

と
が
対
立
軸
を
構
成
し
て
い
る
も
の
と
指
摘
し
た
上
で
、
①
将
来
債
権
が
譲
渡
担
保
権
者
に
移
転
す
る
の
は
将
来
債
権
が
現
实
か
つ
具
体

的
に
発
生
し
た
時
点
で
あ
る
こ
と
、
②
譲
渡
担
保
権
者
は
将
来
債
権
が
現
实
か
つ
具
体
的
に
発
生
す
る
ま
で
の
間
に
納
税
者
で
あ
る
担
保

設
定
者
に
係
る
国
税
の
発
生
お
よ
び
法
定
納
期
限
等
の
到
来
を
予
測
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
譲
渡
担
保
権
者
に
不
測
の
損
害
を
与

え
る
事
態
が
生
じ
る
こ
と
は
尐
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、③
譲
渡
担
保
権
者
が
法
定
納
期
限
等
以
前
に
集
合
債
権
譲
渡
担
保
を
締
結
し
、

か
つ
、
第
三
者
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
場
合
に
は
、
譲
渡
担
保
権
が
常
に
国
税
に
優
先
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
私
人
間
の
契
約
に
よ
り
無

限
定
に
国
税
徴
収
対
象
外
財
産
を
創
出
し
う
る
と
い
う
不
合
理
な
結
果
と
な
る
こ
と
、
を
理
由
と
し
て
、
将
来
債
権
が
譲
渡
担
保
財
産
と

な
っ
た
時
期
は
、
将
来
債
権
が
現
实
か
つ
具
体
的
に
発
生
し
た
時
点
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
、
債
権
現
实
発
生
時
説

を
展
開
し
つ
つ
、
第
二
審
判
決
を
支
持
し
て
い
る

（

74
）

。 

 

ま
た
、
五
上
判
事
は
、
「
債
権
現
实
発
生
時
説
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
に
係
る
将
来
債
権
は
、
契
約
締
結
の
時
点
で
抽
象
的
に

発
生
し
将
来
譲
渡
人
に
具
体
的
に
発
生
す
る
と
同
時
に
譲
受
人
に
移
転
す
る
債
権
と
し
て
、
契
約
締
結
時
点
に
お
い
て
、
譲
渡
人
（
担
保

設
定
者
）
か
ら
譲
受
人
（
譲
渡
担
保
権
者
）
に
対
し
、
一
括
し
て
確
定
的
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
か
ら
、

集
合
債
権
譲
渡
担
保
は
既
発
生
債
権
及
び
将
来
債
権
を
一
括
し
て
確
定
的
に
契
約
締
結
時
に
お
い
て
譲
渡
人
か
ら
譲
受
人
に
譲
渡
す
る
契

約
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
し
た
判
例
法
理
（
最
判
平
成
一
二
年
四
月
二
一
日
、
最
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二
二
日
）
と
整
合
し
て
お
り
、
矛
盾
す

る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る

（

75
）

。 
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更
に
、
五
上
判
事
は
、
「
債
権
現
实
発
生
時
説
は
、
将
来
債
権
に
つ
い
て
の
第
三
者
対
抗
要
件
の
具
備
は
、
そ
の
よ
う
な
将
来
債
権
が

契
約
締
結
時
点
に
お
い
て
譲
渡
さ
れ
た
こ
と
を
公
示
す
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
将
来
債
権
が
現
实
か
つ
具
体
的
に
発
生
し
た
と

き
に
、
そ
の
発
生
し
た
債
権
の
取
得
を
第
三
者
に
対
抗
し
得
る
に
至
る
も
の
と
い
う
見
解
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
将
来
債
権
譲
渡

の
対
抗
要
件
は
指
名
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
判
例
法
理
（
最
判
平
成
一
一
年
一
月
二
九
日
、
最
判
平
成

一
三
年
一
一
月
二
二
日
）
と
も
整
合
し
て
お
り
、
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る

（

76
）

。 

 

更
に
ま
た
、
五
上
判
事
は
、
「
債
権
現
实
発
生
時
説
は
、
将
来
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
の
第
三
者
対
抗
要
件
の
具
備
は
、
契
約
締
結
の
時

点
で
抽
象
的
に
発
生
し
将
来
譲
渡
人
に
具
体
的
に
発
生
す
る
と
同
時
に
譲
受
人
に
移
転
す
る
将
来
債
権
が
契
約
締
結
時
点
に
お
い
て
譲
渡

人
（
担
保
設
定
者
）
か
ら
譲
受
人
（
譲
渡
担
保
権
者
）
に
譲
渡
さ
れ
た
こ
と
を
公
示
す
る
意
義
を
有
す
る
と
い
う
見
解
」
で
あ
る
と
い
う

理
由
か
ら
、
債
権
譲
渡
予
約
に
つ
い
て
の
対
抗
要
件
の
具
備
を
も
っ
て
予
約
完
結
に
よ
る
債
権
取
得
の
対
抗
要
件
に
は
な
ら
な
い
と
い
う

判
例
法
理
（
最
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二
七
日
）
と
も
整
合
し
て
お
り
、
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る

（

77
）

。 

  

四
〄
第
二
審
判
決
に
対
す
る
評
価
の
ま
と
め 

 

右
に
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
学
説
は
、
権
利
移
転
的
構
成
説
の
立
場
か
ら
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
設
定
契
約
の
時
点
に
お
い
て
、
既

に
債
権
譲
渡
の
効
力
が
発
生
し
て
お
り
、
将
来
債
権
を
含
め
て
、
設
定
者
か
ら
譲
渡
担
保
権
者
に
移
転
す
る
も
の
と
解
し
た
り
、
設
定
契

約
時
に
譲
渡
担
保
財
産
と
な
る
と
い
う
意
味
は
、
将
来
債
権
を
含
め
て
譲
渡
人
の
財
産
か
ら
分
離
さ
れ
、
譲
受
人
が
債
権
者
に
な
る
と
い

う
意
味
で
あ
る
と
解
し
た
り
し
て
、
第
二
審
判
決
の
構
成
を
批
判
し
、
ま
た
、
担
保
権
的
構
成
説
の
立
場
か
ら
も
、
設
定
行
為
と
対
抗
要

件
具
備
の
一
回
性
に
よ
る
確
定
的
担
保
価
値
の
把
握
と
い
う
観
点
か
ら
、
第
二
審
判
決
の
債
権
現
实
発
生
時
説
（
将
来
債
権
発
生
時
移
転
説
）

を
批
判
し
て
い
た
。 
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ま
た
、
实
務
家
に
お
い
て
は
、
五
上
判
事
以
外
は
、
第
二
審
判
決
の
構
成
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
实
態
に
対
す
る
理

解
不
足
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
と
批
判
し
た
り
、
第
二
審
判
決
の
解
釈
に
基
づ
く
矛
盾
の
指
摘
に
よ
っ
て
こ
れ
を
批
判
す
る
も
の
が
あ
り
、

学
説
と
同
様
、
第
二
審
判
決
に
つ
い
て
は
批
判
的
な
見
解
が
多
か
っ
た
。 

 

も
っ
と
も
、
斯
様
な
学
説
お
よ
び
实
務
家
か
ら
の
批
判
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
審
判
決
を
含
む
東
京
高
裁
の
立
場
を
代
表

す
る
か
の
よ
う
な
形
で
、
五
上
判
事
が
、
債
権
現
实
発
生
時
説
の
有
用
性
な
ら
び
に
従
来
の
最
高
裁
判
決
と
の
整
合
性
を
主
張
し
て
い
た

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
に
よ
る
将
来
債
権
の
未
発
生
時
に
お
け
る
譲
受
人
へ
の
確
定
的
譲
渡
と
い
う
構
成
に
対
す
る
東
京
高
裁

の
疑
念
の
強
さ
を
印
象
づ
け
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
解
釈
の
試
み
を
、
平
成
一
三
年
判
決
及
び
同
一
九
年
判
決
に
よ
る
将
来
債
権

譲
渡
担
保
へ
の
強
大
な
効
力
付
与
に
対
す
る
懸
念
の
表
明
と
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
意
義
は
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

右
に
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
平
成
一
三
年
判
決
と
平
成
一
九
年
判
決
に
お
け
る
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
概
ね
理
解
で
き
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
で
は
、
次
に
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
お
け
る
対
抗
要
件
と
い
う
問
題
に
関
す
る
従
来
の
議
論
に
つ
い
て
、
そ
の
足
跡
を
辿

り
つ
つ
、
本
件
に
お
け
る
問
題
点
と
の
整
合
性
や
そ
の
理
論
的
な
発
展
と
い
っ
た
観
点
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。 

  

註
（
57
）
た
だ
、
金
融
担
保
の
实
務
上
は
、
取
立
権
の
留
保
と
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
設
定
者
に
回
収
金
に
よ
る
営
業
活
動
の
自
由
を
保
障
す
る
と 

い
う
も
の
で
は
な
く
、
債
権
譲
渡
担
保
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
譲
渡
担
保
権
者
か
ら
の
与
信
（
融
資
も
し
く
は
買
掛
債

務
）
が
そ
の
前
提
に
あ
り
、
設
定
者
が
取
立
権
に
基
づ
い
て
回
収
し
た
金
員
の
う
ち
の
何
割
か
は
融
資
金
の
弁
済
と
し
て
譲
受
人
（
譲
渡
担
保
権

者
）
に
引
き
渡
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
回
収
金
の
全
額
が
設
定
者
の
営
業
資
金
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
様
の
指
摘
は
、
池
田
眞
朗
「
判
評
（
東

京
高
判
平
成
一
六
年
七
月
二
一
日
）
」
金
融
法
務
事
情
一
七
三
六
号
（
二
〇
〇
亓
年
）
八
頁
（
一
亓
頁
）
か
ら
も
な
さ
れ
て
い
る
。 

 

註
（
58
）
我
妻
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
10
＋
『
新
訂
債
權
』
）
亓
二
六
―
亓
二
七
頁
。
こ
の
我
妻
博
士
の
「
但
し
」
以
下
の
論
述
が
、
後
掲
す
る
大

審
院
時
代
の
判
例
法
理
（
大
判
明
治
四
三
年
二
月
一
〇
日
民
録
一
六
輯
八
四
頁
な
ど
）
と
と
も
に
、
将
来
債
権
の
譲
渡
に
お
け
る
債
権
発
生
時
移
転
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説
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

註
（
59
）
池
田
（
眞
）
・
前
掲
判
評
（
前
掲
註
＊
57
＋
）
金
融
法
務
事
情
一
七
三
六
号
一
四
―
一
亓
頁
。 

 

註
（
60
）
道
垣
内
弘
人
「
判
研
（
東
京
高
判
平
成
一
六
年
七
月
二
一
日
）
」
金
融
法
務
事
情
一
七
四
八
号
（
二
〇
〇
亓
年
）
三
〇
頁
（
三
二
頁
）
。 

 

註
（
61
）
道
垣
内
・
前
掲
判
研
（
前
掲
註
＊
50
＋
）
金
融
法
務
事
情
一
七
四
八
号
三
三
頁
。 

 

註
（
62
）
道
垣
内
・
前
掲
判
研
（
前
掲
註
＊
50
＋
）
金
融
法
務
事
情
一
七
四
八
号
三
三
頁
。 

 

註
（
63
）
角
紀
代
恵
「
民
法
判
例
レ
ビ
ュ
ー
88
今
期
の
主
な
裁
判
例
＊
担
保
＋
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
七
三
号
（
二
〇
〇
亓
年
）
八
亓
頁
（
八
七
頁
）
。 

 

註
（
64
）
江
口
直
明
「
将
来
債
権
譲
渡
担
保
に
対
す
る
国
税
徴
収
法
二
四
条
の
物
的
納
税
責
任
の
優
先
」
金
融
法
務
事
情
一
七
三
九
号
（
二
〇
〇
亓 

年
）
九
頁
（
一
一
―
一
亓
頁
）
。 

 

註
（
65
）
池
田
（
眞
）
・
前
掲
判
評
（
前
掲
註
＊
57
＋
）
金
融
法
務
事
情
一
七
三
六
号
八
頁
以
下
。 

 

註
（
66
）
江
口
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
64
＋
）
金
融
法
務
事
情
一
七
三
九
号
一
一
―
一
二
頁
。 

 

註
（
67
）
江
口
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
64
＋
）
金
融
法
務
事
情
一
七
三
九
号
一
二
―
一
三
頁
。 

 

註
（
68
）
江
口
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
64
＋
）
金
融
法
務
事
情
一
七
三
九
号
一
三
―
一
四
頁
。 

 

註
（
69
）
江
口
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
64
＋
）
金
融
法
務
事
情
一
七
三
九
号
一
亓
頁
。 

 

註
（
70
）
江
口
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
64
＋
）
金
融
法
務
事
情
一
七
三
九
号
一
亓
頁
。 

 

註
（
71
）
菅
原
胞
治
「
将
来
債
権
譲
渡
担
保
と
物
的
納
税
責
任
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
二
亓
号
（
二
〇
〇
六
年
）
四
頁
（
亓
―
六
頁
）
。 

 

註
（
72
）
菅
原
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
71
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
二
亓
号
亓
頁
。 

 

註
（
73
）
菅
原
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
71
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
二
亓
号
亓
―
六
頁
。 

 

註
（
74
）
五
上
繁
規
「
《
金
融
判
例
研
究
会
報
告
》
金
銭
債
務
の
担
保
と
し
て
既
発
生
債
権
お
よ
び
将
来
債
権
を
一
括
し
て
譲
渡
す
る
い
わ
ゆ
る
集

合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
に
お
け
る
将
来
債
権
の
移
転
時
期
と
譲
渡
担
保
権
者
の
国
税
徴
収
法
二
四
条
の
物
的
納
税
責
任
（
上
）
」
金
融
法
務
事
情
一

七
六
亓
号
（
二
〇
〇
六
年
）
三
八
頁
（
四
二
―
四
六
頁
）
。
五
上
判
事
は
、
こ
の
結
論
か
ら
、
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
六
項
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、

「
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
譲
渡
担
保
財
産
と
な
っ
て
い
る
」
の
は
、
将
来
債
権
が
現
实
か
つ
具
体
的
に
発
生
し
た
時
点
以
降
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
（
同
「
金
融
判
例
研
究
会
報
告
（
下
）
」
金
融
法
務
事
情
一
七
六
六
号
＊
二
〇
〇
六
年
＋
亓
二
頁
＊
亓
四
頁
＋
）
。 
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五
上
判
事
は
、
本
件
の
担
当
判
事
で
は
な
い
が
、
同
じ
東
京
高
裁
の
判
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
帰
結
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
五

上
判
事
の
論
攷
は
、
本
件
に
関
す
る
各
方
面
か
ら
の
論
評
が
一
通
り
出
揃
っ
て
か
ら
表
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
（
二
〇
〇
六
年
三
月
）
、
あ

る
意
味
、
第
二
審
判
決
へ
の
各
方
面
か
ら
の
批
判
に
対
す
る
反
論
と
し
て
、
ま
た
、
最
高
裁
へ
の
牽
制
の
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

註
（
75
）
五
上
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
74
＋
「
金
融
判
例
研
究
会
報
告
（
下
）
」
）
金
融
法
務
事
情
一
七
六
六
号
亓
亓
頁
。 

 

註
（
76
）
五
上
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
74
＋
「
金
融
判
例
研
究
会
報
告
（
下
）
」
）
金
融
法
務
事
情
一
七
六
六
号
亓
亓
頁
。 

 

註
（
77
）
五
上
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
74
＋
「
金
融
判
例
研
究
会
報
告
（
下
）
」
）
金
融
法
務
事
情
一
七
六
六
号
亓
亓
頁
。 
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第
二
節 

従
来
の
判
例
法
理 

 
 
 

第
一
款 
大
審
院
時
代
の
判
例
・
裁
判
例 

 

ま
ず
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
判
例
は
、
既
に
明
治
期
に
お
い
て
、
将
来
発
生
す
べ
き
株
主
の
利
益
配
当
金

請
求
権
を
譲
渡
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
将
来
発
生
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
債
権
を
そ
の
発
生
前
に
移
転
さ
せ
る
こ
と
を
も
っ
て
目
的

と
す
る
譲
渡
契
約
は
、
そ
の
不
能
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
無
効
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
、
譲
渡
契
約
の

締
結
日
は
債
権
発
生
前
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
の
意
思
が
、
債
権
が
発
生
し
そ
の
移
転
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
移
転
の
効
力

を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
点
に
あ
る
場
合
に
は
、
契
約
締
結
当
時
に
お
い
て
移
転
が
不
能
で
あ
っ
て
も
、
契
約
の
効
力
を
妨
げ
な
い
も
の
と

判
示
し
て
い
た

（

78
）

。
こ
の
明
治
四
三
年
判
決
は
、
将
来
債
権
の
譲
渡
契
約
の
有
効
性
を
判
示
し
た
最
初
の
大
審
院
判
決
で
あ
り
、
将
来

債
権
の
移
転
の
効
力
発
生
は
債
権
発
生
時
で
あ
る
も
の
の
、
契
約
の
効
力
は
妨
げ
な
い
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
判
例
法
理
が
、
債
権
現
实

発
生
時
説
・
債
権
発
生
時
移
転
説
な
ど
と
称
さ
れ
て
い
る
考
え
方
の
基
本
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

そ
の
後
も
、
将
来
債
権
の
譲
渡
契
約
の
有
効
性
を
判
示
し
た
も
の
と
し
て
、
事
案
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
利
益
配
当
に
関
す
る
株

主
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
確
定
し
た
配
当
金
の
支
払
を
請
求
す
る
権
利
は
独
立
し
た
一
個
の
債
権
に
他
な
ら
な
い

と
い
う
理
由
か
ら
、
こ
れ
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
決
議
以
前
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
株
主
総
会
の
決
議
を
条

件
と
し
て
、
将
来
発
生
す
べ
き
利
益
配
当
金
支
払
請
求
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
は
妨
げ
な
い
と
判
示
し
た
判
例
が
あ
る

（

79
）

。 

 

更
に
、
同
様
の
判
決
と
し
て
、
将
来
発
生
す
べ
き
債
権
の
原
因
関
係
が
確
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
将
来
債
権
の
譲
渡
契
約
は
適
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法
か
つ
有
効
な
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
た
判
例
が
あ
る

（

80
）

。
こ
の
昭
和
一
亓
年
判
決
は
、
将
来
債
権
の
原
因
関
係
の
確
定
を
要
件
と
し

て
、
将
来
債
権
の
譲
渡
行
為
の
有
効
性
を
認
め
、
つ
ま
り
、
契
約
時
に
お
け
る
将
来
債
権
の
取
得
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
同
じ
時
期
の
最
上
級
審
判
決
で
あ
っ
て
も
、
売
買
契
約
に
お
け
る
買
主
の
現
在
及
び
将
来
発
生
す
べ
き
権
利
一
切
を
譲
渡
し
、

こ
の
事
实
を
売
主
に
通
知
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
は
、
債
権
発
生
の
基
礎
た
る
法
律
関
係
が
既
に
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
内
容
が
明

確
で
あ
る
限
り
、
将
来
の
債
権
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
い
う
べ
く
、
斯
か
る
債
権
の
譲
渡
契
約
に
基

づ
き
債
権
発
生
前
に
予
め
譲
渡
人
よ
り
債
務
者
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
し
た
と
き
は
、
譲
受
人
は
、
後
日
債
権
が
発
生
す
る
と
同
時
に
債

権
者
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の
事
实
を
も
っ
て
債
務
者
に
対
抗
し
う
る
に
至
る
と
判
示
し

（

81
）

、
完
全
に
債
権
発
生
時
移
転
説
に
立
脚
し
て

い
る
も
の
も
あ
っ
た
。 

 

次
に
、
集
合
債
権
譲
渡
の
第
三
者
対
抗
要
件
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
大
審
院
時
代
か
ら
、
将
来
債
権
の
譲
渡
と
対
抗
要
件
の
問
題

と
し
て
判
例
に
現
れ
て
い
た
。
即
ち
、
合
名
会
社
の
将
来
に
お
け
る
解
散
の
場
合
に
お
け
る
残
余
財
産
分
配
請
求
権
の
譲
渡
と
い
う
事
案

に
お
い
て
、
大
審
院
は
、
将
来
債
権
の
予
め
の
譲
渡
契
約
を
認
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
譲
渡
契
約
時
に
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
者
に
対
し
て
も
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
判
示
し
て
い
る

（

82
）

。
こ
の
昭
和
九
年
判
決
は
、
将
来
債
権

の
譲
渡
契
約
の
有
効
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
尐
な
く
と
も
、
譲
受
人
が
新
債
権
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
た
だ
、
实
際
の
債
権
移

転
の
効
果
、
即
ち
、
債
権
の
取
得
と
い
う
効
果
は
債
権
が
現
实
に
成
立
し
た
時
点
に
お
い
て
発
生
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
が
、
対
抗
力

に
関
し
て
は
、
契
約
締
結
時
点
に
お
け
る
確
定
日
付
つ
き
の
通
知
に
よ
っ
て
、
そ
の
日
に
発
生
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
点

に
お
い
て
も
、
や
は
り
、
譲
受
人
に
新
債
権
者
と
し
て
の
地
位
を
認
め
る
と
い
う
帰
結
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
昭
和
九
年
判
決
の
ケ
ー
ス
を
含
め
、
大
審
院
時
代
に
現
れ
た
将
来
債
権
の
譲
渡
は
、
将
来
発
生
す
る
こ
と
が
確
实
な
債

権
の
譲
渡
と
い
う
事
案
が
多
い
の
で
、
第
三
債
務
者
は
特
定
し
て
い
る
も
の
の
、
債
権
の
発
生
は
将
来
の
取
引
そ
の
他
の
行
為
に
委
ね
ら
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れ
て
い
る
と
い
う
今
日
的
な
事
案
と
は
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
や
、
今
日
に
お
い
て
最
も
重
要
な
第
三
債
務
者
が
不
特
定
の

将
来
債
権
の
譲
渡
な
ど
、
大
審
院
時
代
の
判
例
・
裁
判
例
に
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

  

註
（
78
）
大
判
明
治
四
三
年
二
月
一
〇
日
民
録
一
六
輯
八
四
頁
（
上
告
棄
却
）
。 

 

註
（
79
）
大
判
大
正
八
年
一
月
二
四
日
民
録
二
亓
輯
三
〇
頁
（
破
棄
差
戻
）
。 

 

註
（
80
）
大
判
昭
和
一
亓
年
二
月
二
七
日
民
集
一
九
巻
四
六
亓
頁
（
上
告
棄
却
）
。 

 

本
件
の
事
实
関
係
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

Ａ
外
九
名
は
Ｙ
信
用
購
買
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
Ａ
ら
は
昭
和
一
一
年
八
月
二
〇
日
、
Ｙ
に
対
し
脱
退
を
通
告
し
た
。
Ｙ
組
合
の

定
款
に
よ
る
と
、
右
脱
退
の
効
果
発
生
は
翌
一
二
年
一
二
月
三
一
日
に
な
り
、
Ｙ
は
、
脱
退
者
に
対
し
、
脱
退
の
効
果
発
生
か
ら
三
カ
月
以
内
に

持
分
の
払
戻
を
す
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｙ
は
、
右
脱
退
通
知
の
効
果
発
生
前
で
あ
る
昭
和
一
二
年
九
月
一
〇
日
、
Ａ
ら
に
対

し
除
名
決
議
を
な
し
、
同
月
一
三
日
、
Ａ
ら
に
そ
の
旨
を
通
知
し
た
。
他
方
、
Ｙ
の
組
合
員
Ｘ
は
、
昭
和
一
二
年
一
月
二
〇
日
、
Ａ
ら
か
ら
、
前

記
組
合
脱
退
の
結
果
将
来
Ｙ
よ
り
受
け
る
べ
き
持
分
払
戻
請
求
権
の
譲
渡
を
受
け
、
Ａ
ら
は
、
同
年
二
月
一
日
、
Ｙ
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
し
た
。

本
件
は
、
Ｙ
が
執
行
力
あ
る
和
解
正
本
に
基
づ
い
て
Ｘ
の
所
有
す
る
動
産
に
対
し
て
強
制
執
行
を
申
し
立
て
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
が
、
Ｙ
組
合
に
対
す

る
脱
退
に
係
る
自
己
の
持
分
払
戻
請
求
権
及
び
Ａ
ら
か
ら
譲
渡
さ
れ
た
同
請
求
権
に
よ
る
相
殺
を
主
張
し
て
提
起
し
た
請
求
異
議
事
件
で
あ
る
。 

 

原
審
は
、
Ａ
ら
は
将
来
脱
退
に
よ
り
持
分
の
払
戻
を
受
け
る
べ
き
期
待
的
債
権
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
脱
退
前
こ
れ
を
有
効
に
譲
渡
す
る
こ

と
が
で
き
、
こ
の
譲
渡
に
際
し
て
は
Ｙ
の
承
諾
は
不
要
で
あ
り
、
Ｘ
が
こ
の
将
来
の
債
権
を
取
得
し
た
こ
と
を
認
め
、
Ａ
ら
の
組
合
脱
退
の
効
力

発
生
と
同
時
に
、
当
該
債
権
は
完
全
な
持
分
払
戻
請
求
権
に
な
っ
た
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。 

 

右
の
事
实
関
係
に
お
い
て
、
大
審
院
は
、
①
Ｘ
は
Ａ
ら
か
ら
脱
退
の
結
果
将
来
Ｙ
よ
り
受
け
る
べ
き
持
分
払
戻
請
求
権
の
譲
渡
を
受
け
、
そ
の

後
脱
退
の
効
果
が
発
生
し
た
以
上
、
右
譲
渡
は
将
来
発
生
す
べ
き
債
権
の
譲
渡
と
し
て
適
法
か
つ
有
効
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
は
こ
れ
に
よ
り

本
件
持
分
払
戻
請
求
権
を
取
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
②
Ａ
ら
が
脱
退
の
効
果
発
生
に
よ
り
将
来
取
得
す
べ
き
持
分
払
戻
請
求
権
を
そ
の
発
生
前
Ｘ

に
譲
渡
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
脱
退
の
効
果
発
生
と
と
も
に
右
請
求
権
も
発
生
し
、
し
か
も
そ
の
払
戻
額
が
一
定
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
右
脱

退
の
効
果
が
Ａ
ら
の
脱
退
通
告
に
よ
り
発
生
し
た
と
、
ま
た
Ｙ
の
除
名
決
議
の
通
知
に
よ
り
発
生
し
た
と
を
問
う
こ
と
を
要
し
な
い
と
判
示
し
た
。 
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註
（
81
）
朝
鮮
高
判
昭
和
一
亓
年
亓
月
三
一
日
高
等
法
院
民
録
二
九
巻
一
一
〇
頁
（
上
告
棄
却
）
。 

 
本
件
の
事
实
関
係
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
Ｙ
は
、
Ａ
と
の
間
に
お
い
て
、
自
己
所
有
地
上
の
立
木
売
買
に
際
し
て
、
Ｙ
が
売
買
契
約
日
か
ら
二
カ
月
以
内
に
立
木
の
伐
採
許
可
を
受
け
、

許
可
証
を
Ａ
に
交
付
す
る
の
と
引
き
換
え
に
Ａ
が
残
代
金
を
支
払
い
、
も
し
右
期
間
内
に
当
該
許
可
を
受
け
ら
れ
な
い
と
き
は
契
約
を
解
除
し
、

Ａ
か
ら
受
領
し
た
契
約
金
を
返
還
し
、
ま
た
、
違
約
金
を
支
払
う
旨
の
特
約
を
な
し
た
上
で
、
前
記
立
木
を
Ａ
に
売
却
し
た
。
そ
の
後
、
Ａ
は
、

右
売
買
契
約
上
の
現
在
及
び
将
来
の
権
利
及
び
義
務
の
一
切
を
Ｘ
に
譲
渡
し
、
Ｙ
に
対
し
て
、
そ
の
旨
を
通
知
し
た
。
Ｘ
は
、
Ｙ
が
伐
採
許
可
手

続
申
請
を
し
な
い
の
で
、
Ｙ
に
対
し
、
違
約
金
の
支
払
を
訴
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
は
、
契
約
上
の
権
利
義
務
の
一
切
を
譲
渡
す
る
と
い

っ
て
も
、
代
金
支
払
義
務
を
負
う
買
主
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
そ
の
譲
渡
に
際
し
て
売
主
の
同
意
を
要
す
る
も
の
と
主
張
し
た
。 

 

原
審
が
、
本
件
譲
渡
通
知
に
よ
り
現
在
及
び
将
来
発
生
す
べ
き
権
利
一
切
の
譲
渡
は
有
効
と
な
る
旨
を
判
示
し
た
の
で
、
Ｙ
は
、
上
告
し
、
売

買
契
約
上
の
地
位
の
承
継
に
は
売
主
の
承
諾
を
要
す
る
旨
を
主
張
し
た
。 

 

右
の
事
实
関
係
に
お
い
て
、
朝
鮮
高
等
法
院
は
、
①
債
権
発
生
の
基
礎
た
る
法
律
関
係
が
既
に
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
内
容
が
明
確
で
あ
る
限

り
、
将
来
の
債
権
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
、
②
斯
か
る
債
権
の
譲
渡
契
約
に
基
づ
き
債
権
発
生
前
に
予
め
譲
渡
人
よ

り
債
務
者
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
し
た
と
き
は
、
譲
受
人
は
、
後
日
債
権
が
発
生
す
る
と
同
時
に
債
権
者
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の
事
实
を
以
て
債

務
者
に
対
抗
し
う
る
に
至
る
も
の
と
判
示
し
た
。 

 

右
判
決
の
理
論
か
ら
は
、
将
来
債
権
の
譲
渡
は
、
契
約
締
結
時
に
は
譲
受
人
は
債
権
者
と
し
て
の
地
位
さ
え
も
得
る
こ
と
は
な
く
、
将
来
債
権

の
発
生
時
に
初
め
て
債
権
者
と
な
る
と
い
う
帰
結
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

註
（
82
）
大
判
昭
和
九
年
一
二
月
二
八
日
民
集
一
三
巻
二
二
六
一
頁
（
上
告
棄
却
）
。 

 

本
件
の
事
实
関
係
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

Ｙ
１

合
名
会
社
の
社
員
Ａ
は
、
将
来
会
社
が
解
散
し
清
算
す
る
場
合
に
残
余
財
産
の
分
配
を
受
け
る
べ
き
債
権
、
及
び
、
会
社
が
煙
草
の
元
売
り

捌
き
廃
止
に
基
づ
き
、
国
庫
か
ら
転
業
資
金
等
を
受
け
る
こ
と
が
あ
れ
ば
Ａ
が
分
配
を
受
け
る
べ
き
債
権
を
将
来
の
債
権
と
し
て
Ｘ
に
譲
渡
し
、

そ
の
旨
を
内
容
証
明
郵
便
に
よ
っ
て
Ｙ

１

に
通
知
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
、
Ｙ

１

は
解
散
し
、
残
余
財
産
及
び
転
業
資
金
分
配
請
求
権
が
発
生

し
た
の
で
、
Ｘ
は
当
該
債
権
を
取
得
し
た
。
そ
の
後
、
Ａ
は
破
産
宠
告
を
受
け
、
Ｙ

２

が
そ
の
破
産
管
財
人
に
選
任
さ
れ
、
右
債
権
は
破
産
財
団
に

属
す
る
旨
を
主
張
し
た
の
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
ら
に
対
し
て
、
本
件
債
権
が
Ｘ
に
属
す
る
こ
と
の
確
認
を
訴
求
し
た
。 
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原
審
は
、
本
件
債
権
は
将
来
発
生
す
べ
き
残
余
財
産
分
配
請
求
権
等
で
あ
り
、
持
分
そ
の
も
の
の
譲
渡
で
は
な
い
の
で
、
総
社
員
の
同
意
は
不

要
で
あ
る
こ
と
、
将
来
債
権
の
譲
渡
は
有
効
で
あ
り
、
譲
渡
契
約
後
に
お
い
て
目
的
債
権
が
発
生
す
る
場
合
に
は
、
当
該
債
権
の
成
立
と
同
時
に

譲
受
人
に
移
転
し
、
債
権
譲
渡
の
通
知
は
譲
渡
契
約
時
に
通
知
す
れ
ば
足
り
る
旨
判
示
し
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。
Ｙ
ら
は
上
告
し
、
将
来
債

権
が
発
生
し
た
時
点
に
お
け
る
譲
渡
通
知
の
必
要
性
を
主
張
し
た
。 

 

右
の
事
实
関
係
に
お
い
て
、
大
審
院
は
、
①
将
来
の
債
権
に
つ
い
て
も
、
譲
渡
契
約
は
有
効
に
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
場
合
に
は
、
後

日
、
債
権
が
譲
渡
人
に
つ
き
成
立
し
た
と
き
、
何
ら
の
行
為
を
要
せ
ず
し
て
譲
受
人
に
移
転
す
る
こ
と
、
②
債
権
譲
渡
の
通
知
は
、
譲
渡
行
為
が

あ
っ
た
と
い
う
事
实
の
通
知
で
あ
り
、
債
権
移
転
の
法
律
上
の
効
果
を
通
知
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
将
来
の
債
権
に
つ
き
譲
渡
契
約
の
あ
っ

た
場
合
に
は
、
債
権
成
立
前
で
あ
っ
て
も
、
譲
渡
人
は
有
効
に
譲
渡
を
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
通
知
が
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
譲
受
人
は
後
日
債
権
が
成
立
す
れ
ば
そ
の
債
権
を
取
得
し
た
こ
と
を
債
務
者
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
抗
し
う
べ

き
法
律
上
の
地
位
を
有
す
る
に
至
る
も
の
と
判
示
し
た
。 

 

右
の
事
实
関
係
及
び
判
旨
か
ら
は
、
①
将
来
債
権
の
譲
渡
契
約
は
有
効
で
あ
り
、
②
債
権
の
譲
渡
行
為
が
あ
っ
た
と
い
う
事
实
の
通
知
を
確
定

日
付
つ
き
で
な
し
た
と
き
は
、
債
権
が
発
生
す
る
前
で
あ
っ
て
も
、
債
権
成
立
時
の
対
抗
力
を
保
全
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
文
意
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
成
一
九
年
判
決
の
原
審
が
、
本
判
決
を
引
用
し
つ
つ
、
債
権
譲
渡
担
保
権
者
は
将
来
債
権
が
発
生
し
た

時
点
で
初
め
て
債
権
者
と
な
り
、
債
権
発
生
前
は
将
来
債
権
取
得
の
期
待
権
を
取
得
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
判
示
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲

し
た
朝
鮮
高
判
昭
和
一
亓
年
亓
月
三
一
日
と
の
整
合
性
は
あ
る
も
の
の
、
本
昭
和
九
年
判
決
と
は
内
容
的
に
一
致
せ
ず
、
読
み
違
い
で
あ
る
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
お
、
池
田
眞
朗
教
授
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
読
み
込
み
す
ぎ
か
、
あ
る
い
は
、
国
税
優
先
の
結
論
を
導
き
出
す
た
め
の

意
図
的
な
ミ
ス
リ
ー
ド
で
あ
る
も
の
と
解
し
て
い
る
（
池
田
＊
眞
＋
・
前
掲
判
評
（
前
掲
註
＊
57
＋
）
金
融
法
務
事
情
一
七
三
六
号
一
二
頁
）
。 
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第
二
款 

現
代
の
判
例
・
裁
判
例 

 

第
一
項 

民
法
第
四
六
七
条
の
通
知
・
承
諾
制
度
に
よ
る
対
抗 

 

一
〄
裁
判
例
の
動
向 

 

大
審
院
時
代
に
お
け
る
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
有
効
性
及
び
対
抗
要
件
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
右
に
論
じ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る

が
、
そ
の
後
、
最
高
裁
判
所
制
度
下
に
な
っ
た
当
初
は
、
同
様
の
問
題
に
関
す
る
最
上
級
審
の
判
例
は
存
在
せ
ず
、
下
級
審
の
裁
判
例
に

お
い
て
散
見
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。 

 

そ
の
中
で
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
裁
判
例
は
、
福
岡
高
判
昭
和
三
九
年
一
一
月
一
六
日
で
あ
る
。
本
件
は
、
第
三
債
務
者
が
特
定
し
て
い

る
売
掛
代
金
債
権
、
そ
の
他
全
て
の
債
権
を
包
括
的
に
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
目
的
と
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
集
合
債
権
譲
渡
担

保
を
第
三
者
に
対
し
て
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
ま
た
は
承
諾
の
時
点
に
お
い
て
、
当
該
債
権
が
既
に
発

生
し
て
い
る
こ
と
を
要
し
、
発
生
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
将
来
の
債
権
と
し
て
、
譲
渡
目
的
債
権
の
内
容
が
、
そ
の
同
一
性
を
認
識
し

う
る
程
度
に
特
定
し
、
確
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
る

（

83
）

。 

 

ま
た
、
そ
の
後
の
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
第
三
債
務
者
が
特
定
し
て
い
る
売
掛
代
金
債
権
を
停
止
条
件
付
集
合
債
権
譲
渡
の
目

的
と
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
ま
た
は
承
諾
の
内
容
は
、
売
買
契
約
の
目
的
物
の
表
示
、
取
引
日

時
を
限
定
す
る
な
ど
し
て
、
譲
渡
さ
れ
た
債
権
の
同
一
性
が
認
識
さ
れ
う
る
程
度
に
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
判
示
し

（

84
）

、
そ
の
要
件
に
お
い
て
若
干
具
体
化
さ
れ
て
は
い
る
が
、
基
本
的
に
は
、
右
昭
和
三
九
年
の
福
岡
高
裁
判
決
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。 

 

右
二
件
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
将
来
債
権
の
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
、
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
ま
た
は
承
諾
書
の
内
容
に
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お
い
て
、
譲
渡
目
的
債
権
の
同
一
性
が
認
識
さ
れ
る
程
度
に
特
定
し
て
い
れ
ば
、
第
三
者
に
対
し
て
も
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

判
示
し
て
、
基
本
的
に
対
抗
要
件
の
問
題
を
特
定
性
の
問
題
と
同
一
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
っ
て
お
り
、
敢
え
て
区
別
し
て
い
な

い
。
こ
の
場
合
に
は
、
前
掲
し
た
昭
和
四
九
年
の
最
高
裁
判
決
が
示
し
た
基
準
、
即
ち
、
第
三
債
務
者
に
お
け
る
債
権
譲
渡
の
認
識
な
ら

び
に
同
人
か
ら
の
第
三
者
へ
の
債
権
譲
渡
の
表
示
と
い
う
点
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
第
三
債
務

者
に
お
い
て
目
的
債
権
の
同
一
性
が
認
識
さ
れ
る
程
度
の
特
定
性
と
、
第
三
債
務
者
に
よ
る
他
の
第
三
者
に
対
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ン

フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
機
能
」
を
加
味
し
た
取
扱
い
を
基
本
に
据
え
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

次
に
、
こ
れ
は
最
高
裁
の
判
例
で
あ
る
が
、
債
務
者
の
営
業
休
止
ま
た
は
債
権
者
と
の
取
引
関
係
の
終
了
を
停
止
条
件
と
し
て
、
債
務

者
が
第
三
債
務
者
に
対
し
て
現
に
有
す
る
売
掛
代
金
債
権
及
び
将
来
取
得
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
売
掛
代
金
債
権
を
債
権
者
に
譲
渡
す
る
旨

の
停
止
条
件
付
集
合
債
権
譲
渡
契
約
に
お
い
て
、
条
件
の
成
就
に
よ
り
債
権
者
は
債
権
を
取
得
す
る
が
、
「
譲
渡
人
が
破
産
宠
告
を
受
け

た
場
合
に
は
、
破
産
宠
告
前
に
右
譲
渡
に
つ
い
て
民
法
四
六
七
条
二
項
所
定
の
対
抗
要
件
を
具
備
し
な
い
限
り
、
右
債
権
の
譲
受
を
も
っ

て
破
産
管
財
人
に
対
抗
し
え
な
い
」
と
判
示
し
た
も
の
が
あ
る

（

85
）

。
こ
の
点
は
、
破
産
者
が
破
産
宠
告
時
に
有
す
る
一
切
の
積
極
財
産

は
破
産
財
団
を
構
成
し
（
破
産
法
第
三
四
条
一
項
）
、
こ
の
破
産
財
団
の
管
理
及
び
処
分
権
限
は
裁
判
所
の
選
任
し
た
破
産
管
財
人
に
専
属

す
る
と
い
う
関
係
上
（
同
法
第
七
八
条
一
項
）
、
破
産
者
の
責
任
財
産
は
、
破
産
債
権
者
全
員
の
た
め
に
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
の
と
同
一
視

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

（

86
）

、
従
来
の
判
例
が
、
破
産
者
か
ら
の
債
権
譲
受
人
が
破
産
管
財
人
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
差
押
債
権
者

に
対
す
る
の
と
同
様
、
民
法
第
四
六
七
条
二
項
所
定
の
対
抗
要
件
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
判
示
し
て
い
た
（
大
判
昭
和
八
年

一
一
月
三
〇
日
民
集
一
二
巻
二
七
八
一
頁
）
と
い
う
点
を
よ
り
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
破
産
宠
告
時
に
お
け
る
差
押
え
の
効
力
発
生
を
明

ら
か
に
し
た
と
い
う
点
、
ま
た
、
設
定
者
ま
た
は
債
務
者
が
破
産
し
た
場
合
に
お
け
る
対
抗
要
件
具
備
行
為
の
時
期
を
明
ら
か
に
し
た
と

い
う
点
に
お
い
て
意
義
を
有
す
る
判
例
で
あ
る
。 
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二
〄
最
高
裁
判
決
に
よ
る
解
釈
の
方
向
付
け 

 

右
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
を
め
ぐ
る
新
た
な
状
況
を
画
す
る
判
例
・
裁
判
例
が
展
開
さ
れ
て
い
る
中
で
、
最
高

裁
に
お
い
て
も
、
問
題
の
方
向
性
を
決
す
る
判
断
が
次
々
に
出
さ
れ
て
き
た
。 

 

ま
ず
、
最
高
裁
は
、
平
成
一
九
年
判
決
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
比
較
的
長
期
間
（
八
年
三
カ
月
）
に
わ
た
る
将
来
債
権
（
医
師

の
診
療
報
酬
債
権
）
の
譲
渡
担
保
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
平
成
一
一
年
一
月
二
九
日
判
決
に
お
い
て
、
斯
様
な
将
来
債
権
の
譲
渡
担
保
で
あ

っ
て
も
、「
適
宜
の
方
法
に
よ
り
一
定
の
期
間
の
始
期
と
終
期
を
明
確
に
す
る
な
ど
し
て
譲
渡
の
目
的
と
さ
れ
る
債
権
を
特
定
す
る
こ
と
」

を
要
件
と
し
て
、
斯
様
な
長
期
に
わ
た
る
将
来
債
権
の
譲
渡
担
保
を
一
般
に
承
認
す
る
こ
と
と
し
た

（

87
）

。 

 

次
に
、
予
約
型
の
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
事
案
で
あ
る
平
成
一
二
年
四
月
二
一
日
判
決
に
お
い
て
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
、

予
約
完
結
時
に
お
い
て
譲
渡
の
目
的
と
な
る
べ
き
債
権
が
譲
渡
人
の
有
す
る
他
の
債
権
か
ら
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
に
特
定
さ
れ

て
い
れ
ば
足
り
、
こ
の
理
は
、
将
来
発
生
す
べ
き
債
権
が
譲
渡
予
約
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
同
じ
で
あ
る
と
解
し
た
上
で
、
本

件
予
約
に
お
け
る
譲
渡
目
的
債
権
は
、
債
権
者
及
び
債
務
者
が
特
定
さ
れ
、
発
生
原
因
が
特
定
の
商
品
に
つ
い
て
の
売
買
取
引
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
債
権
か
ら
識
別
で
き
る
程
度
に
特
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
こ
れ
を
有
効
で
あ
る
と
判
示
し
、
ま

た
、
本
件
の
よ
う
に
被
担
保
債
権
が
将
来
増
減
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
予
約
完
結
の
意
思
表
示
が
さ
れ
た
時
点
で
確
定
す
る
と
い
う
理

由
か
ら
、
右
債
権
額
が
本
件
予
約
を
締
結
し
た
時
点
で
確
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
本
件
予
約
の
効
力
が
左
右
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
と
判
示
し
て
お
り

（

88
）

、
あ
た
か
も
、
そ
の
設
定
予
約
時
に
お
け
る
目
的
債
権
の
特
定
を
予
約
完
結
時
に
遡
及
的
に
保
全
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
。 

 

次
に
、
そ
れ
で
は
、
第
三
者
対
抗
要
件
と
し
て
の
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
ま
た
は
承
諾
は
、
い
つ
の
時
点
に
お
い
て
発
し
た
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り
受
け
た
り
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
点
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
最
高
裁
は
、
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
の
発
生
時

期
と
い
う
問
題
に
つ
き
、
前
掲
し
た
本
契
約
型
の
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
関
す
る
平
成
一
三
年
一
一
月
二
二
日
判
決
に
お
い
て
、
譲
渡
担

保
設
定
契
約
時
に
債
権
が
確
定
的
に
譲
受
人
に
移
転
す
る
も
の
と
解
す
る
関
係
上
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
譲
渡
担
保
設
定
通
知
に
債
権
譲

渡
と
し
て
認
識
し
う
る
程
度
の
内
容
が
具
備
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
民
法
第
四
六
七
条
所
定
の
対
第
三
者
対
抗
要
件
と
し
て
の
譲
渡
通

知
と
し
て
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
判
示
し
た

（

89
）

。 

 

右
平
成
一
三
年
判
決
は
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
制
度
の
本
質
に
つ
き
解
釈
の
指
針
を
示
し
た
昭
和
四
九
年
最
高
裁
判
決
に
倣
い
、
第

三
債
務
者
の
認
識
な
ら
び
に
他
の
第
三
者
へ
の
表
示
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
譲
渡
担
保
の
設
定
通
知
に
債
権
譲
渡
通
知
と
し
て
の
効

力
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
第
三
債
務
者
に
お
い
て
譲
渡
目
的
債
権
が
他
の
債
権
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
譲

渡
通
知
と
し
て
意
味
を
な
さ
な
い
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
り
、
設
定
契
約
時
の
通
知
に
譲
渡
通
知
と
し
て
の
意
味
を
持
た
せ
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
な
り
に
債
権
を
確
定
さ
せ
る
べ
き
方
策
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
対
抗

要
件
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
の
通
知
・
承
諾
は
、
そ
れ
な
り
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
要
求
さ
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。 

 

最
後
に
、
債
権
譲
渡
予
約
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、
平
成
一
三
年
一
一
月
二
七
日
判
決
に
お
い
て
、
指
名
債
権
譲
渡
予
約
の
対
抗
要
件

具
備
は
、
譲
渡
予
約
設
定
時
な
の
か
、
そ
れ
と
も
予
約
完
結
権
行
使
時
な
の
か
と
い
う
問
題
点
に
つ
き
、
平
成
一
三
年
一
一
月
二
二
日
判

決
と
同
様
の
観
点
か
ら
、
予
約
完
結
権
行
使
時
と
解
し
、
譲
渡
担
保
設
定
予
約
時
に
お
け
る
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
ま
た
は
承

諾
の
効
力
を
予
約
完
結
の
意
思
表
示
に
よ
り
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
予
約
完
結
権
行
使
時
に
対
抗
要
件
を
具
備
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
判
示
し
、
換
言
す
る
と
、
譲
渡
担
保
設
定
予
約
時
に
お
け
る
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
ま
た
は
承
諾
の
効
力

を
予
約
完
結
通
知
に
よ
っ
て
遡
及
的
に
保
全
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
す
る
に
至
っ
た

（

90
）

。
つ
ま
り
、
予
約
型
に
お
け
る
債
権

譲
渡
の
確
定
は
予
約
完
結
の
意
思
表
示
に
よ
り
、
し
か
も
将
来
効
を
も
っ
て
し
か
な
さ
れ
な
い
の
で
、
こ
の
観
点
か
ら
予
約
型
の
集
合
債
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権
譲
渡
担
保
を
眺
め
て
み
た
場
合
に
は
、
結
局
、
予
約
完
結
時
に
第
三
債
務
者
に
対
す
る
債
権
譲
渡
通
知
書
を
発
信
す
る
か
、
あ
る
い
は
、

そ
の
時
点
に
お
い
て
第
三
債
務
者
か
ら
承
諾
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
右
の
判
例
法
理
に
よ
り
、
事
实
上
、
平
成
一
二
年
判
決
の
考
え
方
、
即
ち
、
設
定
予
約
時
に
お
け
る
目
的
債
権
の
特
定

の
効
力
を
予
約
完
結
時
に
遡
及
的
に
保
全
し
う
る
と
い
う
解
釈
は
否
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
予
約
型
の

集
合
債
権
譲
渡
担
保
は
そ
の
活
躍
の
場
を
奪
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
今
日
に
お
い
て
は
、
平
成
一
三
年
判
決
や
平
成

一
九
年
判
決
の
事
案
の
よ
う
に
、
本
契
約
型
で
、
譲
渡
担
保
権
の
实
行
ま
で
設
定
者
に
取
立
権
を
留
保
す
る
と
い
う
類
型
が
多
く
利
用
さ

れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ

（

91
）

、
ま
た
、
第
三
債
務
者
宛
に
譲
渡
通
知
を
発
信
し
な
い
と
い
う
類
型
の
集
合
債
権
譲
渡
担
保
は
、
債
権

譲
渡
特
例
法
に
よ
る
登
記
制
度
を
利
用
す
る
と
い
う
方
向
に
変
わ
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（

92
）

。 

 

第
二
項 

動
産
・
債
権
譲
渡
特
例
法
の
登
記
に
よ
る
対
抗 

 

次
に
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
の
登
記
を
利
用
し
た
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
お
け
る
対
抗
要
件
の
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
の
判
例
・
裁

判
例
に
現
れ
た
ケ
ー
ス
を
概
観
す
る
。 

 

ま
ず
、
債
権
譲
渡
特
例
法
（
現
行
は
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
で
あ
る
。
以
下
同
様
。
）
に
よ
る
債
権
譲
渡
登
記
を
利
用
し
た
将
来
債
権
譲
渡

担
保
に
お
い
て
、
第
一
譲
受
人
が
、
譲
渡
債
権
の
始
期
に
つ
い
て
は
「
債
権
の
発
生
年
月
日
（
始
期
）
」
と
し
て
明
確
に
定
め
て
登
記
し

た
も
の
の
、
そ
の
終
期
に
つ
い
て
は
明
確
な
終
期
の
代
わ
り
に
「
現
在
有
し
、
ま
た
は
将
来
有
す
る
債
権
の
う
ち
債
権
残
高
に
充
つ
る
ま

で
の
金
額
部
分
」
を
被
譲
渡
債
権
と
す
る
旨
を
約
定
し
た
上
で
「
債
権
発
生
時
債
権
額
及
び
譲
渡
時
債
権
額
」
を
登
記
し
、
第
二
譲
受
人

は
、
譲
渡
債
権
の
始
期
と
終
期
を
明
示
し
て
登
記
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
、
譲
渡
人
が
信
用
危
機
に
陥
っ
た
の
で
、
第
一
譲
受
人
、
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第
二
譲
受
人
の
双
方
か
ら
債
権
譲
渡
特
例
法
第
二
条
二
項
（
現
行
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
第
四
条
二
項
）
に
よ
り
債
務
者
に
譲
渡
通
知
が
発
せ

ら
れ
た
関
係
上
、
第
三
債
務
者
は
債
権
者
を
確
知
し
え
な
い
と
し
て
弁
済
供
託
し
、
第
一
譲
受
人
か
ら
供
託
金
還
付
請
求
権
の
確
認
が
訴

求
さ
れ
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
同
法
第
亓
条
一
項
六
号
（
現
行
法
第
八
条
二
項
四
号
）
及
び
債
権
譲
渡
登
記
令
第
七
条
三
項
に
基
づ
く

法
務
大
臣
指
定
に
係
る
記
録
方
法
に
関
す
る
告
示
（
平
成
一
〇
年
法
務
省
告
示
第
二
九
亓
号
）
に
お
け
る
債
権
個
別
事
項
フ
ァ
イ
ル
（
同
告
示

三
（
亓
）
）
が
将
来
債
権
を
既
存
債
権
と
区
別
す
る
よ
う
な
独
自
の
項
目
を
設
け
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
譲
渡
目
的
債
権
発
生
の
始
期
の
表

示
を
「
必
須
」
と
し
（
同
項
番
24
）
、
そ
の
終
期
の
表
示
を
「
任
意
」
と
し
て
い
る
（
同
項
番
25
）
旨
の
理
由
か
ら
、
債
権
発
生
時
債
権
額

及
び
譲
渡
時
債
権
額
を
記
載
し
た
債
権
譲
渡
登
記
は
、
終
期
の
定
め
が
な
い
も
の
の
、
将
来
債
権
の
見
積
額
を
登
記
し
た
も
の
と
認
め
る

こ
と
が
で
き
、
斯
様
な
登
記
に
お
い
て
は
「
債
権
発
生
年
月
日
の
終
期
の
な
い
登
記
は
、
債
権
発
生
年
月
日
（
始
期
）
か
ら
終
期
の
定
め

の
な
い
期
間
発
生
し
た
債
権
を
譲
渡
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
を
公
示
し
て
い
る
」
と
し
て
、
将
来
債
権
分
を
含
め
て
第
三
者
に
対
す
る

対
抗
力
を
認
め
た
と
い
う
裁
判
例
が
あ
る

（

93
）

。 

 

し
か
し
、
そ
の
控
訴
審
に
お
い
て
は
、
前
記
告
示
に
お
い
て
終
期
の
表
示
が
任
意
で
あ
っ
て
も
、
債
権
発
生
年
月
日
が
複
数
に
わ
た
る

場
合
に
は
、
こ
れ
を
記
載
す
べ
き
も
の
と
解
し
、
約
定
中
の
「
債
権
残
高
に
充
つ
る
ま
で
の
金
額
部
分
」
と
い
う
限
定
文
言
は
譲
渡
対
象

債
権
を
特
定
す
る
た
め
の
終
期
（
不
確
定
期
限
）
を
定
め
た
も
の
で
は
な
く
、
譲
渡
担
保
権
实
行
時
に
お
け
る
債
権
譲
渡
の
限
度
額
を
画
し
、

当
事
者
間
の
清
算
を
合
意
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
結
局
、
当
該
登
記
は
債
権
発
生
の
終
期
を
定
め
な
い
登
記
と
な
り
、

債
権
発
生
の
始
期
と
し
て
記
載
さ
れ
た
日
に
存
在
し
た
債
権
に
つ
い
て
対
抗
力
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
判
示
し
て
、
将
来
債
権
分

に
つ
い
て
は
債
権
譲
渡
担
保
の
対
抗
力
を
認
め
な
か
っ
た

（

94
）

。 

 

ま
た
、
債
権
譲
渡
特
例
法
の
債
権
譲
渡
登
記
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
従
前
は
、
譲
渡
債
権
の
総
額
（
同
法
旧
第
亓
条
一
項
亓
号
）
、
第

三
債
務
者
（
同
条
同
項
六
号
）
が
登
記
の
必
要
的
記
載
事
項
で
あ
っ
た
の
で
、
譲
渡
債
権
額
が
不
特
定
で
あ
り
、
第
三
債
務
者
も
不
特
定
で
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あ
る
集
合
債
権
譲
渡
（
担
保
）
及
び
そ
の
予
約
の
登
記
は
で
き
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
、
斯
様

な
譲
渡
担
保
契
約
な
い
し
予
約
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、
譲
受
人
な
い
し
譲
渡
人
が
、
第
三
債
務
者
に
債
権
譲
渡
登
記
の
通
知
を
す
る
必

要
が
生
じ
て
い
る
も
の
と
判
断
し
、
こ
れ
を
实
行
す
る
際
に
、
通
知
す
べ
き
第
三
債
務
者
及
び
そ
れ
に
対
す
る
譲
渡
対
象
債
権
を
具
体
的

に
選
択
・
特
定
し
、
こ
れ
を
通
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
譲
渡
債
権
を
特
定
し
、
識
別
す
る
こ
と
を
予
定
し
合
意
し
て
い
る
も

の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
な
措
置
を
執
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
多
数
存
在
す
る
第
三
債
務
者
、
他
の
利
害
関
係
の
競
合
す
る
差

押
債
権
者
、
そ
の
他
の
債
権
譲
受
人
な
ど
が
譲
渡
債
権
の
特
定
や
識
別
が
で
き
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
問
題
は
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
解
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
債
権
譲
渡
当
事
者
の
上
記
の
よ
う
な
処
理
に
よ
る
予
定
合
意
は
、
将
来
債
権
の
譲
渡
の
「
終
期
」
と
し

て
登
記
す
る
方
法
は
な
い
か
ら
、
上
記
「
登
記
の
有
益
的
記
載
事
項
」
と
し
て
、
「
各
第
三
債
務
者
に
対
し
て
債
権
譲
渡
登
記
の
通
知
を

す
る
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
将
来
債
権
の
う
ち
、
同
通
知
の
時
点
で
残
存
す
る
債
権
」
な
ど
と
記
録
し
て
、
将
来
債
権
が
譲
渡
対
象
に
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
第
三
債
務
者
や
利
害
関
係
人
に
不
測
の
不
利
益
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
な
措
置
を
執
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
し
て
、
傍
論
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
債
権
譲
渡
特
例
法
が
認
め
て
い
な
か
っ
た
不
特
定
の
将
来
債
権
の
譲
渡
契
約
及
び
予
約
の
登
記

を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
裁
判
例
が
あ
る

（

95
）

。 

 

右
の
よ
う
な
考
え
方
を
採
れ
ば
、
仮
登
記
の
順
位
保
全
効
の
よ
う
な
制
度
と
な
り
、
前
掲
平
成
一
三
年
一
一
月
二
七
日
判
決
に
よ
っ
て
、

も
は
や
行
き
場
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
予
約
型
の
集
合
債
権
譲
渡
担
保
が
活
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
債
権
譲
渡
特
例
法
の
利
用
も

活
発
に
な
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
平
成
一
六
年
の
法
改
正
に
伴
い
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
と
な
っ
た
際
に
、
第
三
債
務
者

の
記
載
が
不
要
と
な
り
、
譲
渡
債
権
総
額
の
記
載
も
既
発
生
の
債
権
譲
渡
に
限
定
さ
れ
た
の
で
（
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
第
八
条
二
項
三
号
）
、

従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
債
権
譲
渡
特
例
法
の
使
い
勝
手
の
悪
さ
は
、
あ
る
程
度
解
消
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

そ
の
後
、
最
高
裁
は
、
右
平
成
一
三
年
の
東
京
高
裁
判
決
の
上
告
審
判
決
（
最
判
平
成
一
四
年
一
〇
月
一
〇
日
）
に
お
い
て
、
控
訴
審
判
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決
と
同
様
、
債
権
譲
渡
登
記
に
譲
渡
債
権
の
発
生
年
月
日
の
終
期
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
債
権
譲
渡
登
記
に
か
か
る
債

権
譲
渡
が
数
日
に
わ
た
っ
て
発
生
し
た
債
権
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
他
に
当
該
債
権
譲
渡
登
記
中
に
始
期
当
日
以
外

の
日
に
発
生
し
た
債
権
も
譲
渡
の
目
的
で
あ
る
旨
の
記
録
が
な
い
限
り
、
債
権
譲
受
人
は
、
当
該
債
権
譲
渡
登
記
を
も
っ
て
、
始
期
当
日

以
外
の
日
に
発
生
し
た
債
権
の
譲
り
受
け
を
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
判
示
し
た

（

96
）

。 

 

右
の
平
成
一
四
年
判
決
に
対
し
て
は
、
賛
否
両
論
が
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
は
終
期
が
登
記
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
将
来
債
権
の
譲
渡

担
保
を
否
定
す
る
見
解
、
即
ち
、
平
成
一
四
年
判
決
に
賛
意
を
示
す
も
の
が
多
い

（

97
）

。
こ
の
学
説
の
趨
勢
に
お
い
て
は
、
将
来
債
権
譲

渡
の
終
期
、
即
ち
、
譲
渡
担
保
権
の
存
続
期
間
を
特
定
す
る
何
ら
か
の
記
載
が
な
い
場
合
に
は
、
利
害
関
係
人
の
多
い
債
権
譲
渡
担
保
を

め
ぐ
る
情
勢
に
お
い
て
は
、
そ
の
範
囲
の
確
定
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
観
点
、
ま
た
、
対
抗
要
件
と
し
て
の
登
記
の
公
示
力
と
い
う
観
点

か
ら
、
将
来
債
権
譲
渡
の
第
三
者
対
抗
力
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。 

 

例
え
ば
、
角
紀
代
恵
教
授
は
、
平
成
一
四
年
判
決
に
対
す
る
論
評
に
お
い
て
、
流
動
債
権
譲
渡
担
保
に
は
多
く
の
場
合
確
定
期
限
と
し

て
の
終
期
は
存
在
せ
ず
、
債
権
譲
渡
登
記
の
原
因
が
譲
渡
担
保
と
記
載
し
て
あ
れ
ば
、
「
登
記
か
ら
将
来
債
権
も
譲
渡
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
と
の
認
識
を
得
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
解
し
つ
つ
も
、
斯
様
な
認
識
を
得
る
た
め
に
は
、
「
債
権
譲
渡
担

保
契
約
の
内
容
を
類
推
す
る
と
い
う
作
業
が
不
可
欠
」
で
あ
り
、
「
こ
の
よ
う
な
作
業
を
経
な
け
れ
ば
譲
渡
目
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

認
識
で
き
な
い
債
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
登
記
に
よ
る
対
抗
力
の
付
与
を
認
め
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
統
一
商
事
法
典
第
九
編
が
定
め
る
登

録
制
度
の
よ
う
に
調
査
の
出
発
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
登
記
の
場
合
に
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
債
権
譲
渡
登

、
、
、
、
、
、
、
、
、

記
は
、
、
、
不
動
産
登
記
と
同
様
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
（
＊
註
＋
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
、
登
記
の
記
載
か
ら
実
観
的
に
判
断
さ
れ
る
範
囲
で
対
抗
力
が
認
め
ら
れ

る
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
」
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
始
期
の
み
の
登
記
で
は
「
他
に
始
期
当
日
以
外
の
日
に
発
生
し
た
債
権
も
譲
渡
の
目

的
で
あ
る
旨
の
記
録
が
な
い
登
記
で
は
、
登
記
自
体
か
ら
始
期
当
日
以
外
の
日
に
発
生
し
た
債
権
も
譲
渡
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
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認
識
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
債
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
対
抗
力
を
具
備
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」

（

98
）

と
し
て
、
現
状
の
債
権
譲
渡
登
記
制
度
下
に
お
い
て
は
、
登
記
に
よ
る
画
一
的
な
処
理
が
な
さ
れ
る
べ
き
旨
を
主
張
し
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
斯
様
な
画
一
的
な
い
し
定
型
的
な
処
理
を
標
榜
す
る
学
説
が
多
い
中
で
、
潮
見
佳
男
教
授
は
、
終
期
の
定
め
の
な
い
集
合
債

権
譲
渡
も
「
債
権
譲
渡
特
例
法
立
案
当
時
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
と
比
べ
て
有
効
と
さ
れ
る
場
合
が
広
げ
ら
れ
た
結
果
、
实
体
法

上
で
の
集
合
債
権
譲
渡
の
有
効
性
に
対
応
し
た
処
理
準
則
を
債
権
譲
渡
特
例
法
の
定
め
る
公
示
手
段
・
対
抗
要
件
レ
ベ
ル
で
ど
の
よ
う
に

構
築
す
る
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
、
や
や
柔
軟
に
解
す
る
余
地
を
残
し
つ
つ
、
た
だ
、
「
債
権
譲
渡
特
例
法

が
『
債
権
譲
渡
登
記
』
と
い
う
手
段
に
公
示
機
能
を
担
わ
せ
た
以
上
、
公
示
さ
れ
第
三
者
対
抗
力
を
与
え
ら
れ
る
譲
渡
債
権
に
つ
い
て
は
、

譲
渡
登
記
か
ら
実
観
的
か
つ
明
確
に
認
識
で
き
る
範
囲
に
限
る
と
い
う
の
が
適
切
で
」
あ
る
か
ら
、
「
終
期
が
定
ま
っ
て
い
な
い
集
合
債

権
譲
渡
に
つ
き
、
譲
渡
債
権
に
関
し
て
実
観
的
に
誤
認
を
生
じ
さ
せ
ず
、
か
つ
第
三
者
に
も
認
識
可
能
な
形
で
債
権
譲
渡
登
記
フ
ァ
イ
ル

上
に
お
い
て
公
示
で
き
る
方
法
が
な
い
か
ど
う
か
を
探
求
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
平
成
一
四
年
判
決
の
原
審
が
示
し
た
「
便
宜
的
な

方
法
」
に
つ
い
て
一
定
の
理
解
を
示
し
て
い
る

（

99
）

。 

 

更
に
、
山
田
誠
一
教
授
は
、
こ
れ
ま
で
の
動
産
債
権
譲
渡
担
保
の
公
示
方
法
に
関
す
る
議
論
状
況
は
そ
れ
ぞ
れ
の
帰
属
変
更
を
第
三
者

に
対
抗
す
る
た
め
の
議
論
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
不
動
産
登
記
、
債
権
譲
渡
登
記
、
動
産
譲
渡
登
記
を
そ
の
権
利
の
帰
属
変
更
の
第
三
者

対
抗
要
件
と
し
て
位
置
づ
け
て
き
た
視
点
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
今
後
は
、
斯
様
な
従
来
の
権
利
帰
属
変
更
型
対
抗
要
件
と
は
異

な
り
、
「
担
保
契
約
を
登
記
す
る
こ
と
に
よ
り
、
担
保
契
約
の
効
力
、
す
な
わ
ち
、
担
保
目
的
物
か
ら
優
先
的
に
弁
済
を
受
け
る
地
位
を

担
保
権
者
が
有
す
る
こ
と
を
、
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
登
記
制
度
」
の
構
築
可
能
性
を
示
唆
し
、
い
わ
ば
担
保
・
優

先
弁
済
権
型
対
抗
要
件
と
も
い
う
べ
き
登
記
制
度
の
創
設
を
提
唱
し
た

（

100
）

。
山
田
教
授
に
よ
る
と
、
こ
の
担
保
・
優
先
弁
済
権
を
公
示

す
る
登
記
制
度
の
下
で
は
、
「
在
庫
が
、
売
掛
債
権
に
な
り
、
代
金
と
し
て
支
払
わ
れ
、
そ
れ
が
預
金
と
さ
れ
、
ま
た
、
そ
こ
か
ら
の
支
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払
に
よ
り
在
庫
を
購
入
す
る
と
い
う
一
連
の
サ
イ
ク
ル
に
あ
る
財
産
を
、
シ
ー
ム
レ
ス
に
担
保
化
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
期
待
が
」
あ
り
、
ま
た
、
「
在
庫
を
担
保
と
し
た
と
き
、
そ
の
売
却
代
金
債
権
に
は
物
上
代
位
は
成
立
す
る
の
か
、
成
立
す
る

と
す
る
と
物
上
代
位
に
よ
っ
て
行
使
す
る
こ
と
と
な
る
担
保
権
と
、
売
掛
債
権
を
直
接
に
対
象
と
し
た
担
保
権
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係

に
立
つ
か
と
い
う
問
題
を
、
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
」
も
の
と
解
さ
れ
、
「
こ
の
よ
う
な
財
産
の
各
形
態
ご
と
に
規
律

す
る
と
い
う
発
想
を
超
え
た
担
保
公
示
制
度
こ
そ
、
担
保
を
成
立
さ
せ
る
経
済
的
な
要
請
の
实
質
に
即
し
て
い
る
」
も
の
と
解
さ
れ
て
い

る
（

101
）

。 

 

こ
の
山
田
教
授
の
発
想
は
、
権
利
の
移
転
を
利
用
す
る
担
保
と
い
う
発
想
か
ら
、
価
値
権
を
把
握
す
る
だ
け
の
担
保
と
い
う
発
想
、
即

ち
、
動
産
や
債
権
等
の
流
動
資
産
を
利
用
し
た
担
保
に
お
い
て
も
、
实
質
的
に
も
形
式
的
に
も
権
利
移
転
構
成
を
取
ら
な
い
抵
当
権
型
の

登
記
制
度
を
創
設
す
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
こ
の
発
想
は
、
古
く
は
後
述
す
る
よ
う
な
（
註
＊
110
＋
）
登
録
質
な
い
し
動
産
抵
当
制
度

と
同
様
の
も
の
で
あ
り
、
近
時
の
ア
メ
リ
カ
の
Ｕ
Ｃ
Ｃ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
と
も
機
能
的
に
は
類
似
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
後
、

い
ず
れ
の
発
想
に
進
ん
で
い
く
か
は
容
易
に
予
想
の
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
後
者
の
発
想
は
、
従
来
の
発
想
と
は
異
な
り
、
「
担

保
契
約
書
（secu

rity
 
ag

reem
en

t

）
」
を
登
録
す
る
の
で
は
な
く
、
「
債
務
者
が
あ
る
債
権
者
と
担
保
取
引
中
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
担
保

取
引
を
行
う
予
定
が
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
」
と
し
て
の
「
貸
付
証
書
（fin

an
cin

g
 statem

en
t

）
」
の
み
を
公
示
す
る
「
公
示
登
録
制
度
（n

o
tice 

filin
g
 
sy

stem

）
」
で
あ
る
こ
と
か
ら

（

102
）

、
現
在
わ
が
国
に
お
い
て
主
流
と
な
っ
て
い
る
確
定
型
・
取
立
権
留
保
型
の
集
合
債
権
譲
渡
担

保
の
設
定
及
び
そ
の
債
権
譲
渡
登
記
と
い
う
発
想
と
は
大
い
に
か
け
離
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
制
度
設
計
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の

か
に
関
し
て
も
、
今
後
も
興
味
を
も
っ
て
、
と
も
に
考
え
て
み
た
い
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
債
権
譲
渡
登
記
制
度
下
に
お
け
る
一
般
論
と
し
て
は
、
前
述
し
た
平
成
一
四
年
判
決
を
論
評
し
た
多
数
説
が
主
張
す

る
よ
う
に
、
将
来
債
権
に
関
す
る
公
示
が
全
く
欠
け
て
い
る
登
記
に
対
抗
力
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
实
体
と
登
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記
と
の
不
一
致
を
承
認
す
る
こ
と
も
ま
た
、
公
示
の
原
則
か
ら
は
到
底
容
認
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
平
成
一
四
年
判
決
の
事
实
関
係
に
お
い
て
は
、
「
債
権
の
発
生
年
月
日
（
始
期
）
」
が
登
記
さ
れ
て
お
り
、
「
始
期
」
が
登

記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
将
来
債
権
の
譲
渡
が
推
認
さ
れ
う
る
と
も
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
「
発
生
時
債
権
額
」
と
「
譲
渡
時
債
権
額
」

が
登
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
非
常
に
概
括
的
に
で
は
あ
る
が
、
将
来
債
権
の
見
積
額
が
登
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で

き
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
将
来
債
権
に
つ
い
て
も
予
め
譲
渡
さ
れ
て
い
る
旨
が
公
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
更
に
、
登
記
に
よ
っ
て
公
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
契
約
条
項
の
中
に
、
「
現
在
有
し
、
ま
た
は
将
来
有
す
る
債
権
の
う
ち

債
権
残
高
に
充
つ
る
ま
で
の
金
額
部
分
」
を
被
譲
渡
債
権
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
の
で
、
こ
の
契
約
条
項
の
記
載
か
ら
は
、
当
事
者
の

意
思
は
、
譲
渡
人
に
対
す
る
債
権
の
満
足
を
得
ら
れ
る
ま
で
の
集
合
債
権
譲
渡
担
保
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
ら
一

連
の
事
实
関
係
か
ら
推
測
す
る
に
、
斯
様
な
事
实
関
係
を
第
三
債
務
者
が
認
識
し
え
な
い
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
ま

た
、
斯
様
に
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
登
記
記
録
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
斯
様
な
契
約
書
そ
れ
自
体
の
内
容
を

申
請
時
に
お
い
て
デ
ー
タ
化
さ
せ
、
登
記
記
録
に
付
属
す
る
デ
ー
タ
と
し
て
記
録
し
て
、
こ
れ
を
一
般
に
公
示
す
る
こ
と
と
す
れ
ば
、
特

約
事
項
ま
で
を
含
め
、
登
記
に
よ
る
対
抗
力
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
大
変
便
宜
で
あ
る
と
と
も
に
、
斯
様
な
登
記
記
録
方
法

を
採
れ
ば
、
画
一
的
な
登
記
記
録
を
法
定
す
る
必
要
は
な
く
、
私
的
自
治
の
領
域
に
お
け
る
契
約
と
い
う
法
源
を
そ
の
ま
ま
登
記
に
反
映

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
大
変
効
率
的
で
も
あ
る
。 

 

右
に
述
べ
て
き
た
種
々
の
私
見
か
ら
観
察
し
た
場
合
に
は
、
右
平
成
一
四
年
判
決
の
構
成
及
び
結
論
に
は
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
。
今
後

は
、
集
合
債
権
を
目
的
と
し
た
債
権
譲
渡
な
い
し
債
権
譲
渡
担
保
の
登
記
に
関
し
て
、
不
動
産
登
記
と
は
異
な
る
特
殊
な
担
保
の
登
記
な

の
だ
と
い
う
明
確
な
認
識
の
下
に
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
特
に
将
来
債
権
の
譲
渡
に
関
し
て
、
極
度
額
（
被
担
保
債
権
額

に
見
合
っ
た
譲
渡
債
権
額
の
設
定
）
、
債
権
発
生
の
終
期
に
代
わ
る
譲
渡
債
権
の
限
度
額

（

103
）

、
債
権
譲
渡
登
記
の
通
知
時
点
に
お
け
る
残
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存
債
権
の
表
示
な
ど
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
は
一
種
の
根
担
保
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
、
あ
る
程
度
概
括
的
な
登
記
方
法
を
認

め
る
な
ど
し
て
、
登
記
の
方
法
な
い
し
登
記
内
容
の
具
体
化
と
い
う
観
点
か
ら
制
度
を
根
本
的
に
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、

契
約
書
そ
れ
自
体
を
デ
ー
タ
化
し
て
登
記
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
を
伴
わ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
、
あ
る
程
度
概
括
的
な
ル
ー

ル
を
策
定
し
て
、
対
抗
力
に
関
す
る
最
低
限
の
規
制
を
設
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
斯
様
な
登
記
方
法
も
可
能
で
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

  

註
（
83
）
福
岡
高
判
昭
和
三
九
年
一
一
月
一
六
日
高
裁
民
集
一
七
巻
七
号
四
九
六
頁
（
控
訴
棄
却
・
請
求
認
容
・
確
定
）
。 

 

本
件
の
事
实
関
係
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

Ａ
会
社
は
、
Ｂ
銀
行
に
対
す
る
金
融
取
引
上
の
債
務
を
担
保
す
る
た
め
、
Ｂ
と
の
間
に
お
い
て
、
Ａ
が
将
来
一
年
内
に
発
生
し
、
第
三
債
務
者

Ｙ
か
ら
支
払
を
受
け
る
べ
き
納
品
代
金
、
請
負
金
そ
の
他
債
権
全
部
を
包
括
的
に
譲
渡
し
、
Ｙ
は
、
確
定
日
付
あ
る
証
書
を
も
っ
て
右
債
権
譲
渡

を
承
諾
し
た
。
そ
の
後
、
Ａ
は
、
二
回
に
渡
り
、
Ｙ
に
構
内
運
搬
用
車
両
を
売
り
渡
し
、
売
掛
代
金
債
権
が
発
生
し
た
と
こ
ろ
、
Ａ
は
、
こ
の
債

権
を
Ｘ
に
譲
渡
し
、
第
三
債
務
者
Ｙ
に
対
し
て
、
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
が
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
譲
渡
さ
れ

た
債
権
に
基
づ
き
、
そ
の
支
払
を
訴
求
し
た
。 

 

右
の
事
实
関
係
に
お
い
て
、
福
岡
高
裁
は
、
「
一
般
に
契
約
当
事
者
間
に
お
い
て
債
権
の
発
生
を
予
想
し
え
ら
れ
、
か
つ
そ
の
基
盤
た
る
法
律

関
係
が
存
在
す
る
限
り
、
か
か
る
将
来
の
債
権
譲
渡
も
そ
の
効
力
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
」
と
し
、
「
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
た
る
通
知
な
い

し
承
諾
は
、
尐
な
く
と
も
、
こ
れ
に
よ
り
特
定
の
債
権
を
譲
受
人
に
移
転
し
た
と
い
う
事
实
を
通
知
な
い
し
承
諾
す
る
行
為
で
あ
り
、
し
か
も
当

該
債
権
が
二
重
に
譲
渡
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
右
通
知
、
ま
た
は
承
諾
に
よ
り
そ
の
優
劣
が
決
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
右
譲
渡
を
も
っ
て
債
務
者
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
に
は
通
知
、
承
諾
の
時
点
に
お
い
て
当
該
債
権
は
既
に
発
生
し
て
い

る
か
、
発
生
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
将
来
の
債
権
と
し
て
そ
の
同
一
性
を
認
識
し
得
る
程
度
に
内
容
が
特
定
し
、
明
確
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
し
て
、
Ｙ
の
控
訴
を
棄
却
し
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
の
で
あ
る
。 

 

註
（
84
）
東
京
地
判
平
成
一
〇
年
二
月
亓
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
八
亓
号
二
一
四
頁
（
請
求
棄
却
・
確
定
）
。 

 

本
件
の
事
实
関
係
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

Ｘ
は
、
平
成
九
年
四
月
一
六
日
、
Ｂ
会
社
に
対
し
て
、
Ａ
会
社
が
Ｂ
会
社
に
対
し
て
有
す
る
売
掛
代
金
債
権
の
総
額
を
同
年
一
月
二
三
日
付
の
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債
権
譲
渡
契
約
書
に
よ
り
Ｘ
に
譲
渡
し
た
旨
の
民
法
第
四
六
七
条
に
よ
る
確
定
日
付
あ
る
内
容
証
明
郵
便
（
譲
渡
人
Ａ
の
署
名
捺
印
、
譲
受
人
Ｘ

の
記
名
押
印
あ
り
）
を
送
付
し
、
こ
の
通
知
は
翌
日
に
Ｂ
方
へ
到
達
し
た
。
右
債
権
譲
渡
契
約
は
、
Ｘ
・
Ａ
間
の
取
引
基
本
契
約
に
基
づ
く
Ａ
の

一
切
の
債
務
の
不
履
行
を
停
止
条
件
と
し
て
、
Ａ
の
Ｂ
に
対
し
て
現
在
有
す
る
売
掛
代
金
債
権
及
び
将
来
取
得
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
売
掛
代
金
債

権
を
Ｘ
に
譲
渡
す
る
旨
の
停
止
条
件
付
集
合
債
権
譲
渡
で
あ
る
。
Ｂ
は
、
平
成
九
年
六
月
九
日
、
Ａ
に
対
し
、
弁
済
期
を
同
年
四
月
三
〇
日
及
び

同
年
亓
月
三
一
日
と
す
る
一
四
亓
万
亓
〇
九
円
の
買
掛
代
金
債
務
を
負
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
該
通
知
の
印
影
が
Ａ
の
通
常
の
取
引
印
と
異
な
り
、

こ
の
点
を
Ａ
に
確
認
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
Ａ
の
代
表
者
が
行
方
不
明
の
た
め
確
認
で
き
な
い
の
で
、
自
己
の
債
務
の
債
権
者
が
Ａ
な
の
か
、

Ｘ
な
の
か
が
確
知
で
き
な
い
と
し
て
、
同
債
務
金
額
を
弁
済
供
託
し
た
。
Ａ
は
一
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
国
税
を
滞
納
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
、

Ｙ
（
国
＊
東
京
国
税
局
長
＋
）
は
、
平
成
九
年
四
月
一
八
日
、
国
税
滞
納
処
分
に
よ
り
、
同
日
現
在
に
お
い
て
Ａ
が
Ｂ
に
対
し
て
有
す
る
売
掛
代

金
債
権
を
差
し
押
さ
え
、
右
差
押
通
知
書
は
、
同
月
二
一
日
に
Ｂ
方
へ
到
達
し
た
。
そ
の
後
、
Ｙ
（
国
＊
東
京
国
税
局
長
＋
）
は
、
同
月
二
亓
日
、

Ｂ
の
供
託
に
係
る
Ａ
の
供
託
金
還
付
請
求
権
を
差
し
押
さ
え
、
右
差
押
通
知
書
は
、
同
年
一
〇
月
一
日
、
法
務
局
に
到
達
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
（
国
＊
法
務
大
臣
＋
）
に
対
し
て
、
供
託
金
還
付
請
求
権
の
確
認
を
訴
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
（
国
＊
法
務
大
臣
＋
）

は
、
本
件
債
権
譲
渡
契
約
当
時
、
債
権
の
発
生
原
因
が
不
確
定
で
あ
り
、
発
生
を
確
实
に
予
測
し
え
ず
、
始
期
と
終
期
も
特
定
さ
れ
て
い
な
い
と

し
て
、
債
権
譲
渡
の
無
効
を
主
張
し
、
ま
た
、
当
該
通
知
の
内
容
も
債
権
譲
渡
の
同
一
性
を
認
識
し
う
る
程
度
に
特
定
か
つ
明
確
に
さ
れ
て
い
な

い
と
し
て
、
対
抗
要
件
を
具
備
し
て
い
な
い
と
主
張
し
た
。 

 

右
の
事
实
関
係
に
お
い
て
、
東
京
地
裁
は
、
「
債
権
譲
渡
契
約
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
譲
渡
の
対
象
と
な
る
債
権
の
範
囲
が
譲
渡
人
と
譲

受
人
間
で
確
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。
…
…
Ｘ
と
Ａ
間
の
債
権
譲
渡
契
約
書
…
…
に
は
、
譲
渡
の
対
象
と
な
る
、
平
成
九

年
一
月
二
三
日
よ
り
後
に
Ａ
が
Ｂ
に
対
し
取
得
す
る
売
掛
代
金
債
権
に
つ
き
、
そ
の
終
期
の
記
載
が
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
他
に
、
…
…
そ
の

終
期
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
平
成
九
年
一
月
二
三
日
現
在
、
Ａ
が
Ｂ
に
対
し
て
有
す
る
売
掛
代

金
債
権
は
格
別
、
平
成
九
年
一
月
二
三
日
よ
り
後
に
Ａ
が
Ｂ
に
対
し
取
得
す
る
将
来
の
売
掛
代
金
債
権
に
つ
い
て
は
譲
渡
の
対
象
と
な
る
範
囲
が

譲
渡
人
と
譲
受
人
間
で
確
定
し
て
お
ら
ず
、
…
…
（
本
件
）
債
権
譲
渡
契
約
は
、
…
…
（
同
日
よ
り
）
後
に
Ａ
が
Ｂ
に
対
し
て
取
得
す
る
売
掛
代

金
債
権
に
関
す
る
部
分
に
つ
き
無
効
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
し
て
、
将
来
債
権
部
分
の
譲
渡
を
無
効
と
判
示
し
、
ま
た
、
「
債
権
譲
渡
を
対

抗
す
る
に
は
、
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
っ
て
、
譲
渡
さ
れ
た
債
権
の
同
一
性
を
認
識
し
う
る
程
度
に
内
容
を
特
定
し
、
明
確
に
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
（
本
件
債
権
譲
渡
契
約
書
に
は
）
売
買
契
約
の
目
的
物
の
表
示
、
取
引
日
時
の
限
定
等
の
一
切
の
表
示
は
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な
く
、
売
掛
代
金
の
総
額
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
、
債
権
の
同
一
性
を
認
識
し
う
る
程
度
に
内
容
が
特
定
さ
れ
て
い
る
と
は
到
底
言

え
な
い
」
と
し
て
、
対
抗
要
件
の
効
力
も
認
め
ら
れ
な
い
と
判
示
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。 

 

註
（
85
）
最
判
昭
和
亓
八
年
三
月
二
二
日
金
融
法
務
事
情
一
〇
亓
〇
号
四
一
頁
（
上
告
棄
却
）
。 

 

本
件
の
事
实
関
係
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

Ａ
会
社
は
、
Ｘ
と
の
間
に
お
い
て
、
Ａ
が
営
業
を
休
止
し
、
ま
た
は
、
Ｘ
と
の
取
引
関
係
を
終
了
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を

停
止
条
件
と
し
て
、
Ａ
が
第
三
債
務
者
に
対
し
て
現
に
有
す
る
売
掛
代
金
債
権
及
び
将
来
取
得
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
売
掛
代
金
債
権
を
Ｘ
に
譲
渡

す
る
旨
の
債
権
譲
渡
契
約
を
締
結
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
、
停
止
条
件
が
成
就
し
、
右
債
権
譲
渡
の
効
力
が
発
生
し
た
。
Ａ
は
、
Ｙ
ら
四
社

に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
万
円
余
り
、
四
四
万
円
余
り
、
一
八
万
円
余
り
、
一
二
〇
万
円
余
り
、
合
計
二
八
二
万
円
余
り
の
売
掛
代
金
債
権
を

有
し
て
お
り
、
Ｘ
は
、
こ
れ
ら
を
取
得
し
た
。
そ
し
て
、
Ａ
の
名
で
Ｙ
ら
四
社
各
自
に
対
し
て
売
掛
代
金
債
権
を
Ｘ
に
譲
渡
し
た
旨
の
債
権
譲
渡

通
知
書
が
簡
易
書
留
郵
便
に
て
送
付
さ
れ
、
各
自
に
到
達
し
た
が
、
右
本
件
通
知
書
に
は
確
定
日
付
が
な
か
っ
た
。
Ａ
は
、
そ
の
後
、
破
産
宠
告

を
受
け
、
Ｙ

５

が
破
産
管
財
人
に
選
任
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
Ｙ

５

は
、
Ｘ
に
対
し
て
、
確
定
日
付
あ
る
内
容
証
明
郵
便
に
て
、
本
件
債
権
を
回
収
し

な
い
よ
う
申
し
入
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
Ａ
の
有
す
る
売
掛
代
金
債
権
が
Ｘ
に
譲
渡
さ
れ
た
旨
の
通
知
が
Ａ
の
名
で
各
売
掛
先
に
発
信
さ
れ
た

旨
の
記
載
が
あ
る
だ
け
で
、
債
権
額
、
第
三
債
務
者
等
の
具
体
的
な
記
載
が
欠
け
て
い
た
。 

 

本
件
に
お
け
る
争
点
は
、
①
債
権
譲
渡
通
知
書
の
破
産
管
財
人
に
対
す
る
対
抗
力
、
②
債
権
譲
渡
通
知
書
に
確
定
日
付
が
な
く
、
書
留
郵
便
物

受
領
証
に
確
定
日
付
が
あ
る
場
合
に
確
定
日
付
が
あ
る
と
い
え
る
か
、
③
確
定
日
付
あ
る
内
容
証
明
郵
便
の
内
容
に
具
体
性
が
欠
け
て
い
る
場
合

に
も
確
定
日
付
が
あ
る
と
い
え
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

 

右
の
事
实
関
係
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
「
指
名
債
権
の
譲
渡
を
受
け
た
者
は
、
譲
渡
人
が
破
産
宠
告
を
受
け
た
場
合
に
は
、
破
産
宠
告
前
に

右
譲
渡
に
つ
い
て
民
法
四
六
七
条
二
項
所
定
の
対
抗
要
件
を
具
備
し
な
い
限
り
、
右
債
権
の
譲
受
を
も
っ
て
破
産
管
財
人
に
対
抗
し
え
な
い
も
の
」

で
あ
り
、
ま
た
、
「
民
法
施
行
法
第
亓
条
四
号
に
い
う
『
確
定
日
付
あ
る
証
書
中
に
私
署
証
書
を
引
用
し
た
る
と
き
』
と
は
、
確
定
日
付
あ
る
証

書
そ
れ
自
体
に
当
該
私
署
証
書
の
存
在
と
そ
の
同
一
性
が
明
確
に
認
識
し
う
る
程
度
に
そ
の
作
成
者
、
作
成
日
、
内
容
等
の
全
部
ま
た
は
一
部
が

記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
」
も
の
と
解
し
、
「
（
本
件
）
確
定
日
付
の
あ
る
内
容
証
明
郵
便
に
は
、
Ａ
会
社
名
で
そ
の
有
す
る
売
掛
代
金
債

権
を
Ｘ
に
譲
渡
し
た
旨
の
通
知
が
各
売
掛
先
に
対
し
発
信
さ
れ
て
い
る
と
の
事
实
が
記
載
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
債
権
額
、
債
務
者
等
の
具
体

的
記
載
に
欠
け
、
し
か
も
右
記
載
は
、
Ｙ
が
、
Ｘ
に
対
し
右
債
権
の
回
収
を
し
な
い
よ
う
申
し
入
れ
る
前
提
と
し
て
、
右
譲
渡
通
知
に
言
及
し
た
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も
の
に
す
ぎ
な
い
」
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
本
件
に
お
い
て
は
書
留
郵
便
物
に
確
定
日
付
が
な
い
の
で
対
抗
し
え
ず
、
書
留
郵
便
物
受
領
証
で
こ

れ
に
代
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
た
。 

 

註
（
86
）
「
判
決
速
報
」
金
融
法
務
事
情
一
〇
亓
〇
号
（
一
九
八
四
年
）
四
一
頁
（
四
一
―
四
二
頁
）
に
お
け
る
最
判
昭
和
亓
八
年
三
月
二
二
日
に

関
す
る
無
署
名
の
コ
メ
ン
ト
参
照
。 

 

註
（
87
）
最
判
平
成
一
一
年
一
月
二
九
日
民
集
亓
三
巻
一
号
一
亓
一
頁
（
破
棄
自
判
）
。 

 

本
件
の
事
实
関
係
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

Ａ
診
療
所
を
経
営
す
る
医
師
Ａ
は
、
昭
和
亓
七
年
一
一
月
一
六
日
、
Ｙ
リ
ー
ス
会
社
と
の
間
に
お
い
て
、
Ｙ
の
Ａ
に
対
し
て
有
す
る
債
権
の
回

収
を
目
的
と
し
て
、
Ａ
は
、
同
年
一
二
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
二
月
二
八
日
ま
で
の
八
年
三
カ
月
余
り
の
間
に
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
Ｂ

か
ら
支
払
を
受
け
る
べ
き
診
療
報
酬
債
権
に
つ
き
、
昭
和
亓
七
年
一
二
月
か
ら
同
亓
九
年
一
〇
月
ま
で
は
毎
月
四
四
万
一
四
亓
一
円
、
同
年
一
一

月
か
ら
平
成
三
年
一
月
ま
で
は
毎
月
九
一
万
六
七
四
円
、
同
年
二
月
は
一
〇
一
万
四
六
七
九
円
、
合
計
七
九
四
六
万
八
六
〇
二
円
を
Ｙ
に
譲
渡
す

る
旨
の
契
約
を
締
結
し
、
昭
和
亓
七
年
一
一
月
二
四
日
、
Ｂ
基
金
に
対
し
、
本
件
契
約
に
つ
い
て
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
っ
て
通
知
し
た
。
一

方
、
Ｘ
（
仙
台
国
税
局
長
）
は
、
平
成
元
年
亓
月
二
亓
日
、
国
税
滞
納
処
分
に
よ
り
、
Ａ
が
平
成
元
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
六
月
三
〇
日
ま

で
の
間
に
Ｂ
基
金
か
ら
支
払
を
受
け
る
べ
き
診
療
報
酬
債
権
（
以
下
、
「
本
件
債
権
部
分
」
と
称
す
る
）
を
差
し
押
さ
え
、
同
日
、
Ｂ
基
金
に
対

し
て
そ
の
旨
の
差
押
通
知
書
が
送
達
さ
れ
た
。
Ｂ
基
金
は
、
本
件
債
権
部
分
に
係
る
各
債
権
に
つ
い
て
、
平
成
元
年
七
月
二
亓
日
か
ら
同
二
年
六

月
二
七
日
ま
で
の
間
、
債
権
者
不
確
知
を
原
因
と
し
、
被
供
託
者
を
Ａ
ま
た
は
Ｙ
と
し
て
、
合
計
亓
一
九
万
六
〇
〇
九
円
を
供
託
し
た
。
そ
こ
で
、

Ｘ
は
、
平
成
元
年
一
〇
月
四
日
か
ら
同
二
年
八
月
二
日
ま
で
の
間
に
、
右
の
各
供
託
金
に
関
す
る
Ａ
の
還
付
請
求
権
を
順
次
差
し
押
さ
え
、
平
成

元
年
一
〇
月
亓
日
か
ら
同
二
年
八
月
三
日
ま
で
の
間
に
、
法
務
局
（
供
託
官
）
に
対
し
て
、
そ
の
旨
の
各
差
押
通
知
書
を
送
達
し
た
。
そ
し
て
、

Ｘ
は
、
右
各
還
付
請
求
権
に
つ
い
て
取
立
権
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
訴
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
は
、
債
権
発
生
の
不
確
定
な
将
来
債
権

の
譲
渡
は
無
効
で
あ
る
旨
を
主
張
し
て
、
反
訴
を
提
起
し
た
。 

 

原
審
は
、
将
来
発
生
す
べ
き
診
療
報
酬
債
権
の
譲
渡
は
、
始
期
と
終
期
と
を
特
定
し
て
譲
渡
の
範
囲
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
、
そ
の

一
定
額
以
上
が
安
定
し
て
発
生
す
る
こ
と
が
確
实
に
期
待
さ
れ
る
、
そ
れ
ほ
ど
遠
い
将
来
発
生
す
る
債
権
で
な
い
限
り
有
効
で
あ
る
と
し
、
そ
の

有
効
性
の
認
め
ら
れ
る
期
間
の
長
さ
は
、
一
定
額
以
上
の
債
権
が
安
定
し
て
発
生
す
べ
き
確
实
性
の
程
度
を
事
案
に
応
じ
て
個
別
具
体
的
に
検
討

し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
医
師
の
最
大
の
収
入
源
で
あ
る
診
療
報
酬
債
権
を
将
来
に
わ
た
っ
て
譲
渡
す
る
と
い
う
こ
と
は
経
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営
資
金
の
短
期
間
で
の
逼
迫
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
一
般
的
に
は
、
債
権
譲
渡
契
約
の
う
ち
、
数
年
を
超
え
る
部
分
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
否
定

す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
本
件
債
権
部
分
の
譲
渡
契
約
を
無
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
Ｘ
は
、
こ
の
原
審
判
決
を
不
服
と
し
て
上
告
し
た
。 

 
右
の
事
实
関
係
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
「
債
権
譲
渡
契
約
に
あ
っ
て
は
、
譲
渡
の
目
的
と
さ
れ
る
債
権
が
そ
の
発
生
原
因
や
譲
渡
に
係
る
額

等
を
も
っ
て
特
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
将
来
の
一
定
期
間
内
に
発
生
し
、
又
は
弁
済
期
が
到
来
す
べ
き
幾
つ
か
の
債

権
を
譲
渡
の
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
適
宜
の
方
法
に
よ
り
右
期
間
の
始
期
と
終
期
を
明
確
に
す
る
な
ど
し
て
譲
渡
の
目
的
と
さ
れ
る
債
権
が
特

定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
前
提
に
立
脚
し
、
「
将
来
発
生
す
べ
き
債
権
を
目
的
と
す
る
債
権
譲
渡
契
約
に
あ
っ
て
は
、
契
約
当
事
者
は
、

譲
渡
の
目
的
と
さ
れ
る
債
権
の
発
生
の
基
礎
を
成
す
事
情
を
し
ん
し
ゃ
く
し
、
右
事
情
の
下
に
お
け
る
債
権
発
生
の
可
能
性
の
程
度
を
考
慮
し
た

上
、
右
債
権
が
見
込
み
ど
お
り
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
に
譲
受
人
に
生
ず
る
不
利
益
に
つ
い
て
は
譲
渡
人
の
契
約
上
の
責
任
の
追
及
に
よ
り
清
算

す
る
こ
と
と
し
て
、
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
右
契
約
の
締
結
時
に
お
い
て
右
債
権
発
生
の
可
能
性
が
低
か
っ
た
こ
と

は
、
右
契
約
の
効
力
を
当
然
に
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
解
し
つ
つ
、
「
も
っ
と
も
、
契
約
締
結
時
に
お
け
る
譲
渡
人
の
資
産
状
況
、
譲
渡

人
の
営
業
等
の
推
移
に
関
す
る
見
込
み
、
契
約
内
容
、
契
約
が
締
結
さ
れ
た
経
緯
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
将
来
の
一
定
期
間
内
に
発
生
す
べ
き

債
権
を
目
的
と
す
る
債
権
譲
渡
契
約
に
つ
い
て
、
右
期
間
の
長
さ
等
の
契
約
内
容
が
譲
渡
人
の
営
業
活
動
等
に
対
し
て
社
会
通
念
に
照
ら
し
相
当

と
さ
れ
る
範
囲
を
著
し
く
逸
脱
す
る
制
限
を
加
え
、
又
は
他
の
債
権
者
に
不
当
な
不
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
な
ど
の
特
段
の
事

情
の
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
右
契
約
は
公
序
良
俗
に
反
す
る
な
ど
と
し
て
、
そ
の
効
力
の
全
部
又
は
一
部
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
も

解
し
て
お
り
、
「
（
最
二
小
判
昭
和
亓
三
年
一
二
月
二
亓
日
は
）
契
約
締
結
後
一
年
の
間
に
支
払
担
当
機
関
か
ら
医
師
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
べ

き
診
療
報
酬
債
権
を
目
的
と
す
る
債
権
譲
渡
契
約
の
有
効
性
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
当
該
事
案
の
事
实
関
係
の
下
に
お
い
て
は
こ
れ

を
肯
定
す
べ
き
も
の
と
判
断
し
た
に
と
ど
ま
り
、
将
来
発
生
す
べ
き
債
権
を
目
的
と
す
る
債
権
譲
渡
契
約
の
有
効
性
に
関
す
る
一
般
的
な
基
準
を

明
ら
か
に
し
た
も
の
と
は
解
し
難
い
」
と
判
示
し
た
。 

 

本
判
決
以
前
の
判
例
は
、
将
来
発
生
す
る
債
権
の
譲
渡
担
保
で
あ
っ
て
も
、
「
そ
れ
ほ
ど
遠
い
将
来
の
も
の
で
な
け
れ
ば
」
、
現
在
既
に
債
権

の
発
生
原
因
が
確
定
し
、
そ
の
発
生
を
確
实
に
予
測
し
う
る
と
の
理
由
に
よ
り
、
始
期
と
終
期
を
特
定
し
て
そ
の
権
利
の
範
囲
を
確
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
有
効
に
譲
渡
し
う
る
も
の
と
判
示
し
て
お
り
（
最
判
昭
和
亓
三
年
一
二
月
一
亓
日
判
例
時
報
九
一
六
号
二
亓
頁
）
、
そ
の
後

の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
右
の
「
そ
れ
ほ
ど
遠
い
将
来
の
も
の
で
な
け
れ
ば
」
の
意
味
は
、
「
一
年
内
」
と
い
う
短
期
間
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
て

お
り
（
札
幌
高
決
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
一
六
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
亓
八
六
号
八
二
頁
＊
診
療
報
酬
債
権
の
差
押
え
に
対
す
る
抗
告
事
案
＋
）
、
そ
の
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後
、
こ
の
期
間
の
意
味
に
関
し
て
、
最
高
裁
は
結
論
を
保
留
し
（
最
判
昭
和
六
三
年
四
月
八
日
金
融
法
務
事
情
一
一
九
八
号
二
二
頁
＊
平
成
一
一

年
判
決
と
全
く
同
一
の
事
案
＋
）
、
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
は
解
釈
に
揺
ら
ぎ
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
が
（
東
京
地
判
平
成
亓
年
一
月
二
七

日
金
融
法
務
事
情
一
三
六
八
号
四
八
頁
＊
長
期
に
わ
た
る
債
権
譲
渡
も
当
事
者
に
お
い
て
は
有
効
で
あ
る
が
、
利
害
関
係
あ
る
第
三
者
へ
の
主
張

は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
＋
）
、
本
判
決
は
、
結
果
と
し
て
、
期
間
は
短
期
と
い
う
見
解
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

な
お
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
有
効
要
件
と
い
う
レ
ベ
ル
に
お
け
る
特
定
基
準
に
関
す
る
判
例
及
び
裁
判
例
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
拙

稿
「
判
例
に
現
れ
た
集
合
債
権
譲
渡
担
保
（
一
）
」
法
学
新
報
第
一
一
〇
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
九
頁
（
六
一
頁
以
下
）
に
お
い
て

展
開
し
て
い
る
の
で
、
当
該
論
点
に
関
す
る
論
評
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
と
す
る
。 

 

註
（
88
）
最
判
平
成
一
二
年
四
月
二
一
日
民
集
亓
四
巻
四
号
一
亓
六
二
頁
。 

 

註
（
89
）
最
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二
二
日
民
集
亓
亓
巻
六
号
一
〇
亓
六
頁
。 

 

註
（
90
）
最
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二
七
日
民
集
亓
亓
巻
六
号
一
〇
九
〇
頁
（
上
告
棄
却
）
。 

 

本
件
の
事
实
関
係
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

Ａ
会
社
は
、
昭
和
亓
九
年
七
月
二
日
、
Ｙ
会
社
に
対
し
て
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
入
会
保
証
金
（
預
託
金
）
九
亓
〇
万
円
を
支
払
い
、
本
件
ゴ
ル
フ

会
員
権
を
取
得
し
た
。
Ａ
会
社
は
、
同
月
三
日
、
Ｚ
銀
行
と
の
間
に
お
い
て
、
Ａ
が
Ｚ
と
の
銀
行
取
引
に
お
い
て
負
担
す
る
債
務
の
担
保
と
し
て
、

本
件
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
会
員
権
を
Ｚ
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
予
約
し
、
当
該
債
務
に
つ
き
、
Ａ
に
不
履
行
が
あ
っ
た
と
き
は
Ｚ
の
予
約
完
結
権
の
意
思

表
示
に
よ
っ
て
本
件
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
会
員
権
譲
渡
の
本
契
約
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
合
意
を
な
し
、
同
月
一
二
日
、
Ｙ
は
、
確
定
日

付
あ
る
証
書
に
よ
り
、
本
件
譲
渡
担
保
予
約
を
承
諾
し
た
。
Ｚ
は
、
平
成
三
年
一
〇
月
亓
日
到
達
に
係
る
内
容
証
明
郵
便
に
よ
り
、
Ａ
に
対
し
、

本
件
譲
渡
担
保
予
約
を
完
結
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
が
、
本
件
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
会
員
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る

Ｙ
へ
の
通
知
ま
た
は
Ｙ
か
ら
の
承
諾
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
Ｘ
（
国
＊
大
阪
国
税
局
長
＋
）
は
、
平
成
三
年
一
〇
月
九
日
、
Ａ
に
対
す
る
国
税
滞

納
処
分
と
し
て
、
本
件
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
会
員
権
を
差
し
押
さ
え
、
同
日
、
差
押
通
知
書
を
Ｙ
に
送
達
し
た
。
そ
の
後
、
本
件
預
託
金
の
据
置
期
間

が
経
過
し
、
平
成
八
年
六
月
一
日
、
Ａ
が
解
散
し
て
、
本
件
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
会
員
資
格
を
喪
失
し
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
は
、
Ｙ
に
対
し
、
本
件
預
託

金
の
返
還
請
求
権
を
取
得
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
Ｘ(

国
＊
大
阪
国
税
局
長
＋)

は
、
右
差
押
え
に
基
づ
く
本
件
預
託
金
に
対
す
る
取
立
権
に
よ
り
、
Ｙ
に
対
し
預
託
金
の
支
払
を
訴
求
し

た
と
こ
ろ
、
Ｙ
は
支
払
を
拒
絶
し
、
譲
渡
担
保
予
約
権
者
Ｚ
は
、
本
件
承
諾
に
よ
り
右
予
約
完
結
の
効
果
を
Ｘ
に
対
抗
し
う
る
旨
を
抗
弁
と
し
た
。 
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第
一
審
及
び
原
審
は
、
債
権
譲
渡
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
は
、
第
三
者
を
保
護
す
る
た
め
、
債
務
者
の
認
識
を
通
じ
て
権
利
変
動
を
確

定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
ま
た
は
承
諾
に
よ
っ
て
公
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
債
権
譲
渡
の
事
前
の
承
諾
は
、
確
定
日
付
あ
る
証
書
に

よ
る
も
、
権
利
変
動
が
不
確
定
な
状
態
に
お
け
る
承
諾
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
権
利
変
動
の
時
期
を
正
確
に
表
示
せ
ず
、
権
利
変
動
の
公
示
と
し

て
は
不
完
全
で
あ
っ
て
、
第
三
者
の
保
護
に
欠
け
る
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
債
務
者
に
よ
る
債
権
譲
渡
の
事
前
の
承
諾
は
債
務
者
に
対
す
る
対
抗

要
件
に
は
な
る
も
の
の
、
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
し
て
は
対
抗
要
件
に
な
ら
な
い
も
の
と
判
示
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。 

 

Ｙ
及
び
Ｚ
は
、
右
原
審
判
決
を
不
服
と
し
て
上
告
し
、
①
Ｙ
の
承
諾
は
本
件
予
約
に
関
す
る
事
前
承
諾
で
あ
る
と
し
て
、
対
抗
要
件
と
し
て
欠

け
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
債
務
者
の
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
に
照
ら
し
て
も
、
譲
渡
予
約
に
関
す
る
認
識
が
あ
れ
ば
、
後

の
譲
受
人
に
対
し
て
支
払
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
②
従
来
の
判
例
に
お
い
て
は
、
将
来
債
権
の
譲
渡
通
知
（
大
判
昭
和
九
年
一
二
月
二
八

日
民
集
一
三
巻
二
二
六
一
頁
）
、
他
人
債
権
の
譲
渡
通
知
（
最
判
昭
和
四
三
年
八
月
二
日
民
集
二
二
巻
八
号
一
亓
亓
八
頁
）
、
譲
渡
禁
止
特
約
付

き
債
権
の
譲
渡
通
知
（
最
判
昭
和
亓
二
年
三
月
一
七
日
民
集
三
一
巻
二
号
三
〇
八
頁
）
に
つ
き
、
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
る
通
知
時
に
お
い
て

は
譲
渡
の
効
力
が
な
く
と
も
、
そ
の
後
、
当
該
債
権
が
成
立
し
、
あ
る
い
は
、
譲
渡
人
が
こ
れ
を
取
得
し
、
あ
る
い
は
、
債
務
者
の
承
諾
が
あ
っ

た
と
き
に
は
、
当
初
の
譲
渡
通
知
に
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
の
効
力
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
、
旨
を
主
張
し
た
。 

 

右
の
事
实
関
係
に
お
い
て
、
最
高
裁
は｢
民
法
四
六
七
条
の
規
定
す
る
指
名
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
の
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件

の
制
度
は
、
債
務
者
が
債
権
譲
渡
に
よ
り
債
権
の
帰
属
に
変
更
が
生
じ
た
事
实
を
認
識
す
る
こ
と
を
通
じ
、
こ
れ
が
債
務
者
に
よ
っ
て
第
三
者
に

表
示
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
根
幹
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ(

最
高
裁
昭
和
四
七
年(

オ)

第
亓
九
六
号
同
四
九
年
三
月
七
日
第
一
小
法

廷
判
決･

民
集
二
八
巻
二
号
一
七
四
頁
参
照)

、
指
名
債
権
譲
渡
の
予
約
に
つ
き
確
定
日
付
の
あ
る
証
書
に
よ
り
債
務
者
に
対
す
る
通
知
又
は
そ
の
承

諾
が
さ
れ
て
も
、
債
務
者
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
予
約
完
結
権
の
行
使
に
よ
り
当
該
債
権
の
帰
属
が
将
来
変
更
さ
れ
る
可
能
性
を
了
知
す
る
に
止
ま

り
、
当
該
債
権
の
帰
属
に
変
更
が
生
じ
た
事
实
を
認
識
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
上
記
予
約
の
完
結
に
よ
る
債
権
譲
渡
の
効
力
は
、
当
該
予
約

に
つ
い
て
さ
れ
た
上
記
の
通
知
又
は
承
諾
を
も
っ
て
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る

と
、
本
件
譲
渡
予
約
に
つ
い
て
は
確
定
日
付
あ
る
証
書
に
よ
り
Ｙ
の
承
諾
を
得
た
も
の
の
、
予
約
完
結
権
の
行
使
に
よ
る
債
権
譲
渡
に
つ
い
て
第

三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
を
具
備
し
て
い
な
い
Ｚ
は
本
件
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
会
員
権
の
譲
受
け
を
Ｘ
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い｣

と
判
示
し
た
。 

 

註
（
91
）
池
田
雅
則
「
判
解
（
最
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二
二
日
）
」
法
学
教
审
二
六
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
九
〇
頁
（
一
九
一
頁
）
、
小
山
泰

史
「
判
研
（
最
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二
二
日
）
」
銀
行
法
務
21
第
六
〇
八
号
（
二
〇
〇
二
年
）
八
二
頁
、
八
四
頁
。 
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註
（
92
）
小
野
秀
誠
「
判
研
（
最
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二
二
日
）
」
金
融
商
事
判
例
一
一
四
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
六
一
頁
（
六
七
頁
）
は
、
債

権
譲
渡
特
例
法
に
は
仮
登
記
の
制
度
が
な
く
、
条
件
付
あ
る
い
は
予
約
型
に
つ
い
て
は
登
記
の
方
法
が
な
い
の
で
、
設
定
契
約
時
に
債
権
譲
渡
の
効

力
が
生
ず
る
も
の
と
し
て
債
権
譲
渡
の
登
記
を
し
、
特
約
に
よ
り
、
一
定
の
事
由
が
生
ず
る
ま
で
は
債
務
者
が
債
権
者
の
代
理
人
と
し
て
取
立
て
を

し
、
第
三
債
務
者
に
は
通
知
せ
ず
に
、
支
払
停
止
事
由
が
生
じ
た
と
き
に
初
め
て
譲
渡
通
知
を
し
て
、
債
権
者
が
取
立
権
を
行
使
す
る
と
い
う
方
法

を
採
れ
ば
、
譲
渡
担
保
権
の
設
定
は
登
記
に
よ
り
、
实
行
は
第
三
債
務
者
へ
の
通
知
に
よ
る
こ
と
と
な
り
、
従
来
の
手
続
で
は
不
明
確
で
あ
っ
た
担

保
権
の
設
定
・
対
抗
要
件
の
具
備
と
担
保
権
の
实
行
通
知
の
分
離
が
よ
り
明
確
に
な
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。 

 

註
（
93
）
東
京
地
判
平
成
一
三
年
三
月
九
日
判
例
時
報
一
七
四
四
号
一
〇
一
頁
。 

 

註
（
94
）
東
京
高
判
平
成
一
三
年
一
一
月
一
三
日
高
裁
民
集
亓
四
巻
二
号
一
一
九
頁
。 

 

註
（
95
）
前
掲
（
前
註
）
東
京
高
判
平
成
一
三
年
一
一
月
一
三
日
。
斯
様
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
債
権
譲
渡
の
対
外
的
順
位
だ
け
を
確
保
す
る
機 

能
を
債
権
譲
渡
登
記
制
度
に
持
た
せ
る
意
義
が
あ
る
旨
の
理
由
か
ら
、
斯
様
な
契
約
を
無
効
と
す
べ
き
理
由
は
な
く
、
ま
た
、
斯
様
に
解
す
る
こ

と
が
、
債
権
譲
渡
特
例
法
に
基
づ
く
債
権
譲
渡
登
記
制
度
を
不
特
定
の
将
来
債
権
の
譲
渡
の
た
め
に
实
務
的
に
活
用
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。 

 

註
（
96
）
最
判
平
成
一
四
年
一
〇
月
一
〇
日
民
集
亓
六
巻
八
号
一
七
四
二
頁
（
上
告
棄
却
）
。 

 

前
述
し
た
事
实
関
係
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。 

 

ま
ず
、
本
件
の
よ
う
に
、
譲
渡
債
権
の
終
期
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
「
そ
の
債
権
譲
渡
登
記
に
係
る
債
権
譲
渡
が
数
日
に
わ
た
っ

て
発
生
し
た
債
権
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
他
に
そ
の
債
権
譲
渡
登
記
中
に
始
期
当
日
以
外
の
日
に
発
生
し
た
債
権
も
譲
渡
の

目
的
で
あ
る
旨
の
記
録
が
な
い
限
り
、
債
権
の
譲
受
人
は
、
そ
の
債
権
譲
渡
登
記
を
も
っ
て
、
始
期
当
日
以
外
の
日
に
発
生
し
た
債
権
の
譲
受
け

を
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
て
、
そ
の
理
由
は
、
本
件
の
よ
う
な
「
債
権
譲
渡
登
記
に
よ
っ
て
は
、
第
三
者

は
始
期
当
日
以
外
の
日
に
発
生
し
た
債
権
が
譲
渡
さ
れ
た
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
公
示
が
あ
る
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。 

 

ま
た
、
債
権
譲
渡
登
記
の
記
録
方
法
に
関
す
る
「
告
示
3

(5)
の
項
番
24
（
債
権
発
生
年
月
日
の
始
期
）
の
条
件
欄
に
は
「
必
須
」
、
項
番
25
（
同

終
期
）
の
同
欄
に
は
「
任
意
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
に
付
記
さ
れ
た
「
（
注
４
）
」
及
び
「
（
注
５
）
」
の
記
載
を
併
せ
考
え

れ
ば
、
債
権
の
発
生
日
が
一
つ
の
日
で
あ
る
と
き
は
項
番
24
の
始
期
の
記
録
の
み
で
足
り
る
が
、
債
権
の
発
生
日
が
数
日
に
及
ぶ
と
き
は
始
期
の
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外
に
項
番
25
の
終
期
を
記
録
す
る
な
ど
し
て
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
に
も
始
期
の
記

録
の
み
で
足
り
る
と
い
う
趣
旨
に
解
す
る
の
は
相
当
で
な
い
」
と
判
示
し
た
。 

 
更
に
、
「
本
件
債
権
譲
渡
登
記
に
は
、
譲
渡
に
係
る
債
権
の
発
生
年
月
日
と
し
て
、
そ
の
始
期
は
記
録
さ
れ
て
い
る
が
終
期
は
記
録
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
の
で
あ
り
、
他
に
本
件
債
権
譲
渡
登
記
中
に
本
件
報
酬
債
権
の
う
ち
始
期
当
日
以
外
の
日
に
発
生
し
た
も
の
が
譲
渡
の
目
的
で
あ
る

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
録
は
な
い
か
ら
、
上
告
人
（
第
一
譲
受
人
＊
筆
者
注
＋
）
は
、
本
件
債
権
譲
渡
登
記
を
も
っ
て
、
本
件
報
酬
債
権
の
う

ち
始
期
当
日
以
外
の
日
に
発
生
し
た
も
の
の
譲
受
け
を
被
上
告
人
（
第
二
譲
受
人
＊
筆
者
注
＋
）
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
判
示
し
た
。 

 

註
（
97
）
平
成
一
四
年
の
最
高
裁
判
決
を
め
ぐ
り
、
学
説
に
お
い
て
は
、
既
に
第
一
審
判
決
が
公
表
さ
れ
た
当
時
か
ら
争
い
が
あ
り
、
始
期
の
み
が 

記
録
さ
れ
、
終
期
の
記
録
の
な
い
債
権
譲
渡
登
記
で
は
、
始
期
以
外
の
日
に
発
生
し
た
債
権
譲
渡
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解

す
る
消
極
説
が
多
数
を
占
め
て
い
た
（
池
田
眞
朗
「
民
法
判
例
レ
ビ
ュ
ー
（
担
保
）
東
京
地
判
平
成
一
三
年
三
月
九
日
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
六

八
号
＊
二
〇
〇
一
年
＋
八
八
頁
＊
九
一
頁
＋
、
同
「
債
権
譲
渡
特
例
法
登
記
の
始
期
・
終
期
や
種
類
の
記
載
と
対
抗
力
」
金
融
法
務
事
情
一
六
七

六
号
＊
二
〇
〇
三
年
＋
六
頁
＊
九
―
一
〇
頁
＋
、
角
紀
代
恵
「
将
来
債
権
の
譲
渡
と
債
権
発
生
年
月
日
に
つ
い
て
始
期
の
記
載
し
か
な
い
債
権
譲

渡
登
記
の
対
抗
力
の
及
ぶ
範
囲
」
銀
行
法
務
21
第
六
一
四
号
＊
二
〇
〇
三
年
＋
二
二
頁
＊
二
四
頁
＋
、
田
原
睦
夫
「
債
権
譲
渡
特
例
法
の
譲
渡
債

権
に
つ
き
、
終
期
の
記
載
の
な
い
登
記
の
対
抗
力
の
及
ぶ
範
囲
」
金
融
法
務
事
情
一
六
二
二
号
＊
二
〇
〇
一
年
＋
四
頁
＊
亓
頁
＋
、
平
五
一
雄
〒

太
矢
一
彦
「
判
研
＊
東
京
地
判
平
成
一
三
年
三
月
九
日
＋
」
銀
行
法
務
21
第
亓
九
四
号
＊
二
〇
〇
一
年
＋
六
八
頁
＊
七
二
頁
＋
、
本
田
純
一
「
判

評
（
東
京
高
判
平
成
一
三
年
一
一
月
一
三
日
）
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
六
号
＊
二
〇
〇
三
年
＋
三
八
頁
＊
四
一
頁
＋
な
ど
）
。 

 

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
斯
様
な
登
記
で
も
、
記
録
の
全
体
を
考
慮
す
る
な
ど
し
て
、
将
来
債
権
分
ま
で
を
含
め
た
対
抗
力
を
認
め
る
べ
き
だ

と
い
う
積
極
説
も
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い
た(

清
原
泰
司
「
判
評
＊
東
京
地
判
平
成
一
三
年
三
月
九
日
＋｣

判
例
評
論
亓
一
亓
号
＊
二
〇
〇
二
年
＋
九

頁
＊
一
三
頁
＋
、
升
田
純｢

東
京
地
判
平
成
一
三
・
三
・
九
と
債
権
譲
渡
登
記
の
動
向(

下)｣
C

red
it &

 L
aw

一
四
四
号
＊
二
〇
〇
一
年
＋
二
六
頁
＊
三

〇
頁
＋
、
堀
龍
兒｢

判
研
＊
東
京
高
判
平
成
一
三
年
一
一
月
一
三
日
＋｣
金
融
法
務
事
情
一
六
亓
二
号
＊
二
〇
〇
二
年
＋
三
四
頁
＊
三
七
頁
＋
な
ど)

。 

 

註
（
98
）
角
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
97
＋
）
銀
行
法
務
21
第
六
一
四
号
二
亓
頁
。 

 

ま
た
、
池
田
眞
朗
教
授
も
、
積
極
説
に
立
脚
す
る
实
務
家
か
ら
の
「
本
判
決
（
平
成
一
四
年
判
決
の
原
審
、
筆
者
註
）
の
『
終
期
』
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
Ｙ
の
登
記
内
容
を
総
合
判
断
す
べ
き
で
、
将
来
債
権
を
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
は
登
記
内
容
を
総
合
的
に
み
る
と
明
ら
か
で
あ
り
、

本
判
決
の
よ
う
に
厳
格
に
解
す
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
」
と
の
指
摘
（
堀
・
前
掲
「
判
研
」
＊
前
掲
註
＊
97
＋
金
融
法
務
事
情
一
六
亓
二
号
三
七
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頁
）
に
対
し
て
一
定
の
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
登
記
登
録
と
い
う
制
度
は
、
画
一
的
定
型
的
な
処
理
に
よ
っ
て
、
公
示
力
、

対
抗
力
を
実
観
的
に
具
備
せ
し
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
総
合
判
断
と
い
う
処
理
は
い
さ
さ
か
取
り
入
れ
難
い
と
こ
ろ
も
あ
る
」
と
し
て
、

右
の
積
極
説
を
一
蹴
し
て
い
る
（
池
田
＊
眞
＋
・
前
掲
論
文
＊
前
掲
註
（
97
）
＋
金
融
法
務
事
情
一
六
七
六
号
一
〇
頁
）
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
池
田
教
授
の
考
え
方
は
、
角
教
授
の
見
解
と
同
様
、
「
登
記
」
・
「
公
示
」
に
関
し
て
、
不
動
産
登
記
と
同
様
の
観
点

に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
感
覚
に
囚
わ
れ
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
覚
え
る
。
ち
な
み
に
、
池
田
教
授
は
、
既
に
第

一
審
の
評
釈
に
お
い
て
、
第
一
審
判
決
が
終
期
の
記
載
が
な
い
状
態
で
対
抗
力
を
認
め
た
と
い
う
点
に
関
し
て
、
「
登
記
と
し
て
の
効
力
（
何
が

登
記
さ
れ
公
示
さ
れ
た
の
か
）
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
本
件
の
よ
う
な
登
記
で
は
、
始
期
と
さ
れ
た
そ
の
日
に
存
在
し
た
債
権
の
譲

渡
だ
け
が
登
記
さ
れ
対
抗
力
を
持
つ
、
と
い
う
理
解
が
当
然
に
主
張
さ
れ
う
る
」
と
し
て
、
第
一
審
判
決
を
批
判
し
て
お
り
（
池
田
＊
眞
＋
・
前

掲
評
釈
＊
前
掲
註
（
97
）
＋
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
六
八
号
九
一
頁
）
、
斯
様
な
点
に
お
い
て
、
「
登
記
の
公
示
性
」
に
囚
わ
れ
過
ぎ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
危
惧
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
堀
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
平
成
一
四
年
判
決
の
事
案
に
お
い
て
は
、
上
告
人

の
行
っ
た
登
記
内
容
を
総
合
的
に
判
断
し
て
「
終
期
」
の
存
在
を
認
め
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

註
（
99
）
潮
見
佳
男
「
判
評
（
最
判
平
成
一
四
年
一
〇
月
一
〇
日
）
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
八
号
（
二
〇
〇
四
年
）
三
四
頁
（
三
七
頁
）
。
た

だ
、
潮
見
教
授
は
、
本
文
で
紹
介
し
た
平
成
一
四
年
判
決
の
原
審
が
提
示
し
た
「
便
宜
的
な
方
法
」
は
、
便
宜
的
な
記
載
日
が
实
際
の
終
期
と
異
な

る
場
合
に
お
け
る
实
体
と
公
示
の
不
一
致
と
い
う
リ
ス
ク
を
覚
悟
し
た
上
で
の
方
策
で
あ
る
と
論
じ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
も
「
次
善
の
策
で
あ
る
」

と
し
て
締
め
括
っ
て
い
る
。 

 

註
（
100
）
山
田
誠
一
「
動
産
・
債
権
を
用
い
た
新
し
い
資
金
調
達
方
法
と
動
産
・
債
権
譲
渡
公
示
制
度
」
『
《
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
》
動
産
・
債
権
譲
渡

公
示
制
度
の
整
備
に
向
け
て
』
金
融
法
研
究
第
二
一
号
（
二
〇
〇
亓
年
）
六
六
頁
（
七
九
頁
）
。 

 

註
（
101
）
山
田
・
前
掲
報
告
（
前
掲
註
＊
100
＋
）
金
融
法
研
究
第
二
一
号
七
九
頁
。 

 

註
（
102
）
森
田
修
『
ア
メ
リ
カ
倒
産
担
保
法
』
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
亓
年
）
八
七
頁
。
Ｕ
Ｃ
Ｃ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
は
、
簡
単
に
い
う
と
、

filin
g

とp
erfectio

n

に
よ
る
公
示
・
対
抗
制
度
で
あ
る
が
、
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
は
あ
た
か
も
担
保
取
引
の
予
約
を
登
録
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
公

示
の
機
能
を
営
む
の
は
、
各
種
規
定
に
よ
る

p
erfectio

n

、
例
え
ば
、
「
与
信
公
示
書
（fin

an
cin

g
 
statem

en
t

）
」
の
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
よ
る
方
法

（§9
-310

）
、
担
保
物
に
対
す
る
債
権
者
の
占
有
に
よ
る
方
法
（§9

-312,
§
9
-313

）
な
ど
が
整
っ
た
と
き
か
ら
で
あ
る
。
森
田
教
授
は
、
こ
の
意
味

に
お
い
て
、p

erfectio
n

に
「
対
抗
要
件
」
の
訳
語
を
与
え
ず
、
「
公
示
」
と
い
う
訳
語
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、filin

g

に
は
通
常
「
登
録
」
と
い
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う
訳
語
が
与
え
ら
れ
る
が
、
森
田
教
授
は
、
不
動
産
に
関
す
る
公
示
制
度
で
あ
るreco

rd
in

g
 
sy

stem

に
「
登
録
制
度
」
と
い
う
訳
語
を
与
え
て
い

る
こ
と
か
ら
、filin

g

に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
と
い
う
外
来
語
表
記
を
与
え
て
い
る
（
森
田
・
前
掲
書
＊
本
註
＋
八
六
頁
の
註
＊
23
＋

及
び
＊
24
＋
を
参
照
）
。 

 

註
（
103
）
譲
渡
債
権
の
限
度
額
を
定
め
、
こ
れ
を
債
権
譲
渡
登
記
の
「
見
積
額
」
と
す
べ
き
旨
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
森
五
英
雄
〒
辰
野
久
夫 

「
集
合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
に
お
け
る
限
度
額
の
定
め
」
森
五
英
雄
ほ
か
編
『
債
権
譲
渡
特
例
法
の
实
務
』
（
商
事
法
務
、
新
訂
二
版
、
二
〇
〇

二
年
）
一
四
九
頁
（
一
亓
四
―
一
亓
七
頁
）
が
あ
る
。
森
五
〒
辰
野
氏
は
、
「
限
度
額
」
の
定
め
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
債
務
者
（
譲
渡
人
）

は
限
度
額
を
超
え
た
余
分
の
債
権
を
活
用
し
て
、
別
の
債
権
者
（
譲
受
人
）
に
集
合
債
権
譲
渡
担
保
を
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
追
加
与
信

の
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
を
強
調
し
、
ま
た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
限
度
額
を
超
え
て
債
権
の
譲
渡
（
移
転
）
が
生
じ
な
い

と
す
る
こ
と
は
、
他
の
債
権
者
に
と
っ
て
も
、
債
権
差
押
え
の
機
会
を
確
保
す
る
と
い
う
实
質
的
意
義
を
強
調
し
て
い
る
（
同
『
債
権
譲
渡
特
例

法
の
实
務
』
一
亓
亓
頁
）
。 

 
 
 

第
三
款 

小 

括 

 

集
合
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
と
い
う
問
題
点
に
関
す
る
従
来
の
判
例
法
理
は
、
概
ね
、
右
に
紹
介
し
、
論
じ
て
き
た
点
に
集
約
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

ま
ず
、
大
審
院
時
代
の
判
例
に
お
い
て
将
来
債
権
の
譲
渡
契
約
の
有
効
性
及
び
対
抗
力
の
付
与
を
認
め
た
法
理
は
、
配
当
金
請
求
権
や

組
合
の
脱
退
一
時
金
請
求
権
、
合
名
会
社
の
解
散
に
伴
う
残
余
財
産
分
配
請
求
権
な
ど
、
概
ね
、
将
来
発
生
す
る
こ
と
が
確
实
な
債
権
の

譲
渡
に
関
す
る
事
案
で
あ
り
、
顧
実
は
明
確
で
あ
る
も
の
の
将
来
発
生
す
る
こ
と
が
不
確
定
な
将
来
債
権
の
譲
渡
と
い
う
事
案
で
は
な
い
。

し
か
し
、
後
者
の
将
来
債
権
譲
渡
も
、
企
業
活
動
を
継
続
的
に
行
っ
て
い
る
中
で
の
債
権
譲
渡
な
い
し
担
保
で
あ
る
か
ら
、
営
業
を
継
続

す
る
限
り
、
将
来
債
権
の
発
生
は
あ
る
程
度
確
实
に
な
る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
の
差
異
は
な
い
。 

 

し
た
が
っ
て
、
大
審
院
時
代
の
判
例
法
理
を
今
問
題
と
し
て
い
る
論
点
に
関
す
る
先
例
規
範
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
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そ
し
て
、
大
審
院
時
代
の
判
例
法
理
は
、
将
来
債
権
の
発
生
と
と
も
に
譲
受
人
に
債
権
が
移
転
す
る
も
の
と
明
確
に
判
示
し
た
大
判
明
治

四
三
年
二
月
一
〇
日
と
朝
鮮
高
判
昭
和
一
亓
年
亓
月
三
一
日
は
別
と
し
て
、
将
来
債
権
の
譲
渡
契
約
の
有
効
性
を
認
め
た
上
で
対
抗
力
も

認
め
て
い
る
の
で
、
譲
渡
契
約
時
に
将
来
債
権
の
移
転
（
債
権
者
の
交
代
）
を
認
め
た
上
で
対
抗
力
を
認
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

な
ぜ
な
ら
、
対
抗
力
は
、
契
約
の
効
力
で
あ
る
債
権
の
移
転
（
債
権
者
の
交
代
）
が
な
け
れ
ば
、
問
題
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点

は
、
本
稿
の
註
（
82
）
に
掲
げ
た
大
判
昭
和
九
年
一
二
月
二
八
日
の
事
实
関
係
及
び
判
旨
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ま
た
、
右
の
将
来
債
権
の
譲
渡
契
約
締
結
時
に
お
け
る
効
力
発
生
と
対
抗
力
付
与
と
い
う
判
例
法
理
は
、
ま
ず
、
戦
後
の
下
級
審
裁
判

例
に
お
い
て
認
め
ら
れ
、
最
高
裁
の
判
例
に
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
高
裁
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
類
型
は
、
最
判
平

成
一
一
年
一
月
二
九
日
も
、
同
一
三
年
一
一
月
二
二
日
も
、
い
ず
れ
も
本
契
約
型
だ
け
で
あ
り
、
予
約
型
は
最
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二

七
日
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
制
度
の
本
質
を
論
じ
た
最
判
昭
和
四
九
年
三
月
七
日
の
判
例
法

理
、
即
ち
、
第
三
債
務
者
に
よ
る
債
権
譲
渡
の
認
識
法
理
が
活
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
民
法
第
四
六
七
条
の
通
知
・
承
諾
が
問
題

に
な
る
限
り
、
こ
の
判
例
法
理
の
傾
向
は
続
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

次
に
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
に
よ
る
登
記
制
度
を
利
用
し
た
場
合
に
お
け
る
対
抗
力
の
付
与
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
集
合
債
権

譲
渡
担
保
設
定
契
約
を
締
結
し
た
が
、
そ
の
登
記
に
お
い
て
、
登
記
原
因
を
譲
渡
担
保
と
し
、
債
権
の
総
額
を
記
録
し
て
お
り
、
登
記
存

続
事
項
の
満
了
年
月
日
、
債
務
者
、
債
権
の
種
類
、
債
権
の
発
生
年
月
日
（
始
期
）
ま
で
記
録
し
て
い
る
も
の
の
、
債
権
の
発
生
年
月
日

（
終
期
）
を
記
録
せ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
、
「
発
生
時
債
権
額
」
及
び
「
譲
渡
時
債
権
額
」
を
記
録
し
て
、
将
来
債
権
の
見
積
額
の
よ
う

な
記
録
を
し
て
い
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
最
判
平
成
一
四
年
一
〇
月
一
〇
日
は
、
「
他
に
そ
の
債
権
譲
渡
登
記
中
に
始
期
当
日
以
外

の
日
に
発
生
し
た
債
権
も
譲
渡
の
目
的
で
あ
る
旨
の
記
録
が
な
い
限
り
、
債
権
の
譲
受
人
は
、
そ
の
債
権
譲
渡
登
記
を
も
っ
て
、
始
期
当

日
以
外
の
日
に
発
生
し
た
債
権
の
譲
受
け
を
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
て
、
斯
様
な
終
期
の
な
い
債
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権
譲
渡
担
保
は
、
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
始
期
の
み
の
債
権
を
目
的
と
し
た
譲
渡
担
保
で
あ
る
と
し
た
。 

 

こ
の
判
決
の
当
否
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
登
記
の
公
示
力
を
重
視
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
法
の
命
ず
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
致
し
方
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
う
が
、
本
判
決
は
、
些
か
「
登
記
」
・
「
公
示
」
に
拘
泥
し
す
ぎ
た
嫌
い
が
あ
り
、
妥
当
性
を

欠
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
件
の
事
实
関
係
に
つ
い
て
は
、
既
に
あ
る
程
度
細
か
く
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
債
権
発

生
の
始
期
と
見
積
額
相
当
の
記
録
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
尐
な
く
と
も
、
将
来
債
権
に
関
す
る
何
ら
の
記
録
も
な
い
登
記
で
あ
る

と
は
到
底
断
言
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
元
々
、
将
来
債
権
に
関
し
て
は
、
そ
の
債
権
額
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
不
確

定
で
あ
り
、
特
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
債
権
発
生
の
終
期
（
譲
渡
担
保
の
終
期
）
に
関
し
て
も
、
特
に
売
掛
代
金
債
権
を
担
保
に
取
る

場
合
に
は
、
融
資
額
と
の
関
わ
り
合
い
も
あ
り
、
こ
れ
ま
た
特
定
す
る
こ
と
が
大
変
難
し
い
も
の
で
あ
り
、
平
成
一
四
年
判
決
の
事
案
の

よ
う
に
、
見
積
額
程
度
の
記
載
し
か
で
き
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る

（

104
）

。
そ
し
て
、
斯
様
な
状
況
に
お
い
て
、
大
体
の
と
こ
ろ
を

登
記
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
「
登
記
の
公
示
性
」
に
問
題
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
平
成
一
四
年
判
決
の
第
一
審
判
決
に
お
け
る
苦
渋
の
決
断
、
そ
し
て
、
第
二
審
に
お
け
る
便
宜
的
な
記
載
内
容
の
提
唱
、
と

い
っ
た
裁
判
所
サ
イ
ド
か
ら
の
、
ま
さ
に
提
案
に
も
似
た
判
断
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
判
断
を

一
蹴
し
た
か
の
よ
う
な
最
高
裁
の
判
断
に
は
、
疑
問
を
覚
え
る
と
と
も
に
、
終
期
の
記
載
の
な
い
事
案
と
し
て
、
第
一
審
判
決
を
一
蹴
し

た
多
数
の
学
説
の
判
断
に
も
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。 

 

債
権
譲
渡
登
記
の
記
載
内
容
を
含
め
た
記
録
方
法
に
関
し
て
は
、
研
究
者
・
实
務
家
と
も
に
よ
く
検
討
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
集

合
債
権
譲
渡
担
保
は
、
基
本
的
に
根
担
保
法
理
と
し
て
構
成
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
将
来
債
権
の
記
録
内
容
・
方
法
に
関
し
て
は
現
在

の
と
こ
ろ
明
確
な
法
文
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
整
備
す
べ
き
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
筆
者
は
、
将
来
債
権
の
譲
渡
に
関

し
て
、
極
度
額
（
被
担
保
債
権
額
の
限
度
を
決
め
て
、
こ
れ
に
見
合
っ
た
譲
渡
債
権
額
を
設
定
さ
せ
る
）
、
債
権
発
生
の
終
期
に
代
わ
る
譲
渡
債
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権
の
限
度
額
（
文
字
ど
お
り
の
将
来
債
権
を
も
含
め
た
目
的
債
権
の
限
度
額
）
、
債
権
譲
渡
登
記
の
通
知
時
点
に
お
け
る
残
存
債
権
の
表
示
な

ど
、
将
来
債
権
譲
渡
担
保
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
旨
が
判
断
さ
れ
う
る
形
で
登
記
に
記
録
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
量
す
る
。
ま
た
、
斯
様

な
登
記
記
録
方
法
を
採
用
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
、
譲
渡
担
保
契
約
書
の
内
容
そ
れ
自
体
を
デ
ー
タ
と
し
て
申
請
時
に
提
出
さ
せ
、

こ
れ
を
登
記
の
付
属
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
保
存
し
て
お
き
、
登
記
簿
の
一
部
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を

ど
こ
ま
で
登
記
記
録
と
し
て
認
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
法
定
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
の
難
点
は
な
い
も
の
と
思
わ

れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
右
の
登
記
記
録
に
関
す
る
問
題
点
は
、
法
務
省
及
び
法
制
審
議
会
に
お
い
て
早
急
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

 

な
お
、
平
成
一
四
年
判
決
の
事
案
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
「
債
権
譲
渡
登
記
令
第
七
条
三
項
に
基
づ
く
法
務
大
臣
指
定
に
係
る
記
録

方
法
に
関
す
る
告
示
（
平
成
一
〇
年
法
務
省
告
示
第
二
九
亓
号
）
」
は
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
の
改
正
に
伴
っ
て
見
直
し
が
図
ら
れ
、
現
在

で
は
、
「
動
産
・
債
権
譲
渡
登
記
令
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
に
関
す
る

件
（
平
成
一
八
年
法
務
省
告
示
第
八
二
号
）
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
「
第
２
〄
債
権
譲
渡
登
記
に
関
す
る
記
録
方
式 

３
〄
各
フ
ァ
イ
ル
へ

の
記
録
の
方
法
(5)
債
権
個
別
事
項
フ
ァ
イ
ル
」
の
項
番
25
債
権
発
生
年
月
日
（
終
期
）
の
記
載
は
、
始
期
と
同
様
に
「
必
須
」
と
な
っ
て

お
り
、
そ
の
注
記
と
し
て
、
「
注
14
債
権
の
発
生
日
が
一
つ
の
日
で
あ
る
と
き
は
そ
の
年
月
日
（
項
番
24
と
同
一
年
月
日
）
を
記
録
し
、
債、

権
の
発
生
日
が
数
日
に
及
ぶ
と
き
は
そ
の
末
日
の
年
月
日
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（
＊
註
＋
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
。
な
お
、
債
務

者
特
定
の
既
発
生
債
権
で
あ
る
場
合
（
「
債
権
の
種
類
コ
ー
ド
」
の
項
に
「
０
」
で
始
ま
る
コ
ー
ド
を
記
録
し
た
場
合
）
に
は
、
登
記
原
因
年
月

日
以
前
の
日
付
を
記
録
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
登
記
原
因
年
月
日
以
後
の
日
付
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
さ
れ

て
お
り

（

105
）

、
従
前
と
比
べ
る
と
、
明
確
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
斯
様
な
登
記
記
録
の
方
式
は
、
従
前
の
「
任
意
」
と
い
う
記
載
と
と
も
に
、
そ
の
注
記
に
よ
る
説
明
が
曖
昧
だ
っ
た
も
の
を



久留米大学法学第 58 号（2007 年） 

 

                               

- 108 - 

単
に
明
確
に
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
従
前
か
ら
实
務
界
に
お
い
て
「
終
期
」
は
決
め
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
わ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
任
意
」
を
「
必
須
」
と
し
、
更
に
注
記
を
詳
し
く
し
て
、
分
か
り
や
す
く
し
た
つ
も
り
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
単
に
将

来
債
権
の
登
記
申
請
手
続
を
形
式
的
に
明
確
化
し
た
だ
け
で
あ
り
、实
質
的
に
は
何
ら
問
題
解
決
に
は
つ
な
が
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
特
に
、
債
権
の
発
生
年
月
日
（
終
期
）
に
関
し
て
は
、
一
刻
も
早
い
時
期
に
お
け
る
登
記
記
録

方
法
の
策
定
に
取
り
掛
か
る
べ
き
で
あ
る
。 

  

註
（
104
）
森
五
英
雄
「
集
合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
に
お
い
て
債
権
譲
渡
特
例
法
に
基
づ
き
譲
渡
債
権
の
発
生
年
月
日
（
始
期
）
の
み
を
記
載
し
た
場 

合
の
登
記
の
対
抗
力
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
八
九
号
（
二
〇
〇
二
年
）
四
九
頁
（
亓
六
頁
）
。
森
五
教
授
は
、
当
該
頁
に
お
い
て
、
「
实
務
上
は
、

将
来
、
債
務
者
・
第
三
債
務
者
間
の
契
約
が
続
く
可
能
性
は
分
か
っ
て
い
て
も
、
そ
の
最
終
の
契
約
締
結
日
は
い
つ
か
、
ま
た
そ
の
契
約
に
基
づ

く
債
権
の
発
生
年
月
日
（
終
期
）
は
い
つ
か
は
判
明
し
な
い
」
の
で
、
「
債
権
発
生
年
月
日
（
終
期
）
ま
で
は
『
定
め
よ
う
が
な
い
』
と
い
う
の

が
本
音
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
り
、
「
将
来
債
権
の
特
定
お
よ
び
第
三
者
に
対
す
る
公
示
と
い
う
面
か
ら
は
、
む
し
ろ
終
期
の
定
め
よ
り
譲
渡

債
権
の
『
限
度
額
』
の
定
め
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
ろ
う
」
と
主
張
し
て
い
る
。 

 

註
（
105
）
こ
の
告
示
は
、
法
務
省
民
事
局
の
Ｈ
Ｐ
（h

ttp
://w

w
w
.
m

o
j.

g
o.

jp
/M

IN
JI/in

d
ex
.

h
tm

l

）
に
お
い
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
よ 

う
に
な
っ
て
い
る
。
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
は
、h

ttp
://w

w
w
.
m

o
j.

g
o.

jp
/M

IN
JI/m

in
ji13

-20.
p
d
f

参
照
。 
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第
三
節 

学
説
の
展
開 

 
 
 

第
一
款 
従
来
の
学
説
―
先
駆
け
と
し
て
の
我
妻
説
か
ら
類
型
説
ま
で
― 

 

次
に
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
対
抗
要
件
と
い
う
問
題
点
に
つ
い
て
、
従
来
の
学
説
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。 

 

ま
ず
、
我
妻
榮
博
士
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
、
「
目
的
的
立
場
か
ら
み
て
、
特
に
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
、
公
示
の
問
題

の
一
點
に
盡
き
る
」
が

（

106
）

、
「
企
業
の
経
営
に
従
っ
て
変
動
す
る
、
個
々
的
に
は
尐
額
の
債
権
の
債
務
者
に
対
し
て
通
知
し
ま
た
は
そ

の
承
諾
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
」
で
あ
り
、
か
と
い
っ
て
、
「
対
抗
要
件
を
不
要
と
す
る
ほ
ど
慣
行
が
一
般
化
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ

な
い
」
現
状
に
お
い
て
は
、
「
対
抗
要
件
を
欠
く
ま
ま
で
で
き
る
だ
け
の
効
力
を
認
め
る
他
は
あ
る
ま
い
」
と
解
し
つ
つ
、
た
だ
、
「
特

定
の
大
口
の
顧
実
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
者
に
つ
い
て
、
予
め
、
通
知
す
る
か
承
諾
を
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
者
を
債
務
者
と
す

る
債
権
に
つ
い
て
は
、
対
外
的
な
効
力
を
生
ず
る
」
も
の
と
解
し
て
お
り
、
そ
の
理
由
に
つ
き
、
「
債
権
群
の
う
ち
の
主
要
な
も
の
だ
け

が
対
抗
力
を
も
つ
状
態
と
な
っ
て
も
、
か
く
べ
つ
不
都
合
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
解
し
て
い
た

（

107
）

。 

 

ま
た
、
我
妻
博
士
は
、
「
指
名
債
権
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
の
移
転
に
お
け
る
と
同
様
に
、
売
買
・
贈
与
な
ど
の
よ
う
に
、
終
局
に
お

い
て
債
権
を
移
転
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
行
為
に
お
い
て
は
、
債
権
譲
渡
の
効
果
も
ま
た
こ
れ
と
と
も
に
生
ず
る
の
が
原
則
で
あ
る
」

が
、
た
だ
、
「
目
的
た
る
債
権
が
現
存
も
し
く
は
特
定
し
て
い
な
い
と
き
は
、
後
に
改
め
て
譲
渡
だ
け
を
内
容
と
す
る
契
約
を
す
る
か
、

ま
た
は
現
存
・
特
定
す
る
と
い
う
条
件
の
成
就
に
よ
っ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
移
転
の
効
果
を
生
ず
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、(
＊
註
＋
傍
点
は
筆
者
に
よ
る)｣

も
の
と
解
し
て
い
た

（

108
）

。

更
に
、
将
来
債
権
の
対
抗
要
件
具
備
に
つ
い
て
、
我
妻
博
士
は
、
昭
和
九
年
一
二
月
二
八
日
の
大
審
院
判
決
を
掲
げ
て
、
「
一
定
の
条
件
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の
下
に
将
来
当
然
発
生
す
る
債
権
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
の
通
知
で
足
り
る
」
と
し
て
、
条
件
が
成
就
し
た
と
き
に
重
ね
て
通
知

す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
解
し
て
い
た

（

109
）

。 

 

次
に
、
於
保
不
二
雄
教
授
は
、
将
来
債
権
の
譲
受
人
は
「
条
件
付
・
期
限
付
法
律
行
為
の
相
手
方
と
同
じ
く
、
先
行
処
分
が
有
効
に
成

立
す
る
と
と
も
に
、
既
に
期
待
権
を
有
し
て
い
る
」
と
い
う
前
提
に
立
脚
し
、
「
将
来
の
債
権
の
譲
渡
の
場
合
に
も
、
予
め
対
抗
要
件
の

具
備
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
解
し
つ
つ
、
「
将
来
の
債
権
の
譲
受
人
は
、
権
利
発
生
と
同
時
に
、
債
権
者
と
な
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（
＊
註
＋

傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）
の
で
あ
り
、
債
務
者
は
、
権
利
の
発
生
は
当
然
に
認
識
す
べ
き
地
位
に
あ
り
、
ま
た
、
第
三
者
も
期
待
権
を
侵
害
す

る
範
囲
に
お
い
て
保
護
を
受
け
え
な
い
立
場
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
譲
渡
の
通
知
ま
た
は
承
諾
が
あ
れ
ば
、
債
務
者
ま
た
は
第
三

者
は
何
ら
不
測
の
損
害
を
蒙
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
は
い
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
将
来
の
債
権
の
譲
渡
の
対
抗
要
件
と
し
て
は
、

譲
渡
の
通
知
ま
た
は
承
諾
の
み
で
十
分
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」

（

110
）

と
解
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
於
保
教
授
は
、
譲
渡
契
約
時

に
お
け
る
期
待
権
取
得
と
い
う
構
成
を
取
り
、
譲
受
人
の
現
实
の
債
権
取
得
は
債
権
の
現
实
の
発
生
時
で
あ
る
と
解
し
つ
つ
、
予
め
の
通

知
・
承
諾
に
対
抗
力
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

右
の
我
妻
説
及
び
於
保
説
を
概
観
す
る
限
り
、
将
来
債
権
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
譲
渡
契
約
時
に
お
い
て
既
に
何
ら
か
の
効
果
、
即

ち
、
譲
渡
人
の
顧
実
に
つ
き
「
将
来
発
生
す
る
債
権
」
を
譲
受
人
に
譲
渡
し
た
と
い
う
「
効
果
」
は
発
生
し
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
予

め
の
債
権
譲
渡
通
知
に
対
抗
力
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、
实
際
に
は
債
権
が
発
生
し
て
い
な
い
の
で
、
現
实
の
債
権
の
移

転
に
関
し
て
は
、
現
实
に
債
権
が
発
生
し
た
時
点
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

ま
た
、
条
件
付
取
得
と
い
い
、
期
待
権
の
取
得
と
い
っ
て
も
、
通
知
・
承
諾
に
よ
る
対
抗
力
が
予
め
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
将

来
債
権
の
発
生
時
に
お
い
て
、
通
知
・
承
諾
の
時
点
に
ま
で
遡
及
し
て
、
債
権
取
得
の
効
果
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
条
件
付
法
律
行
為
に
は
原
則
と
し
て
遡
及
効
は
な
く
、
将
来
効
の
み
が
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
（
民
法
第
一
二
七
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条
一
項
、
二
項
）
、
し
か
し
、
当
事
者
意
思
が
遡
及
効
を
採
用
す
れ
ば
、
そ
の
意
思
に
従
う
こ
と
に
な
る
の
で
（
同
条
三
項
）
、
こ
こ
で
問

題
に
な
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
通
説
に
よ
っ
て
も
、
譲
渡
契
約
後
に
予
め
の
通
知
・
承
諾
が
あ
り
、
そ
の
時

点
に
お
い
て
既
に
対
抗
力
が
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
将
来
債
権
の
発
生
時
に
な
っ
て
漸
く
債
権
者
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
と
い

う
考
え
方
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
従
来
の
通
説
が
論
じ
て
い
た
理
論
か
ら
の
帰
結
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
従
来
の

通
説
か
ら
考
察
し
た
場
合
で
も
、
譲
渡
契
約
時
に
譲
受
人
に
は
何
ら
の
効
果
も
発
生
し
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、
条
件
付
と
い
う
表
現
つ

き
で
は
あ
る
も
の
の
、
「
将
来
債
権
」
に
関
す
る
債
権
帰
属
者
の
変
更
と
い
う
効
果
は
、
そ
れ
な
り
に
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
点
は
、
次
に
掲
げ
る
鳥
谷
部
茂
教
授
の
説
に
も
現
れ
て
い
る
。 

 

即
ち
、
鳥
谷
部
教
授
は
、
「
担
保
、
特
に
質
権
や
譲
渡
担
保
の
目
的
と
な
る
未
発
生
の
債
権
と
は
、
尐
な
く
と
も
基
礎
的
法
律
関
係
の

存
在
す
る
未
発
生
の
債
権
に
か
ぎ
る
」
べ
き
で
あ
り
、
「
将
来
債
権
の
担
保
で
は
、
そ
の
目
的
債
権
は
、
単
に
移
転
可
能
で
あ
る
の
み
な

ら
ず
、
未
発
生
の
時
点
に
お
い
て
す
で
に
行
わ
れ
る
担
保
（
消
費
貸
借
や
代
物
弁
済
等
）
を
法
律
上
確
保
す
る
に
足
る
べ
き
債
権

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
で
あ
る

こ
と
を
要
す
る
」
と
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
「
目
的
債
権
お
よ
び
第
三
者
の
特
定
性
は
問
題
な
い
」
も
の
と
解
し
、
ま
た
、
「
対
抗
要

件
に
つ
い
て
は
、
ど
の
担
保
方
法
を
選
択
す
る
か
に
も
よ
る
が
、
通
知
・
承
諾
が
中
心
に
な
り
、
担
保
契
約
の
時
点
で
こ
れ
を
備
え
る
」

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
し
た
上
で
、
「
債
権
移
転
や
担
保
の
効
果
は
債
権
が
発
生
し
た
時
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
対
抗
力
の
順
位
は
、

第
三
債
務
者
に
対
し
て
は
単
純
な
通
知
・
承
諾
が
あ
っ
た
時
点
、
第
三
者
に
対
し
て
は
確
定
日
付
に
よ
る
証
書
が
到
達
し
た
時
点
に
よ
る
」

も
の
と
解
し
て
い
る

（

111
）

。 

 

右
の
見
解
に
よ
る
と
、
将
来
債
権
の
譲
渡
に
お
け
る
現
实
の
効
果
発
生
は
、
「
現
实
に
債
権
が
発
生
し
た
時
点
」
で
あ
る
と
解
す
る
も

の
の
、
既
に
設
定
契
約
時
に
お
い
て
、
「
将
来
債
権
」
が
担
保
目
的
と
し
て
特
定
し
確
定
し
て
い
れ
ば
、
「
将
来
債
権
」
を
取
得
す
べ
き

地
位
が
既
に
契
約
時
に
お
い
て
譲
渡
担
保
権
者
に
移
転
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
な
く
も
な
い

（

112
）

。
そ
し
て
、
斯
様
な
状
況
に
お
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い
て
、
対
抗
要
件
を
備
え
れ
ば
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
債
権
者
と
し
て
の
地
位
の
移
転
と
い
う
効
果
を
保
全
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
設
定
契
約
時
に
対
抗
要
件
制
度
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
の
効
果
を
全
う
で

き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
前
掲
し
た
於
保
教
授
の
考
え
方
の
よ
う
に
、
条
件
付
法
律
行
為
に
基
づ
く
期
待
権
と
い
う
構
成
を

取
っ
た
場
合
で
も
同
様
で
あ
り
、
予
め
の
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
具
備
行
為
に
よ
り
、
将
来
債
権
の
発
生
時
か
ら
対
抗
要
件
具
備
の
時
点

に
遡
及
し
て
、
帰
属
者
変
更
、
即
ち
、
債
権
移
転
の
効
果
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

抑
も
、
対
抗
要
件
と
い
う
も
の
は
、
物
権
変
動
に
関
す
る
民
法
第
一
七
六
条
と
第
一
七
七
条
と
の
関
係
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
契
約
当

事
者
の
意
思
表
示
（
合
意
）
に
よ
っ
て
既
に
権
利
変
動
（
設
定
、
移
転
、
変
更
）
の
効
力
が
発
生
し
た
と
い
う
前
提
が
あ
り
、
こ
の
前
提
を

受
け
て
、
第
三
者
に
権
利
変
動
を
対
抗
す
る
た
め
に
、
い
わ
ば
、
物
権
取
得
者
の
権
利
を
確
定
し
保
全
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
機
能
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
何
ら
の
効
果
も
発
生
し
て
い
な
い
段
階
で
対
抗
要
件
云
々
の
話
は
出
る
由
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味

に
お
い
て
、
前
述
し
た
平
成
一
九
年
判
決
の
原
審
が
唱
え
る
よ
う
な
「
効
力
の
発
生
な
く
し
て
対
抗
要
件
具
備
」
と
い
っ
た
議
論
を
す
る

と
い
う
よ
う
な
余
地
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。 

 

次
に
、
近
時
の
有
力
説
、
例
え
ば
、
高
木
多
喜
男
教
授
は
、
こ
の
問
題
を
類
型
的
に
分
析
し
、
第
三
債
務
者
が
特
定
し
て
い
る
場
合
と

そ
う
で
な
い
場
合
と
を
分
け
、
ま
た
、
通
知
の
場
合
と
承
諾
の
場
合
と
を
分
け
、
更
に
、
そ
の
各
々
に
つ
き
、
設
定
契
約
時
に
な
さ
れ
る

包
括
的
通
知
ま
た
は
承
諾
と
、
債
権
発
生
時
に
な
さ
れ
る
個
別
的
通
知
と
を
分
け
て
論
じ
て
お
り

（

113
）

、
ま
た
、
近
江
幸
治
教
授
や
伊
藤

進
教
授
は
、
設
定
契
約
時
ま
た
は
そ
の
後
に
な
さ
れ
る
包
括
的
通
知
ま
た
は
承
諾
に
つ
い
て
の
み
論
じ
て
い
る

（

114
）

。 

 

ま
ず
、
高
木
教
授
と
近
江
教
授
は
、
第
三
債
務
者
が
特
定
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
設
定
契
約
時
に
な
さ
れ
る
包
括
的
な
通
知
に
つ
い

て
は
、
た
と
え
ば
、
通
知
に
「
一
年
以
内
に
発
生
す
る
売
掛
代
金
債
権
」
と
示
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
将
来
発
生
し
た
債
権
が
売
掛
代

金
債
権
で
あ
れ
ば
、
予
測
可
能
性
を
問
う
こ
と
な
く
、
第
三
債
務
者
に
お
い
て
認
識
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
認
め
、
尐
な
く
と
も
、
期
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間
（
一
年
位
）
と
債
権
の
種
類
（
発
生
原
因
の
特
定
）
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
範
囲
の
債
権
に
つ
い
て
は
、
譲
渡
に
つ
い
て

対
抗
要
件
の
効
力
が
生
ず
る
も
の
と
解
し
て
お
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
第
三
債
務
者
に
通
知
が
到
達
し
た
時
点
に
お
い
て
対
抗
力
が
生
ず

る
も
の
と
解
し
て
い
る

（

115
）

。 

 

ま
た
、
高
木
教
授
は
、
個
別
的
通
知
の
場
合
に
は
、
債
権
者
が
必
要
と
認
め
る
と
き
や
、
債
務
者
（
譲
渡
人
、
以
下
同
様
）
に
信
用
不
安

が
発
生
し
た
と
き
に
お
け
る
譲
渡
通
知
の
効
力
が
問
題
に
な
る
と
さ
れ
、
こ
の
場
合
に
は
、
債
務
者
が
記
名
捺
印
し
た
内
容
白
地
の
通
知

書
を
予
め
債
権
者
が
受
け
て
お
き
、
債
権
者
が
内
容
を
補
充
し
て
通
知
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
債
権
者
を
通
知
の
使
者
と
見
て
、
こ
れ

を
債
務
者
か
ら
の
通
知
と
解
し
て
差
し
支
え
な
く
、
ま
た
、
具
体
的
債
権
に
つ
い
て
の
通
知
で
あ
る
か
ら
問
題
は
な
い
も
の
と
解
し
て
い

る
（

116
）

。 

 

更
に
、
高
木
教
授
は
、
設
定
契
約
時
に
取
り
付
け
ら
れ
る
第
三
債
務
者
の
承
諾
に
つ
い
て
は
、
同
人
は
譲
渡
担
保
に
参
加
す
る
と
い
う

形
に
な
り
、
同
人
は
、
ど
の
範
囲
の
将
来
債
権
が
譲
渡
さ
れ
る
の
か
を
明
確
に
認
識
し
う
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
同
一
性
の
認
識
と
い
う

問
題
は
な
く
、
設
定
契
約
に
そ
の
有
効
性
が
認
め
ら
れ
る
程
度
の
特
定
性
が
具
備
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
範
囲
内
の
債
権
に
つ
い
て
対
抗

力
が
及
ぶ
も
の
と
解
し
て
お
り
、
ま
た
、
個
別
的
承
諾
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
債
権
ご
と
に
承
諾
が
な
さ
れ
て
初
め
て
対
抗
力
が
生
ず

る
も
の
と
解
し
て
お
り

（

117
）

、
近
江
教
授
と
伊
藤
教
授
は
、
包
括
的
な
承
諾
で
も
債
権
譲
渡
の
内
容
を
第
三
債
務
者
に
知
ら
せ
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
包
括
的
な
通
知
と
同
様
に
対
抗
力
を
生
ず
る
も
の
と
解
し
て
い
る

（

118
）

。 

 

次
に
、
高
木
教
授
と
近
江
教
授
は
、
第
三
債
務
者
が
特
定
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
具
体
的
に
債
権
が
発
生
し
、
第
三
債
務
者
が
特
定

さ
れ
る
ま
で
は
、
予
め
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
方
法
は
な
い
も
の
と
解
し
、
た
だ
、
有
力
な
取
引
先
が
あ
れ
ば
、
前
段
に
お
い
て
述
べ
た

よ
う
な
包
括
的
な
通
知
ま
た
は
承
諾
に
よ
り
、
そ
の
者
に
つ
い
て
生
じ
た
債
権
に
つ
い
て
の
み
、
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
こ
と
に
な
る
も

の
と
解
し
て
い
る

（

119
）

。 
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ま
た
、
伊
藤
教
授
は
、
第
三
債
務
者
が
不
特
定
の
場
合
に
は
、
斯
様
な
包
括
的
な
通
知
ま
た
は
承
諾
に
よ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
も

の
と
解
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
に
倣
っ
て
い
た
方
法
を
脱
し
て
、
た
と
え
ば
、
債
権
管
理
帳
簿
を
作
成
し
、
そ
の

中
で
特
定
の
債
権
が
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
目
的
た
る
債
権
群
を
構
成
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
よ
う
な
記
載
を
し
、
一
方
で
は
、
債

権
群
を
構
成
す
る
債
権
の
発
生
原
因
と
な
る
契
約
締
結
の
際
に
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
記
す
る
と
い
っ
た

方
法
に
よ
る
対
抗
要
件
具
備
行
為
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る

（

120
）

。 

 

右
の
い
わ
ゆ
る
類
型
説
に
お
い
て
は
、
民
法
第
四
六
七
条
の
限
界
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
第
三
債
務
者
が
特
定
し
て
い
な
け
れ
ば
、

通
知
・
承
諾
は
不
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
我
妻
博
士
も
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
有
力
な
顧
実
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
顧
実
に
対
し
て
、

内
容
の
確
定
し
て
い
な
い
予
め
の
包
括
的
な
通
知
を
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、対
抗
要
件
具
備
の
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

实
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
「
有
力
な
顧
実
の
存
在
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
既
に
第
三
債
務
者
は
特
定
し
て
お
り
、
尐
な
く
と
も
特

定
可
能
性
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
対
抗
要
件
具
備
は
可
能
な
の
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
そ
れ
で
は
、
第
三
債
務
者
が
未
だ
特
定
し
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
将
来
債
権
の
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
は
、
対
抗
要
件
具
備

を
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
付
与
す
る
の
か
と
い
う
話
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
も
は
や
、
民
法
第
四
六
七
条
の
通
知
・

承
諾
は
使
え
な
い
の
で
、
伊
藤
教
授
の
よ
う
に
、
債
権
管
理
帳
簿
の
作
成
・
記
入
と
い
っ
た
方
法
が
提
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
伊
藤

教
授
の
提
示
さ
れ
た
方
法
は
、
か
つ
て
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
話
題
と
な
っ
た
登
録
質
や
国
債
原
簿
登
録
債
権

の
質
入
れ
制
度
な
ど
が
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が

（

121
）

、
前
述
し
た
梅
博
士
の
債
権
譲
渡
登
記
制
度
に
対
す
る
期
待
な
ら
び

に
懸
念
や
、
斯
様
な
伊
藤
教
授
に
よ
る
積
極
的
な
提
言
に
伴
っ
て
、
徐
々
に
、
債
権
譲
渡
の
新
た
な
公
示
制
度
の
創
出
と
い
う
動
き
と
な

り
、
今
日
の
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
に
よ
る
登
記
制
度
の
創
設
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 
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註
（
106
）
我
妻
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
１
＋
『
債
權
論
』
）
一
七
八
頁
（
註
七
）
。 

 

註
（
107
）
我
妻
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
１
＋
『
新
訂
擔
保
』
）
六
七
二
―
六
七
三
頁
。 

 

註
（
108
）
我
妻
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
10
＋
『
新
訂
債
權
』
）
亓
二
七
頁
。 

 

註
（
109
）
我
妻
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
10
＋
『
新
訂
債
權
』
）
亓
三
一
頁
。 

 

註
（
110
）
於
保
不
二
雄
「
将
来
の
權
利
の
處
分
」
『
財
産
管
理
權
序
説
』
（
有
信
堂
、
一
九
亓
四
年
）
二
八
一
頁
（
三
三
二
頁
）
。 

 

註
（
111
）
鳥
谷
部
茂
「
将
来
債
権
の
担
保
」
星
野
英
一
ほ
か
編
『
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
号
・
担
保
法
の
現
代
的
諸
問
題
』
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九 

八
三
年
）
亓
八
頁
（
六
一
頁
）
。 

 

註
（
112
）
た
だ
、
そ
の
後
に
お
け
る
鳥
谷
部
教
授
の
別
稿
（
前
掲
論
文
＊
前
掲
註
（
42
）
「
代
理
受
領
」
＋
法
律
時
報
亓
七
巻
一
号
一
〇
一
頁
）
を 

参
照
す
る
と
、
「
そ
の
債
権
の
移
転
（
債
権
譲
渡
）
は
譲
渡
人
・
譲
受
人
間
の
合
意
に
よ
っ
て
生
ず
る
が
、
譲
渡
債
権
が
未
発
生
の
と
き
は
、
当
該

債
権
が
将
来
発
生
し
た
と
き
に
こ
れ
を
移
転
す
べ
き
権
利
・
義
務
を
譲
渡
当
事
者
間
に
生
じ
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
（
債
権
契
約
・
譲
渡
予
約
）
」
も

の
と
解
し
、
「
し
た
が
っ
て
、
債
権
の
発
生
と
同
時
か
そ
の
後
で
な
け
れ
ば
、
債
権
の
移
転
を
手
段
と
す
る
支
配
も
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
論
じ

て
お
り
、
そ
の
理
由
は
、
「
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
債
権
の
譲
渡
担
保
は
、
効
力
の
点
で
強
力
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
設
定
時
点
に
お
い
て
も

優
先
性
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
」
と
解
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
構
成
し
た
私
見
と
は
異
な
る
。 

 
 
 

つ
ま
り
、
鳥
谷
部
教
授
は
、
既
に
一
九
八
亓
（
昭
和
六
〇
）
年
の
段
階
に
お
い
て
、
将
来
債
権
の
譲
渡
と
予
め
の
通
知
・
承
諾
に
よ
る
未
発
生
段

階
で
の
債
権
の
移
転
と
い
う
効
力
を
認
識
し
つ
つ
も
、
斯
様
な
効
力
を
認
め
る
と
、
第
三
者
（
一
般
債
権
者
）
が
譲
渡
契
約
や
譲
渡
担
保
権
設
定
契

約
の
段
階
に
お
い
て
事
实
上
排
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
譲
受
人
に
優
先
権
を
認
め
た
の
と
同
様
の
結
果
と
な
っ
て
し
ま
い
（
同
・
前
掲
論

文
＊
前
掲
註
（
42
）
「
代
理
受
領
」
＋
法
律
時
報
亓
七
巻
一
号
一
〇
四
頁
の
註
＊
31
＋
）
、
こ
れ
で
は
、
将
来
債
権
の
譲
渡
担
保
と
し
て
の
効
力

が
強
力
に
過
ぎ
て
し
ま
う
の
で
、
妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 
 

因
み
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
（th

e P
rin

cip
les o

f E
u
ro

p
ean

 C
o
n
tract L

aw
 : „P

E
C
L
“

）
第
三
部
（
二
〇
〇
三
年
）
「
第
一
一
章 

債
権
の

譲
渡
」
の
第
二
〇
二
条
は
、
債
権
譲
渡
の
効
力
発
生
時
期
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。 

 

第
一
一
章
第
二
〇
二
条 

債
権
譲
渡
の
効
力
発
生
時
期 

 

第
一
項 

現
に
存
す
る
請
求
権
の
譲
渡
は
、
譲
渡
に
関
す
る
合
意
の
時
点
、
も
し
く
は
、
旧
債
権
者
と
新
債
権
者
が
合
意
し
た
後
の
時
点
に
お

い
て
効
力
を
生
ず
る
。 
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第
二
項 

将
来
の
請
求
権
の
譲
渡
は
そ
の
発
生
に
依
存
す
る
が
、
こ
の
譲
渡
は
、
譲
渡
に
関
す
る
合
意
の
時
点
、
も
し
く
は
、
旧
債
権
者
と
新

債
権
者
が
合
意
し
た
後
の
あ
る
時
点
に
お
い
て
効
力
を
生
ず
る
。 

 
右
の
第
二
項
に
よ
る
と
、
将
来
債
権
の
譲
渡
の
効
力
は
、
債
権
の
発
生
時
か
ら
譲
渡
契
約
の
時
点
も
し
く
は
譲
渡
契
約
後
の
一
定
の
合
意
時
点

に
ま
で
遡
及
し
て
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
後
の
譲
渡
や
差
押
え
は
排
除
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
（
藤
五
徳
展
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
（
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
）
に
お
け
る
債
権
譲
渡
法
制
（
一
）
」
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
第
亓
三
巻

第
四
号
＊
二
〇
〇
七
年
＋
一
一
四
七
頁
＊
一
一
六
八
頁
参
照
＋
）
。 

 

な
お

、
右
規

定
の

英
語
版

及
び
ド

イ
ツ

語
版
の

原
文

を
以
下

に
掲
げ

て
お

く
。
原

文
に
つ

い
て

は
、h

ttp
://fro

n
tp

ag
e. 

cb
s.

d
k
/law

/co
m

m
issio

n
_
o
n
_
eu

ro
p
ean

_
co

n
tract_

law
/in

d
ex
.
h
tm

l

を
参
照
し
た
。
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
委
員
会
の
Ｈ
Ｐ
に
お
い
て
は
、
Ｐ

Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
各
国
語
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

邦
訳
に
関
し
て
は
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
バ
セ
ド
ウ
編
（
半
田
吉
信
・
滝
沢
昌
彦
・
松
尾
弘
・
石
崎
泰
雄
・
益
五
公
司
・
福
田
清
明
＊
訳
＋
）
『
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
統
一
契
約
法
へ
の
道
』
（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
四
年
）
三
一
一
頁
以
下
に
「
資
料
」
と
し
て
第
一
部
か
ら
第
三
部
ま
で
の
全
訳
が
あ
る
。 

【
英
語
版
】 

A
R

T
IC

L
E

 1
1
:2

0
2
: W

H
E

N
 A

S
S

IG
N

M
E

N
T

 T
A

K
E

S
 E

F
F

E
C

T
 

(1
) A

n
 assig

n
m

en
t o

f an
 ex

istin
g
 claim

 tak
es effect at th

e tim
e o

f th
e ag

reem
en

t to
 assig

n
 o

r su
ch

 later tim
e as th

e assig
n
o
r an

d
 as-

sig
n
ee ag

ree. 

(2
)A

n
 assig

n
m

en
t o

f a fu
tu

re claim
 is d

ep
en

d
en

t u
p
o
n
 th

e assig
n
ed

 claim
 co

m
in

g
 in

to
 ex

isten
ce b

u
t th

ereu
p
o

n
 ta

k
es effect fro

m
 th

e 

tim
e o

f th
e ag

reem
en

t to
 assig

n
 o

r su
ch

 later tim
e as th

e assig
n
o
r an

d
 assig

n
ee ag

ree. 

【
ド
イ
ツ
語
版
】 

A
R

T
IK

E
L

 1
1
:2

0
2
: W

A
N

N
 D

IE
 A

B
T

R
E

T
U

N
G

 W
IR

K
S

A
M

 W
IR

D
 

(1
) D

ie A
b
tretu

n
g
 ein

es b
esteh

en
d
en

 A
n
sp

ru
ch

s w
ird

 im
 Z

eitp
u
n
k
t d

er E
in

ig
u

n
g

 ü
b

er d
ie A

b
tretu

n
g

 w
irk

sam
 o

d
er zu

 d
em

je
n

i-

g
en

 sp
äteren

 Z
eitp

u
n
k
t, au

f d
en

 sich
 d

er b
ish

erig
e u

n
d
 d

er n
eu

e
 G

läu
b
ig

er ein
ig

en
. 

(2
) D

ie A
b
tretu

n
g
 ein

es k
ü
n
ftig

en
 A

n
sp

ru
ch

s ist ab
h
än

g
ig

 v
o
n
 d

essen
 E

n
tsteh

u
n
g

; sie w
ird

 d
arau

fh
in

 jed
o
ch

 w
irk

sam
 
im
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Z
eitp

u
n
k
t d

er  E
in

ig
u
n
g
 ü

b
er d

ie A
b
tretu

n
g
 o

d
er zu

 ein
em

 so
lch

en
 sp

äteren
 Z

eitp
u
n

k
t, au

f d
en

 sich
 d

er b
ish

erig
e u

n
d
 d

er n
eu

e 

G
läu

b
ig

er ein
ig

en
. 

 

註
（
113
）
高
木
多
喜
男
「
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
有
効
性
と
対
抗
要
件
（
下
）
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
三
亓
号
（
一
九
八
一
年
）
二
三
頁
以
下
。 

 

註
（
114
）
近
江
幸
治
「
集
合
債
権
の
譲
渡
担
保
」
手
形
研
究
四
一
亓
号
（
一
九
八
八
年
）
四
頁
（
七
頁
以
下
）
、
伊
藤
進
「
集
合
債
権
の
譲
渡
担
保 

と
権
利
の
实
行
」
田
中
誠
二
監
修
『
金
融
・
商
事
判
例
増
刊
第
七
三
七
号
・
譲
渡
担
保
―
实
務
と
理
論
の
問
題
点
―
』
（
経
済
法
令
研
究
会
、
一
九

八
六
年
。
以
下
、
『
譲
渡
担
保
』
と
略
称
す
る
）
七
七
頁
（
八
〇
頁
）
。 

 

註
（
115
）
高
木
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
113
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
三
亓
号
二
亓
頁
、
近
江
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
114
＋
）
手
形
研
究
四
一
亓
号
九
頁
。 

た
だ
、
近
江
教
授
は
、
個
別
的
な
要
件
を
掲
げ
ず
、
包
括
的
な
通
知
に
よ
っ
て
第
三
債
務
者
に
対
し
て
債
権
譲
渡
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

こ
れ
に
よ
っ
て
対
抗
力
を
生
ず
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。 

 

註
（
116
）
高
木
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
113
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
三
亓
号
二
六
頁
。
た
だ
、
高
木
教
授
は
、
こ
の
通
知
は
二
重
譲
受
人
や
差
押
債
権
者
の 

よ
う
な
第
三
者
に
対
し
て
は
、
通
知
の
到
達
時
が
対
抗
力
発
生
時
と
な
る
が
ゆ
え
に
、
第
三
者
に
優
先
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
対
抗
要
件
と
し
て

十
分
な
効
果
を
期
待
し
え
な
い
も
の
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
包
括
的
通
知
に
も
問
題
点
が
あ
り
、
实
務
の
面
か
ら
は
確
实
な
対
抗
要
件
と
は
い
い

え
な
い
の
で
、
こ
の
両
者
を
併
用
す
れ
ば
、
互
い
に
難
点
を
カ
バ
ー
し
あ
え
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。 

 

註
（
117
）
高
木
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
113
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
三
亓
号
二
六
頁
。 

 

註
（
118
）
近
江
・
前
掲
論
文(

前
掲
註
＊
114
＋)

手
形
研
究
四
一
亓
号
一
〇
頁
、
伊
藤
・
前
掲
論
文(

前
掲
註
＊
114
＋)

前
掲
『
譲
渡
担
保
』
八
〇
頁
。 

 

註
（
119
）
高
木
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
113
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
三
亓
号
二
七
頁
、
近
江
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
114
＋
）
手
形
研
究
四
一
亓
号
一
二
頁
。 

 

註
（
120
）
伊
藤
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
114
＋
）
前
掲
『
譲
渡
担
保
』
八
〇
―
八
一
頁
。 

 

註
（
121
）
我
妻
榮
「
集
合
動
産
の
譲
渡
担
保
に
関
す
る
エ
ル
ト
マ
ン
の
提
案
」
『
民
法
研
究
Ⅳ
担
保
物
権
』
（
有
斐
閣
、
一
九
六
七
年
。
以
下
、
『
民 

法
研
究
Ⅳ
』
と
略
記
す
る
）
一
四
一
頁
（
一
七
〇
頁
以
下
）
、
近
江
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
21
＋
『
担
保
制
度
』
）
二
二
三
頁
以
下
参
照
。 

欧
州
各
国
に
お
け
る
登
録
質
制
度
導
入
の
試
み
に
関
す
る
変
遷
に
つ
い
て
は
、J.

W
.
H

ed
em

an
n
,
 

D
ie 

fo
rtsch

ritte 
d
es 

Z
iv

ilrech
ts 

im
 
Ⅹ

Ⅸ
.
Jah

rh
u
n
d
ert,

 E
in

 Ü
b
erb

lick
 ü

b
er d

ie E
n
tfaltu

n
g
 d

es P
riv

atrech
ts in

 D
eu

tsch
lan

d
,

Ö
sterreich

,
F

ran
k
reich

 u
n

d
 d

er S
ch

w
eiz,

 

Z
w

eiter T
eil: D

ie E
n
tw

ick
lu

n
g
 d

es B
o
d
en

rech
ts v

o
n
 d

er fran
zö

sisch
e
n
 R

ev
o

lu
tio

n
 b

is zu
r G

eg
en

w
art,1

.
H

älfte: D
as m

aterielle
 

B
o
d
en

rech
t,

§
5.Ⅰ

b
,
 
S
.175

ff.

が
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
に
お
け
る
状
況
を
簡
潔
に
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
変
参
考
に
な
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る
。 

 
 
 

ヘ
ー
デ
マ
ン
博
士
は
、
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
不
動
産
信
用
の
形
成
に
か
な
り
欠
陥
が
あ
っ
た
た
め
に
、
動
産
信
用
を
別
個
に
形
成
す

る
の
に
困
難
を
極
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
成
果
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
お
り
、
そ
の
成
果
と
は
、
①
営
業
財
産
（fo

n
d
s 

d
e 

co
m

m
erce

）
の
担
保
（
一
八
九
八
年
三
月
一
日
の
法
律
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
二
〇
七
亓
条
へ
の
付
加
、
そ
の
後
の
一
九
〇
九
年
三
月
一
七
日
の

特
別
法
に
よ
る
そ
の
濫
用
の
規
制
。
こ
の
規
制
は
、
更
に
、
同
年
四
月
一
日
の
法
律
に
よ
り
補
充
が
な
さ
れ
、
一
九
一
三
年
七
月
三
一
日
の
法
律
に

よ
り
変
更
さ
れ
た
）
、
②
農
業
質
入
証
券
（w

arran
ts 

ag
rico

les

）
に
よ
る
収
穫
物
へ
の
質
権
設
定
（
一
八
九
八
年
七
月
一
八
日
の
法
律
＊
一
九
〇

六
年
四
月
三
〇
日
改
正
＋
。
一
九
〇
六
年
以
降
は
、
家
畜
群
に
対
す
る
質
権
設
定
に
も
適
用
さ
れ
た
）
、
③
ホ
テ
ル
の
営
業
施
設
に
対
す
る
質
権
設

定
（
一
九
一
三
年
八
月
八
日
の
法
律
＊
一
九
一
亓
年
三
月
一
七
日
改
正
＋
）
な
ど
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
（H

ed
em

an
n
,
a.

a.
O
.,

S
.1
75

）
。 

 
 
 

ヘ
ー
デ
マ
ン
博
士
は
、
次
に
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、
若
干
の
州
に
お
い
て
、
既
に
「
動
産
の
登
録
（F

ah
rn

isv
ersch

reib
u
n
g

）
」
が
行
わ
れ
て

お
り
、
一
九
世
紀
の
全
期
間
に
お
い
て
、
こ
れ
を
保
持
し
続
け
て
き
た
と
さ
れ
、
例
と
し
て
、
一
八
亓
四
年
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
民
法
第
八
七
四
条
に

お
い
て
「
動
産
質
権
は
、
地
方
裁
判
所
長
の
許
可
を
も
っ
て
、
債
権
者
へ
の
占
有
移
転
が
な
く
と
も
、
市
町
村
長
の
管
理
す
る
公
の
質
権
台
帳

（ö
ffen

tlich
es P

fan
d
b
u
ch

）
に
登
録
（E

in
trag

u
n
g

）
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
規
定
を
掲
げ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
動
産
質
権
の
登
記
な
い
し
登
録
制
度
は
、
一
八
八
一
年
の
（
連
邦
）
債
務
法
（
Ｏ
Ｒ
）
に
よ
り
妨
害
の
憂
き
目
に
遭
い
、
同
法
に
お
い
て

は
、
占
有
質
の
観
念
が
例
外
な
く
し
て
支
配
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
動
産
抵
当
は
い
か
な
る
形
の
も
の
で
も
禁
止
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
論

じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
審
議
の
終
了
間
際
に
な
っ
て
、
家
畜
に
対
す
る
質
権
設
定
と
い
う
特
殊
ケ
ー
ス
が
州
の
特
別
法
と
し
て
認
め
ら
れ
た

と
し
て
い
る
（
一
八
八
一
年
の
債
務
法
第
二
一
〇
条
三
項
）
。
そ
の
後
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、
ス
イ
ス
民
法
典
（
Ｚ
Ｇ
Ｂ
）
の
編
纂
事
業
が
開
始

さ
れ
た
頃
に
所
有
権
留
保
と
の
相
互
関
連
に
お
い
て
一
大
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
判
例
は
、
既
に
一
八
八
八
年
三
月
一
〇
日
の
連
邦
裁
判
所
判
決

に
お
い
て
、
所
有
権
留
保
の
合
法
性
を
認
め
、
そ
の
有
効
性
を
許
容
し
て
お
り
（B

G
,
U

rt.
v
o
m

 10.3.1888,
E

n
tsch

.
B

d.14,
S
.111

ff.
; 

印
刷
業

者
の
付
属
設
備
＊In

v
en

tar

＋
の
事
案
）
、
そ
の
後
も
こ
の
立
場
を
堅
持
し
て
い
た
が
、
有
力
な
学
説
が
所
有
権
留
保
を
否
認
し
続
け
て
い
た
と
こ

ろ
、
ス
イ
ス
民
法
典
の
編
纂
に
か
か
る
準
備
作
業
に
際
し
て
、
動
産
登
録
か
、
そ
れ
と
も
所
有
権
留
保
か
と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
、
一
九
〇
二

年
の
専
門
委
員
会
（E

x
p
erten

k
o
m

m
issio

n

）
に
お
い
て
は
、
僅
差
の
多
数
で
、
家
畜
に
質
権
を
設
定
す
る
と
い
う
特
殊
ケ
ー
ス
の
み
な
ら
ず
、
よ

り
広
く
在
庫
商
品
や
営
業
設
備
等
の
動
産
登
録
を
許
容
す
る
こ
と
が
ま
と
ま
り
、
物
的
所
有
権
留
保
は
否
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
所
有
権

留
保
が
動
産
登
録
よ
り
も
有
力
と
な
り
、
ス
イ
ス
民
法
で
は
、
公
の
登
録
簿
に
登
録
し
た
所
有
権
留
保
が
法
定
さ
れ
（
Ｚ
Ｇ
Ｂ
第
七
一
亓
条
）
、
こ
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れ
に
反
し
て
、
「
動
産
抵
当
（M

o
b
iliarh

y
p
o
th

ek

）
」
は
、
家
畜
に
対
す
る
質
権
設
定
に
限
定
さ
れ
、
「
住
所
地
の
州
の
管
轄
官
庁
に
よ
っ
て
以

下
の
よ
う
な
法
律
行
為
を
締
結
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
た
金
融
機
関
及
び
協
同
組
合
を
担
保
す
る
た
め
、
占
有
を
移
転
す
る
こ
と
の
な
い
家
畜
質
権

は
、
登
録
簿
（V

ersch
reib

u
n
g
sp

ro
to

k
o
ll

）
へ
の
登
録
と
経
営
局
（B

etreib
u
n
g
sam

t

）
へ
の
通
知
に
よ
っ
て
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
Ｚ
Ｇ

Ｂ
第
八
八
亓
条
）
と
規
定
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
論
じ
て
い
る
（H

ed
em

an
n
,
a.

a.
O
.,

S
.176

-177

）
。 

 
 
 

更
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
登
録
質
制
度
創
設
の
提
唱
は
、
動
産
譲
渡
担
保
の
公
示
制
度
の
確
立
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
悪
く
い
え
ば
、
譲
渡

担
保
の
登
録
に
よ
る
隔
離
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
登
録
質
制
度
導
入
の
試
み
は
、
古
く
一
八
八
〇
年
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
（L

eip
zig

）

で
開
催
さ
れ
た
第
一
亓
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
に
お
い
て
、
占
有
改
定
に
よ
る
譲
渡
担
保
の
公
示
方
法
に
対
す
る
疑
念
が
問
題
と
さ
れ
て
以
来
、
長
き

に
わ
た
っ
て
議
論
さ
れ
続
け
た
も
の
で
あ
る
（
こ
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
近
江
・
前
掲
書
＊
前
掲
註
（
21
）
『
担
保
制
度
』
＋
二
二
三
―
二
三
四
頁

に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
）
。 

 
 
 

ヘ
ー
デ
マ
ン
博
士
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
二
つ
の
動
揺
が
起
こ
っ
た
と
し
て
、
最
初
の
動
揺
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
終
結
後
の
一
九
二
一
年
に
、

バ
ム
ベ
ル
ク
（B

am
b
erg

）
で
開
催
さ
れ
た
第
三
二
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
に
お
い
て
、
そ
の
当
時
、
ひ
ど
く
没
落
し
て
い
た
ド
イ
ツ
の
製
造
業
者
に

対
し
て
加
工
の
た
め
の
原
材
料
を
信
用
で
供
給
し
て
い
た
外
国
の
原
材
料
供
給
業
者
に
対
し
て
強
化
さ
れ
た
物
的
担
保
を
提
供
す
る
こ
と
が
緊
急

課
題
と
さ
れ
、
第
二
の
動
揺
は
、
一
九
二
六
年
の
初
め
、
ラ
イ
ヒ
議
会
に
カ
イ
ナ
ー
ト
提
案
（K

ein
ath

 u
.
 G

en
.

）
が
提
出
さ
れ
（
一
九
二
四
―
二

六
年
第
三
任
期
ラ
イ
ヒ
議
会
第
一
八
一
一
号
）
、
こ
の
提
案
は
、
「
農
業
・
林
業
・
園
芸
ま
た
は
商
工
業
の
経
営
財
産
」
に
関
す
る
頗
る
広
汎
な
登

録
質
権
を
用
意
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
实
際
に
審
議
に
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
説
明
し
、
し
か
し
、
ラ
イ
ヒ
司
法
省
（R

eich
sju

stizm
in

isteriu
m

）

は
、
こ
の
提
案
に
従
い
、
「
契
約
に
よ
っ
て
設
定
す
る
非
占
有
動
産
質
権
（
登
録
質
、
動
産
抵
当
）
の
施
行
に
関
す
る
」
覚
書
を
完
成
し
た
と
説
明

し
て
い
る
（
一
九
二
四
―
二
六
年
第
三
任
期
ラ
イ
ヒ
議
会
、
一
九
二
六
年
六
月
一
八
日
の
第
八
回
委
員
会
第
一
一
亓
号
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

後
、
こ
の
覚
書
の
企
図
し
た
方
向
と
は
異
な
り
、
立
法
は
、
狭
く
限
定
さ
れ
た
農
業
の
特
殊
な
場
合
と
い
う
方
向
性
に
限
定
さ
れ
、
一
九
二
六
年
七

月
九
日
に
「
農
業
用
益
賃
借
人
の
固
定
資
本
信
用
の
調
達
を
可
能
に
す
る
法
律
（G

esetz,
b
etreffen

d
 

d
ie 

E
rm

ö
g
lich

u
n
g
 

d
er 

K
ap

italk
red

itb
e-

sch
affu

n
g
 fü

r lan
d
w

irtsch
aftlich

e P
äch

ter

）
」
（R

G
B

l.
Ⅰ
,
S
.399

）
が
制
定
さ
れ
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
（H

ed
em

an
n
.
a.

a.
O
.,

S
.177

）
。

右
の
小
作
信
用
法
と
も
い
う
べ
き
法
律
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
我
妻
榮
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
小
作
財
団
の
上
の
登
録
質
制
度
の
創
設
」

我
妻
・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
121
＋
『
民
法
研
究
Ⅳ
』
）
二
〇
三
頁
以
下
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 

以
上
の
歴
史
的
背
景
か
ら
、
結
局
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
商
工
業
信
用
の
た
め
に
す
る
登
録
質
制
度
は
、
終
ぞ
日
の
目
を
見
る
こ
と
な
く
推
移
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し
、
占
有
改
定
に
よ
る
動
産
譲
渡
担
保
と
い
う
鉄
壁
を
崩
す
こ
と
は
で
き
ず
に
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
 
 

右
の
動
産
登
録
質
に
関
す
る
変
遷
は
、
本
稿
に
は
直
接
的
な
関
係
は
な
い
が
、
ド
イ
ツ
な
ど
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
に
、
過
去
に
お
い
て
、
占

有
改
定
に
よ
る
引
渡
し
と
い
う
公
示
の
不
十
分
な
動
産
譲
渡
担
保
か
ら
確
定
的
な
公
示
制
度
を
用
い
た
動
産
登
録
質
へ
と
い
う
流
れ
が
あ
り
、
こ
の

流
れ
を
わ
が
国
に
お
け
る
債
権
質
、
債
権
譲
渡
担
保
に
当
て
は
め
る
と
、
通
知
・
承
諾
に
よ
る
債
権
質
、
債
権
譲
渡
担
保
か
ら
登
録
・
登
記
さ
れ
た

債
権
質
、
債
権
譲
渡
担
保
へ
と
い
う
理
論
上
の
流
れ
が
関
連
付
け
ら
れ
る
の
で
、
参
考
の
た
め
に
、
動
産
の
登
録
質
に
関
す
る
過
去
の
議
論
の
変
遷

を
掲
げ
た
次
第
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
動
産
も
債
権
も
、
こ
れ
ら
が
確
定
的
に
公
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
質
入
れ
に
せ
よ
、
譲
渡
担
保
の
設
定
に

せ
よ
、
現
行
法
で
は
、
債
権
質
の
場
合
に
は
質
権
の
要
物
契
約
性
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
の
で
（
民
法
第
三
六
三
条
参
照
）
、
も
は
や
、
そ
の
間
に
お

け
る
差
異
は
事
实
上
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
債
権
質
に
つ
い
て
も
、
債
権
譲
渡
登
記
制
度
が
準
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
動
産

債
権
譲
渡
特
例
法
第
一
四
条
）
。
更
に
、
こ
こ
数
年
、
法
務
省
・
法
制
審
議
会
、
金
融
庁
、
経
済
産
業
省
な
ど
で
議
論
さ
れ
て
き
た
電
子
登
録
債
権

制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
ま
だ
議
論
の
余
地
は
多
分
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。 

  
 
 

第
二
款 

近
時
の
有
力
説
―
債
権
譲
渡
法
理
と
非
典
型
担
保
法
理
の
展
開
― 

 

右
に
紹
介
し
て
き
た
従
来
の
有
力
説
に
対
し
て
、
近
時
の
有
力
説
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
対
抗
要
件
に
関
し
て
、
債
権
譲
渡
法
理

か
ら
考
察
す
る
も
の
と
、
非
典
型
担
保
法
理
か
ら
考
察
す
る
も
の
に
分
か
れ
て
い
る
。 

 

ま
ず
、
債
権
譲
渡
法
理
か
ら
考
察
す
る
学
説
と
し
て
、
池
田
眞
朗
教
授
は
、
債
権
譲
渡
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
民
法
ま
た
は
債
権

譲
渡
特
例
法
な
ど
の
対
抗
要
件
を
具
備
す
れ
ば
よ
く
、
債
権
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
民
法
上
の
通
知
な
ど
を
し
て
も
対

抗
力
を
有
し
な
い
も
の
と
解
し
、
具
体
的
に
は
、
た
と
え
担
保
と
し
て
で
あ
っ
て
も
、
譲
受
人
（
新
権
利
者
＊
債
権
者
＋
）
に
債
権
を
譲
渡

し
た
こ
と
を
明
瞭
に
し
た
通
知
を
行
い
、
か
つ
、
支
払
指
示
文
言
を
付
す
場
合
に
は
、
譲
受
人
名
に
よ
り
、
取
立
委
任
等
の
根
拠
を
明
記
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し
て
（
あ
る
い
は
譲
渡
人
・
譲
受
人
連
名
と
し
て
）
、
第
三
債
務
者
に
報
知
す
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
り
、
第
三
債
務
者
に
報
知
し
た
く
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
債
権
譲
渡
特
例
法
の
登
記
を
利
用
す
べ
き
も
の
と
解
し
て
い
る

（

122
）

。
た
だ
、
池
田
教
授
は
、
最
近
、
平
成
一
九
年
判
決

の
原
審
評
釈
に
お
い
て
、
「
将
来
債
権
譲
渡
の
場
合
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
将
来
債
権
の
権
利
移
転
時
期
は
、
譲
渡
時
と
考
え
る
。
…
…

当
該
債
権
の
債
権
者
た
る
地
位
や
処
分
権
能
は
、
譲
渡
時
に
譲
受
人
に
移
転
す
る
」
と
し
て
、
「
譲
渡
後
に
あ
る
い
は
譲
渡
と
同
時
に
具

備
し
た
対
抗
要
件
は
当
然
に
（
そ
の
権
利
移
転
を
公
示
す
る
対
抗
要
件
と
し
て
）
そ
の
時
点
か
ら
有
効
で
あ
る
」
も
の
と
解
し
、
ま
た
、
将
来

債
権
譲
渡
担
保
の
場
合
に
お
い
て
も
、
「
担
保
の
た
め
の
債
権
譲
渡
と
真
正
譲
渡
の
区
別
が
契
約
解
釈
上
困
難
な
場
合
が
あ
る
と
い
う
現

实
的
な
理
由
」
か
ら
、
「
債
権
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
権
利
移
転
的
構
成
を
取
る
」
べ
き
も
の
と
解
し
、
「
し
た
が
っ
て
、
譲
渡

担
保
設
定
時
か
ら
譲
受
人
に
債
権
は
移
転
し
、
第
三
者
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
時
点
か
ら
、
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
」
も
の
と
主
張
し
て

い
る
の
で

（

123
）

、
あ
る
い
は
、
単
純
に
契
約
時
移
転
説
に
改
説
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 

右
の
池
田
教
授
の
考
え
方
の
う
ち
、
前
者
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
国
際
債
権
譲
渡
条
約
草
案
、
そ
の
後
に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た

国
際
債
権
譲
渡
条
約
の
第
一
三
条
及
び
第
一
六
条
に
お
い
て
、
債
務
者
に
対
す
る
譲
渡
通
知
と
支
払
指
示
と
が
明
瞭
に
分
化
さ
れ
、
第
三

者
に
対
す
る
優
先
権
の
確
保
と
譲
受
人
の
表
示
は
通
知
で
行
い
、
誰
に
弁
済
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
支
払
指
示
で
行
う
旨
が
規

定
さ
れ
た
と
い
う
点
に
後
押
し
さ
れ
、
平
成
一
三
年
判
決
の
事
案
に
お
い
て
約
定
さ
れ
た
「
譲
渡
担
保
権
を
設
定
し
た
が
、
实
行
通
知
後

は
譲
受
人
に
支
払
を
し
て
ほ
し
い
」
旨
の
曖
昧
な
表
現
で
は
、
設
定
契
約
後
も
債
権
が
譲
渡
人
に
属
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
て
も
や
む

を
得
な
い
の
で
、
譲
渡
と
支
払
指
示
と
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
明
瞭
に
表
現
す
べ
き
も
の
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る

（

124
）

。
ち

な
み
に
、
池
田
教
授
に
よ
る
と
、
将
来
債
権
の
権
利
移
転
基
準
時
は
、
譲
受
人
の
権
利
確
保
と
い
う
要
請
か
ら
、
契
約
締
結
時
と
い
う
の

が
現
在
に
お
け
る
国
際
的
な
共
通
の
理
解
と
な
っ
て
お
り
、
債
権
発
生
時
に
移
転
の
効
力
が
発
生
す
る
と
い
う
日
本
側
か
ら
の
理
論
上
の

確
認
要
求
に
対
し
て
賛
意
を
示
す
国
は
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る

（

125
）

。 
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ま
た
、
道
垣
内
弘
人
教
授
は
、
抑
も
、
「
集
合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
は
、
対
象
債
権
を
譲
渡
す
べ
き
義
務
を
設
定
す
る
契
約
で
は
な
く
、

譲
渡
を
生
ぜ
し
め
る
契
約
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
脚
し

（

126
）

、
「
な
ぜ
、
实
務
が
、
危
険
を
冒
し
て
、
譲
渡
担
保
の
担
保
的
構
成
に

準
拠
し
た
通
知
書
式
を
と
る
の
か
は
理
解
し
が
た
い
」
と
い
う
疑
問
を
提
起
し
た
上
で
、
「
譲
渡
担
保
の
判
例
法
理
の
現
状
を
前
提
と
す

る
な
ら
ば
、
あ
く
ま
で
、
譲
渡
担
保
権
の
設
定
に
よ
っ
て
、
目
的
債
権
は
譲
渡
担
保
権
者
に
譲
渡
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
「
仮

に
、
一
定
の
時
期
ま
で
は
、
譲
渡
担
保
設
定
者
が
目
的
債
権
の
回
収
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
債
権
譲
受
人
で
あ

る
譲
渡
担
保
権
者
か
ら
取
立
権
限
の
授
与
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
」
と
し
て
、
こ
の
理
解
の
下
で
实
務
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、

ま
た
、
「
同
様
の
こ
と
は
、
債
権
譲
渡
担
保
に
つ
き
、
譲
渡
債
権
の
限
度
額
を
定
め
た
契
約
書
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
債
権
譲
渡
登
記
を

行
お
う
と
す
る
見
解
に
も
当
て
は
ま
る
」
と
し
て
、
担
保
権
的
構
成
説
を
取
る
こ
と
に
対
し
て
一
定
の
懸
念
を
表
明
し
て
い
る

（

127
）

。 

 

更
に
、
小
野
秀
誠
教
授
は
、
設
定
契
約
時
に
債
権
譲
渡
の
効
力
が
生
じ
た
も
の
と
い
う
前
提
に
立
脚
し
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
債
権
譲

渡
特
例
法
に
よ
る
債
権
譲
渡
登
記
を
な
し
、
特
約
に
よ
り
、
一
定
の
事
由
が
生
ず
る
ま
で
は
債
務
者
が
債
権
者
の
代
理
人
と
し
て
取
り
立

て
を
し
、
第
三
債
務
者
に
は
通
知
せ
ず
に
、
支
払
停
止
事
由
が
生
じ
た
と
き
に
初
め
て
譲
渡
通
知
を
し
、
債
権
者
が
取
立
権
を
行
使
す
る

と
い
う
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
譲
渡
担
保
権
の
設
定
は
登
記
に
よ
り
、
实
行
は
第
三
債
務
者
へ
の
通
知
に
よ
る
も
の
と
す
れ

ば
、
従
来
の
手
続
で
は
不
明
確
で
あ
っ
た
担
保
権
の
設
定
・
対
抗
要
件
の
具
備
と
担
保
権
の
实
行
通
知
の
分
離
が
よ
り
明
確
に
な
る
も
の

と
解
し
て
い
る

（

128
）

。 

 

次
に
、
非
典
型
担
保
法
理
か
ら
考
察
す
る
学
説
と
し
て
、
千
葉
恵
美
子
教
授
は
、
純
然
た
る
非
典
型
担
保
法
理
か
ら
の
帰
結
と
し
て
、

担
保
権
の
实
行
ま
で
は
譲
渡
目
的
債
権
は
設
定
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
い
う
前
提
に
立
脚
し
、
設
定
者
に
取
立
権
を
留
保
し
た
確
定
日
付

あ
る
譲
渡
担
保
設
定
通
知
に
よ
り
、
担
保
権
の
存
在
を
外
部
に
公
示
し
、
か
つ
、
第
三
者
に
対
し
て
担
保
権
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
实
行
通
知
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
担
保
権
者
に
は
第
三
債
務
者
に
対
し
て
弁
済
を
請
求
す
る
資
格
が
な
い
と
い
う
理
由
か
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ら
、
設
定
通
知
の
対
抗
力
は
、
第
三
債
務
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
の
一
部
し
か
具
備
し
て
い
な
い
と
解
す
る
も
の
の
、
設
定
通
知
に
よ
る

対
抗
要
件
の
効
力
は
、
担
保
目
的
債
権
に
譲
渡
担
保
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
外
部
に
知
ら
せ
る
方
法
で
あ
り
、
か
つ
、
第

三
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
担
保
権
者
た
る
こ
と
を
主
張
し
う
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
担
保
目
的
債
権
の
中
に
未
発
生
の

債
権
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
担
保
権
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
設
定
通
知
が
第
三
債
務
者
に
到
達
し
た
時
点
を
も
っ
て
、
集
合
債
権
譲
渡
担

保
に
つ
き
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る

（

129
）

。 

 

ま
た
、
同
様
に
、
非
典
型
担
保
法
理
か
ら
の
帰
結
と
し
て
、
角
紀
代
恵
教
授
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
を
個
別
債
権
の
譲
渡
担
保
の
束

と
し
て
捉
え
、
譲
渡
さ
れ
る
個
別
債
権
に
関
し
て
債
権
譲
渡
の
第
三
者
対
抗
要
件
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
解
し
、
こ
の
場

合
に
は
、
担
保
権
の
实
行
ま
で
取
立
権
が
設
定
者
に
留
保
さ
れ
て
お
り
、
設
定
者
の
取
立
権
が
消
滅
す
る
ま
で
は
第
三
債
務
者
に
担
保
設

定
の
事
实
を
知
ら
せ
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
と
こ
ろ
、
民
法
第
四
六
七
条
の
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
は
第
三
債
務
者
の
譲
渡
に
対
す

る
認
識
を
根
幹
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
第
三
債
務
者
に
対
し
て
担
保
設
定
の
認
識
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
民
法
に
従
っ
た
対
抗
要
件
具
備
は
、
現
实
問
題
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、

そ
れ
で
も
担
保
は
第
三
者
に
対
し
て
そ
の
効
力
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
無
に
等
し
い
の
で
、
实
務
上
は
、
第
三
債
務
者
を
巻

き
込
ま
な
い
サ
イ
レ
ン
ト
方
式
に
よ
る
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

（

130
）

。 

 

更
に
、
田
高
寛
貴
教
授
は
、
譲
渡
担
保
設
定
予
約
を
担
保
権
の
設
定
と
見
な
し
、
そ
の
設
定
予
約
通
知
に
債
権
質
権
の
設
定
通
知
の
規

定
で
あ
る
民
法
第
三
六
四
条
を
類
推
適
用
し
、
予
約
の
通
知
・
承
諾
を
も
っ
て
、
第
三
債
務
者
は
質
権
設
定
と
同
様
の
担
保
権
設
定
と
し

て
の
認
識
を
一
定
程
度
有
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
し
、
ま
た
、
対
抗
要
件
否
認
の
局
面
に
お
い
て
は
、
弁
済
す
べ
き

者
は
誰
な
の
か
と
い
う
判
断
を
第
三
債
務
者
に
求
め
る
必
要
は
な
い
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
こ
の
「
担
保
権
の
設
定
」
に
関
す
る
第
三
債

務
者
の
認
識
を
前
提
と
し
て
、
譲
渡
人
が
破
産
し
た
と
い
う
局
面
に
お
い
て
は
、
債
権
譲
渡
予
約
か
ら
予
約
通
知
・
承
諾
ま
で
が
一
亓
日
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以
内
で
あ
れ
ば
、
対
抗
要
件
否
認
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
い
う
程
度
の
対
抗
要
件
は
認
め
て
も
よ
い
も
の
と
解
し
、
た
だ
、
差
押
債

権
者
や
新
た
な
債
権
譲
受
人
な
ど
の
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
予
約
完
結
権
行
使
に
つ
い
て
の
確
定
日
付
あ
る
通
知
が
な
け
れ
ば

対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
し
て
い
る

（

131
）

。 

 

こ
の
考
え
方
は
、
譲
渡
担
保
設
定
予
約
を
代
物
弁
済
予
約
と
同
様
の
担
保
権
の
設
定
と
解
し
つ
つ
、
た
だ
、
債
権
譲
渡
担
保
に
は
独
自

の
対
抗
要
件
制
度
が
な
い
の
で
、
債
権
質
権
設
定
の
対
抗
要
件
制
度
を
類
推
適
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
こ
の
考
え
方
に

は
、
い
く
つ
か
の
難
点
が
あ
る
。 

 

ま
ず
、
類
推
適
用
と
い
っ
て
も
、
債
権
譲
渡
は
債
権
が
譲
渡
さ
れ
た
と
い
う
事
实
の
通
知
も
し
く
は
こ
れ
に
対
す
る
承
諾
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
質
権
設
定
は
、
債
権
そ
れ
自
体
の
帰
属
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
い
く
ら
「
予
約
」
と
い
え
ど
も
、
性
格
の
異
な
る

債
権
譲
渡
担
保
に
質
権
設
定
の
対
抗
要
件
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。 

 

次
に
、
債
権
譲
渡
予
約
を
し
た
旨
の
通
知
に
よ
っ
て
、
債
権
質
権
の
設
定
を
し
た
旨
の
通
知
と
同
様
の
認
識
を
第
三
債
務
者
が
持
ち
う

る
の
か
と
い
う
点
に
難
点
が
あ
る
。
設
定
当
事
者
が
「
質
権
設
定
契
約
」
と
同
様
の
効
果
で
あ
る
旨
を
説
明
し
て
も
、
他
方
は
「
譲
渡
担

保
予
約
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
お
い
て
第
三
債
務
者
が
戸
惑
う
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
質
権
設
定
と
い
え
ど
も
、
形
式
的
に
は
債

権
譲
渡
と
同
様
の
通
知
・
承
諾
制
度
を
使
う
の
で
あ
る
か
ら
、
第
三
債
務
者
の
認
識
と
し
て
は
、
「
将
来
一
定
の
時
期
に
債
権
譲
渡
の
効

力
が
発
生
す
る
」
と
い
う
認
識
し
か
持
ち
え
ず
、
結
局
、
こ
の
考
え
方
を
も
っ
て
し
て
も
、
第
三
債
務
者
に
債
権
管
理
上
の
過
大
な
負
担

を
か
け
る
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る

（

132
）

。 

 

更
に
、
対
抗
要
件
を
二
段
階
で
考
え
る
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
も
、
対
抗
要
件
は
一
義
的
で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
く
、
第
三
債
務
者
を

中
心
と
す
る
対
第
三
者
関
係
に
お
い
て
混
乱
を
招
く
一
因
に
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。 

 

右
に
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
、
学
説
は
、
当
初
は
譲
渡
目
的
債
権
の
特
定
性
の
問
題
と
連
動
し
て
、
特
定
性
よ
り
も
若
干
厳
格
な
基
準
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を
も
っ
て
対
抗
要
件
具
備
行
為
を
認
定
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
最
近
で
は
、
従
前
よ
り
も
实
際
的
な
観
点
か
ら
の
考
察
が
目
立
ち
、

ま
た
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
に
よ
る
債
権
譲
渡
登
記
制
度
の
有
効
利
用
も
考
案
さ
れ
て
き
て
お
り
、
更
に
、
国
際
基
準
を
も
考
慮
し
た

考
え
方
が
提
起
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。 

  

註
（
122
）
池
田
眞
朗
「
判
評
（
最
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二
二
日
）
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
亓
号
（
二
〇
〇
二
年
）
三
〇
頁
（
三
三
頁
）
。 

 

註
（
123
）
池
田
（
眞
）
・
前
掲
判
評
（
前
掲
註
＊
57
＋
）
金
融
法
務
事
情
一
七
三
六
号
一
六
―
一
七
頁
。 

 

註
（
124
）
池
田
（
眞
）
・
前
掲
判
評
（
前
掲
註
＊
122
＋
）
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
亓
号
三
三
頁
。
な
お
、
本
条
約
第
一
三
条
及
び
第
一
六
条
の
規 

定
、
な
ら
び
に
そ
の
説
明
に
関
し
て
は
、
池
田
眞
朗
「
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
国
際
債
権
譲
渡
条
約
に
つ
い
て
」
金
融
法
研
究
資
料
編
（
17
）
（
二
〇

〇
一
年
）
一
亓
〇
頁
（
一
亓
亓
頁
、
一
六
九
―
一
七
〇
頁
）
、
同
「
《
個
別
報
告
》
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
国
際
債
権
譲
渡
条
約
に
つ
い
て
」
金
融
法

研
究
第
一
八
号
（
二
〇
〇
二
年
）
六
三
頁
以
下
、
同
「
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
国
際
債
権
譲
渡
条
約
草
案
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
二
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
七

頁
（
三
二
頁
、
四
六
―
四
七
頁
）
、
更
に
、
同
「
国
連
国
際
債
権
譲
渡
条
約
の
論
点
分
析
と
今
後
の
展
望
（
下
）
」
金
融
法
務
事
情
一
六
四
一
号
（
二

〇
〇
二
年
）
一
三
頁
（
一
四
頁
）
参
照
。 

 

註
（
125
）
池
田
眞
朗
「
国
連
国
際
債
権
譲
渡
条
約
の
論
点
分
析
と
今
後
の
展
望
（
上
）
」
金
融
法
務
事
情
一
六
四
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
）
二
二
頁
（
二 

亓
頁
）
。
斯
様
な
将
来
債
権
の
譲
渡
契
約
時
に
お
け
る
移
転
と
い
う
趣
旨
の
規
定
は
、
最
終
草
案
の
段
階
で
は
第
一
〇
条
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、

最
終
的
に
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
池
田
教
授
に
よ
る
と
、
登
録
内
容
を
規
定
す
る
附
属
書
第
四
条
一
項
に
お
い
て
、
「
登
録
さ
れ
た
デ
ー

タ
は
譲
渡
人
及
び
譲
受
人
を
特
定
し
、
か
つ
譲
渡
さ
れ
る
債
権
を
簡
潔
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
趣
旨
か
ら
、
本
条

約
が
予
定
し
て
い
る
将
来
債
権
は
譲
渡
時
に
第
三
債
務
者
が
不
特
定
で
も
差
し
支
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
わ
が

民
法
上
で
は
第
三
債
務
者
不
特
定
で
は
通
知
ま
た
は
承
諾
と
い
う
対
抗
要
件
が
具
備
で
き
ず
、
債
権
譲
渡
特
例
法
で
は
第
三
債
務
者
名
が
必
要
的
記

載
事
項
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
（
債
権
譲
渡
特
例
法
第
亓
条
一
項
六
号
）
及
び
将
来
債
権
の
譲
渡
に
関
す
る
議
論
の
状
況
は
、
世
界
の
趨
勢
か

ら
見
る
と
立
ち
後
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
が
あ
る
と
い
う
。
斯
様
な
指
摘
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
結
果
、
債
権
譲
渡
特
例
法
の
改
正
に
係
る
動
産
債
権

譲
渡
特
例
法
第
八
条
二
項
に
お
い
て
は
、
第
三
債
務
者
名
は
必
要
的
記
録
事
項
の
中
に
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

註
（
126
）
道
垣
内
弘
人
「
債
権
譲
渡
特
例
法
亓
条
一
項
に
い
う
『
譲
渡
に
係
る
債
権
の
総
額
』
に
つ
い
て
」
金
融
法
務
事
情
一
亓
六
七
号
（
二
〇
〇 

〇
年
）
亓
六
頁
（
亓
八
頁
）
。
道
垣
内
教
授
は
、
「
契
約
締
結
と
と
も
に
当
然
に
譲
渡
が
生
じ
る
」
も
の
と
解
し
て
い
る
（
同
・
金
融
法
務
事
情
一
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亓
六
七
号
六
四
頁
の
＊
注
８
＋
参
照
）
。 

 

註
（
127
）
道
垣
内
弘
人
「
判
評
（
東
京
高
判
平
成
一
一
年
一
一
月
四
日
）
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
三
〇
頁
（
三
一
頁
）
。 

 

註
（
128
）
小
野
（
秀
）
・
前
掲
判
研
（
前
掲
註
＊
92
＋
）
金
融
商
事
判
例
一
一
四
二
号
六
七
頁
。 

 

註
（
129
）
千
葉
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
28
＋
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
二
三
号
七
九
―
八
〇
頁
。 

 

註
（
130
）
角
紀
代
恵
「
流
動
債
権
譲
渡
担
保
」
法
律
時
報
七
三
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
四
頁
（
二
七
頁
）
。
角
教
授
は
、
債
権
譲
渡
特
例
法 

に
よ
る
債
権
譲
渡
登
記
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
り
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
つ
き
サ
イ
レ
ン
ト
方
式
に
よ
る
対
抗
要
件
具
備
が
可
能
と
な
っ
た
も
の

の
、
こ
の
登
記
に
お
い
て
は
第
三
債
務
者
名
が
必
須
的
記
載
事
項
と
さ
れ
て
い
る
の
で
（
同
法
旧
第
亓
条
一
項
六
号
）
、
対
抗
要
件
具
備
の
段
階
に

お
い
て
は
、
右
の
登
記
を
使
う
場
合
に
お
い
て
も
、
第
三
債
務
者
が
特
定
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
第
三
債
務
者
が
不
特
定
の
集
合

債
権
譲
渡
担
保
は
、
設
定
契
約
時
に
お
い
て
そ
の
有
効
性
が
認
め
ら
れ
て
も
、
現
行
法
制
度
を
前
提
と
す
る
限
り
、
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
第
三
債
務
者
不
特
定
の
将
来
債
権
の
譲
渡
担
保
の
需
要
が
大
き
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
形
態
に
対
応
し
う
る
対
抗
要
件
制

度
の
整
備
が
急
務
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
斯
様
な
主
張
が
、
学
界
・
实
務
界
を
問
わ
ず
、
広
く
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
た
結
果
と
し
て
、
従
来
か

ら
債
権
譲
渡
登
記
の
記
載
事
項
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
懸
念
、
特
に
、
第
三
債
務
者
の
記
載
及
び
譲
渡
債
権
総
額
の
記
載
に
関
し
て
、
平
成
一

六
年
に
お
け
る
同
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
懸
案
事
項
が
払
拭
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
第
八
条
二
項
参
照
）
。 

 

註
（
131
）
田
高
寛
貴
「
民
法
判
例
レ
ビ
ュ
ー
（
担
保
）
最
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二
七
日
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
九
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）
四
四
頁 

（
四
六
―
四
七
頁
）
。 

 

註
（
132
）
富
越
和
厚
「
判
解
（
最
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二
七
日
）
」
法
曹
時
報
亓
四
巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
）
二
七
三
四
頁
（
二
七
二
八
―
二 

七
二
七
頁
）
、
同
「
判
解
（
最
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二
七
日
）
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
二
八
号
（
二
〇
〇
二
年
）
二
亓
八
頁
（
二
亓
九
頁
）
。 

 
 
 

富
越
調
査
官
は
、
田
高
説
に
対
し
、
「
民
法
の
対
抗
要
件
の
特
則
と
位
置
付
け
得
る
破
産
法
七
四
条
の
解
釈
に
民
法
と
異
な
る
対
抗
要
件
概
念
を

持
ち
込
む
こ
と
の
当
否
は
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
」
で
あ
り
、
ま
た
、
「
こ
の
特
別
の
予
約
の
対
抗
要
件
の
効
果
と
し
て
、
予
約
型
譲
渡
担
保
と

本
契
約
型
譲
渡
担
保
と
の
優
劣
を
予
約
完
結
通
知
と
本
契
約
型
の
实
行
通
知
（
譲
渡
人
へ
の
支
払
委
託
を
解
消
し
譲
受
人
へ
の
履
行
を
請
求
す
る
こ

と
）
と
の
先
後
で
決
す
る
と
の
適
用
結
果
は
、
本
契
約
型
に
お
け
る
対
抗
要
件
に
関
す
る
最
一
小
判
平
一
三
・
一
一
・
二
二
民
集
亓
亓
巻
六
号
一
〇

亓
六
頁
の
考
え
方
と
も
調
和
せ
ず
、
第
三
債
務
者
の
認
識
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
か
ね
な
い
」
と
し
て
、
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
（
同
「
判
解
」
法
曹

時
報
亓
四
巻
一
〇
号
二
七
二
四
頁
の
＊
注
７
＋
参
照
）
。 
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第
三
款 

实
務
家
か
ら
の
提
言 

 

右
に
紹
介
し
て
き
た
学
説
の
諸
見
解
に
対
し
て
、
实
務
家
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
譲
渡
債
権
の
特
定
性
の
レ
ベ
ル
と
同
一
の
視
点

に
立
脚
し
、
債
務
者
が
第
三
債
務
者
と
の
売
買
基
本
契
約
等
に
よ
っ
て
継
続
的
に
有
し
て
い
る
売
掛
代
金
債
権
や
、
特
に
契
約
書
は
な
く

と
も
、
第
三
債
務
者
と
の
取
引
が
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
続
い
て
い
る
得
意
先
に
対
す
る
債
権
な
ど
、
第
三
債
務
者
が
特
定
さ
れ
て
お
り
、
債

権
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
債
権
発
生
の
原
因
に
つ
い
て
法
律
的
基
盤
か
事
实
的
基
盤
が
あ
り
、
将
来
に
お
い
て
発
生
す
る
確
实
性
の
高
い

債
権
が
譲
渡
目
的
債
権
と
な
る
場
合
に
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
と
し
て
有
効
で
あ
り
、
第
三
債
務
者
及
び
第
三
者
へ
の
対
抗
要
件

に
つ
い
て
も
、
实
務
的
に
き
ち
ん
と
対
応
し
て
お
け
ば
有
効
で
あ
る
も
の
と
解
す
る
有
力
説
が
あ
る

（

133
）

。 

 

ま
た
、
特
に
対
抗
要
件
に
関
し
て
は
、
「
小
口
・
大
量
の
債
権
に
つ
い
て
通
知
・
承
諾
を
得
る
に
は
实
務
上
著
し
い
困
難
が
」
あ
り
、

「
そ
の
方
法
・
時
期
等
に
よ
っ
て
は
、
債
務
者
の
信
用
を
失
墜
し
て
倒
産
を
加
速
せ
し
め
、
あ
る
い
は
目
的
債
権
を
劣
悪
化
さ
せ
て
担
保

の
効
用
を
阻
害
す
る
危
険
も
あ
る
」
と
し
て
、
「
対
抗
要
件
具
備
が
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
関
す
る
最
大
の
難
関
」
で
あ
り
、
こ
の
抜

本
的
な
解
決
は
立
法
に
よ
る
し
か
な
い
と
の
前
提
に
立
脚
し
、
そ
れ
ま
で
は
現
行
法
制
の
下
で
何
ら
か
の
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
て
、
そ
の
工
夫
さ
れ
た
対
抗
要
件
と
し
て
、
①
白
地
通
知
書
預
託
方
式
、
②
譲
受
人
代
理
方
式
、
そ
し
て
、
③
承
諾
書
方
式
と
い
う

方
法
を
提
示
す
る
見
解
が
あ
る

（

134
）

。 

 

こ
の
う
ち
、
①
の
内
容
白
地
の
通
知
書
を
債
権
者
に
預
託
し
、
債
権
者
が
任
意
の
時
期
に
第
三
債
務
者
宛
に
通
知
す
る
と
い
う
方
式
は
、

発
送
を
早
期
に
し
な
い
と
、
一
般
債
権
者
か
ら
の
差
押
え
や
債
務
者
に
よ
る
同
人
ら
へ
の
重
複
譲
渡
な
い
し
重
複
担
保
設
定
の
危
険
が
あ

る
も
の
の
、
反
対
に
、
早
期
に
発
送
す
る
と
、
債
務
者
の
信
用
失
墜
を
内
外
に
宠
言
す
る
と
と
も
に
、
第
三
債
務
者
か
ら
債
務
者
へ
の
弁

済
、
即
ち
、
債
務
者
の
企
業
活
動
資
金
の
入
手
を
断
ち
、
ひ
い
て
は
債
務
者
の
倒
産
を
招
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
目
的
債
権
は
急
速
に
劣
悪
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化
し
、
た
だ
で
さ
え
債
権
者
自
身
の
取
り
立
て
は
困
難
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
る
の
で
、
こ
の
方
法
は

問
題
が
大
き
い
と
さ
れ
、
ま
た
、
②
の
譲
受
人
（
債
権
者
）
を
債
務
者
の
代
理
人
と
し
て
第
三
債
務
者
宛
に
通
知
す
る
方
式
は
、
譲
受
人

か
ら
の
譲
渡
通
知
を
認
め
る
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
妥
当
で
は
な
い
と
さ
れ
、
結
局
、
③
の
方
法
、
即
ち
、
債
務
者
が
第
三
債
務
者

か
ら
予
め
異
議
な
き
承
諾
書
を
取
っ
て
お
き
、
こ
れ
に
確
定
日
付
を
入
れ
て
債
権
者
に
交
付
す
る
方
式
が
妥
当
で
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
、

こ
の
③
の
方
式
を
基
本
と
し
、
①
の
方
式
で
こ
れ
を
補
充
す
る
と
い
う
考
え
方
が
有
力
に
提
起
さ
れ
て
い
る

（

135
）

。 

 

し
か
し
、
第
三
債
務
者
が
特
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
債
権
発
生
前
の
時
点
に
お
い
て
も
、
そ
の
譲
渡
を
通
知
し
、
そ
の
承
諾
を
得
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
第
三
債
務
者
が
不
特
定
の
場
合
に
は
、
債
権
が
発
生
し
て
第
三
債
務
者
が
特
定
す
る
ま
で
は
予
め
対
抗

要
件
を
具
備
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
リ
ー
ス
会
社
等
が
そ
の
営
業
活
動
に
よ
っ
て
将
来
顧
実
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
取
得
す
る
小

口
か
つ
大
量
の
定
型
的
な
金
銭
債
権
を
譲
渡
目
的
債
権
と
す
る
場
合
に
は
、
債
務
者
が
不
特
定
の
た
め
、
事
前
の
対
抗
要
件
具
備
の
方
法

は
な
く
、
結
局
、
立
法
的
解
決
を
待
つ
ほ
か
は
な
い
も
の
と
解
す
る
实
務
家
も
あ
る

（

136
）

。 

 

そ
こ
で
、
实
務
家
に
お
い
て
も
、
通
知
・
承
諾
の
役
割
は
債
務
者
の
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
機
能
に
あ
る
も
の
と
解
し
、
譲

渡
担
保
設
定
と
い
う
事
实
の
通
知
に
よ
り
、
第
三
債
務
者
が
「
自
分
に
対
す
る
債
権
に
譲
渡
担
保
権
が
設
定
さ
れ
た
」
と
い
う
事
实
を
認

識
し
、
こ
の
認
識
を
通
じ
て
、
当
該
第
三
債
務
者
に
対
し
て
債
権
の
移
転
に
つ
き
照
会
し
て
く
る
第
三
者
が
、
「
当
該
債
権
は
譲
渡
担
保

に
供
さ
れ
た
債
権
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
債
権
譲
渡
の
担
保
と
し
て
の
機
能
は
確
保
さ
れ
、
つ

ま
り
、
第
三
債
務
者
が
、
自
己
に
対
す
る
ど
の
債
権
が
譲
渡
担
保
の
目
的
に
な
っ
て
い
る
か
を
自
ら
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
程

度
に
特
定
さ
れ
た
通
知
に
基
づ
き
、
第
三
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
、
譲
渡
担
保
の
設
定
の
有
無
を
答
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ

れ
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る

（

137
）

。
た
だ
、
民
法
第
四
六
七
条
の
制
度
上
は
斯
様
な
考
え
方
で
解
釈
が
施

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
实
際
に
は
、
第
三
者
か
ら
第
三
債
務
者
へ
斯
様
な
問
い
合
わ
せ
が
な
さ
れ
て
も
、
第
三
債
務
者
が
こ
れ
に
対
し
て
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回
答
す
る
義
務
は
制
度
上
存
在
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
期
待
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
こ
の
点
が
難
点
と
し
て
現
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

次
に
、
停
止
条
件
型
の
集
合
債
権
譲
渡
は
譲
渡
担
保
と
は
別
の
独
立
し
た
担
保
権
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
対
抗
要
件
に
つ
い

て
は
、
債
権
質
に
関
す
る
民
法
第
三
六
四
条
を
類
推
適
用
し
、
条
件
付
債
権
譲
渡
の
確
定
日
付
あ
る
包
括
的
通
知
・
承
諾
を
対
抗
要
件
と

し
て
位
置
付
け
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
は
仮
登
記
担
保
に
お
け
る
仮
登
記
と
類
似
す
る
、
い
わ
ば
仮
通
知
で
あ
る
も
の
と
解
し
、
こ
の
対

抗
要
件
具
備
に
よ
り
、
第
三
者
へ
の
債
権
譲
渡
や
他
の
債
権
者
か
ら
の
差
押
え
・
破
産
宠
告
等
に
対
し
て
優
先
権
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と

主
張
す
る
实
務
家
が
あ
る

（

138
）

。 

 

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
右
の
見
解
を
採
る
と
、
債
権
譲
渡
と
性
格
の
異
な
る
質
権
設
定
に
関
す
る
規
定
を
類
推
適
用
す
る
と
い

う
点
に
難
点
が
あ
り
、
ま
た
、
い
く
ら
担
保
権
の
設
定
と
い
え
ど
も
、
第
三
債
務
者
に
お
い
て
は
、
債
権
譲
渡
通
知
よ
り
も
不
確
定
か
つ

不
安
定
な
仮
通
知
が
到
達
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
三
債
務
者
自
身
を
仮
登
記
の
手
段
と
同
視
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
第
三
債
務
者
に

二
重
弁
済
を
強
い
る
危
険
が
増
大
し
、
ま
た
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
第
三
債
務
者
に
過
大
な
債
権
管
理
上
の
負
担
を
負
わ
せ
る
こ

と
に
な
る
の
で
、
妥
当
で
は
な
い

（

139
）

。 

 

ま
た
、
第
三
債
務
者
の
認
識
を
仮
登
記
と
同
様
に
取
り
扱
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
と
し
て
も
、
仮
通
知
に
遡
及
効
を
も
っ
て
対
抗
力

を
与
え
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
以
上
に
批
判
の
範
囲
が
広
く
な
る
。 

 

抑
も
、
不
動
産
取
引
に
登
記
制
度
が
存
在
す
る
の
は
、
不
動
産
が
永
続
性
・
固
定
性
を
有
す
る
財
産
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
価
値
は

利
用
価
値
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
登
記
と
い
う
公
示
方
法
を
採
用
し
、
不
動
産
所
有
権
上
の
担
保
権
や
用
益
権
を
公
示
し
よ
う
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
発
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
将
来
確
定
す
る
権
利
関
係
を
仮
に
公
示
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
仮
登
記
制
度
が

認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仮
登
記
担
保
も
不
動
産
担
保
権
で
あ
る
と
い
う
点
に
注
意
を
要
す
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
債
権
は
債
務
者
が
履
行
期
に
お
い
て
履
行
す
れ
ば
消
滅
す
る
財
産
権
で
あ
り
、
そ
の
中
心
は
債
務
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
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わ
が
民
法
第
四
六
七
条
に
お
け
る
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
制
度
の
趣
旨
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
債
務
者
に
お
け
る
債
権
譲
渡
の
事
实
の

認
識
を
根
幹
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
通
知
は
譲
渡
が
あ
っ
た
こ
と
の
事
实
の
通
知
で
あ
り
、
不
確
定
な
通
知
は
債

務
者
を
拘
束
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
不
確
定
な
通
知
を
も
っ
て
債
務
者
を
拘
束
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
制
度

を
根
幹
か
ら
崩
す
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
实
際
上
は
ど
う
で
あ
れ
、
制
度
上
は
、
停
止
条
件
型
な
い
し
予
約
型
の

譲
渡
担
保
設
定
な
い
し
予
約
通
知
に
は
「
将
来
発
生
す
る
可
能
性
あ
る
債
権
譲
渡
に
関
す
る
お
知
ら
せ
」
と
い
う
効
果
以
外
、
何
ら
の
効

果
も
与
え
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
務
者
と
し
て
も
、
利
害
関
係
人
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
「
条
件
成
就
や

予
約
完
結
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
る
可
能
性
あ
り
」
と
し
か
答
え
よ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
で
は
債
務
者
の
情
報
伝
達
機
能
は
果
た
さ
れ

ず
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
機
能
を
債
務
者
に
担
わ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
債
務
者
に
と
っ
て
は
過
重
な
負
担
と
い
う
以
外
の
何
物
で

も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
結
局
に
お
い
て
、
妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
な
る
。
斯
様
な
意
味
に
お
い
て
、
「
予
約
通
知
」
に
何
ら
か
の

効
果
を
与
え
よ
う
と
い
う
見
解
に
は
無
理
が
あ
る

（

140
）

。 

 

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
予
約
に
基
づ
く
「
予
約
通
知
」
に
対
抗
力
が
与
え
ら
れ
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
予
約
完
結

に
よ
る
遡
及
的
な
対
抗
力
の
保
全
効
も
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
も
、
ま
た
、
妥
当
で
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
前
述
し

た
よ
う
な
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
に
よ
る
債
権
譲
渡
登
記
制
度
に
お
い
て
、
債
権
総
額
や
将
来
債
権
の
終
期
な
ど
、
予
め
定
め
る
こ
と
が

難
し
い
記
録
内
容
に
関
し
て
は
、
そ
の
限
度
額
や
見
積
額
な
ど
、
根
担
保
を
念
頭
に
置
い
た
、
あ
る
程
度
概
括
的
な
記
録
方
法
を
採
用
す

べ
き
だ
と
い
う
方
向
性
に
お
け
る
議
論
と
と
も
に
、
通
知
・
承
諾
制
度
で
確
立
で
き
な
か
っ
た
「
予
約
」
に
つ
い
て
も
、
仮
登
記
制
度
を

創
設
す
る
な
ど
、
債
権
譲
渡
予
約
を
示
す
何
ら
か
の
登
記
方
法
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
予
約
が
明
確
化
さ
れ
る
の
で
、
斯
様
な
便
法
に

つ
い
て
も
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
、
今
後
、
展
開
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
量
す
る
。 
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註
（
133
）
堀
龍
兒
「
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
今
日
的
課
題
」
伊
藤
進
教
授
還
暦
記
念
『
民
法
に
お
け
る
「
責
任
」
の
横
断
的
考
察
』
（
第
一
法
規
出 

版
、
一
九
九
七
年
）
二
四
一
頁
（
二
亓
四
―
二
亓
亓
頁
）
。 

 

註
（
134
）
河
合
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
４
＋
）
金
融
法
務
事
情
一
一
八
六
号
六
〇
頁
。 

 

註
（
135
）
河
合
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
４
＋
）
金
融
法
務
事
情
一
一
八
六
号
六
一
―
六
四
頁
。
こ
の
河
合
弁
護
士
の
見
解
の
よ
う
に
、
確
か
に
、 

第
三
債
務
者
か
ら
異
議
な
き
承
諾
を
も
ら
え
れ
ば
一
番
よ
い
と
い
う
指
摘
は
あ
る
が
、
实
際
上
、
第
三
債
務
者
か
ら
の
承
諾
は
な
か
な
か
取
れ
な

い
こ
と
が
多
く
、
特
に
、
債
務
者
の
倒
産
時
に
は
第
三
債
務
者
か
ら
承
諾
を
取
っ
て
い
る
時
間
的
余
裕
が
な
い
の
で
、
結
局
は
通
知
に
よ
る
こ
と

が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
（
池
辺
吉
博
ほ
か
「
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
实
務
的
検
討
（
上
）
」C

red
it &

 L
aw

八
八
号
＊
一
九
九
七
年
＋
六
頁
＊
一

四
―
一
亓
頁
＋
）
。 

 

註
（
136
）
楠
本
新
「
集
合
債
権
の
譲
渡
担
保
」
野
田
宏
・
後
藤
邦
春
編
『
担
保
関
係
訴
訟
法
（
裁
判
实
務
大
系
14
）
』
（
青
林
書
院
、
一
九
九
一
年
） 

二
四
九
頁
（
二
亓
六
―
二
亓
七
頁
）
。 

 

註
（
137
）
澤
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
44
＋
）
銀
行
法
務
21
第
亓
七
七
号
三
亓
頁
。 

 

註
（
138
）
長
五
秀
典
「
停
止
条
件
付
集
合
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
否
認
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
六
〇
号
（
一
九
九
八
年
）
三
七
頁
（
四
二
頁
）
。 

 

註
（
139
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
民
法
の
対
抗
要
件
の
特
則
と
位
置
付
け
う
る
破
産
法
第
七
四
条
（
現
行
第
一
六
四
条
）
の
解
釈
に
民
法
と
異
な
る 

対
抗
要
件
概
念
を
持
ち
込
む
こ
と
の
当
否
は
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
特
別
の
予
約
の
対
抗
要
件
に
よ
っ
て
、
第
三
債
務

者
の
認
識
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
か
ね
な
い
と
い
う
前
掲
し
た
富
越
調
査
官
の
批
判
（
前
掲
判
解
＊
前
掲
註
（
132
）
＋
法
曹
時
報
亓
四
巻
一
〇
号
二

七
二
四
頁
の
＊
注
７
＋
）
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
。 

 

註
（
140
）
こ
の
点
に
関
す
る
説
得
力
あ
る
見
解
と
し
て
、
富
越
・
前
掲
判
解
（
前
掲
註
＊
132
＋
）
法
曹
時
報
亓
四
巻
一
〇
号
二
七
二
九
頁
以
下
が
あ 

る
。
ま
た
、
民
法
第
三
六
四
条
類
推
適
用
論
に
関
し
て
慎
重
な
態
度
を
取
る
考
え
方
と
し
て
、
石
田
剛
「
判
解
（
最
判
平
成
一
三
年
一
一
月
二
七

日
）
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
二
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
七
八
頁
（
七
九
頁
）
が
あ
る
。 

 

尤
も
、
筆
者
の
批
判
に
対
し
て
は
、
民
法
第
四
六
七
条
の
制
度
趣
旨
が
債
務
者
を
利
用
す
る
公
示
機
能
を
根
幹
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て

も
、
債
務
者
に
は
第
三
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
回
答
義
務
は
存
在
せ
ず
、
現
实
的
に
は
、
こ
の
機
能
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

と
い
う
理
由
か
ら
、
斯
様
な
通
知
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
事
实
上
、
そ
の
通
知
が
債
務
者
を
拘
束
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
斯
様
な
批
判
は
妥
当

し
な
い
と
い
う
理
論
と
实
体
と
の
違
い
を
強
調
す
る
か
の
よ
う
な
反
論
も
予
想
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
筆
者
が
論
じ
て
い
る
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の
は
、
債
務
者
を
公
示
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
だ
と
い
う
点
を
強
調
す
る
も
の
で
も
否
定
す
る
も
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
、
債
務
者
に
過

重
負
担
と
な
る
よ
う
な
形
で
の
公
示
機
能
を
期
待
す
る
こ
と
は
妥
当
性
を
欠
く
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
斯
様
な
再
批
判
は
当
た
ら
な
い

も
の
と
思
量
す
る
。 

 
 
 

第
四
款 
小 

括 

 

集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
対
抗
要
件
と
い
う
論
点
に
関
し
て
従
来
か
ら
展
開
さ
れ
て
き
た
学
説
及
び
实
務
家
の
見
解
は
、
概
ね
、
右
に
紹

介
し
、
論
じ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

当
初
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
公
示
の
問
題
に
つ
い
て
、
企
業
の
経
営
に
従
っ
て
変
動
す
る
個
別
債
権
の
第
三
債
務
者
へ
の
通
知
ま

た
は
そ
の
者
か
ら
の
承
諾
は
不
可
能
と
ま
で
い
わ
れ
、
特
定
の
大
口
の
顧
実
が
あ
る
場
合
く
ら
い
し
か
対
抗
要
件
を
備
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
の
よ
う
な
懸
念
が
表
明
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
、
そ
の
場
合
で
も
、
目
的
債
権
が
現
存
も
し
く
は
特
定
し
て
い
な
い
と
き
は
、
後
に

改
め
て
譲
渡
だ
け
を
内
容
と
す
る
契
約
を
す
る
か
、
ま
た
は
現
存
・
特
定
す
る
と
い
う
条
件
の
成
就
に
よ
っ
て
、
移
転
の
効
果
を
生
ず
る

も
の
と
解
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
設
定
契
約
時
に
譲
受
人
は
条
件
付
法
律
行
為
に
基
づ
く
期
待
権
を
取
得
し
、
将
来
債
権
の
発
生
時
に
そ
の

効
果
を
得
ら
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
。 

 

そ
の
後
は
、
抑
も
、
第
三
債
務
者
が
特
定
し
て
い
れ
ば
、
通
知
・
承
諾
制
度
を
使
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
が

提
示
さ
れ
、
譲
渡
債
権
の
特
定
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
債
権
の
種
類
と
債
権
の
発
生
期
間
が
特
定
し
て
い
れ
ば
、
債
権
譲
渡
の
有
効
性

を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
の
内
容
を
第
三
債
務
者
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
、
第
三
債
務
者
が
不
特
定
の
う
ち
は
通
知
・
承
諾
制
度
が
使
え
な
い
の
で
（
相
手
が
い
な
い
の
で
は

無
理
で
あ
る
）
、
こ
の
点
が
民
法
第
四
六
七
条
の
対
抗
要
件
制
度
の
限
界
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
後
の
有
力
説
に
お
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い
て
も
、
通
知
・
承
諾
制
度
を
利
用
し
た
対
抗
要
件
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
三
債
務
者
が
特
定
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
議
論
が
中
心

と
な
り
、
た
だ
、
实
務
上
は
、
第
三
債
務
者
に
通
知
し
て
債
権
譲
渡
の
事
实
が
知
ら
れ
る
と
、
殊
更
に
譲
渡
人
の
信
用
危
殆
を
招
く
と
い

う
見
解
が
一
般
的
な
地
位
を
占
め
て
き
た
結
果
、
譲
渡
人
が
現
实
に
信
用
危
機
に
陥
る
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
通
知
を
し
な
い
の
が
一
般
的
で
あ

る
と
い
う
議
論
が
徐
々
に
学
界
・
实
務
界
を
問
わ
ず
趨
勢
と
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
平
成
一
〇
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
債
権
譲
渡
特
例
法
に

よ
る
登
記
の
記
載
事
項
の
中
に
「
第
三
債
務
者
」
を
入
れ
る
こ
と
が
必
要
的
記
載
事
項
と
な
り
、
即
ち
、
そ
の
記
載
が
義
務
づ
け
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、
实
務
界
か
ら
批
判
が
殺
到
し
、
平
成
一
六
年
の
改
正
時
に
は
必
要
的
記
載
事
項
か
ら
外
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。 

 

ま
た
、
最
近
で
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
予
約
の
設
定
に
あ
た
り
、
債
権
質
の
設
定
通
知
・
承
諾
に
関
す
る
民
法
第
三
六
四
条
を
類
推

適
用
し
、
予
約
の
設
定
通
知
も
し
く
は
承
諾
を
利
用
し
た
担
保
権
の
設
定
契
約
と
構
成
し
、
予
約
完
結
権
の
行
使
に
よ
っ
て
、
遡
及
的
に

予
約
時
に
お
け
る
効
力
を
保
全
す
る
と
い
う
見
解
ま
で
現
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
既
に
批
判
的
な
考
え
方
を
展
開
し

た
が
、
繰
り
返
す
と
、
①
債
権
譲
渡
と
性
格
の
異
な
る
質
権
設
定
に
関
す
る
規
定
を
類
推
適
用
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
こ
と
、
②
第
三

債
務
者
に
お
け
る
予
約
と
い
う
類
型
に
関
す
る
認
識
の
弱
さ
、
③
第
三
債
務
者
に
対
す
る
過
度
の
債
権
管
理
上
の
負
担
を
課
す
こ
と
の
不

当
性
、
そ
し
て
、
④
対
抗
要
件
具
備
行
為
の
二
元
性
と
い
う
点
に
お
け
る
不
適
切
さ
、
と
い
う
観
点
か
ら
の
批
判
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
こ
で
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
設
定
契
約
と
対
抗
要
件
と
い
う
原
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
伝
統
的
な
見
解
に
よ
っ
て
も
、
予
め

の
譲
渡
担
保
設
定
契
約
時
に
お
い
て
、
当
事
者
間
に
お
い
て
は
、
条
件
付
・
期
限
付
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
契
約
上
の
効
果
、
即
ち
、
将
来

債
権
の
帰
属
権
利
者
と
し
て
の
地
位
の
移
転
は
既
に
発
生
し
て
い
る
、
つ
ま
り
、
端
的
に
言
え
ば
、
「
将
来
債
権
」
と
い
う
債
権
が
既
に

移
転
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
に
な
り
、
将
来
債
権
が
現
实
に
発
生
し
た
時
点
に
お
い
て
そ
の
効
果
が
確
定
す
る
も
の
と
解
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
設
定
契
約
時
か
ら
債
権
発
生
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
予
め
対
抗
要
件
を
備
え
て
い
れ
ば
、
債
権
発
生
時
か
ら
対
抗
要
件
具
備
時
に

ま
で
遡
及
し
て
効
果
が
实
現
す
る
も
の
、
換
言
す
る
と
、
予
め
の
債
権
譲
渡
と
対
抗
要
件
具
備
に
よ
っ
て
効
力
を
保
全
し
て
い
た
債
権
譲
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渡
の
効
力
が
将
来
債
権
の
発
生
と
同
時
に
、
対
抗
要
件
具
備
の
時
点
に
ま
で
遡
及
し
て
発
現
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
条
件

付
法
律
行
為
に
は
将
来
効
の
原
則
が
あ
る
の
で
、
遡
及
効
を
認
め
る
に
は
当
事
者
意
思
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
＊
民
法
第
一
二

七
条
＋
）
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
方
は
、
第
三
債
務
者
が
特
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
民
法
第
四
六
七
条
を
利
用
し
た
対
抗
要
件
な

ら
び
に
将
来
債
権
の
移
転
時
期
に
関
す
る
基
本
的
理
解
と
し
て
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

次
に
、
第
三
債
務
者
が
特
定
し
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
対
抗
要
件
の
具
備
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
民
法
第
四
六
七
条
の
通
知
・
承

諾
制
度
は
使
え
な
い
の
で
、
現
行
の
法
体
系
に
お
い
て
は
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
に
よ
る
登
記
制
度
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
制
度
の
問
題
点
と
し
て
は
、
や
は
り
、
登
記
の
記
録
事
項
の
問
題
が
あ
る
。
即
ち
、
債
権
譲
渡
登
記
に
特
有
な
記
録
事
項
と
し
て
、

譲
渡
に
係
る
債
権
の
総
額
が
あ
る
が
、
こ
の
点
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
現
在
で
は
「
既
に
発
生
し
た
債
権
の
譲
渡
」
の
場
合
に
限
定
さ

れ
て
お
り
（
同
法
第
八
条
二
項
三
号
）
、
ま
た
、
第
三
債
務
者
も
必
要
的
記
載
事
項
か
ら
外
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
は
、
特

例
法
に
よ
る
債
権
譲
渡
登
記
も
使
い
勝
手
が
良
く
な
っ
て
い
る
。 

 

た
だ
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
上
、
必
要
な
登
記
記
録
と
し
て
、
譲
渡
に
係
る
債
権
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
で
法
務
省
令
で

定
め
る
も
の
と
い
う
規
定
が
あ
り
（
同
条
同
項
四
号
）
、
こ
れ
は
登
記
申
請
の
方
式
上
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
事
項
と
し
て
、
動
産
債

権
譲
渡
登
記
令
第
七
条
三
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
債
権
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
更
に
、
動
産
債
権
譲
渡
登
記
規
則
に
ま
で
お
り
て
規

定
さ
れ
て
お
り
（
同
規
則
第
九
条
）
、
更
に
ま
た
、
そ
の
詳
細
は
「
動
産
・
債
権
譲
渡
登
記
令
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
務
大
臣

が
指
定
す
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
に
関
す
る
件
」
と
い
う
法
務
省
告
示
（
平
成
一
八
年
法
務
省
告
示
第
八
二
号
）
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
記
録
事
項
と
し
て
、
「
債
権
発
生
年
月
日
（
始
期
）
」
と
「
債
権
発
生
年
月
日
（
終
期
）
」
が
「
必
須
事
項
」
と

さ
れ
て
お
り
、
前
者
は
比
較
的
簡
単
に
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
決
め
る
の
が
難
し
い
の
で
、
譲
渡
債
権
の
限
度
額
に
置
き
換

え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
实
務
家
か
ら
の
要
望
が
あ
っ
た
。 
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
は
立
法
問
題
で
あ
り
、
抑
も
債
権
譲
渡
特
例
法
が
平
成
一
〇
年
に
見
切
り
発
車
的
な
手
法
に
よ
っ

て
立
法
化
さ
れ
、
登
記
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
段
階
で
施
行
さ
れ
た
の
で
、
斯
様
な
問
題
が
発
生
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
平
成
一
六
年
に
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
と
な
る
際
に
見
直
し
が
図
ら
れ
た
も
の
の
、
将
来
債
権
の
発
生

年
月
日
（
終
期
）
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
記
録
を
「
任
意
」
か
ら
「
必
須
」
に
変
更
し
た
だ
け
で
あ
り
、
根
本
的
な
問
題
解
決
に
は
至
っ

て
い
な
い
。
い
や
、
却
っ
て
困
惑
の
度
合
い
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
刻
も
早
い
段
階
で

の
再
度
の
改
正
が
臨
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
既
に
前
述
し
た
が
、
こ
こ
で
も
、
敢
え
て
主
張
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
将
来
債
権
の
譲
渡
担
保

に
関
し
て
、
極
度
額
（
被
担
保
債
権
額
の
限
度
を
決
め
て
、
こ
れ
に
見
合
っ
た
譲
渡
債
権
額
を
設
定
さ
せ
る
）
、
債
権
発
生
の
終
期
に
代
わ
る
譲

渡
債
権
の
限
度
額
（
文
字
ど
お
り
の
将
来
債
権
を
も
含
め
た
目
的
債
権
の
限
度
額
）
、
債
権
譲
渡
登
記
の
通
知
時
点
に
お
け
る
残
存
債
権
の
表

示
な
ど
、
实
際
の
取
引
現
場
に
お
い
て
決
め
ら
れ
う
る
方
法
に
よ
り
、
し
か
も
、
第
三
者
に
お
い
て
、
将
来
債
権
譲
渡
担
保
の
目
的
債
権

で
あ
る
旨
が
明
確
に
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
登
記
に
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
を
提
示
す
る
次
第
で
あ
る
。 
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第
四
節 

平
成
一
九
年
判
決
の
射
程 

 
 
 

第
一
款 
平
成
一
九
年
判
決
に
対
す
る
評
価 

 

第
一
項 

研
究
者
か
ら
の
評
価 

 

一
〄
権
利
移
転
的
構
成
説
及
び
類
似
の
観
点
か
ら
の
評
価 

 

ま
ず
、
池
田
眞
朗
教
授
は
、
「
債
権
譲
渡
法
理
の
展
開
を
正
し
い
軌
道
に
戻
し
、
資
金
調
達
に
関
す
る
实
務
を
適
切
に
発
展
さ
せ
る
も

の
と
し
て
大
い
に
歓
迎
さ
れ
る
」
と
い
う
讃
辞
を
述
べ
、
「
平
成
一
九
年
判
決
は
、
将
来
債
権
の
権
利
移
転
時
期
に
つ
い
て
明
示
的
に
表

現
し
て
は
い
な
い
」
と
解
す
る
も
の
の
、
譲
渡
目
的
債
権
は
設
定
契
約
時
に
「
譲
渡
担
保
権
者
に
確
定
的
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う

文
言
か
ら
、
最
高
裁
は
、
「
債
権
発
生
時
移
転
と
い
う
構
成
に
よ
る
論
理
を
完
全
に
否
定
し
た
わ
け
で
」
あ
り
、
従
来
か
ら
、
「
債
権
譲

渡
で
あ
ろ
う
と
譲
渡
担
保
で
あ
ろ
う
と
そ
こ
で
債
権
は
譲
渡
さ
れ
た
」
、
「
つ
ま
り
債
権
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
い
え
ば
い
わ
ゆ
る
権
利
移

転
的
構
成
」
を
採
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
更
に
、
「
将
来
債
権
譲
渡
の
第
三
者
対
抗
要
件
の
効
力
発
生
時
期
が
、
各
将
来
債
権
の
発
生
時

で
は
な
く
対
抗
要
件
具
備
時
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
対
抗
要
件
具
備
の
時
点
で
は
「
す
で
に
権
利
は
移
転
し
て
い
る
と
考
え

る
の
が
素
直
な
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
お
り

（

141
）

、
従
来
か
ら
の
権
利
移
転
的
構
成
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
。 

 

次
に
、
道
垣
内
弘
人
教
授
は
、
平
成
一
九
年
判
決
に
関
し
て
は
二
点
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
解
し
、
①
本
件
は
国
税
徴
収
法
第
二
四

条
六
項
の
解
釈
を
示
し
た
に
過
ぎ
ず
、
「
譲
渡
時
期
の
議
論
を
真
正
面
か
ら
行
う
こ
と
は
避
け
て
」
お
り
、
②
こ
の
結
論
を
導
く
に
あ
た
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り
、
「
移
転
時
期
が
い
つ
か
で
は
な
く
、
債
権
発
生
時
以
前
の
譲
渡
担
保
権
者
の
法
的
地
位
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
」
と
論
じ

て
お
り
、
「
将
来
債
権
の
譲
渡
に
関
す
る
抽
象
理
論
を
扱
わ
ず
、
譲
受
人
の
法
的
地
位
の
検
討
を
軸
に
論
理
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
妥

当
で
あ
る
」
と
し
て
、
平
成
一
九
年
判
決
を
評
価
し
て
い
る

（

142
）

。
ま
た
、
理
論
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
将
来
債
権
の
譲
渡
に
よ
っ

て
、
債
権
発
生
時
に
は
、
当
初
か
ら
譲
受
人
を
債
権
者
と
し
て
当
該
債
権
が
発
生
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
い
っ
た
ん
譲
渡
人
を
債
権

者
と
し
て
発
生
し
、
同
時
に
移
転
の
効
果
が
発
生
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
解
し
つ
つ
、
平
成
一
九
年
判
決
が
「
将
来
債
権
が
確
定
的
に

譲
渡
さ
れ
て
い
る
」
と
論
じ
た
点
は
斯
様
な
意
味
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
移
転
し
て
い
る

の
は
本
当
に
債
権
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
」
と
し
て
、
「
む
し
ろ
、
一
定
の
条
件
の
下
で
債
権
者
と
し
て
債
権
を
原
始
的

に
取
得
す
る
と
い
う
法
的
地
位
な
の
で
は
な
い
か
」
と
論
じ
て
い
る

（

143
）

。
前
掲
し
た
よ
う
に
、
道
垣
内
教
授
は
、
別
の
論
攷
に
お
い
て

は
明
確
に
譲
渡
契
約
時
に
お
け
る
債
権
の
移
転
と
い
う
立
場
を
打
ち
出
し
て
い
た
が

（

144
）

、
こ
こ
に
お
い
て
、
若
干
主
張
の
ト
ー
ン
が
下

が
り
、
論
理
構
成
に
変
化
が
現
れ
て
い
る
。 

 

次
に
、
山
野
目
章
夫
教
授
は
、
「
そ
も
そ
も
対
抗
問
題
と
い
う
も
の
に
し
て
」
も
、
「
不
動
産
と
債
権
と
で
は
、
随
分
と
違
う
」
と
し

て
、
①
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
制
度
に
は
順
位
保
全
機
能
は
な
い
こ
と
、
②
債
権
譲
渡
対
抗
要
件
制
度
に
は
債
務
者
と
い
う
特
別
な
人
物

が
存
在
す
る
こ
と
を
挙
げ
、
特
に
前
者
の
問
題
に
関
し
て
、
「
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
の
法
理
に
お
い
て
、
仮
登
記
と
本
登
記
の
相
違
に

当
た
る
も
の
は
…
…
概
念
と
し
て
存
在
し
な
い
」
と
い
う
池
田
眞
朗
教
授
の
見
解

（

145
）

を
引
用
し
つ
つ
、
「
未
だ
処
分
的
効
果
と
し
て
の

権
利
変
動
が
生
じ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
順
位
の
み
を
保
全
す
る
も
の
と
し
て
の
対
抗
要
件
具
備
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
に

は
無
理
が
あ
る
」
も
の
と
解
し
、
ま
た
、
「
将
来
債
権
譲
渡
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
し
な
い
と
し
つ
つ
、
債
権
移
転
と
い
う

権
利
変
動
は
債
権
発
生
時
に
生
ず
る
、
と
い
う
法
的
構
成
に
よ
っ
た
の
で
は
、
意
思
表
示
の
あ
と
債
権
発
生
よ
り
前
に
具
備
さ
れ
た
対
抗

要
件
は
、
そ
の
意
義
の
理
解
が
難
し
い
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
平
成
一
九
年
判
決
が
、
将
来
債
権
は
譲
渡
担
保
設
定
契
約
時
に
確
定
的
に
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譲
渡
さ
れ
て
い
る
も
の
と
判
示
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
斯
様
に
考
え
て
こ
そ
初
め
て
、
「
事
態
の
説
明
は
、
す
っ
き
り
と
し
た
も
の

に
な
る
」
と
論
じ
て
お
り

（

146
）

。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
平
成
一
九
年
判
決
を
評
価
し
て
い
る
。 

  

二
〄
担
保
権
的
構
成
説
か
ら
の
評
価
及
び
懸
念 

 

次
に
、
従
来
か
ら
純
然
た
る
担
保
権
的
構
成
説
の
主
張
者
で
あ
る
角
紀
代
恵
教
授
は
、
前
述
し
た
原
審
判
決
に
対
す
る
批
判
と
同
様
、

「
流
動
資
産
を
目
的
と
す
る
担
保
が
担
保
と
し
て
の
有
用
性
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、そ
の
目
的
が
債
権
で
あ
ろ
う
と
動
産
で
あ
ろ
う
と
、

一
回
の
担
保
設
定
行
為
お
よ
び
一
回
の
対
抗
要
件
具
備
に
よ
っ
て
、
か
つ
、
対
抗
要
件
具
備
の
時
点
に
お
い
て
、
将
来
、
設
定
者
が
取
得

す
る
財
産
に
つ
い
て
も
、
確
定
的
に
担
保
価
値
の
把
握
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
「
本
件
控
訴
審
判
決
を
破
棄

し
た
平
成
一
九
年
判
決
に
よ
り
、
流
動
債
権
譲
渡
担
保
を
は
じ
め
と
す
る
債
権
を
引
き
当
て
と
す
る
金
融
手
法
に
垂
れ
込
め
た
暗
雲
は
払

拭
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る

（

147
）

。 

 

ま
た
、
角
教
授
は
、
平
成
一
九
年
判
決
が
「
将
来
発
生
す
べ
き
債
権
を
目
的
と
す
る
譲
渡
担
保
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
債
権

譲
渡
の
効
果
の
発
生
を
留
保
す
る
特
段
の
付
款
の
な
い
限
り
、
…
…
（
中
略
）
…
…
、
譲
渡
担
保
の
目
的
と
さ
れ
た
債
権
が
将
来
発
生
し

た
と
き
に
は
、
譲
渡
担
保
権
者
は
、
譲
渡
担
保
設
定
者
の
特
段
の
行
為
を
要
す
る
こ
と
な
く
当
然
に
、
当
該
債
権
を
担
保
の
目
的
で
取
得

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
と
論
じ
た
箇
所
を
引
用
し
つ
つ
、
こ
こ
か
ら
は
、
「
将
来
債
権
の
譲
渡
に
お
け
る
債
権
の
移
転
時
期

は
債
権
発
生
時
で
あ
る
旨
を
匂
わ
せ
る
判
示
を
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が

（

148
）

、
角
教
授
が
「
中
略
」
と
し
た
箇
所
、
即
ち
、
「
譲

渡
担
保
の
目
的
と
さ
れ
た
債
権
は
譲
渡
担
保
契
約
に
よ
っ
て
譲
渡
担
保
設
定
者
か
ら
譲
渡
担
保
権
者
に
確
定
的
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
」
と

い
う
論
述
か
ら
は
、
債
権
は
設
定
契
約
時
に
譲
受
人
（
譲
渡
担
保
権
者
）
に
確
定
的
に
譲
渡
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
対
抗
要
件
を
具
備
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
間
に
お
い
て
は
設
定
契
約
時
に
お
い
て
、
ま
た
、
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
対
抗
要
件
具
備
の
時



集合債権譲渡担保の対抗要件と目的債権の移転時期（石口） 

- 139 - 

点
に
お
い
て
既
に
債
権
譲
渡
の
効
力
を
生
じ
て
い
る
と
判
示
し
た
も
の
だ
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。 

 

次
に
、
古
積
健
三
郎
教
授
は
、
「
本
件
で
国
税
債
権
に
対
す
る
債
権
譲
渡
担
保
の
優
先
的
効
力
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
、
将
来
債
権
の

移
転
の
効
果
が
譲
渡
担
保
契
約
の
時
点
に
発
生
す
る
と
み
る
説
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
が
、…
…
こ
れ
に
は
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
し
て
、
権
利
移
転
的
構
成
説
に
対
す
る
明
確
な
異
議
を
表
明
し
、
こ
の
「
論
者
は
、
対
抗
要
件
と
は
権
利
移
転
を
公
示
す
る
も
の
で
あ

る
以
上
、
対
抗
要
件
の
具
備
の
前
提
に
は
債
権
移
転
の
効
果
が
」
必
要
で
あ
る
と
い
う
が
、
「
た
だ
ち
に
権
利
変
動
の
要
件
を
す
べ
て
具

備
し
う
る
現
存
財
産
の
譲
渡
の
場
合
に
は
そ
う
だ
と
し
て
も
、
将
来
財
産
の
譲
渡
に
つ
い
て
ま
で
ま
っ
た
く
同
様
に
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
必
然
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
問
を
投
げ
掛
け
て
い
る

（

149
）

。
古
積
教
授
は
、
そ
の
上
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
確
定
的

な
債
権
譲
渡
行
為
お
よ
び
そ
の
通
知
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
以
後
現
れ
る
第
三
者
に
そ
の
効
力
を
優
先
的
に
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

と
い
う
点
で
あ
り
、
た
と
え
譲
渡
担
保
の
効
力
が
債
権
発
生
時
点
に
生
じ
る
と
し
て
も
、
契
約
段
階
で
譲
渡
行
為
が
対
外
的
に
明
示
さ
れ

て
い
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
譲
渡
担
保
の
優
先
的
効
力
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
」
と
主
張
し
、
「
仮
に
契
約

時
点
で
債
権
が
移
転
さ
れ
て
い
る
と
い
う
な
ら
ば
、
逆
に
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
譲
受
人
に
債
権
が
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
の
法
的
意
義
、

ま
た
現
实
に
は
債
権
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
の
法
律
関
係
な
ど
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
と
し
て
、
「
し
た
が
っ
て
、
あ

え
て
債
権
が
発
生
す
る
前
に
そ
の
帰
属
を
論
じ
る
解
釈
論
的
意
義
は
認
め
が
た
い
」
と
主
張
し
て
い
る

（

150
）

。 

 

右
の
古
積
教
授
の
最
後
の
問
題
提
起
に
つ
い
て
反
論
す
る
と
、
譲
受
人
に
債
権
が
帰
属
す
る
の
は
譲
渡
契
約
締
結
時
で
あ
っ
て
も
、
債

務
者
や
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
確
定
す
る
の
は
対
抗
要
件
具
備
時
で
あ
り
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
間
に
お
い
て
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
が

安
全
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
安
心
感
が
あ
り
、
ま
た
、
現
实
に
債
権
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
部
分
的
な
解
除
条
件
の
成
就
と

し
て
扱
え
ば
済
む
問
題
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
古
積
教
授
も
前
掲
し
た
角
教
授
の
引
用
に
か
か
る
説
明
に
つ
い
て
、
「
こ
の

説
明
は
債
権
の
取
得
す
な
わ
ち
譲
渡
担
保
の
効
力
が
債
権
発
生
時
点
に
生
じ
る
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
解
し
て
い
る
が

（

151
）

、
こ
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の
点
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
筆
者
の
立
場
か
ら
は
き
わ
め
て
不
自
然
な
解
釈
で
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

次
に
、
千
葉
恵
美
子
教
授
は
、
平
成
一
九
年
判
決
が
「
目
的
債
権
に
将
来
債
権
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
個
別
債
権
の
発
生
時
期
か
ら

で
は
な
く
て
、
設
定
時
ま
で
遡
っ
て
第
三
者
対
抗
要
件
が
具
備
さ
れ
て
い
る
と
」
解
し
て
い
る
な
ら
ば
、
「
極
め
て
強
力
な
効
力
を
实
行

前
の
譲
渡
担
保
権
に
認
め
た
こ
と
に
な
る
」
が
、
「
個
別
債
権
に
つ
い
て
第
三
者
対
抗
要
件
具
備
時
期
が
設
定
通
知
の
時
期
ま
で
遡
及
す

る
と
解
す
る
こ
と
は
、
個
別
債
権
が
発
生
す
る
ま
で
は
当
該
債
権
に
つ
い
て
第
三
者
対
抗
力
が
生
じ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
に
、
集
合

債
権
の
譲
渡
担
保
の
対
抗
要
件
で
あ
る
『
設
定
通
知
』
に
い
わ
ば
順
位
保
全
効
を
認
め
る
に
等
し
い
こ
と
に
」
な
り
、
「
債
権
譲
渡
登
記

で
さ
え
こ
の
よ
う
な
効
力
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
」
、
こ
の
構
成
の
危
う
さ
が
認
識
で
き
る
も
の
と
し
て
、
集
合
債
権

譲
渡
担
保
権
者
の
対
抗
要
件
具
備
時
点
で
の
債
権
移
転
の
効
果
発
生
を
認
め
て
い
な
い

（

152
）

。 

 

し
か
し
、
平
成
一
九
年
判
決
の
事
案
は
、
取
立
権
留
保
特
約
付
の
本
契
約
型
な
い
し
確
定
型
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
事
案
で
あ
る
か
ら
、

当
事
者
意
思
を
考
慮
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
設
定
契
約
時
に
お
け
る
譲
渡
担
保
の
効
力
発
生
で
あ
り
、
そ
の
対
抗
要
件
も
具
備

し
て
い
る
の
で
、
第
三
者
に
も
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
構
成
は
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
に
お
い
て
、
将
来
の
在
庫
商
品
に
対
し

て
も
譲
渡
担
保
設
定
契
約
の
効
力
が
及
ぶ
と
い
う
構
成
と
同
様
で
あ
り
、
斯
様
に
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
確
か
に
強
力
な
担
保
と
な
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
集
合
動
産
譲
渡
担
保
に
お
い
て
も
、
設
定
契
約
時
に
お
け
る
対
抗
要
件
具
備
に
よ
っ
て
譲
渡
担
保
権
者
が
動
産
売
買

先
取
特
権
者
な
ど
の
第
三
者
に
完
全
に
優
先
す
る
と
い
う
解
釈
を
展
開
す
る
の
と
同
様
で
あ
り
、
そ
こ
に
制
限
的
な
解
釈
を
施
す
の
が
妥

当
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
許
容
し
う
る
範
囲
ま
で
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
最
大
限
に
認
め
る
の
が
妥
当
な
の
か
は
、
今

後
の
課
題
と
し
て
、
ま
さ
に
残
さ
れ
た
問
題
点
と
し
て
考
察
す
べ
き
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
最
初
か
ら
危
惧
感

の
み
で
構
成
す
る
か
の
よ
う
な
理
論
構
成
は
、
資
本
主
義
経
済
社
会
の
発
達
な
い
し
発
展
と
私
法
上
の
制
限
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、

却
っ
て
危
う
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 
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更
に
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
千
葉
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
設
定
通
知
に
「
順
位
保
全
効
」
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
は
な

く
、
設
定
契
約
の
効
力
は
、
当
事
者
間
に
お
い
て
は
設
定
時
に
お
い
て
既
に
確
定
的
に
譲
渡
の
効
力
が
生
じ
て
お
り
、
た
だ
、
こ
れ
を
対

抗
要
件
の
具
備
に
よ
っ
て
債
務
者
及
び
そ
の
他
の
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
確
定
さ
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
「
対
抗
要
件
」
な
の
で
あ
り
、
設
定
通
知
は
仮
通
知
で
は
な
く
、
債
権
譲
渡
担
保
設
定
の
「
確
定
通
知
」
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
将

来
債
権
に
関
し
て
い
え
ば
、
現
实
に
債
権
が
発
生
す
る
ま
で
は
、
「
現
在
債
権
」
が
存
在
し
て
い
な
い
だ
け
の
話
で
あ
る
。 

 

次
に
、
田
高
寛
貴
教
授
は
、
譲
渡
債
権
が
譲
渡
担
保
権
者
に
帰
属
し
て
い
れ
ば
、
設
定
者
の
財
産
と
し
て
執
行
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る

が
、
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
が
法
定
納
期
限
等
の
後
に
譲
渡
担
保
財
産
と
な
っ
た
場
合
に
は
譲
渡
担
保
権
者
を
第
二
次
納
税
義
務
者
と
し

て
執
行
で
き
る
と
規
定
し
て
お
り
（
一
項
～
亓
項
）
、
同
条
六
項
で
そ
の
除
外
規
定
が
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
譲
渡
担
保
財
産
に
な

っ
て
い
る
場
合
と
い
う
の
は
、
同
法
第
一
亓
条
、
第
一
六
条
が
国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
質
権
ま
た
は
抵
当
権
を
設
定
し
て
い
る
場

合
と
規
定
し
て
い
る
の
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
譲
渡
担
保
を
「
抵
当
権
や
質
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
と
同
様
の
取
扱
い

を
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
「
同
法
二
四
条
に
い
う
財
産
の
譲
渡
が
、
抵
当
権
な
ど
の
担
保
権
設
定
と
同
義
に
解
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
以
上
、
債
権
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
も
、
担
保
権
設
定
と
い
う
实
質
面
か
ら
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
」
と
こ
ろ
、
「
こ

れ
ら
の
条
文
に
お
い
て
法
定
納
期
限
等
を
判
断
基
準
と
し
た
の
は
、
納
税
者
と
取
引
を
す
る
第
三
者
が
、
そ
の
納
税
者
の
国
税
の
発
生
を

予
期
で
き
る
時
期
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
物
権
公
示
の
原
則
と
の
調
和
を
図
る
こ
と
が
同
条
の
趣
旨
で
あ
る
」
と
し
て
、

「
こ
こ
で
は
国
税
滞
納
を
知
り
得
る
状
態
で
譲
渡
担
保
設
定
契
約
が
締
結
さ
れ
た
か
、
と
い
う
問
題
と
し
て
判
断
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

て
、
当
事
者
の
行
為
が
な
い
時
を
対
象
と
し
て
法
定
納
期
限
等
と
の
前
後
を
判
断
す
る
の
は
そ
も
そ
も
不
適
当
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い

る
（

153
）

。 

 

右
の
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
の
位
置
付
け
に
関
す
る
見
解
は
、
筆
者
も
全
く
同
感
で
あ
り
、
同
じ
約
定
担
保
物
権
で
あ
る
質
権
や
抵
当
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権
と
国
税
債
権
と
の
優
劣
に
関
す
る
対
抗
問
題
と
同
様
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
右
の
最
後
の
主
張
の
意
味
は
若
干
不
明
確
で
あ

る
が
、
お
そ
ら
く
は
、
い
ま
だ
国
税
滞
納
の
有
無
が
分
か
ら
な
い
状
況
で
設
定
さ
れ
た
譲
渡
担
保
と
国
税
債
権
と
の
優
劣
を
判
断
せ
よ
と

い
う
こ
と
が
不
適
切
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
田
高
教
授
は
、
将
来
債
権
譲
渡
担
保
の
効
力
は
「
確
定
的
な
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
の
理
由
は
、
①
既
に
平

成
一
三
年
判
決
が
「
一
度
の
通
知
・
承
諾
に
よ
る
対
抗
要
件
具
備
を
可
能
と
判
断
し
」
、
②
「
契
約
当
事
者
の
意
思
と
し
て
も
…
…
将
来

債
権
も
担
保
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
を
前
提
に
評
価
・
融
資
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
社
会
的
に
も
承
認
を
得
て
い
る
」

も
の
と
解
さ
れ
、
③
「
先
に
設
定
さ
れ
て
い
た
債
権
譲
渡
担
保
を
爾
後
の
国
税
に
劣
後
さ
せ
る
の
は
、
前
述
し
た
同
法
二
四
条
六
項
の
趣

旨
に
反
す
る
」
か
ら
で
あ
る
と
解
し
て
い
る

（

154
）

。 

 

し
か
し
、
田
高
教
授
は
、
常
に
譲
渡
担
保
権
者
が
優
先
す
べ
き
も
の
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
目
的
債
権
の
範
囲
が
包
括
的

に
な
り
す
ぎ
る
と
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
判
断
さ
れ
る
お
そ
れ
が
」
あ
り
、
ま
た
、
「
過
剰
担
保
の
場
合
に
は
、
国
税
徴
収
を
妨
害
す

る
意
図
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
疑
う
余
地
が
生
ず
る
」
と
し
て
、
「
そ
う
し
た
不
当
な
担
保
権
設
定
へ
の
対
処
に
は
種
々
の
も
の
が

考
え
ら
れ
」
、
「
場
合
に
よ
っ
て
は
、
国
税
徴
収
と
の
関
係
に
お
い
て
優
位
す
る
地
位
を
与
え
な
い
」
と
い
う
場
合
も
あ
り
う
る
と
し
、

具
体
的
な
ケ
ー
ス
と
し
て
、
前
掲
し
た
平
成
一
亓
年
の
最
高
裁
判
決
を
あ
げ
、
「
詐
害
行
為
取
消
に
お
け
る
相
対
的
無
効
を
参
照
し
つ
つ
、

徴
税
当
局
と
の
関
係
で
の
み
同
条
項
の
効
力
を
否
定
し
た
」
ケ
ー
ス
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る

（

155
）

。 

 

次
に
、
片
山
直
也
教
授
は
、
平
成
一
九
年
判
決
か
ら
は
、
取
立
権
の
帰
属
（
よ
り
实
質
的
に
は
取
立
金
の
帰
属
）
が
問
題
に
な
る
と
し
、

取
立
て
・
回
金
の
实
態
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
甲
類
型
―
被
担
保
債
権
の
期
限
の
利
益
の
喪
失
時
に
お
け
る
目
的
債
権
の
優
先
的
な
確
保

を
目
的
と
し
た
類
型
」
と
、
「
乙
類
型
―
譲
渡
担
保
権
者
の
排
他
的
な
担
保
管
理
、
回
金
に
よ
る
被
担
保
債
権
の
回
収
が
平
常
時
か
ら
行

わ
れ
る
類
型
」
が
考
え
ら
れ
、
近
時
は
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
促
進
と
い
う
視
覚
か
ら
乙
類
型
を
念
頭
に
置
い
て
論
じ
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ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
」
、
本
事
案
の
よ
う
な
「
甲
類
型
に
お
い
て
は
、
設
定
段
階
の
公
示
の
有
無
（
サ
イ
レ
ン
ト
か
否
か
）
に
か
か
わ
ら

ず
、
期
限
の
利
益
喪
失
時
ま
で
は
、
設
定
者
に
取
立
権
限
が
付
与
さ
れ
、
譲
渡
担
保
権
者
へ
の
回
金
も
想
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い

と
推
測
さ
れ
」
、
「
期
限
の
利
益
が
失
わ
れ
な
い
限
り
、
譲
渡
担
保
権
者
が
目
的
債
権
に
関
す
る
権
利
を
取
得
す
る
趣
旨
で
は
な
く
、
設

定
者
が
取
立
権
を
行
使
し
、
か
つ
取
立
金
は
設
定
者
の
責
任
財
産
を
構
成
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
」
の
で
、
「
期
限
の
利
益
喪

失
前
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
、
『
担
保
目
的
に
必
要
な
範
囲
』
で
の
権
利
移
転
と
い
う
視
覚
か
ら
、
設
定
者
の
利
益
お
よ
び
そ
れ
を
基
礎

と
す
る
他
の
債
権
者
（
一
般
債
権
者
、
租
税
債
権
者
な
ど
）
の
利
益
を
い
か
に
考
慮
す
る
か
を
論
じ
る
余
地
が
生
じ
て
」
く
る
も
の
と
解
し
、

原
則
と
し
て
、
譲
渡
担
保
権
者
に
目
的
債
権
お
よ
び
そ
の
取
立
権
が
帰
属
す
る
が
、
例
外
と
し
て
、
「
担
保
目
的
を
逸
脱
す
る
場
合
に
は
、

担
保
権
設
定
や
担
保
権
实
行
（
取
立
権
行
使
）
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
取
扱
い
が
妥
当
で
」
あ
る
と
主
張
し
て
い
る

（

156
）

。

そ
し
て
、
そ
の
例
外
的
な
場
合
と
し
て
、
「
極
端
な
過
剰
性
、
包
括
性
に
対
す
る
一
般
条
項
に
よ
る
制
約
が
想
定
さ
れ
る
他
、
特
に
国
税

と
の
関
係
で
は
、
設
定
者
が
譲
渡
担
保
権
者
と
通
謀
し
て
も
っ
ぱ
ら
国
税
徴
収
を
免
れ
つ
つ
売
掛
債
権
か
ら
取
立
て
を
続
け
る
意
図
で
譲

渡
担
保
を
設
定
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
設
定
契
約
自
体
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る

（

157
）

。
こ
の
結
論
に
関
し
て
は
、
田
高

教
授
と
同
様
、
国
税
徴
収
法
第
二
四
条
亓
項
の
潜
脱
を
目
的
と
し
た
契
約
条
項
の
効
力
を
否
定
し
た
前
掲
平
成
一
亓
年
の
最
高
裁
判
決
を

考
慮
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

  

三
〄
比
較
法
的
観
点
か
ら
の
懸
念 

 

次
に
、
森
田
修
教
授
は
、
平
成
一
九
年
判
決
が
示
し
た
「
債
権
譲
渡
に
つ
き
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
が
具
備
さ
れ
て
い
た
場
合
」

と
い
う
定
式
に
よ
る
と
、
「
平
成
一
六
年
改
正
に
よ
る
特
例
法
登
記
の
拡
張
以
後
は
、
特
例
法
登
記
さ
れ
た
債
務
者
不
特
定
の
将
来
債
権

に
ま
で
本
判
決
の
射
程
は
及
ぶ
」
も
の
と
解
し
、
ま
た
、
「
集
合
動
産
譲
渡
担
保
と
の
関
係
で
も
、
い
ま
や
動
産
特
例
法
登
記
に
よ
っ
て
、
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集
合
物
の
論
理
を
介
す
る
ま
で
も
な
く
、
〈
将
来
財
産
の
担
保
目
的
で
の
現
在
処
分
〉
の
論
理
が
集
合
動
産
の
方
に
逆
に
及
ぶ
と
す
る
見

方
も
」
あ
り
う
る
も
の
と
解
し
、
平
成
一
九
年
判
決
は
、
「
平
成
一
三
年
判
決
が
〈
将
来
債
権
の
担
保
目
的
で
の
現
在
処
分
〉
と
い
う
实

体
法
上
の
論
理
を
承
認
し
た
こ
と
を
」
確
認
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
、
既
に
平
成
一
三
年
判
決
の
段
階
に
お
い
て
、
「
強
大
な
包

括
担
保
制
度
が
す
で
に
創
出
さ
れ
て
い
た
」
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
て
、
「
か
く
し
て
日
本
の
包
括
担
保
権
者
が
把
握
す
る
担
保
価
値
は
、

ア
メ
リ
カ
の
『
人
的
財
産
（p

erso
n
al 

p
ro

p
erty

.

動
産
・
債
権
を
含
む
財
産
）
』
に
つ
い
て
の
担
保
法
制
下
の
そ
れ
を
優
に
凌
駕
す
る
も
の
に

な
っ
て
い
た
」
と
し
て
、
Ｕ
Ｃ
Ｃ
（
ア
メ
リ
カ
統
一
商
事
法
典
）
に
代
表
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
担
保
法
制
よ
り
も
強
力
な
制
度
創
出

に
つ
な
が
り
う
る
解
釈
に
対
し
て
、
以
下
の
三
点
に
お
い
て
懸
念
を
表
明
し
て
い
る

（

158
）

。 

 

ま
ず
、
第
一
点
目
は
、
Ｕ
Ｃ
Ｃ
第
九
―
三
二
二
条
(a)
項
(1)
号
を
挙
げ
、
こ
の
規
定
は
「filin

g
 o

r p
erfectio

n

」
と
い
う
考
え
方
を
取
り
、

「
将
来
財
産
に
つ
い
て
担
保
権
者
が
優
先
す
る
の
は
、p

erfectio
n

に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
前
提
と
し
な
いfilin

g

に
よ
る
」
の
で

あ
り
、
Ｕ
Ｃ
Ｃ
で
は
、
「
仮
登
記
的
対
抗
要
件
」
と
い
う
発
想
が
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
实
体
法
上
、
〈
将
来
財
産
の
現
在
処

分
〉
の
論
理
が
承
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
。 

 

次
に
、
第
二
点
目
は
、
「
Ｕ
Ｃ
Ｃ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
が
实
現
す
る
強
大
な
担
保
権
者
の
債
務
者
財
産
の
価
値
支
配
に
対
し
て
、
連
邦
倒
産

法
は
カ
ウ
ン
タ
ー
バ
ラ
ン
ス
と
し
て
、
こ
れ
ま
た
激
烈
な
担
保
切
り
崩
し
の
法
制
度
を
持
っ
て
い
る
」
と
こ
ろ
、
「
将
来
債
権
へ
の
包
括

担
保
権
の
効
力
波
及
も
」
連
邦
倒
産
法
第
亓
亓
二
条
(a)
項
(b)
項
に
よ
り
、
「
破
産
手
続
開
始
後
は
否
定
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、
ま
た
、
「
設

定
時
か
ら
み
た
将
来
の
債
権
と
い
う
担
保
目
的
物
が
『
爾
後
取
得
財
産after acq

u
ired

 p
ro

p
erty

』
と
呼
ば
れ
る
こ
と
自
体
が
、
包
括
担
保

制
度
を
〈
将
来
財
産
の
現
在
処
分
〉
と
は
観
念
し
て
い
な
い
こ
と
の
証
左
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。 

 

更
に
、
第
三
点
目
は
、
租
税
債
権
と
の
優
劣
に
関
し
て
、
内
国
歳
入
法
（In

tern
al R

ev
en

u
e C

o
d
e

）
第
六
三
二
三
条
が
連
邦
税
リ
ー
エ
ン

と
の
関
係
で
集
合
財
産
譲
渡
担
保
の
効
力
を
大
き
く
制
限
し
て
お
り
、
Ｕ
Ｃ
Ｃ
第
九
編
の
担
保
権
は
目
的
財
産
が
現
存
し
て
い
れ
ば
連
邦
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債
権
の
リ
ー
エ
ン
に
優
先
す
る
が
（
同
条
(h)
項
）
、
将
来
の
在
庫
や
売
掛
債
権
に
つ
い
て
は
別
途
の
規
定
が
置
か
れ
（
同
条
(c)
項
(2)
号
）
、

こ
の
規
定
に
よ
る
と
、
「
将
来
債
権
は
『
爾
後
取
得
財
産
』
と
さ
れ
た
上
で
、
集
合
債
権
・
動
産
担
保
権
者
が
連
邦
税
リ
ー
エ
ン
に
対
し

て
優
先
権
を
確
保
で
き
る
の
は
、
租
税
債
権
が
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
た
日
（
日
本
法
上
の
法
定
納
期
限
に
対
応
し
よ
う
）
の
後
四
亓
日
間
の
間
に
取

得
さ
れ
る
将
来
債
権
に
限
定
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る

（

159
）

。 

 

森
田
教
授
は
、
包
括
担
保
の
先
進
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
、
担
保
法
の
外
縁
に
右
の
よ
う
に
将
来
財
産
上
の
包
括
担
保
権
の
効
力

を
制
約
す
る
法
制
度
を
展
開
さ
せ
つ
つ
、
先
端
の
金
融
技
術
を
発
展
さ
せ
て
き
た
と
い
う
の
に
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
法
制
度
を
導
入
モ
デ

ル
と
し
て
い
る
わ
が
国
の
法
解
釈
に
お
い
て
、
右
の
点
を
見
過
ご
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
既
に
平
成
一
三
年
及
び

一
九
年
判
決
に
よ
っ
て
殆
ど
無
制
約
的
に
承
認
さ
れ
た
「
将
来
財
産
の
担
保
目
的
で
の
現
在
処
分
」
と
い
う
強
力
な
包
括
担
保
類
型
の
成

立
に
対
す
る
懸
念
か
ら
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る

（

160
）

。 

  

四
〄
倒
産
法
的
観
点
か
ら
の
評
価 

 

最
後
に
、
山
本
和
彦
教
授
は
、
倒
産
法
研
究
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
平
成
一
九
年
判
決
の
延
長
線
上
の
問
題
と
し
て
、
集
合
債
権
譲

渡
担
保
の
設
定
者
が
倒
産
手
続
に
陥
っ
た
後
に
新
た
な
債
権
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
取
扱
い
と
し
て
、
「
Ａ
社
が
将
来
の
製
品
の
売

買
代
金
債
権
を
Ｂ
社
に
譲
渡
担
保
に
供
し
て
お
り
、
そ
の
期
間
中
に
Ａ
社
に
更
生
手
続
が
開
始
し
た
場
合
に
、
管
財
人
が
売
却
し
た
製
品

の
売
買
代
金
に
も
譲
渡
担
保
の
効
力
が
及
ぶ
か
」
と
い
う
問
題
を
掲
げ
、
平
成
一
九
年
判
決
の
結
論
を
採
れ
ば
、
「
更
生
手
続
前
に
す
で

に
債
権
譲
渡
は
確
定
的
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
手
続
開
始
に
よ
る
処
分
禁
止
効
は
当
該
譲
渡
に
は
及
ば
ず
、
更
生
手
続
開
始
の
効

力
に
よ
っ
て
手
続
開
始
後
発
生
す
る
債
権
に
対
す
る
譲
渡
担
保
の
効
力
を
否
定
す
る
解
釈
は
、
平
成
一
九
年
判
決
に
よ
っ
て
息
の
根
を
止

め
ら
れ
た
と
評
価
で
き
る
」
も
の
と
論
じ
、
ま
た
、
債
権
発
生
時
に
は
、
「
譲
渡
担
保
設
定
者
の
特
段
の
行
為
を
要
す
る
こ
と
な
く
」
担
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保
目
的
で
取
得
さ
れ
る
の
で
、
「
債
権
発
生
時
に
お
け
る
更
生
会
社
の
管
理
処
分
権
の
不
存
在
を
理
由
に
そ
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
」
と
論
じ
て
い
る

（

161
）

。 

 

ま
た
、
山
本
教
授
は
、
右
の
理
解
を
前
提
と
し
て
、
平
成
一
九
年
判
決
後
の
問
題
と
し
て
、
右
問
題
に
お
け
る
「
当
該
債
権
が
更
生
会

社
の
債
権
と
い
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
絞
ら
れ
る
」
も
の
と
解
し
、
考
え
方
の
方
向
性
と
し
て
、
①
手
続
開
始
後
は
全
て
の
債
権
が

更
生
会
社
の
債
権
で
は
な
く
な
り
、
管
財
人
の
債
権
と
な
る
、
②
手
続
開
始
後
に
発
生
し
、
一
定
の
要
件
を
充
た
す
債
権
は
更
生
会
社
の

債
権
で
は
な
く
な
り
、
管
財
人
の
債
権
と
な
る
、
③
手
続
開
始
後
に
発
生
し
た
債
権
も
例
外
な
く
更
生
会
社
の
債
権
で
あ
る
、
と
い
う
三

つ
の
考
え
方
を
示
し
つ
つ
、
最
終
的
に
は
、
③
の
理
解
が
最
も
素
直
で
あ
る
と
解
し
て
い
る

（1
6
2

）

。
そ
の
理
由
は
、
①
の
解
釈
は
、
例
え

ば
、
破
産
手
続
開
始
前
に
賃
料
債
権
が
譲
渡
さ
れ
て
い
た
と
い
う
場
合
に
は
、
手
続
開
始
後
に
発
生
す
る
債
権
で
あ
っ
て
も
、
譲
渡
の
効

力
が
及
ぶ
こ
と
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
解
釈
は
成
り
立
つ
余
地
が
な
く
、
②
の
解
釈
は
、
例
え
ば
、
破
産
手
続
開
始

前
に
購
入
し
た
原
材
料
代
金
を
更
生
債
権
者
等
が
負
担
し
た
と
い
う
場
合
に
は
、
手
続
開
始
後
に
製
作
し
た
製
品
の
代
金
債
権
が
更
生
会

社
の
債
権
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
管
財
人
は
更
生
会
社
の
財
産
管
理
権
限
を
有
す
る
も
の
の
、
財
産
の
帰
属
自
体
は
更
生
会

社
に
あ
る
と
い
う
解
釈
が
一
般
的
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
②
の
解
釈
も
相
当
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
う
考
え
る
と
、
結

局
、
③
の
解
釈
に
行
き
着
く
と
い
う
も
の
で
あ
る

（

163
）

。
し
か
し
、
山
本
教
授
は
、
こ
の
解
釈
に
よ
る
と
、
破
産
手
続
開
始
後
に
発
生
す

る
債
権
に
つ
き
、
発
生
と
同
時
に
譲
渡
担
保
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
に
な
り
、
そ
う
す
る
と
、
「
譲
渡
対
象
が
広
汎
に
及
ぶ
場
合
に
は
、
事

業
の
更
生
が
困
難
に
な
る
」
と
主
張
し
、
「
多
く
の
場
合
は
合
理
的
な
譲
渡
担
保
権
者
と
の
話
し
合
い
で
解
決
が
図
ら
れ
よ
う
が
、
不
合

理
か
つ
頑
強
な
担
保
権
者
と
の
関
係
で
も
更
生
手
続
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
問
題
の
解
決
が
必
要
と
」
な
り
、
「
中
止
命
令
だ
け
で
は

管
財
人
の
代
金
取
立
権
は
回
復
し
な
い
し
、
会
社
更
生
法
一
一
三
条
の
類
推
が
譲
渡
担
保
に
あ
る
と
し
て
も
、
第
三
債
務
者
の
供
託
が
認

め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」
の
で
、
「
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
も
担
保
権
消
滅
請
求
（
会
更
法
一
〇
四
条
以
下
）
を
活
用
し
て
被
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担
保
債
権
額
の
納
付
に
よ
っ
て
担
保
権
を
消
滅
さ
せ
、
売
買
代
金
の
取
立
て
を
可
能
に
す
る
方
途
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
主
張
し
て

い
る

（

164
）

。 

第
二
項 
实
務
家
か
ら
の
評
価 

 

次
に
、
平
成
一
九
年
判
決
に
対
す
る
实
務
家
か
ら
の
評
価
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
浅
田
隆
氏
（
三
五
住
友
銀
行
）
は
、
「
近
時
、
銀
行
实
務

に
お
い
て
は
、
将
来
債
権
と
し
て
の
売
掛
債
権
、
診
療
報
酬
債
権
、
賃
料
債
権
等
を
担
保
取
得
す
る
こ
と
が
多
い
」
と
こ
ろ
、
こ
の
点
は
、

例
え
ば
、
「
運
転
資
金
の
保
全
策
と
し
て
は
、
本
来
、
そ
の
融
資
に
よ
っ
て
購
わ
れ
収
益
化
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
将
来
発
生
す

る
、
原
材
料
、
商
品
、
売
掛
債
権
や
現
預
金
等
を
捕
捉
・
担
保
化
す
る
の
が
合
理
的
」
で
あ
り
、
「
資
金
調
達
の
円
滑
化
に
資
す
る
」
も

の
で
あ
っ
て
、
「
ま
た
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
、
Ｌ
Ｂ
Ｏ
等
買
収
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
等
に
お
い
て
は
、
対
象
事
業
に
係
る
資
産
や

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
）
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
担
保
取
得
す
る
が
、
こ
の
場
合
、
将
来
の
売
掛
金
等
を
含
め
た
キ
ャ

ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
捕
捉
す
る
た
め
、
各
資
産
の
処
分
価
値
の
合
計
額
に
比
し
多
額
の
調
達
が
可
能
と
な
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
」
の
で
あ
る

が
、
平
成
一
九
年
判
決
は
、
そ
の
控
訴
審
が
こ
の
資
金
調
達
の
流
れ
に
水
を
差
し
た
と
い
う
点
を
払
拭
し
、
妥
当
な
判
決
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る

（

165
）

。
そ
の
上
で
、
浅
田
氏
は
、
平
成
一
九
年
判
決
に
よ
り
、
①
設
定
者
破
綻
時
の
取
扱
い
と
し
て
、
「
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件

具
備
が
更
生
手
続
開
始
決
定
等
よ
り
先
行
し
て
い
れ
ば
、
譲
渡
担
保
権
者
が
優
先
す
る
」
こ
と
に
な
り
、
②
将
来
債
権
の
二
重
譲
渡
に
お

け
る
優
劣
に
お
い
て
は
、
債
権
発
生
時
説
で
は
な
く
、
債
権
譲
渡
時
説
に
立
っ
た
の
で
、
通
知
・
承
諾
の
時
点
に
お
け
る
優
劣
で
解
決
す

る
こ
と
が
で
き
、
③
債
権
発
生
時
説
に
よ
る
と
、
通
知
等
が
先
後
し
て
も
、
対
抗
要
件
具
備
の
時
期
は
発
生
時
と
い
う
こ
と
で
、
常
に
同

時
に
な
っ
て
し
ま
い
、
後
順
位
譲
渡
担
保
権
と
い
う
概
念
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
債
権
譲
渡
時
説
に
よ
り
、
そ
の

可
能
性
が
出
て
き
た
こ
と
、
更
に
、
④
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
い
う
観
点
か
ら
、
債
権
を
財
団
抵
当
権
の
組
成
可
能
物
件
に
追
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加
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
「
将
来
債
権
を
含
め
た
財
団
抵
当
の
一
般
的
・
統
一
的
な
処
理
が
可
能
に
な
る
」
も
の
と
解

し
て
、
同
判
決
の
有
用
性
を
強
調
し
て
い
る

（

166
）

。 

 

次
に
、
浅
野
謙
一
弁
護
士
は
、
平
成
一
九
年
判
決
に
よ
り
、
「
譲
渡
担
保
権
者
側
か
ら
の
实
務
と
し
て
は
、
…
…
基
準
と
な
る
時
点
が

実
観
的
で
明
確
な
も
の
と
な
っ
た
た
め
、
国
税
と
の
優
劣
に
関
す
る
予
測
可
能
性
が
安
定
し
た
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
特

徴
で
あ
る
」
と
解
し
、
ま
た
、
「
国
税
が
優
先
す
る
リ
ス
ク
と
そ
れ
を
確
認
す
る
コ
ス
ト
が
減
尐
し
た
こ
と
か
ら
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保

の
利
用
の
妨
げ
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
が
一
つ
減
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
」
と
解
し
、
更
に
、
近
年
で
は
、
売
掛
債
権
担
保

融
資
保
証
制
度
や
Ａ
Ｂ
Ｌ
な
ど
に
よ
り
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
よ
る
資
金
調
達
を
検
討
す
る
中
小
企
業
が
尐
し
ず
つ
増
え
る
傾
向
に
あ

る
と
こ
ろ
、
「
か
か
る
中
小
企
業
に
と
っ
て
も
、
平
成
一
九
年
判
決
に
よ
り
、
資
金
調
達
の
一
方
法
が
閉
ざ
さ
れ
る
お
そ
れ
が
回
避
さ
れ

た
」
も
の
と
解
し
て
い
る

（

167
）

。 

 

次
に
、
江
口
直
明
弁
護
士
は
、
平
成
一
九
年
判
決
は
「
日
本
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
後
進
国
か
ら
抜
け
出
す
た
め
の

重
要
な
法
的
イ
ン
フ
ラ
の
一
つ
を
確
立
し
た
も
の
と
し
て
意
義
深
い
も
の
」
と
位
置
づ
け
、
国
際
金
融
の
局
面
に
お
い
て
は
、
「
当
該
国

で
の
担
保
権
が
破
産
管
財
人
や
国
税
当
局
と
の
関
係
で
確
实
に
守
ら
れ
て
い
る
か
」
、
即
ち
、
「
倒
産
手
続
の
制
度
設
計
や
、
国
税
債
権

の
優
先
性
の
観
点
か
ら
の
例
外
は
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
例
外
が
条
文
上
明
確
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
ま
た
将
来
拡
大
解
釈
さ
れ

て
、
担
保
権
を
制
約
し
な
い
か
ど
う
か
に
関
心
が
払
わ
れ
る
」
の
で
あ
り
、
も
し
、
将
来
予
測
が
不
可
能
な
場
合
に
は
、
「
当
該
担
保
の

価
値
評
価
が
難
し
く
な
り
、
そ
の
価
値
に
依
拠
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
借
入
人
は
せ
っ
か
く
の
潤
沢
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
有
効
利
用

で
き
な
い
こ
と
に
」
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
平
成
一
九
年
判
決
は
、
ま
さ
に
待
ち
に
待
っ
た
最
高
裁
判
決
な
の
だ
と
論
じ
て
い
る

（

168
）

。 

 

ま
た
、
江
口
弁
護
士
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
将
来
債
権
譲
渡
担
保
の
有
効
性
等
の
解
釈
問
題
に
関
し
て
、
そ
の
「
最
終
判
断
が
公

序
良
俗
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
の
は
担
保
権
と
し
て
の
安
定
性
を
欠
く
」
の
で
、
「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業

（

169
）

の
公
共
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
対
価
の
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支
払
い
の
よ
う
に
二
〇
年
に
も
及
ぶ
将
来
債
権
に
現
時
点
で
譲
渡
担
保
権
を
設
定
す
る
場
合
、
期
間
が
長
い
と
い
う
だ
け
で
将
来
債
権
譲

渡
担
保
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
解
釈
上
ま
た
は
立
法
上
の
解
決
が
望
ま
れ
る
」
と
主
張
し
、
そ
も
そ
も
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
譲
渡
担
保
権
の
設
定
は
大
企
業
同
士
の
契
約
で
あ
り
、
「
借
入
人
の
事
業
の
た
め
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

で
あ
り
、
ま
た
、
借
入
人
が
債
務
不
履
行
に
な
ら
な
い
限
り
は
、
他
の
取
引
業
者
の
債
権
や
租
税
債
権
は
営
業
費
用
と
し
て
第
一
順
位
で

支
払
わ
れ
て
い
る
」
の
で
、
信
義
則
違
反
や
公
序
良
俗
違
反
と
い
っ
た
状
況
は
考
え
ら
れ
な
い
と
主
張
し
て
い
る

（

170
）

。 

 

次
に
、
小
野
傑
弁
護
士
は
、
既
に
平
成
一
一
年
一
月
二
九
日
判
決
や
平
成
一
三
年
判
決
に
お
い
て
、
将
来
債
権
の
譲
渡
（
担
保
）
時
の

対
抗
要
件
具
備
に
対
抗
力
を
認
め
て
お
り
、
「
そ
の
前
提
は
将
来
債
権
の
権
利
は
当
初
譲
渡
時
に
譲
受
人
に
移
転
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
係
る
ル
ー
ル
は
い
わ
ば
す
で
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
」
が
、
学
説
に
お
い
て
「
発
生
時
説
か
譲
渡
時
説
か
ま
さ
に
解
釈
論
が
対
立

す
る
状
況
に
あ
っ
た
」
と
こ
ろ
、
平
成
一
九
年
判
決
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
論
争
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
っ
た
も
の
と
論
じ
て
お
り
、
そ
こ
で
、

今
後
、
将
来
債
権
譲
渡
が
証
券
化
で
問
題
と
な
る
状
況
と
し
て
は
、
将
来
債
権
の
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
り
譲
渡
人
で
あ
る
企
業
が
倒
産

し
た
場
合
に
お
け
る
管
財
人
等
と
の
関
係
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
平
成
一
九
年
判
決
に
よ
る
証
券
化
へ
の
影
響
に
関
し
て
論
じ

て
い
る

（

171
）

。 

 

小
野
弁
護
士
に
よ
る
と
、
具
体
的
に
は
、
将
来
債
権
の
証
券
化
に
よ
る
譲
渡
の
仕
組
み
と
し
て
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
方
式
と
マ
ス
タ
ー
ト
ラ

ス
ト
方
式
と
が
あ
る
と
こ
ろ

（

172
）

、
平
成
一
九
年
判
決
に
よ
り
、
今
後
、
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
方
式
に
お
い
て
は
、
回
転
売
買
を
せ
ず
に
、
当

初
か
ら
将
来
債
権
を
包
括
的
に
譲
渡
し
て
お
き
、
後
に
対
価
の
支
払
を
将
来
に
わ
た
っ
て
行
う
仕
組
み
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
マ
ス

タ
ー
ト
ラ
ス
ト
方
式
に
お
い
て
は
、
追
加
信
託
で
は
な
く
、
将
来
債
権
の
信
託
譲
渡
に
際
し
て
、
当
初
の
信
託
設
定
時
に
有
効
に
権
利
を

移
転
さ
せ
、
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
い
ず
れ
の
方
式
に
お
い
て
も
、
従
来
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
企

業
の
破
綻
な
い
し
倒
産
時
期
と
近
接
す
る
債
権
譲
渡
に
対
し
て
、
詐
害
行
為
取
消
権
や
否
認
権
の
行
使
、
あ
る
い
は
、
双
方
未
履
行
双
務
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契
約
の
解
除
と
い
う
主
張
に
遭
遇
す
る
リ
ス
ク
が
あ
り
、
そ
の
リ
ス
ク
に
対
応
す
べ
く
、
準
備
金
の
積
み
立
て
な
ど
が
必
要
と
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
が
、
平
成
一
九
年
判
決
の
出
現
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
の
軽
減
に
伴
う
資
金
効
率
の
改
善
が
期
待
で
き
る
も
の
と
解
さ

れ
て
い
る

（

173
）

。 

 

最
後
に
、
堀
龍
兒
教
授
は
、
「
平
成
一
九
年
判
決
に
よ
り
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
お
け
る
将
来
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
に
つ
い
て
は
、

民
法
四
六
七
条
に
よ
る
場
合
は
対
抗
要
件
具
備
時
に
お
い
て
、
債
権
譲
渡
登
記
に
よ
る
場
合
は
登
記
時
に
お
い
て
、
将
来
発
生
す
る
債
権

で
あ
っ
て
も
第
三
者
対
抗
要
件
を
有
す
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
」
も
の
と
解
し
、
ま
た
、
既
発
生
債
権
と
将
来
債
権
を
包
括
し
た
「
債

権
群
」
（
集
合
物
概
念
）
を
一
括
し
て
担
保
の
目
的
物
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
集
合
債
権
譲
渡
担
保
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
「
集
合
債
権
論

を
ベ
ー
ス
に
考
え
る
と
、
将
来
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
に
つ
い
て
は
」
、
平
成
一
九
年
判
決
の
採
用
し
た
「
対
抗
要
件
具
備
時
説
が
受
け

容
れ
ら
れ
る
」
と
し
、
「
債
権
譲
渡
登
記
に
お
い
て
は
、
将
来
債
権
に
つ
き
第
三
債
務
者
不
特
定
の
将
来
債
権
の
登
記
が
で
き
る
こ
と
か

ら
、
ま
さ
に
、
第
三
債
務
者
不
特
定
の
将
来
債
権
の
債
権
群
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
集
合
債
権
譲
渡
担
保
設
定
を
し
、
登
記
に
よ
っ
て
第
三

者
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
集
合
債
権
論
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
平
成
一
九
年
判
決
を
ベ
ー
ス
に
、

集
合
債
権
論
に
つ
い
て
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
や
ま
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る

（

174
）

。 

 

右
に
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
、
平
成
一
九
年
判
決
に
対
す
る
实
務
家
か
ら
の
評
価
は
、
研
究
者
か
ら
の
評
価
と
は
異
な
り
、
概
ね
、
企

業
に
お
け
る
事
業
資
金
調
達
の
効
率
性
の
向
上
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
好
意
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。 

  

註
（
141
）
池
田
眞
朗
「
最
高
裁
の
当
然
か
つ
正
当
な
判
断
」
「
〈
特
集
〉
決
着
！
将
来
債
権
譲
渡
担
保
と
国
税
債
権
の
優
劣
―
最
一
判
平
成
一
九
・ 

二
・
一
亓
を
読
ん
で
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
（
二
〇
〇
七
年
、
以
下
、
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
と
略
記
す
る
）
一
〇
頁
（
一
四
―
一
亓
頁
）
。 

 

註
（
142
）
道
垣
内
弘
人
「
単
純
な
判
決
で
は
な
い
」
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
141
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
四
六
頁
。 

 

註
（
143
）
道
垣
内
・
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
142
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
四
七
頁
。 
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註
（
144
）
道
垣
内
・
前
掲
論
文
（
前
掲
註
＊
126
＋
）
金
融
法
務
事
情
一
亓
六
七
号
六
四
頁
の
（
注
８
）
参
照
。 

 

註
（
145
）
池
田
（
眞
）
・
前
掲
判
評
（
前
掲
註
＊
57
＋
）
金
融
法
務
事
情
一
七
三
六
号
一
二
頁
。 

 

註
（
146
）
山
野
目
章
夫
「
有
体
物
思
考
の
脱
却
と
そ
の
後
の
課
題
」
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
141
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
六
二
頁
（
六 

二
―
六
三
頁
）
。 

 

註
（
147
）
角
紀
代
恵
「
垂
れ
込
め
て
い
た
暗
雲
は
去
っ
た
」
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
141
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
三
〇
頁
（
三
一
頁
）
。 

 

註
（
148
）
角
・
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
147
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
三
二
頁
。
角
教
授
は
、
平
成
一
九
年
判
決
を
評
し
て
、
「
国
税 

徴
収
法
第
二
四
条
六
項
の
解
釈
と
い
う
射
程
距
離
の
短
い
判
決
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
解
し
て
い
る
が
、
本
判
決
は
、
平
成
一
三
年

判
決
と
と
も
に
、
「
譲
渡
担
保
設
定
契
約
時
に
お
け
る
将
来
債
権
の
確
定
的
譲
渡
」
の
事
案
に
関
し
て
判
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
解

釈
に
は
無
理
が
あ
る
。
ま
た
、
角
教
授
は
、
「
債
権
移
転
時
期
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
判
決
を
行
う
と
、
倒
産
法
に
お
け
る
否
認
権
あ
る
い
は
債
権
者

取
消
権
の
行
使
の
可
否
に
ま
で
波
及
す
る
可
能
性
が
」
あ
り
、
波
及
効
果
が
大
き
す
ぎ
る
と
い
う
懸
念
も
表
明
し
て
い
る
が
、
斯
様
な
個
別
論
点
は
、

本
件
に
お
い
て
は
現
れ
て
お
ら
ず
、
裁
判
所
に
お
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
杞
憂
で
あ
る
。
斯
様
な
争
点
が
現
れ
た

場
合
に
お
い
て
個
別
に
対
応
す
れ
ば
済
む
問
題
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
触
れ
る
必
要
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

註
（
149
）
古
積
健
三
郎
「
結
論
的
に
も
理
論
的
に
も
穏
当
な
判
断
」
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
141
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
三
七
頁
（
三 

八
頁
）
。 

 

註
（
150
）
古
積
・
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
149
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
三
八
頁
。 

 

註
（
151
）
古
積
・
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
149
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
三
八
頁
。 

 

註
（
152
）
千
葉
恵
美
子
「
实
行
前
の
譲
渡
担
保
権
の
効
力
と
平
成
一
九
年
判
決
の
射
程
距
離
」
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
141
＋
）
Ｎ 

Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
四
四
頁
（
四
亓
頁
）
。 

 

註
（
153
）
田
高
寛
貴
「
債
権
譲
渡
担
保
の
『
担
保
』
的
把
握
の
視
点
か
ら
」
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
141
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
四 

三
頁
（
四
三
―
四
四
頁
）
。 

 

註
（
154
）
田
高
・
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
153
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
四
四
頁
。 

 

註
（
155
）
田
高
・
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
153
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
四
四
頁
。 

 

註
（
156
）
片
山
直
也
「
残
さ
れ
た
課
題
―
将
来
債
権
譲
渡
担
保
に
お
け
る
『
担
保
目
的
を
達
成
す
る
の
に
必
要
な
範
囲
』
と
は
？
」
前
掲
「
〈
特
集
〉 

決
着
！
」
（
前
掲
註
＊1

4
1

＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
二
六
頁
（
二
七
―
二
八
頁
）
。 
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註
（
157
）
片
山
・
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
156
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
二
八
頁
。 

 

註
（
158
）
森
田
修
「
最
判
平
成
一
九
年
二
月
一
亓
日
を
読
ん
で
」
前
掲｢

〈
特
集
〉
決
着
！｣

(

前
掲
註
＊
141
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
六
〇
頁
（
六
一
頁
）
。 

 

註
（
159
）
森
田
・
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
158
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
六
一
―
六
二
頁
。 

 

註
（
160
）
森
田
・
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
158
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
六
二
頁
。 

 

註
（
161
）
山
本
和
彦
「
倒
産
手
続
に
お
け
る
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
扱
い
」
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
141
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
六 

四
頁
（
六
四
―
六
亓
頁
）
。 

 

註
（
162
）
山
本
・
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
161
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
六
亓
頁
。 

 

註
（
163
）
山
本
・
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
161
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
六
亓
頁
。 

 

註
（
164
）
山
本
・
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
161
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
六
亓
―
六
六
頁
。 

 

註
（
165
）
浅
田
隆
「
法
的
安
定
性
が
増
し
、
次
の
議
論
も
押
し
進
め
る
妥
当
な
判
決
」
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
141
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八 

亓
四
号
一
一
頁
。 

 

註
（
166
）
浅
田
・
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
165
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
一
一
―
一
二
頁
。 

 

註
（
167
）
浅
野
謙
一
「
中
小
企
業
の
資
金
調
達
の
道
を
確
保
し
た
最
高
裁
判
決
」
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
141
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四 

号
一
三
頁
（
一
三
―
一
四
頁
）
。 

 

註
（
168
）
江
口
直
明
「
待
ち
に
待
っ
た
最
高
裁
判
決
―
り
ん
ご
の
花
が
咲
い
た
」
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
141
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四 

号
二
一
頁
。
江
口
弁
護
士
は
、
原
審
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
も
強
調
し
て
い
た
が
、
本
評
釈
に
お
い
て
も
、
「
り
ん
ご
の
木
は
り
ん
ご
が
な
る
か
ら

担
保
の
価
値
が
あ
る
の
で
あ
り
、
将
来
实
っ
た
り
ん
ご
は
あ
な
た
の
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
わ
れ
た
ら
、
誰
も
り
ん
ご
の
木
を
担
保
に

取
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

註
（
169
）
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
（P

riv
ate F

in
an

ce In
itiativ

e

）
と
は
、
公
共
施
設
等
の
建
設
、
維
持
管
理
、
運
営
等
を
民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
及
び
技
術 

的
能
力
を
活
用
し
て
行
う
と
い
う
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
発
展
し
た
新
し
い
形
の
社
会
資
本
（in

frastru
ctu

re

）
整
備
方
法
で
あ
る
。
即
ち
、
社
会
資

本
の
整
備
に
関
し
て
は
、
民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
、
技
術
的
能
力
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
や
地
方
公
共
団
体
等
が
直
接
に
实
施
す
る
よ
り

も
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
事
業
に
つ
い
て
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
で
实
施
す
る
こ
と
と
さ

れ
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
導
入
に
よ
り
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
事
業
コ
ス
ト
を
削
減
し
、
よ
り
質
の
高
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目
指
す
も
の
と
さ
れ
て
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い
る
。 

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
「
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
（
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
）
が
平
成
一
一
年
七
月 

に
制
定
さ
れ
て
お
り
、
同
法
第
一
条
に
よ
る
と
、
「
こ
の
法
律
は
、
民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
及
び
技
術
的
能
力
を
活
用
し
た
公
共
施
設
等
の
整
備

等
の
促
進
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
よ
り
、
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
社
会
資
本
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
国
民
に
対
す
る
低
廉
か
つ

良
好
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
保
し
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

平
成
一
二
年
三
月
に
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
理
念
と
そ
の
实
現
の
た
め
の
方
法
を
示
す
「
基
本
方
針
」
が
、
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
委
員
会
（
Ｐ
Ｆ
Ｉ

推
進
委
員
会
）
の
議
を
経
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
枠
組
み
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
手
法
に
よ
り
、

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
た
め
の
資
金
調
達
方
法
と
し
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
な
ど
を
採
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
融
環
境
の
整
備
、
新
し

い
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
創
設
に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
、
新
規
産
業
を
創
出
し
、
経
済
構
造
改
革
を
推
進
す
る
と
い
う
効
果
が
期
待
さ
れ

る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
、
詳
細
は
、
「
内
閣
府
Ｐ
Ｆ
Ｉ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」h

ttp
://w

w
w
8.

cao
.
g
o.

jp
/p

fi/in
d
ex
.
h
tm

l

、
西

村
総
合
法
律
事
務
所
編
『
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
法
大
全
（
下
）
―C

O
R

P
U

S
 JU

R
IS

 F
IN

A
N

C
E

―
』
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
三
年
）
四
〇
一
頁
以
下
な

ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

註
（
170
）
江
口
・
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
168
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
二
二
頁
。
尤
も
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
に
基
づ
く
社
会
資
本
の
整
備
は
、 

国
が
推
進
す
る
政
策
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
の
事
業
の
推
進
の
た
め
に
多
額
の
事
業
資
金
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
今
後
、
裁
判
所

が
斯
様
な
社
会
資
本
整
備
の
障
碍
と
な
る
よ
う
な
判
決
を
下
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
江
口
弁
護
士
の
懸
念
は
、
お
そ
ら
く
は
杞
憂
に
終
わ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

註
（
171
）
小
野
傑
「
平
成
一
九
年
判
決
の
証
券
化
に
与
え
る
影
響
」
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
141
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
二
四
頁
（
二 

四
―
二
亓
頁
）
。 

 

註
（
172
）
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
方
式
と
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
方
式
と
は
、
い
ず
れ
も
、
将
来
債
権
の
証
券
化
に
際
し
て
实
際
に
採
用
さ
れ
て
き
た
ス
キ
ー 

ム
で
あ
る
。
例
え
ば
、
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
方
式
と
は
、
売
掛
代
金
債
権
や
カ
ー
ド
・
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
債
権
の
よ
う
な
足
の
短
い
債
権
を
、
中
長
期
的

な
投
資
を
望
む
投
資
家
に
対
し
て
、
Ｓ
Ｐ
Ｖ
（S

p
ecial P

u
rp

o
se V

eh
icle

＊
特
定
目
的
事
業
体
＋
）
を
経
由
し
、
Ｓ
Ｐ
Ｖ
の
発
行
に
係
る
Ａ
Ｂ
Ｓ
（A

sset 

B
ack

ed
 S

ecu
rities

＊
ア
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
社
債
、
資
産
担
保
証
券
＋
）
を
通
し
て
売
却
す
る
場
合
に
お
い
て
、
期
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
調
整
す
る
た
め
、

Ｓ
Ｐ
Ｖ
は
、
買
い
受
け
た
債
権
の
回
収
金
に
よ
り
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
か
ら
の
新
た
な
債
権
の
購
入
を
繰
り
返
し
た
後
（
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
期
間
）
、
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ア
モ
チ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
償
還
）
期
間
に
至
っ
て
、
こ
れ
を
終
了
し
、
Ｓ
Ｐ
Ｖ
は
、
回
収
金
を
投
資
家
へ
の
Ａ
Ｂ
Ｓ
の
償
還
に
充
当
す
る
と
い
う
方

式
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
方
式
と
は
、
同
様
の
場
合
に
お
い
て
、
売
買
の
繰
り
返
し
に
代
え
て
、
将
来
債
権
に
つ
い
て
は
追
加
信

託
を
行
い
、
こ
の
信
託
に
よ
り
、
（
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
か
つ
）
委
託
者
（
セ
ラ
ー
）
は
信
託
金
額
を
元
本
と
す
る
セ
ラ
ー
受
益
権
（
セ
ラ
ー
ズ
イ

ン
タ
レ
ス
ト
）
を
取
得
し
、
委
託
者
は
こ
の
セ
ラ
ー
受
益
権
を
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
受
益
権
（
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
イ
ン
タ
レ
ス
ト
）
と
新
た
な
セ
ラ
ー
受

益
権
と
に
分
け
、
こ
の
う
ち
、
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
受
益
権
を
優
先
受
益
権
と
劣
後
受
益
権
と
に
分
け
て
、
こ
の
優
先
受
益
権
を
投
資
家
と
の
間
に
入

る
Ｓ
Ｐ
Ｖ
に
譲
渡
（
売
却
）
し
、
Ｓ
Ｐ
Ｖ
は
優
先
受
益
権
を
裏
付
け
と
す
る
社
債
を
発
行
し
、
そ
の
後
は
、
こ
の
繰
り
返
し
に
よ
り
、
社
債
を
発

行
し
て
い
く
と
い
う
方
式
で
あ
り
、
両
受
益
権
間
の
信
託
か
ら
の
分
配
金
の
調
整
に
よ
り
、
期
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
調
整
す
る
と
い
う
方
式
で
あ
る
。

な
お
、
右
の
事
業
体
と
な
る
Ｓ
Ｐ
Ｖ
は
、
法
人
格
を
取
得
し
た
Ｓ
Ｐ
Ｃ
（S

p
ecial P

u
rp

o
se C

o
m

p
an

y

＊
特
定
目
的
会
社
＋
）
で
も
同
様
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
右
の
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
方
式
と
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
方
式
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
小
野
・
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」

（
前
掲
註
＊
171
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
二
亓
頁
を
参
照
し
、
ま
た
、
特
に
、
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
方
式
に
関
し
て
は
、
西
村
総
合
法
律
事
務
所
編

・
前
掲
書
（
前
掲
註
＊
169
＋
）
一
〇
二
頁
以
下
を
参
照
し
た
。 

 

註
（
173
）
小
野
・
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊1

7
1

＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
二
亓
―
二
六
頁
。 

 

註
（
174
）
堀
龍
兒
「
良
識
あ
る
判
断
に
、
ほ
っ
と
し
た
判
決
」
前
掲
「
〈
特
集
〉
決
着
！
」
（
前
掲
註
＊
141
＋
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
亓
四
号
亓
四
頁
（
亓
亓
― 

亓
六
頁
）
。
堀
教
授
は
、
实
務
家
出
身
（
元
、
日
商
岩
五
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
取
り
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
堀
教

授
の
集
合
債
権
論
に
関
し
て
は
、
既
に
詳
説
し
た
（
「
第
一
節 

問
題
の
所
在 

第
一
款 

集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
法
的
構
成 

第
一
項 

概
観
」

の
註
＊
６
＋
参
照
）
。 

 

第
二
款 

小 

括 

 

平
成
一
九
年
判
決
に
対
す
る
研
究
者
及
び
实
務
家
か
ら
の
個
別
的
な
評
価
に
関
し
て
は
、
概
ね
、
右
に
紹
介
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

本
款
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
評
価
に
関
す
る
全
体
的
な
ま
と
め
を
行
う
。 
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第
一
項 

権
利
移
転
的
構
成
説
と
担
保
権
的
構
成
説
と
の
対
立
状
況
に
つ
い
て 

 

ま
ず
、
研
究
者
か
ら
の
評
価
と
し
て
は
、
権
利
移
転
的
構
成
説
を
採
る
学
説
と
、
担
保
権
的
構
成
説
を
採
る
学
説
と
で
は
、
右
の
評
価

に
関
し
て
、
決
定
的
な
対
立
関
係
に
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
前
者
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
設
定
契
約
時
に
債
権
が
譲
渡
さ
れ
て

い
る
か
、
尐
な
く
と
も
、
将
来
債
権
の
債
権
者
と
し
て
の
地
位
が
移
転
し
て
い
る
も
の
と
構
成
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
平
成
一
九
年
判
決

は
、
設
定
契
約
時
に
将
来
債
権
が
移
転
し
て
い
る
と
明
確
に
は
論
じ
て
い
な
い
が
、
「
設
定
契
約
時
に
将
来
債
権
を
含
め
た
債
権
が
確
定

的
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
債
権
の
予
め
の
移
転
か
、
ま
た
は
、
予
め
の
債
権
者
と
し
て
の
地
位
の
移
転
が
認
め
ら
れ

た
も
の
と
主
張
し
て
い
る
。
権
利
移
転
的
構
成
説
は
、
斯
様
な
基
本
的
な
理
解
に
立
脚
し
、
そ
の
上
で
、
だ
か
ら
こ
そ
、
対
抗
要
件
の
具

備
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
設
定
契
約
時
に
お
け
る
対
抗
要
件
具
備
が
、
将
来
債
権
の
発
生
時
に
お
い
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
と

い
う
の
で
は
、
こ
の
対
抗
要
件
の
意
義
の
理
解
が
難
し
い
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
、
即
ち
、
担
保
権
的
構
成
説
を
採
る

学
説
は
、
平
成
一
九
年
判
決
自
体
が
債
権
移
転
の
効
力
は
債
権
の
発
生
時
点
に
お
い
て
生
ず
る
も
の
と
判
示
し
て
い
る
の
だ
と
主
張
し
、

抑
も
、
譲
渡
担
保
設
定
契
約
時
に
将
来
債
権
が
移
転
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
ま
た
、
設
定
契
約
時
に
譲
受
人
に
債
権
が
帰
属
す
る
と
い

う
こ
と
の
法
的
意
義
の
有
無
、
更
に
、
そ
の
後
、
債
権
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る
法
律
関
係
の
解
決
方
法
な
ど
の
問
題
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
の
か
と
主
張
し
て
、
権
利
移
転
的
構
成
説
を
批
判
し
て
い
る
。 

 

右
の
権
利
移
転
的
構
成
説
と
担
保
権
的
構
成
説
と
の
争
い
に
つ
い
て
は
、
特
に
将
来
債
権
の
取
扱
い
と
い
う
点
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て

い
る
が
、
抑
も
、
担
保
権
的
構
成
説
に
お
い
て
は
、
譲
渡
担
保
権
者
に
債
権
が
帰
属
す
る
か
否
か
は
特
段
に
問
題
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で

あ
り
、
そ
の
实
行
時
ま
で
に
債
権
が
譲
受
人
に
帰
属
し
、
实
行
で
き
れ
ば
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
敢
え
て
、
債
権
発
生
時
帰

属
説
に
も
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
な
に
ゆ
え
、
こ
の
点
に
こ
だ
わ
る
の
か
理
解
に
苦
し
む
。
ま
た
、
権
利
移
転
的
構
成
説
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が
な
に
ゆ
え
に
譲
渡
担
保
設
定
契
約
時
に
お
け
る
将
来
債
権
の
帰
属
に
こ
だ
わ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
譲
渡
担
保
設
定
契
約
の
性

質
上
、
設
定
者
が
譲
渡
担
保
権
者
に
信
託
的
に
債
権
を
譲
渡
し
、
た
だ
、
設
定
者
に
信
用
危
殆
が
現
实
化
す
る
ま
で
は
、
設
定
者
に
債
権

の
取
立
権
を
留
保
す
る
と
い
う
類
型
が
、
設
定
者
の
営
業
活
動
の
自
由
と
、
担
保
権
者
の
担
保
目
的
に
お
け
る
譲
渡
目
的
債
権
の
管
理
と

い
う
、
本
来
的
な
信
託
的
行
為
と
い
う
類
型
に
適
し
た
解
釈
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
担
保
権
的
構
成
説
の
主

張
す
る
理
論
構
成
に
は
、
や
は
り
理
論
上
の
欠
陥
が
あ
る
も
の
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

 

平
成
一
九
年
判
決
は
、
こ
れ
ま
で
詳
細
に
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
明
ら
か
に
、
権
利
移
転
的
構
成
説
の
論
理
構
成
に
適
う
解
釈

と
な
っ
て
お
り
、
そ
う
す
る
と
、
譲
渡
目
的
債
権
の
譲
渡
担
保
権
設
定
契
約
時
に
お
け
る
譲
渡
担
保
権
者
へ
の
確
定
的
譲
渡
と
い
う
意
味

は
、
「
債
権
の
移
転
も
し
く
は
債
権
者
と
し
て
の
地
位
の
移
転
」
に
他
な
ら
ず
、
こ
れ
以
外
の
解
釈
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
斯
様
に
解
す
る
と
、
担
保
権
者
の
地
位
が
他
の
債
権
者
の
そ
れ
と
比
べ
て
き
わ
め
て
強
大
と
な
り
、
均
衡
を
失
す
る
と
い
う
批
判

を
免
れ
な
い
。
し
か
し
、
斯
様
な
解
釈
が
均
衡
を
失
す
る
と
い
う
判
断
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
是
正
す
べ
き
だ
と
い
う
解
釈
も
当
然
予

想
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
先
が
解
釈
法
学
の
役
割
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
前
掲
し
た
よ
う
に
、
平
成
一
九
年
判

決
は
、
平
成
一
三
年
判
決
を
含
め
て
、
既
に
「
事
实
」
と
し
て
、
判
例
が
承
認
し
た
事
案
で
あ
り
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
事
实
と
し
て
受
け

止
め
た
上
で
、
将
来
、
一
定
の
是
正
を
加
え
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
現
代
的
な
实
用
法
学
の
役
割
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
斯
様

な
意
味
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
敢
え
て
、
権
利
移
転
的
構
成
説
に
与
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

 

第
二
項 

比
較
法
的
観
点
か
ら
の
懸
念
に
つ
い
て 

 

前
掲
し
た
森
田
修
教
授
の
理
解
に
よ
る
と
、
現
在
の
わ
が
国
に
お
け
る
金
融
担
保
法
制
及
び
实
務
の
理
論
的
な
根
拠
は
、
ア
メ
リ
カ
Ｕ

Ｃ
Ｃ
に
あ
り
う
る
と
こ
ろ
、
Ｕ
Ｃ
Ｃ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
も
、
そ
の
担
保
構
成
は
、
将
来
財
産
に
対
す
る
包
括
的
な
担
保
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権
の
取
得
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
、
将
来
財
産
の
確
定
的
な
取
得
で
は
な
く
、
「
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
よ
る
仮
登
記
的
な
包
括
担
保
の

取
得
」
で
あ
り
、
「
将
来
財
産
の
現
在
処
分
」
と
い
う
理
論
構
成
は
採
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
一
九
年
判
決
及
び
そ
の
前

提
と
な
る
平
成
一
三
年
判
決
は
、
将
来
債
権
を
含
め
た
債
権
の
確
定
的
譲
渡
と
判
示
し
て
お
り
、
Ｕ
Ｃ
Ｃ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
で
も

認
め
て
い
な
い
「
将
来
財
産
の
現
在
処
分
」
を
認
め
た
も
の
と
受
け
止
め
て
お
り
、
そ
の
担
保
と
し
て
の
強
大
さ
に
驚
愕
の
眼
差
し
を
向

け
た
見
解
と
し
て
注
目
さ
れ
る

（

175
）

。 

 

た
だ
、
森
田
教
授
に
い
わ
ゆ
る
Ｕ
Ｃ
Ｃ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
で
も
認
め
て
い
な
い
「
将
来
財
産
の
現
在
処
分
」
型
担
保
に
関
す
る

懸
念
に
関
し
て
は
、
こ
れ
は
、
わ
が
国
の
判
例
に
お
い
て
譲
渡
担
保
予
約
の
通
知
に
債
権
譲
渡
の
通
知
と
し
て
の
効
力
が
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
と
い
う
点
に
端
を
発
し
て
現
れ
た
取
立
権
留
保
付
き
の
本
契
約
・
確
定
型
集
合
債
権
譲
渡
担
保
契
約
の
特
徴
で
あ
り
、
Ｕ
Ｃ
Ｃ
フ
ァ

イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
採
る
「
予
約
型
担
保
」
と
は
異
な
る
「
確
定
型
担
保
」
の
特
徴
で
も
あ
り
、
契
約
類
型
か
ら
考
察
す
る
と
、
そ
の

効
果
に
関
し
て
は
や
む
を
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
確
定
型
担
保
の
効
力
が
強
力
に
過
ぎ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

一
般
条
項
の
適
用
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
潔
し
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
、
事
後
的
な
措
置
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
立
法
措
置
に
委
ね
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

 

第
三
項 

倒
産
法
的
観
点
か
ら
の
評
価
に
つ
い
て 

 

前
掲
し
た
山
本
和
彦
教
授
の
見
解
に
よ
る
と
、
平
成
一
九
年
判
決
を
前
提
と
し
て
、
「
Ａ
社
が
将
来
の
製
品
の
売
買
代
金
債
権
を
Ｂ
社

に
譲
渡
担
保
に
供
し
て
お
り
、
そ
の
期
間
中
に
Ａ
社
に
更
生
手
続
が
開
始
し
た
場
合
に
、
管
財
人
が
売
却
し
た
製
品
の
売
買
代
金
に
も
譲

渡
担
保
の
効
力
が
及
ぶ
か
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
場
合
に
は
、
「
会
社
更
生
手
続
開
始
後
に
発
生
し
た
債
権
も
例
外
な
く
更
生
会
社
の

債
権
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
が
、
平
成
一
九
年
判
決
は
、
将
来
債
権
譲
渡
担
保
の
設
定
通
知
の
効
力
と
し
て
、
設
定
時
に
お
け
る
確
定
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的
譲
渡
の
対
抗
力
付
与
と
い
う
法
律
効
果
を
与
え
て
い
る
の
で
、
会
社
更
生
手
続
開
始
後
に
現
实
に
発
生
し
た
債
権
は
須
く
譲
渡
担
保
権

者
の
債
権
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
平
成
一
九
年
判
決
の
効
果
は
、
「
設
定
契
約
時
に
お
け
る
将
来
債
権
の
移

転
な
い
し
債
権
者
と
し
て
の
地
位
の
移
転
」
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
発
生
し
た
債
権
は
設
定
者
で
あ
る
Ａ
社
に
帰
属
せ
ず
、
直
接
Ｂ
社
に
帰

属
す
る
の
で
あ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
債
権
の
移
転
と
い
え
ど
も
、
担
保
目
的
と
し
て
の
信
託
的
な
債
権
譲
渡
で
あ
る
か
ら
、
会
社
更
生
法
第
一
〇
四
条
の

類
推
適
用
に
よ
り
、
担
保
権
消
滅
請
求
の
対
象
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
こ
の
場
合
に
は
、
こ
の
制
度
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
し
か
、
も
は
や
、
更
生
会
社
で
あ
る
Ａ
社
の
債
権
と
し
て
取
り
戻
し
て
、
管
財
人
の
管
理
下
に
お
い
て
取
り
立
て
を
す
る
方
途
は
存

在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

第
四
項 

实
務
家
か
ら
の
評
価
に
つ
い
て 

 

前
掲
し
た
平
成
一
九
年
判
決
に
対
す
る
实
務
家
か
ら
の
評
価
に
関
し
て
は
、
研
究
者
か
ら
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
「
将
来
財
産
の
現
在
処

分
」
に
対
す
る
危
険
認
識
的
な
も
の
は
殆
ど
存
在
せ
ず
、
江
口
直
明
弁
護
士
に
よ
る
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
後
進
国
か
ら

抜
け
出
す
た
め
の
重
要
な
法
的
イ
ン
フ
ラ
の
確
立
」
と
い
う
表
現
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
概
ね
、
包
括
担
保
に
対
す
る
期
待
、
特
に
、

各
種
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
推
進
に
対
す
る
期
待
が
表
明
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
わ
が
国
に

お
い
て
主
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
集
合
債
権
譲
渡
担
保
は
、
確
定
型
担
保
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
採
用
さ
れ
て
い
る
動
産
・
債
権

譲
渡
を
利
用
し
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
は
、
予
約
型
の
包
括
担
保
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
あ
た
り
の
制
度
設
計
か
ら
き
ち
ん

と
取
り
組
み
、
わ
が
国
の
实
務
に
お
い
て
現
实
に
採
用
さ
れ
て
い
る
制
度
の
欠
点
を
見
極
め
、
あ
る
い
は
長
所
を
活
か
し
、
早
期
に
お
け

る
法
的
整
備
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
金
融
制
度
と
い
う
も
の
は
、
と
か
く
实
務
が
先
行
し
、
法
的
整
備
が
追
い
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つ
か
な
い
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
实
は
こ
の
点
が
最
大
の
欠
点
な
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
金
融
・
担
保
制
度
の
整
備
は
甚
だ
遅

れ
て
お
り
、
い
や
、
遅
れ
に
失
し
て
い
る
と
い
う
状
況
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
技
術
的
な
法
的
整
備
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
基
本

的
な
法
的
整
備
が
望
ま
れ
る
次
第
で
あ
る
。 

  

註
（
175
）
ア
メ
リ
カ
Ｕ
Ｃ
Ｃ
に
お
け
る
担
保
取
引
に
お
け
る
公
示
と
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
の
实
際
に
つ
い
て
は
、
森
田
修
『
ア
メ
リ
カ
倒
産
担
保
法
』
（
商 

事
法
務
、
二
〇
〇
亓
年
）
八
亓
頁
以
下
に
お
い
て
、
詳
細
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。 



久留米大学法学第 58 号（2007 年） 

 

                               

- 160 - 

 
 
 
 
 

第
亓
節 

総
括
と
今
後
の
議
論
の
行
方 

 
 
 

第
一
款 
総 

括 

 

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
的
構
成
に
関
す
る
権
利
移
転
的
構

成
説
と
担
保
権
的
構
成
説
と
の
間
に
お
け
る
根
強
い
争
い
の
存
在
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
対
抗
要
件
を
め
ぐ
る
従
来
か
ら
の
問
題
点
、

特
に
、
最
近
で
は
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
を
利
用
し
た
債
権
譲
渡
登
記
に
お
け
る
諸
問
題
、
そ
し
て
、
平
成
一
九
年
判
決
が
も
た
ら
し

た
将
来
債
権
の
移
転
時
期
と
い
う
問
題
、
更
に
、
国
税
徴
収
法
に
お
け
る
国
税
債
権
と
譲
渡
担
保
権
と
の
優
劣
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
こ

れ
ら
に
関
す
る
従
来
か
ら
の
判
例
や
学
説
を
鳥
瞰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
か
ら
の
見
解
に
対
す
る
一
定
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
。
ま
た
、
筆
者
は
、
そ
の
時
々
に
お
け
る
論
述
箇
所
に
お
い
て
、
一
応
の
私
見
を
展
開
し
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
の
よ
う
な
長
い
論

文
に
お
い
て
は
、
最
終
的
な
私
見
を
ま
と
め
て
お
か
な
い
と
、
論
述
の
方
向
性
が
曖
昧
に
な
る
の
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

問
題
点
に
関
す
る
私
見
的
考
察
を
ま
と
め
て
展
開
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

  

第
一
項 

集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
法
的
構
成 

 

ま
ず
、
こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
譲
渡
担
保
の
法
的
構
成
か
ら
出
発
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
ド

イ
ツ
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
信
託
行
為
理
論
を
略
述
し
、
こ
れ
が
譲
渡
担
保
の
法
的
構
成
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
き
わ
め
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て
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
論
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
権
利
移
転
的
構
成
説
の
論
拠
と
し
た
。
即
ち
、
イ
ェ
ー
リ
ン
ク
博
士
の
外
形
行
為
理

論
に
よ
る
と
、
外
形
行
為
は
、
虚
偽
行
為
と
同
様
、
行
為
の
外
観
と
内
心
の
意
思
と
が
合
致
し
て
い
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
虚
偽
行
為

と
異
な
り
、
二
義
的
な
、
何
か
別
の
法
的
効
果
を
欲
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
法
律
効
果
を
伴
う
正
当
な
法
律
行
為
で
あ

る
と
さ
れ
、
そ
の
例
と
し
て
、
信
託
の
た
め
の
仮
装
売
買
や
信
託
の
た
め
の
法
廷
譲
与
を
掲
げ
、
こ
れ
は
本
来
の
売
買
や
所
有
権
帰
属
行

為
と
は
異
な
り
、
所
有
権
を
取
得
す
る
と
い
う
目
的
は
存
在
せ
ず
、
行
為
の
外
形
と
真
の
目
的
と
は
合
致
し
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
慣
習

法
的
効
果
に
よ
っ
て
、
そ
の
有
効
性
を
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
ー
ラ
ー
博
士
の
隠
れ
た
行
為
理
論
に

よ
る
と
、
経
済
目
的
の
信
託
的
行
為
に
お
い
て
、
当
事
者
は
、
真
の
経
済
的
な
目
的
を
公
に
せ
ず
、
む
し
ろ
、
行
為
の
目
的
を
隠
蔽
す
る

の
で
あ
る
が
、
合
意
の
内
容
が
实
現
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
虚
偽
行
為
と
は
異
な
り
、
有
効
な
法
律
行
為
で
あ
る
と
解
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
更
に
、
レ
ー
ゲ
ル
ス
ベ
ル
ガ
ー
博
士
の
信
託
行
為
理
論
に
よ
る
と
、
コ
ー
ラ
ー
博
士
に
い
わ
ゆ
る
隠
れ
た
行
為
は
そ
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
以
上
の
も
の
を
与
え
る
が
、
受
託
者
は
約
定
目
的
の
た
め
に
の
み
使
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
信
託
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
行
為
の
位
置
付
け
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
一
連
の
理
論
構
成
か
ら
、
所
有
権
移
転
の
外
形
を
用
い
た
担
保
目
的
の
所
有
権
移
転
も
同
一
類
型
の
法
律
行
為
で
あ
る
と
し
て
、

そ
の
後
の
譲
渡
担
保
理
論
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
歴
史
上
の
事
实
か
ら
考
察
す
る
と
、
担
保
目
的
の
所
有
権
移
転
も
担
保
目
的
の

債
権
譲
渡
も
、
と
も
に
同
一
類
型
の
信
託
的
権
利
移
転
（
権
利
帰
属
者
と
し
て
の
地
位
の
移
転
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
譲
渡
担
保
の
法
的
構

成
は
、
権
利
移
転
的
構
成
説
を
採
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
素
直
な
構
成
に
な
る
の
で
あ
る
。 

  



久留米大学法学第 58 号（2007 年） 

 

                               

- 162 - 

 
第
二
項 

集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
対
抗
要
件 

 

一
〄
民
法
第
四
六
七
条
の
通
知
・
承
諾
制
度 

 

次
に
、
債
権
譲
渡
担
保
の
対
抗
要
件
は
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
で
あ
る
民
法
第
四
六
七
条
を
用
い
る
と
い
う
判
例
・
通
説
の
見
解
が
あ

る
と
こ
ろ
、
こ
の
制
度
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
博
士
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
一
六
九
〇
条
の
規
定
な
ら
び
に
そ
の
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
に
従

っ
て
導
入
し
、
そ
れ
が
若
干
の
誤
解
の
下
、
旧
民
法
で
不
適
切
に
法
制
化
さ
れ
、
こ
れ
が
梅
謙
次
郎
博
士
等
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
、
現
在

の
姿
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
梅
博
士
の
見
解
に
よ
る
と
、
民
法
第
四
六
七
条
の
対
抗
要
件
の
趣
旨
は
、
第
一
に
、
債
務
者
を
二

重
弁
済
の
危
険
か
ら
保
護
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
第
三
者
か
ら
第
三
債
務
者
へ
の
問
い
合
わ
せ
に
よ
る
債
権
譲
渡
の
情
報
入
手
を
確
保
す

る
こ
と
（
債
務
者
に
よ
る
債
権
譲
渡
の
公
示
機
能
）
、
第
三
に
、
「
確
定
日
付
つ
き
通
知
・
承
諾
」
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
と
譲
渡
人
（
債
権

者
）
と
の
通
謀
に
よ
る
詐
欺
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
方
策
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
梅
博
士
の
見
解
は
、
一
八
七
〇
年
代
以
降
の

フ
ラ
ン
ス
民
法
の
解
釈
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
判
例
・
通
説
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
右
の
見
解
の
う
ち
、
債
務
者
公
示
機
能
説
に
対
し
て
は
、
従
来
か
ら
、
通
知
・
承
諾
は
譲
渡
人
（
設
定
者
）
の
信
用
危
殆
を

招
来
す
る
の
で
、
实
際
に
は
、
譲
渡
通
知
は
譲
渡
人
の
信
用
危
機
が
表
面
化
す
る
ま
で
は
行
わ
な
い
と
か
、
抑
も
、
第
三
債
務
者
に
は
第

三
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
応
答
義
務
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
、
問
い
合
わ
せ
な
け
れ
ば
債
権
譲
渡
を
認
識
し
え
な
い
と
い
っ
た
指

摘
が
な
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
抑
も
、
第
三
債
務
者
が
嘘
を
つ
い
た
り
、
教
え
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、

通
知
・
承
諾
制
度
は
公
示
機
能
を
十
分
に
果
た
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
。 

 

こ
の
問
題
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
確
か
に
、
第
三
債
務
者
を
債
権
譲
渡
に
関
す
る
情
報
伝
達
機
関
と
す
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
公
示

機
能
は
決
し
て
十
分
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
諸
般
の
事
情
か
ら
、
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
、
民
法
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第
四
六
七
条
の
構
造
と
起
草
者
意
思
と
を
考
慮
す
る
と
、
債
権
譲
渡
の
確
定
及
び
第
三
債
務
者
保
護
と
い
う
観
点
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ

り
、
ま
た
、
あ
る
程
度
は
、
第
三
債
務
者
に
公
示
機
能
を
期
待
す
る
こ
と
も
ま
た
、
や
む
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

梅
博
士
も
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
登
記
制
度
の
創
設
・
活
用
と
い
う
話
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
に

制
定
施
行
さ
れ
た
債
権
譲
渡
特
例
法
に
よ
っ
て
債
権
譲
渡
に
登
記
制
度
が
導
入
さ
れ
、
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
に
大
幅
に
改
正
さ
れ
、

動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
と
な
る
に
あ
た
っ
て
、
譲
渡
債
権
総
額
の
記
録
が
既
発
生
債
権
の
み
の
譲
渡
の
場
合
に
限
定
さ
れ
（
同
法
第
八
条
二

項
三
号
）
、
第
三
債
務
者
が
必
要
的
記
録
事
項
か
ら
削
除
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
記
録
内
容
が
改
善
さ
れ
、
使
い
勝
手
が
よ
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
だ
に
問
題
点
は
あ
る
。
そ
れ
が
次
な
る
問
題
点
で
あ
る
。 

  

二
〄
特
例
法
登
記
制
度 

 

民
法
第
四
六
七
条
は
、
債
権
譲
渡
の
事
实
を
確
定
日
付
つ
き
の
証
書
に
よ
っ
て
第
三
債
務
者
に
通
知
す
る
か
、
ま
た
は
第
三
債
務
者
か

ら
そ
の
事
实
に
対
す
る
承
諾
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
債
権
譲
渡
契
約
と
い
う
当
事
者
の
み
の
相
対
的
効
力
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
契
約
を
、

債
務
者
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
有
効
に
す
る
、
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

と
い
う
制
度
で
あ
る
か
ら
、
畢
竟
、
第
三
債
務
者
が
特
定
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
が
不
特
定
で
あ
る
債
権
譲
渡
の
場
合
に
は
、
右

の
通
知
・
承
諾
制
度
は
使
え
な
い
こ
と
か
ら
、
現
行
法
に
お
い
て
は
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
に
よ
る
登
記
制
度
を
利
用
す
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。 

 

こ
の
特
例
法
登
記
の
問
題
点
に
関
し
て
は
、
種
々
の
問
題
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
た
が
、
現
行
法
に
お
け
る
大
き
な
問
題
点
と
し
て
は
、

債
権
発
生
時
期
の
「
終
期
」
が
登
記
申
請
に
お
け
る
必
須
の
記
載
事
項
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
点
は
、

債
務
者
（
譲
渡
人
）
と
第
三
債
務
者
と
の
間
に
お
け
る
取
引
関
係
が
い
つ
ま
で
継
続
す
る
の
か
と
い
う
将
来
に
お
け
る
予
測
に
係
る
事
象
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で
あ
り
、
債
権
者
（
譲
受
人
）
と
し
て
も
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
、
畢
竟
、
確
定
的
に
登
記
申
請
書
に
記
載
す
る
こ
と
は
難
し
く

な
る
。
そ
こ
で
、
将
来
債
権
の
譲
渡
に
お
け
る
債
権
発
生
時
期
の
終
期
に
代
わ
る
記
載
方
法
を
考
え
る
必
要
性
が
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
私
見
と
し
て
は
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
登
記
記
録
事
項
と
し
て
、
極
度
額
（
被
担
保
債
権
額
に
見
合
っ
た
譲
渡
債
権
額
の
上
限

の
設
定
）
、
債
権
発
生
の
終
期
に
代
わ
る
譲
渡
債
権
の
限
度
額
、
債
権
譲
渡
登
記
の
通
知
時
点
に
お
け
る
残
存
債
権
の
表
示
な
ど
、
集
合

債
権
譲
渡
担
保
は
一
種
の
根
担
保
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、
あ
る
程
度
概
括
的
な
記
載
に
よ
る
登
記
申
請
方
法
を
認
め
る
な

ど
し
て
、
登
記
の
方
法
な
い
し
登
記
内
容
の
具
体
化
と
い
う
観
点
か
ら
制
度
を
根
本
的
に
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
登
記
に
関
す
る
便
宜
的
方
策
と
し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
将
来
債
権
譲
渡
担
保
契
約
書
そ
れ
自
体
の
登
記
記
録
化

と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
効
力
を
一
定
の
限
度
に
制
限
す
る
立
法
措
置
を
講
ず
れ
ば
、
無
理
な
話
で
は
な
い
も
の
と
解
す
る
次
第

で
あ
る
。 

 

第
三
項 

将
来
債
権
の
移
転
時
期 

 

更
に
、
平
成
一
三
年
及
び
一
九
年
判
決
に
お
い
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
将
来
債
権
の
移
転
時
期
と
い
う
問
題
に
関

し
て
は
、
従
来
か
ら
、
譲
渡
担
保
の
設
定
契
約
時
に
移
転
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
将
来
債
権
の
発
生
時
に
移
転
す
る
の
か
と
い
う
点
に

お
い
て
、
こ
れ
ま
た
理
論
上
の
争
い
が
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
平
成
一
三
年
及
び
一
九
年
判
決
の
構
成
は
、
「
設
定
契
約
時
に
お
け
る
譲

受
人
へ
の
確
定
的
譲
渡
」
で
あ
り
、
こ
の
構
成
を
素
直
に
解
す
る
と
、
設
定
契
約
時
に
お
い
て
、
譲
受
人
は
将
来
債
権
の
帰
属
権
利
者
と

な
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
譲
受
人
は
、
い
わ
ば
将
来
債
権
の
債
権
者
と
な
り
、
あ
る
い
は
、
債
権
者
と
し
て
の
地
位
を
取
得

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
反
対
に
、
こ
の
将
来
債
権
の
帰
属
権
利
者
と
い
う
意
味
を
将
来
債
権
の
発
生
時
に
お
け
る
帰
属
と
構
成
す
る

と
、
設
定
契
約
に
お
け
る
譲
渡
人
・
譲
受
人
と
い
う
当
事
者
の
意
思
表
示
に
よ
る
効
果
発
生
を
将
来
の
債
権
発
生
ま
で
待
つ
と
い
う
こ
と
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に
な
り
、
設
定
契
約
時
か
ら
債
権
発
生
時
ま
で
の
譲
受
人
の
地
位
を
い
か
な
る
も
の
と
構
成
す
る
の
か
が
大
変
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

ま
た
、
債
権
発
生
時
に
な
っ
て
初
め
て
将
来
債
権
が
譲
受
人
に
移
転
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
で
は
、
将
来
債
権
の
債
権
者
は

一
体
誰
な
の
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
発
生
時
ま
で
は
将
来
債
権
は
ま
だ
譲
渡
人
の
債
権
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
当
事
者
の

意
思
と
の
乖
離
が
発
生
し
、
譲
渡
人
の
債
権
者
か
ら
の
差
押
え
を
許
す
と
い
う
奇
妙
な
解
釈
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
種
々
の
点
に
お
い
て
、

却
っ
て
難
解
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
り
、
理
論
構
成
に
お
い
て
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
う
。 

 

し
た
が
っ
て
、
平
成
一
三
年
及
び
一
九
年
判
決
の
構
成
は
、
設
定
契
約
時
に
お
け
る
将
来
債
権
の
移
転
な
い
し
債
権
者
と
し
て
の
地
位

の
移
転
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
構
成
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
債
権
譲
渡
担
保
の
信
託
的
譲
渡
性
と
い
う

本
源
的
な
意
味
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
な
法
理
論
上
に
お
い
て
も
、
妥
当
な
構
成
で
あ
る
。 

 

第
四
項 

譲
渡
担
保
権
者
の
物
的
納
税
責
任 

 

最
後
に
、
国
税
徴
収
法
に
お
け
る
国
税
債
権
と
譲
渡
担
保
権
と
の
優
劣
と
い
う
問
題
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
元
々
、
国

税
債
権
と
担
保
権
と
の
優
劣
に
関
す
る
調
整
と
い
う
広
い
問
題
に
端
を
発
し
た
問
題
で
あ
る
。
即
ち
、
元
々
、
国
税
優
先
の
原
則
か
、
担

保
権
優
先
の
原
則
か
と
い
う
本
質
的
な
問
題
が
あ
り
、
現
行
法
に
お
い
て
は
、
法
定
納
期
限
等
を
境
目
と
し
て
、
そ
れ
以
前
に
設
定
さ
れ

た
質
権
・
抵
当
権
は
国
税
債
権
に
優
先
す
る
が
、
そ
れ
以
後
に
設
定
さ
れ
た
質
権
・
抵
当
権
は
国
税
債
権
に
劣
後
す
る
と
い
う
調
整
を
図

っ
て
い
る
（
国
税
徴
収
法
第
一
亓
条
以
下
）
。
右
の
「
設
定
」
と
い
う
意
味
は
、
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
質
権
に
関
す
る
設
定
の
事
实

証
明
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
同
法
第
一
亓
条
二
項
）
、
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
質
権
や
抵
当
権
の
場
合
に
は
、
登
記
が
求
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
国
税
の
法
定
納
期
限
等
と
担
保
権
の
設
定
登
記
と
の
前
後
に
よ
っ
て
優
劣
を
決

め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
原
則
を
譲
渡
担
保
と
の
優
劣
を
定
め
る
同
法
第
二
四
条
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
帰
結
で
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あ
り
、
同
条
六
項
の
規
定
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
譲
渡
担
保
権
の
設
定
が
登
記
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
日
付
の
前
後
に
よ
る
優
劣
と
な
り
、

登
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
事
实
証
明
に
よ
る
優
劣
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
対
抗
要
件
を
備
え
て
い
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
話
に
な
る
。
つ
ま
り
、
譲
渡
担
保
権
者
の
場
合
に
は
、
権
利
移
転
的
構
成
説
に
立
脚
し
た
法
制
度
が
用
意
さ
れ
、
第
二
次

納
税
義
務
者
と
い
う
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
国
税
債
権
と
の
優
劣
に
関
す
る
限
り
、
同
じ
約
定
担
保
権
で
あ
る
質
権
や
抵
当
権
と

同
様
の
対
抗
関
係
と
解
す
る
ほ
う
が
妥
当
性
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

更
に
、
こ
の
問
題
に
お
い
て
は
、
包
括
性
を
有
す
る
集
合
債
権
譲
渡
担
保
は
他
の
債
権
者
を
詐
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
に
よ

り
、
詐
害
行
為
取
消
権
行
使
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
（
民
法
第
四
二
四
条
、
国
税
通
則
法
第
四
二
条
）
と
解
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
公
序
良

俗
違
反
の
法
律
行
為
と
し
て
無
効
と
な
る
べ
き
も
の
（
同
法
第
九
〇
条
）
と
解
し
た
り
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
考
え
方
を
ま
と
も

に
適
用
す
る
と
、
他
の
債
権
者
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
国
税
当
局
も
入
る
こ
と
か
ら
、
国
税
当
局
及
び
そ
の
他
の
債
権
者
か
ら
の
攻
撃

に
よ
り
、
予
め
の
債
権
譲
渡
や
譲
渡
担
保
の
活
動
領
域
が
狭
め
ら
れ
、
事
業
資
金
の
獲
得
と
い
う
重
要
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
が
沈
滞
化
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
、
企
業
の
倒
産
を
招
来
す
る
と
い
う
事
態
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
。
そ

う
す
る
と
、
畢
竟
、
右
の
詐
害
行
為
取
消
権
や
公
序
良
俗
違
反
と
い
っ
た
制
度
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
相
応
の
慎
重
さ
が
要
求
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
常
に
金
融
を
優
先
し
、
国
税
当
局
や
そ
の
他
の
債
権
者
に
犠
牲
を
強
い
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
適
用
を
回
避
す
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
妥
当
性
を
欠
く
場
面
が
多
い
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
こ
で
、
こ
の
場
合
に
は
一
定
の
解
釈
上
の
線
引
き
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
一
般
原
則
や
強
行
規
定
に

せ
よ
、
あ
る
い
は
、
判
例
法
理
に
せ
よ
、
明
確
か
つ
適
切
な
基
準
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け

る
過
剰
担
保
理
論
を
適
用
す
る
こ
と
と
し

（

176
）

、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
設
定
が
過
剰
担
保
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
範
囲
内
に
お
い

て
調
整
す
る
こ
と
に
す
れ
ば
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。 
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し
た
が
っ
て
、
担
保
権
者
と
し
て
は
、
過
剰
担
保
に
な
ら
な
い
範
囲
内
に
お
け
る
集
合
債
権
譲
渡
担
保
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

の
あ
た
り
に
な
る
と
、
も
は
や
企
業
倫
理
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
債
務
者
に
融
資
先
選
択
の
自
由
を
与
え
た
り
、
他
の

債
権
者
の
立
場
を
考
慮
し
た
り
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
斯
様
な
点
を
考
慮
し
た
上
で
の
担
保
設
定
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。 

  

註
（
176
）
ド
イ
ツ
民
法
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
に
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
よ
う
な
債
権
者
（
詐
害
行
為
）
取
消
権
制
度
は
存
在
し
な
い
が
、
特
別
法
で
あ
る
「
倒 

産
手
続
外
に
お
け
る
債
務
者
の
法
的
行
為
の
取
消
に
関
す
る
法
律
（G

esetz ü
b
er d

ie A
n
fech

tu
n
g
 v

o
n
 R

ech
tsh

an
d
lu

n
g
en

 ein
es S

ch
u
ld

n
ers 

au
ß
erh

alb
 d

es In
so

lv
en

zv
erfah

ren
s: A

n
fech

tu
n
g
sg

esetz

）
」
が
存
在
し
て
お
り
、
同
法
第
一
条
に
よ
る
と
、
自
己
の
債
権
者
を
害
す
る
債
務
者

の
法
的
行
為
は
、
倒
産
手
続
外
に
お
い
て
、
以
下
の
諸
規
定
の
基
準
に
従
っ
て
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
さ
れ
（
同
条
一
項
）
、
同
法
第

三
条
に
よ
る
と
、
取
消
前
の
一
〇
年
間
に
お
い
て
、
債
務
者
が
債
権
者
を
害
す
る
故
意
を
も
っ
て
企
て
た
法
的
行
為
は
、
相
手
方
が
、
行
為
の
当

時
、
債
務
者
の
故
意
を
知
っ
て
い
た
と
き
は
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
（
同
条
一
項
一
文
）
、
債
務
者
の
支
払
不
能
が
差
し
迫
っ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
行
為
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
相
手
方
が
認
識
し
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
悪
意
は
推
定
さ
れ
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
（
同
条
同
項
二
文
）
。 

 

ま
た
、
斯
様
な
行
為
は
、
個
別
的
に
良
俗
違
反
の
法
律
行
為
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
三
八
条
）
と
い
う
構
成
に
よ
っ
て
も
解
決
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、

ま
ず
、
債
権
者
に
よ
る
法
律
行
為
の
取
消
と
い
う
制
度
は
、
悪
意
の
詐
欺
ま
た
は
違
法
な
強
迫
に
よ
る
取
消
制
度
が
用
意
さ
れ
て
お
り
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ

第
一
二
三
条
）
、
こ
れ
以
外
に
、
良
俗
違
反
の
状
況
が
加
わ
る
場
合
に
の
み
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
三
八
条
が
適
用
さ
れ
、
法
律
行
為
が
無
効
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
（v

g
l.

 P
alan

d
t-B

G
B
,

§138
 R

d
n.15

 u.16[
H

elm
u
t H

ein
rich

s],61.
A

u
l.,2002,

S
.125

）
、
債
権
者
の
過
剰
担
保
（Ü

b
ersich

eru
n

g
 

d
es G

läu
b
ig

ers

）
と
い
う
問
題
は
、
あ
る
債
務
者
を
必
要
以
上
に
担
保
で
拘
束
す
る
こ
と
に
よ
り
（
こ
の
状
況
をK

n
eb

elu
n
g

＊
拘
束
、
締
め
付
け
、

縛
り
付
け
、
桎
梏
、
な
ど
の
邦
訳
が
当
て
ら
れ
る
＋
と
い
う
）
、
他
の
債
権
者
の
担
保
に
ま
で
手
を
伸
ば
す
と
い
う
状
況
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
る
問
題
で
あ
る
（v

g
l.

 E
rm

an
-B

G
B
,
§
138

 R
d
z.159

ff.[
H

ein
z P

alm
],11.

A
u
fl.,2004,

S
.378

ff.

）
。 

 

こ
の
過
剰
担
保
と
い
う
問
題
は
、
最
終
的
に
は
、
担
保
権
者
が
把
握
す
る
塡
補
限
度
（ein

e D
eck

u
n
g
sg

ren
ze

）
と
い
う
問
題
に
帰
着
し
、
譲
渡

担
保
権
者
の
塡
補
限
度
及
び
過
剰
担
保
の
限
度
に
関
し
て
は
、
一
九
九
七
年
一
一
月
二
七
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
大
法
廷
決
定
、
即
ち
、
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B
G

H
[
G

ro
ß
er 

S
en

at],27.11.1997,
B

G
H

Z
137,

S
.212.

に
お
い
て
決
着
を
見
て
い
る
。
本
決
定
に
よ
る
と
、
定
型
書
式
化
さ
れ
た
譲
渡
担
保
設

定
契
約
書
に
お
い
て
、
担
保
権
者
の
塡
補
限
度
及
び
評
価
基
準
（d

ie 
B

ew
ertu

n
g
sm

aß
stäb

e

）
が
明
文
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、
ま

た
、
こ
れ
ら
が
不
適
切
に
形
成
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
き
は
、
实
現
可
能
な
担
保
目
的
物
の
価
額
に
関
す
る
限
度
は
、
被
担
保
債
権
額
の
一

一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
過
剰
担
保
を
理
由
と
す
る
担
保
解
放
請
求
権
が
発
生
す
る
た
め
の
限
度
は
、
動
産
担
保
の
給
付
を
評

価
額
の
三
分
の
二
の
価
額
に
制
限
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
二
三
七
条
一
文
を
根
拠
と
し
て
、
標
準
査
定
価
額
の
一
亓
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
譲
渡
担
保
権
者
が
担
保
物
提
供
者
で
あ
る
設
定
者
か
ら
一
亓
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
担
保
目
的
物
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
過
剰
担
保

と
い
う
認
定
が
下
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
設
定
者
か
ら
受
領
す
る
担
保
目
的
物
は
、
融
資
額
の
一
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
、

高
く
と
も
一
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
に
抑
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

 

な
お
、
右
大
法
廷
決
定
に
つ
い
て
は
、U

lm
er-B

ran
d
n
er-H

en
sen

,
A

G
B

-G
esetz,9.

A
u
fl.,2001,

A
n
h.

§
§
9
-11

 R
d
n.658

b
 [

H
.
E
.
B

ran
d
n
er], 

S
.1288

ff.

が
比
較
的
詳
細
に
検
討
し
て
お
り
、
ま
た
、
Ｒ
・
ゼ
ー
リ
ッ
ク
（
杉
下
俊
郎
訳
）
『
世
紀
の
変
わ
り
目
を
前
に
し
た
ド
イ
ツ
の
譲
渡
担

保
、
所
有
権
留
保
、
倒
産
法
』
（
尚
学
社
、
増
補
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
二
八
頁
以
下
（
特
に
一
四
六
頁
以
下
）
は
、
前
述
し
た
塡
補
限
度
の
基

準
化
を
中
心
と
し
て
、
こ
れ
は
従
来
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
譲
渡
担
保
の
慣
習
法
的
効
力
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
右
大
法
廷
決
定
を

強
く
批
判
し
て
い
る
。
更
に
、
わ
が
国
の
文
献
と
し
て
は
、
野
田
和
裕
「
過
剰
担
保
の
規
制
と
担
保
解
放
請
求
権
」
私
法
（
日
本
私
法
学
会
）
第

六
一
号
（
一
九
九
九
年
）
一
七
四
頁
（
一
七
七
―
一
七
八
頁
）
、
イ
ン
ゴ
・
ゼ
ン
ガ
ー
（
野
田
和
裕
訳
）
「
包
括
担
保
に
お
け
る
不
確
实
性
は
解

決
し
た
か
？
」
川
角
由
和
・
中
田
邦
博
・
潮
見
佳
男
・
松
岡
久
和
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
動
向
と
課
題
』
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
三
年
）
四

四
九
頁
、
藤
五
徳
展
「
将
来
債
権
の
包
括
的
譲
渡
の
有
効
性
（
二
・
完
）
」
民
商
法
雑
誌
一
二
七
巻
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
九
〇
頁
な
ど
が
あ

る
。 第

二
款 

今
後
の
議
論
の
行
方 

 

こ
れ
ま
で
論
述
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
対
抗
要
件
と
譲
渡
目
的
債
権
の
移
転
時
期
と
い

う
テ
ー
マ
に
対
し
て
、
従
来
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
き
た
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
法
的
構
成
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
制
度
、
動
産
債
権
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譲
渡
特
例
法
に
よ
る
登
記
制
度
、
将
来
債
権
の
移
転
時
期
、
譲
渡
担
保
権
者
の
物
的
納
税
責
任
、
と
い
う
個
別
の
問
題
点
に
つ
き
鳥
瞰
し
、

更
に
、
そ
の
中
に
お
け
る
個
々
の
問
題
点
に
関
し
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
に
関
し
て
、
一
応
の
理
解
に
達
す

る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

そ
こ
で
、
本
款
に
お
い
て
は
、
最
後
に
、
本
稿
に
お
い
て
掲
げ
、
検
討
を
重
ね
て
き
た
諸
問
題
に
関
す
る
今
後
の
議
論
の
方
向
性
に
関

し
て
論
ず
る
と
と
も
に
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
お
け
る
今
後
の
課
題
に
関
し
て
、
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
こ
と
と
す
る
。 

 

ま
ず
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
と
い
え
ど
も
、
設
定
者
が
自
己
の
顧
実
に
対
し
て
現
在
有
す
る
債
権
及
び
将
来
有
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
債

権
を
予
め
の
債
権
譲
渡
担
保
契
約
に
よ
っ
て
一
括
し
て
担
保
に
取
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
個
別
債
権
の
譲
渡
担
保
契
約
を
す
る
と
い
う

煩
雑
さ
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
何
ら
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
の
設
定
契
約
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
だ
、

決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
動
産
と
債
権
と
い
う
点
に
お
い
て
、
権
利
変
動
を
第
三
者
に
対
し
て
対
抗
す
る
た
め
の
要
件
が
全
く
異
な
る
と

い
う
点
に
あ
り
、
動
産
は
単
に
占
有
改
定
に
よ
る
引
渡
し
と
い
う
観
念
的
な
方
法
に
よ
る
対
抗
要
件
具
備
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、

債
権
は
通
常
の
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
で
あ
る
通
知
・
承
諾
制
度
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
第
三
債

務
者
と
い
う
第
三
者
を
巻
き
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
動
産
の
場
合
と
は
異
な
る
難
点
を
有
す
る
問
題
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
点
は
、
現
行
法
上
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例
法
に
よ
る
登
記
制
度
が
一
応
備
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
動
産
も
債
権
も
譲
渡

担
保
の
設
定
に
関
す
る
一
義
的
な
公
示
制
度
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
今
後
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
動
産
譲
渡

担
保
と
債
権
譲
渡
担
保
と
の
複
合
担
保
類
型
が
主
流
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
済
産
業
省
が
推
進
し
て
い
る
Ａ
Ｂ
Ｌ
に
よ
る
事
業
資
金

獲
得
と
い
う
時
代
の
流
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
基
本
的
な
法
的
整
備
、
即
ち
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｕ
Ｃ
Ｃ
フ

ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
な
一
貫
し
た
基
本
法
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
に
お
い
て
は
、
今
後
も
、
事
实
上
、
制
度
だ
け
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は
設
計
さ
れ
、
实
際
に
運
用
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
法
的
基
礎
が
構
築
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
实
に
危
う
い
運
用
の
仕
方
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
確
实
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
指
摘
し
て
き
た
が
、
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
と
し
て
の
登
記
制
度
に
お
い
て
で
さ

え
、
一
応
の
見
直
し
が
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
に
将
来
債
権
の
終
期
を
申
請
書
の
必
須
記
載
事
項
と
し
て
い
る
と
い
う
欠
陥

が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
状
況
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
早
急
に
是
正
さ
れ
る
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
集
合
動
産
に
せ
よ
、
集
合
債
権
に
せ
よ
、
こ
の
譲
渡
担
保
を
用
い
た
一
括
担
保
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
予

約
型
で
法
整
備
を
行
う
の
か
、
そ
れ
と
も
、
最
近
の
わ
が
国
に
お
い
て
主
流
と
な
っ
て
い
る
本
契
約
・
確
定
型
で
法
整
備
を
行
う
の
か
さ

え
、
そ
の
方
向
性
が
見
え
て
こ
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
論
じ
て
き
た
平
成
一
三
年
判
決
か
ら
平
成
一
九
年
判
決
へ
と

い
う
判
例
法
理
の
流
れ
か
ら
考
え
る
と
、
本
契
約
型
が
主
流
と
な
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
が
、
経
済
産
業
省
な
ど
が
描
い
て
い
る
一
括
担

保
シ
ス
テ
ム
の
ス
キ
ー
ム
を
見
る
と
、
ア
メ
リ
カ
型
の
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
、
今
後
、
い
か
な
る
方
向
性
で
議
論
が
な
さ
れ
て
い
く
の

か
見
守
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
し
、
ア
メ
リ
カ
型
に
な
る
と
す
る
と
、
判
例
法
理
に
現
れ
た
将
来
債
権
譲
渡
担
保
の
効
力
発
生
時
期

と
対
抗
要
件
に
関
す
る
理
論
構
成
は
大
幅
に
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

更
に
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
そ
れ
自
体
な
ら
び
に
そ
の
公
示
制
度
と
の
関
わ
り
合
い
と
し
て
、
今
後
俎
上
に
上
っ
て
く
る
問
題
と
し
て
、

電
子
登
録
債
権
と
の
関
係
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
電
子
登
録
債
権
法
制
に
関
す
る
中
間
試
案
」
の
「
第
２ 

電
子
登
録
債
権

の
発
生
」
の
「
２ 

発
生
登
録
手
続
(1)
当
事
者
の
申
請
」
に
お
け
る
必
要
的
記
載
事
項
と
し
て
、
「
①
電
子
登
録
債
権
の
金
額
」
が
あ
り
、

そ
の
（
注
）
書
き
に
よ
る
と
、
「
債
権
額
は
、
確
定
し
た
金
額
で
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
、
同
様
に
、
「
⑥
支
払
期
日
」
の
（
注
）
書
き
に
よ
る
と
、
「
支
払
期
日
は
、
確
定
日
で
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
审
の
公
表
に
係
る
こ
の
中
間
試
案
の
補
足
説
明
に
よ
る
と
、
右
の
「
①
電
子
登
録

債
権
の
金
額
」
に
つ
い
て
は
、
「
電
子
登
録
債
権
の
内
容
は
登
録
さ
れ
た
内
容
に
よ
っ
て
定
ま
る
こ
と
や
、
電
子
登
録
債
権
が
流
通
を
前
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提
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
電
子
登
録
債
権
は
、
発
生
段
階
で
確
定
額
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
金
銭
債
権
で
あ
る
必
要
が
あ

る
た
め
」
と
い
う
理
由
が
付
さ
れ
、
将
来
債
権
の
譲
渡
の
場
合
に
は
、
「
原
因
債
権
の
見
込
額
で
あ
る
確
定
額
を
も
っ
て
電
子
登
録
債
権

を
発
生
さ
せ
、
支
払
の
段
階
に
お
い
て
当
該
見
込
額
と
实
際
の
発
生
額
と
の
差
額
を
人
的
抗
弁
と
し
て
処
理
す
る
と
い
っ
た
方
法
に
よ
っ

て
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る

（

177
）

。
ま
た
、
右
の
「
⑥
支
払
期
日
」
に
つ
い
て
は
、
「
電
子
登
録
債
権
が

金
銭
債
権
で
あ
る
以
上
、
そ
の
支
払
期
日
が
い
つ
で
あ
る
か
は
債
権
の
特
定
の
た
め
に
必
要
な
要
素
で
あ
る
た
め
、
⑥
で
は
、
支
払
期
日

を
必
要
的
記
載
事
項
と
し
て
」
お
り
、
「
こ
の
支
払
期
日
は
、
確
定
日
と
し
て
申
請
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ

て
い
る

（

178
）

。 

 

し
か
し
、
確
定
し
た
債
権
金
額
は
将
来
債
権
の
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
ま
さ
に
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
動
産
債
権
譲
渡
特
例

法
第
八
条
二
項
三
号
に
お
い
て
は
既
発
生
債
権
の
譲
渡
の
場
合
に
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
債
権
が
発
生
し
て
い
な
い
段
階
に
お

い
て
確
定
し
た
支
払
期
日
を
設
定
す
る
こ
と
自
体
、
不
可
能
で
あ
る
。
斯
様
な
基
本
的
な
点
に
お
い
て
で
さ
え
、
右
の
電
子
登
録
債
権
法

制
は
、
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
従
来
の
集
合
債
権
譲
渡
担
保
に
関
す
る
解
釈
問
題
を
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

そ
の
後
、
右
の
中
間
試
案
は
法
制
審
議
会
に
お
い
て
見
直
し
が
図
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
平
成
一
九
年
二
月
七
日
答
申
に
係
る
「
電

子
登
録
債
権
法
制
の
私
法
的
側
面
に
関
す
る
要
綱
」
が
公
表
さ
れ
、
同
要
綱
の
「
第
２ 

電
子
登
録
債
権
の
発
生
」
に
お
い
て
は
、
「
２ 

発
生
登
録
(1)
登
録
事
項
」
と
し
て
、
「
① 

債
務
者
が
一
定
の
金
額
を
支
払
う
旨
」
、
「
② 

支
払
期
日
（
確
定
日
に
限
る
も
の
と
し
〃
分

割
払
の
方
法
に
よ
り
債
務
を
支
払
う
場
合
に
あ
っ
て
は
〃
各
支
払
期
日
と
す
る
も
の
と
す
る
。
）
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
中
間
試
案
に

お
け
る
「
確
定
債
権
額
」
と
い
う
点
は
若
干
曖
昧
な
表
現
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
「
支
払
期
日
」
に
関
し
て
は
、
何
等
変
わ
っ
て
い
な

い
（

179
）

。
こ
の
電
子
登
録
債
権
法
制
に
関
す
る
諸
問
題
に
関
し
て
は
、
既
に
中
間
試
案
公
表
後
、
各
方
面
か
ら
検
討
が
な
さ
れ
て
お
り

（

180
）

、

本
稿
に
お
け
る
諸
問
題
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
点
に
関
し
て
は
、
な
お
詳
細
な
検
討
を
要
す
る
の
で
、
別
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稿
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
た
だ
、
現
在
で
は
、
右
の
要
綱
が
電
子
記
録
債
権
法
（
平
成
一
九
年
六
月
二
七
日
法
律
第
一
〇
二
号
）

と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
単
純
に
考
え
て
も
、
将
来
債
権
を
既
に
譲
渡
担
保
に
供
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
将
来
債
権
が
発
生

す
る
度
ご
と
に
発
生
記
録
す
る
と
い
う
点
、
ま
た
、
既
に
設
定
契
約
時
に
お
い
て
確
定
的
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
債
権
を
設
定
者
名
義
で
発

生
記
録
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
抑
も
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
設
定
及
び
対
抗
要
件
具
備
行
為
と
、
電
子
記
録
債
権
制
度
と
は
、
そ

の
併
用
な
い
し
運
用
が
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

（

181
）

。 

 

更
に
ま
た
、
こ
れ
は
既
に
各
方
面
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
集
合
債
権
譲
渡
担
保
は
将
来
債
権
を
予
め
譲
渡
す
る
と
い

う
類
型
の
担
保
契
約
で
あ
る
か
ら
、
予
め
の
債
権
譲
渡
の
効
力
が
確
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
後
の
全
て
の
第
三
者
に
対
し

て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
き
わ
め
て
強
力
な
担
保
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
集
合
動
産
譲
渡
担
保
の
設
定
さ
れ
た
商
品
倉
庫
内
に

搬
入
さ
れ
た
動
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の
瞬
間
に
、
他
の
債
権
者
等
に
優
先
す
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
と
い
う
構
成
と
全
く
同
じ
状
況
を

呈
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
集
合
財
産
の
担
保
を
設
定
す
れ
ば
、
動
産
の
売
主
に
お
い
て
所
有
権
留
保
を
設
定
す
る
と
い
う
商
慣
習
の
な

い
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
怖
い
も
の
知
ら
ず
の
担
保
と
な
り
、
ま
し
て
や
、
債
権
に
お
い
て
は
所
有
権
留
保
の
よ
う
な
制
度
が
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
担
保
類
型
が
先
を
競
っ
て
設
定
さ
れ
る
と
い
う
将
来
像
が
目
に
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。
尤
も
、
動
産
債
権
譲
渡

特
例
法
に
お
い
て
、
対
抗
要
件
に
対
す
る
予
防
的
な
効
果
を
法
定
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
懸
念
は
杞
憂
に
終
わ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
い
よ
い
よ
民
法
上
の
一
般
条
項
や
強
行
規
定
に
よ
る
規
制
と
い
う
曖
昧
な
解
決
策
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
こ
の
最
後
の
伝
家
の
宝
刀
に
関
し
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
過
剰
担
保
理
論
を
引
き
合
い
に
出
し
、
集

合
債
権
譲
渡
担
保
に
対
す
る
規
制
の
一
端
を
論
じ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
規
制
方
法
は
、
動
産
・
債
権
を
問
わ
ず
、
ま
さ
に
集
合
財
産
担

保
に
対
す
る
規
制
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
規
制
を
用
い
て
、
譲
渡
担
保
と
公
序
良
俗
違
反
と
の
調
整
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

最
後
に
、
集
合
財
産
の
譲
渡
担
保
は
、
動
産
に
つ
い
て
は
担
保
所
有
権
の
包
括
的
帰
属
と
い
う
構
成
を
採
り
、
ま
た
、
債
権
に
つ
い
て
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は
将
来
債
権
を
含
め
た
債
権
の
包
括
的
帰
属
と
い
う
構
成
を
採
る
と
い
う
担
保
類
型
で
あ
り
、
信
託
法
理
を
用
い
た
権
利
移
転
的
構
成
が

そ
の
原
点
を
な
す
と
い
う
担
保
類
型
で
あ
る
か
ら
、
畢
竟
、
担
保
権
者
に
非
常
に
有
利
に
制
度
設
計
さ
れ
た
担
保
で
あ
る
と
い
う
点
を
十

分
に
考
慮
し
た
上
で
、
今
後
の
理
論
構
成
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
を
強
調
し
て
、
本
稿
を
了
す
る
こ
と
と
す
る
。

結
局
、
最
後
ま
で
ま
と
ま
り
を
欠
く
論
攷
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思
う
が
、
今
後
も
、
以
上
の
観
点
か
ら
、
新
し
い
複
合
的

な
担
保
類
型
の
創
出
と
そ
の
法
的
規
制
と
い
う
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
研
究
を
重
ね
る
こ
と
と
し
、
な
お
残
さ
れ
た
問
題
に
関
す
る
明
確
な
判

断
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

  

註
（
177
）
法
務
省
民
事
局
参
事
官
审
「
電
子
登
録
債
権
法
制
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
」
三
二
頁
。 

 

註
（
178
）
法
務
省
民
事
局
参
事
官
审
「
電
子
登
録
債
権
法
制
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
」
三
亓
頁
。 

 

註
（
179
）
法
制
審
議
会
電
子
債
権
法
部
会
第
一
四
回
会
議
（
平
成
一
九
年
一
月
一
六
日
）
に
お
い
て
「
電
子
登
録
債
権
法
制
の
私
法
的
側
面
に
関
す 

る
要
綱
案
」
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
同
年
二
月
七
日
に
法
制
審
議
会
長
か
ら
法
務
大
臣
宛
に
「
電
子
登
録
債
権
法
制
の
私
法
的
側
面
に
関
す
る
要

綱

」

が

答

申

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

要

綱

自

体

は

法

務

省

の

Ｈ

Ｐ

か

ら

ダ

ウ

ン

ロ

ー

ド

す

る

こ

と

が

で

き

る

（h
ttp

://w
w

w
.
m

o
j.

g
o.

jp
/S

H
IN

G
I2

/070207
-2

-1.
p
d
f

）
。
本
文
に
示
し
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
右
「
要
綱
」
亓
頁
参
照
。 

 

な
お
、
右
の
要
綱
が
法
務
大
臣
に
答
申
さ
れ
た
後
、
本
年
三
月
一
四
日
、
第
一
六
六
回
通
常
国
会
に
「
電
子
記
録
債
権
法
案
」
が
提
出
さ
れ
（
内

閣
提
出
第
八
亓
号
）
、
同
法
案
は
本
年
六
月
二
〇
日
に
参
議
院
で
可
決
成
立
し
、
電
子
記
録
債
権
法
が
誕
生
し
た
。
因
み
に
、
本
文
に
お
い
て
指

摘
し
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
一
六
条
（
発
生
記
録
）
に
お
い
て
、
「
発
生
記
録
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
」
と
規
定
さ
れ
、
「
一 

債
務
者
が
一
定
の
金
額
を
支
払
う
旨
」
、
「
二 

支
払
期
日
（
確
定
日
に
限
る
も
の
と
し
、
分
割
払
の
方
法

に
よ
り
債
務
を
支
払
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
各
支
払
期
日
と
す
る
。
）
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
前
述
し
た
要
綱
と
何
等
変
わ
っ
て
い
な
い
。 

 

註
（
180
）
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
一
〇
月
七
日
の
金
融
法
学
会
第
二
三
回
大
会
資
料
と
し
て
、
池
田
眞
朗
・
大
垣
尚
司
・
中
村
廉
平
・
小
野
傑 

「
特
集 

電
子
登
録
債
権
法
制
と
金
融
」
金
融
法
務
事
情
一
七
八
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
八
頁
以
下
が
あ
り
、
ま
た
、
法
務
省
の
实
施
に
係
る
意

見
照
会
に
応
え
た
も
の
と
し
て
、
石
川
裕
「
全
銀
協
『
電
子
登
録
債
権
法
制
に
関
す
る
中
間
試
案
に
対
す
る
意
見
』
の
概
要
」
金
融
法
務
事
情
一
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七
八
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
亓
亓
頁
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
意
見
照
会
結
果
を
踏
ま
え
た
法
務
省
サ
イ
ド
か
ら
の
見
解
（
但
し
、
あ
く
ま
で
も
個
人

的
見
解
と
い
う
触
れ
込
み
で
あ
る
）
と
し
て
、
始
関
正
光
・
坂
本
三
郎
・
仁
科
秀
隆
「
『
電
子
登
録
債
権
法
制
に
関
す
る
中
間
試
案
』
に
つ
い
て

の
意
見
照
会
結
果
の
要
点
―
金
融
機
関
か
ら
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
項
目
を
中
心
に
―
」
金
融
法
務
事
情
一
七
八
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
一
頁
以

下
が
あ
る
。
な
お
、
右
金
融
法
学
会
の
「
〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉
電
子
登
録
債
権
法
制
と
金
融
」
に
つ
い
て
は
、
金
融
法
研
究
第
二
三
号
（
二
〇
〇

七
年
）
三
頁
以
下
を
参
照
。 

 

註
（
181
）
将
来
債
権
の
譲
渡
担
保
と
電
子
登
録
債
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
池
田
眞
朗
教
授
は
、
「
第
三
債
務
者
不
特
定
の
将
来
債
権
譲
渡
を
考
え 

る
と
、
将
来
債
権
譲
渡
契
約
を
し
て
特
例
法
登
記
を
し
た
段
階
で
は
、
第
三
債
務
者
は
決
ま
っ
て
い
な
い
」
と
こ
ろ
、
債
務
者
が
大
企
業
で
今
後

ほ
ぼ
全
面
的
に
電
子
登
録
債
権
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
債
権
者
と
な
る
被
融
資
者
と
し
て
は
、
融
資
者
た
る
原
因
債
権
譲
受
人
の
名
前
で
電
子

登
録
債
権
の
発
生
登
録
を
い
ち
い
ち
頼
む
の
も
現
实
的
で
は
な
い
の
で
、
「
被
融
資
者
を
債
権
者
と
し
た
電
子
登
録
債
権
が
発
生
登
録
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
」
も
の
と
解
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
「
原
因
債
権
譲
受
人
は
、
そ
の
発
生
登
録
さ
れ
た
電
子
登
録
債
権
を
す
ぐ
に
債
権
者
と
な
っ
た
原

因
債
権
譲
渡
人
に
回
収
し
て
も
ら
う
か
、
そ
れ
を
自
分
が
譲
り
受
け
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
」
な
ら
な
い
も
の
と
解
し
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
、

「
電
子
登
録
債
権
を
別
の
人
に
譲
渡
さ
れ
た
り
、
別
の
人
か
ら
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
ら
負
け
て
し
ま
う
」
、
「
つ
ま
り
債
権
譲
渡
登
記
で
得
た
優

先
性
が
無
に
帰
す
る
」
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
池
田
眞
朗
「
報
告
３
・
電
子
登
録
債
権
法
制
―
中
間
試
案
の
検
討
と
若
干
の
試
論
」
金
融

法
研
究
第
二
三
号
三
四
頁
＊
四
四
頁
＋
）
。 

 

右
の
池
田
教
授
の
解
釈
に
お
け
る
最
後
の
理
由
付
け
部
分
に
つ
い
て
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
前
半
部
分
に
つ
い
て
は
、
抑
も
、
電
子
登
録

債
権
制
度
を
構
築
す
る
の
は
、
指
名
債
権
に
せ
よ
、
手
形
債
権
に
せ
よ
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
二
重
譲
渡
、
人
的
抗
弁
の
対
抗
、
手
形
の

盗
難
・
紛
失
等
と
い
っ
た
数
々
の
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
即
ち
、
そ
れ
ら
債
権
の
管
理
を
電
子
化
し
、
安
全
か
つ
円
滑
な
取
引
を
確
保
す
る

と
い
う
目
的
が
あ
る
と
こ
ろ
（
法
務
省
民
事
局
参
事
官
审
「
電
子
登
録
債
権
法
制
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
」
一
頁
参
照
）
、
右
の
解
釈

に
よ
る
と
、
こ
の
目
的
と
相
反
す
る
結
果
、
即
ち
、
不
安
定
か
つ
リ
ス
ク
の
多
い
取
引
を
招
来
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
生
ず

る
。
な
お
、
電
子
登
録
債
権
法
制
に
関
し
て
は
、
本
文
及
び
右
に
掲
げ
た
問
題
点
を
含
め
、
い
ず
れ
別
稿
に
お
い
て
詳
し
く
検
討
し
た
い
。 

 

（
二
〇
〇
七
＊
平
成
一
九
＋
年
八
月
六
日
脱
稿
） 


